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令和８年２月17日(火曜日)

　　　議事日程　第１号

　　令和８年２月17日(火曜日)午前10時開会

　第１　会議録署名議員の指名

　第２　会期決定の件

　第�３　知事提出議案の上程(第１号から第99号

まで)

　第４　知事の提案理由説明

　第�５　人事委員会の意見(第68号、第69号、第

71号及び第92号）

  第６　教育委員会の意見(第88号)

　第�７　議案等に対する質疑(第１号から第45号

まで)

　第�８　知事提出議案の委員会付託(第１号から

第45号まで)

　第９　休会の件

本日の会議に付した事件

　日程第１　会議録署名議員の指名

　日程第２　会期決定の件

　日�程第３　知事提出議案の上程(第１号から第

99号まで)

　日程第４　知事の提案理由説明

　日�程第５　人事委員会の意見(第68号、第69�

号、第71号及び第92号)

　日程第６　教育委員会の意見(第88号)

　日�程第７　議案等に対する質疑(第１号から第

45号まで)

　日�程第８　知事提出議案の委員会付託(第１号

から第45号まで)

　日程第９　休会の件

出席議員氏名(45人)

星　野　愛　斗　君

髙　井　千　歳　さん

住　永　栄一郎　君

　亀　田　英　雄　君

幸　村　香代子　君

杉　嶌　ミ　カ　さん

立　山　大二朗　君

斎　藤　陽　子　さん

本　田　雄　三　君

岩　田　智　子　君

堤　　　泰　之　君

南　部　隼　平　君

前　田　敬　介　君

坂　梨　剛　昭　君

荒　川　知　章　君

城　戸　　　淳　君

池　永　幸　生　君

竹　﨑　和　虎　君

吉　田　孝　平　君

中　村　亮　彦　君

増　永　慎一郎　君

髙　島　和　男　君

松　村　秀　逸　君

岩　本　浩　治　君

西　山　宗　孝　君

河　津　修　司　君

楠　本　千　秋　君

橋　口　海　平　君

緒　方　勇　二　君

髙　木　健　次　君

令和８年	 熊本県議会２月定例会会議録	 第１号
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髙　野　洋　介　君

内　野　幸　喜　君

岩　中　伸　司　君

城　下　広　作　君

西　　　聖　一　君

山　口　　　裕　君

渕　上　陽　一　君

坂　田　孝　志　君

溝　口　幸　治　君

池　田　和　貴　君

吉　永　和　世　君

松　田　三　郎　君

藤　川　隆　夫　君

岩　下　栄　一　君

前　川　　　收　君

欠席議員氏名(２人)

西　村　尚　武　君

前　田　憲　秀　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職氏名

知 事　木　村　　　敬　君　

副 知 事　竹　内　信　義　君　

副 知 事　亀　崎　直　隆　君　

知事公室長　深　川　元　樹　君　

総 務 部 長　千　田　真　寿　君　

企画振興部長　富　永　隼　行　君　

理　　　　事　阪　本　清　貴　君　

理　　　　事　府　高　　　隆　君　

健康福祉部長　下　山　　　薫　さん

環境生活部長　清　田　克　弘　君　

商工労働部長　上　田　哲　也　君　

観光文化部長　脇　　　俊　也　君　

農林水産部長　中　島　　　豪　君　

理 事　間　宮　将　大　君　

土 木 部 長　菰　田　武　志　君　

会計管理者　野　中　眞　治　君　

企 業 局 長　久　原　美樹子　さん

病 院 事 業
管 理 者
職務代理者

　鍬　本　亮　太　君　

教 育 長　越　猪　浩　樹　君　

警察本部長　佐　藤　昭　一　君　

人事委員会
委 員 長　出　田　孝　一　君　

監 査 委 員　小　原　雅　之　君　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　波　村　多　門

　　　　　　事務局次長
兼総務課長　鈴　　　和　幸

　　　　　　議 事 課 長　下　﨑　浩　一

　　　　　　議事課長補佐　岡　部　康　夫

　　午前10時開会　開議

○議長(髙野洋介君)　ただいまから令和８年２月

熊本県議会定例会を開会いたします。

　これより本日の会議を開きます。

　永�年勤続議員に対する熊本県議会の表彰並びに

知事の感謝状贈呈

○議長(髙野洋介君)　まず、熊本県議会永年勤続

議員に対する熊本県議会の表彰を行います。

　なお、知事木村敬君から、被表彰議員に対し感

謝状を贈呈したい旨の申出があっておりますの

で、併せてこれを行います。

　被表彰者は、

　15年勤続議員

　　緒　方　勇　二　君

　　橋　口　海　平　君

であります。

　被表彰者の諸君は演壇の前に出ていただきま

す。

　　 〔被表彰者演壇前に出る〕
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○議長(髙野洋介君)

　　　表　　彰　　状

　　　　　　　　　　　　緒　方　勇　二　様

　�あなたは本県議会議員として15年以上にわたり

県民の負託に応え地方自治発展のため多大の貢

献をされました　ここにその功績をたたえ表彰

します

　　　令和８年２月17日

　　　　　　　　　　　　　熊　本　県　議　会

　　 〔表彰状及び記念品贈呈〕

　　 〔拍手〕

○議長(髙野洋介君)

　　　表　　彰　　状

　　　　　　　　　　　　橋　口　海　平　様

　�あなたは本県議会議員として15年以上にわたり

県民の負託に応え地方自治発展のため多大の貢

献をされました　ここにその功績をたたえ表彰

します

　　　令和８年２月17日

　　　　　　　　　　　　　熊　本　県　議　会

　　 〔表彰状及び記念品贈呈〕

　　 〔拍手〕

○知事(木村敬君)

　　　感　　謝　　状

　　　　　　　　　　　　緒　方　勇　二　様

　�あなたは15年以上にわたり熊本県議会議員とし

て県民の負託にこたえよく県勢の発展に寄与さ

れました　その功績はまことに大でありますの

でここに深く感謝の意を表します

　　　令和８年２月17日

　　　　　　　　　熊本県知事　木　村　　　敬

　　 〔感謝状贈呈〕

　　 〔拍手〕

○知事(木村敬君)

　　　感　　謝　　状

　　　　　　　　　　　　橋　口　海　平　様

　�あなたは15年以上にわたり熊本県議会議員とし

て県民の負託にこたえよく県勢の発展に寄与さ

れました　その功績はまことに大でありますの

でここに深く感謝の意を表します

　　　令和８年２月17日

　　　　　　　　　熊本県知事　木　村　　　敬

　　 〔感謝状贈呈〕

　　 〔拍手〕

　日程第１　会議録署名議員の指名

○議長(髙野洋介君)　次に、日程に従いまして、

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

　会議録署名議員は、会議規則第121条の規定に

より、吉永和世君、池田和貴君、住永栄一郎君、

以上３人を指名いたします。

　日程第２　会期決定の件

○議長(髙野洋介君)　次に、日程第２、会期決定

の件を議題といたします。

　お諮りいたします。

　今期定例会の会期は、本日から３月18日までの

30日間といたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、会期は本日から３月18日までの30日間とす

ることに決定いたしました。

　日�程第３　知事提出議案の上程(第１号から第

99号まで)

○議長(髙野洋介君)　次に、日程第３、知事提出
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議案第１号から第99号までが提出されましたの

で、これを一括して議題といたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

第�１号　令和７年度熊本県一般会計補正予算

　(第12号）

第�２号　令和７年度熊本県中小企業振興資金特

別会計補正予算(第１号）

第�３号　令和７年度熊本県収入証紙特別会計補

正予算(第１号）

第�４号　令和７年度熊本県立高等学校実習資金

特別会計補正予算(第１号）

第�５号　令和７年度熊本県港湾整備事業特別会

計補正予算(第４号）

第�６号　令和７年度熊本県臨海工業用地造成事

業特別会計補正予算(第３号）

第�７号　令和７年度熊本県用地先行取得事業特

別会計補正予算(第２号）

第�８号　令和７年度熊本県育英資金等貸与特別

会計補正予算(第２号）

第�９号　令和７年度熊本県林業改善資金特別会

計補正予算(第１号）

第�10号　令和７年度熊本県沿岸漁業改善資金特

別会計補正予算(第１号）

第�11号　令和７年度熊本県市町村振興資金貸付

事業特別会計補正予算(第１号）

第�12号　令和７年度熊本県高度技術研究開発基

盤整備事業等特別会計補正予算(第４号）

第�13号　令和７年度熊本県公債管理特別会計補

正予算(第１号）

第�14号　令和７年度熊本県国民健康保険事業特

別会計補正予算(第３号）

第�15号　令和７年度熊本県下水道事業会計補正

予算(第５号）

第�16号　令和７年度熊本県電気事業会計補正予

算(第４号）

第�17号　令和７年度熊本県工業用水道事業会計

補正予算(第５号）

第�18号　令和７年度熊本県有料駐車場事業会計

補正予算(第２号）

第�19号　令和７年度熊本県病院事業会計補正予

算(第４号）

第20号　専決処分の報告及び承認について

第�21号　熊本県高等学校等教育改革促進基金条

例の制定について

第�22号　令和７年度農林水産関係の建設事業の�

経費に対する市町村負担金(地方財政法関�

係）について

第23号　工事請負契約の締結について

第24号　工事請負契約の変更について

第25号　工事請負契約の変更について

第26号　工事請負契約の変更について

第27号　工事請負契約の変更について

第28号　工事請負契約の変更について

第29号　工事請負契約の締結について

第30号　工事請負契約の変更について

第31号　工事請負契約の変更について

第32号　工事請負契約の締結について

第33号　工事請負契約の締結について

第34号　工事請負契約の変更について

第35号　指定管理者の指定について

第36号　専決処分の報告及び承認について

第37号　専決処分の報告及び承認について

第38号　専決処分の報告及び承認について

第39号　専決処分の報告及び承認について

第40号　専決処分の報告及び承認について

第41号　専決処分の報告及び承認について

第42号　専決処分の報告及び承認について

第43号　専決処分の報告及び承認について

第44号　専決処分の報告及び承認について

第45号　専決処分の報告及び承認について
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第46号　令和８年度熊本県一般会計予算

第�47号　令和８年度熊本県中小企業振興資金特

別会計予算

第�48号　令和８年度熊本県母子父子寡婦福祉資

金特別会計予算

第�49号　令和８年度熊本県収入証紙特別会計予

算

第�50号　令和８年度熊本県立高等学校実習資金

特別会計予算

第�51号　令和８年度熊本県港湾整備事業特別会

計予算

第�52号　令和８年度熊本県臨海工業用地造成事

業特別会計予算

第�53号　令和８年度熊本県用地先行取得事業特

別会計予算

第�54号　令和８年度熊本県育英資金等貸与特別

会計予算

第�55号　令和８年度熊本県林業改善資金特別会

計予算

第�56号　令和８年度熊本県沿岸漁業改善資金特

別会計予算

第�57号　令和８年度熊本県市町村振興資金貸付

事業特別会計予算

第�58号　令和８年度熊本県高度技術研究開発基

盤整備事業等特別会計予算

第�59号　令和８年度熊本県のチッソ株式会社に

対する貸付けに係る県債償還等特別会計予算

第�60号　令和８年度熊本県公債管理特別会計予

算

第�61号　令和８年度熊本県国民健康保険事業特

別会計予算

第62号　令和８年度熊本県下水道事業会計予算

第63号　令和８年度熊本県電気事業会計予算

第�64号　令和８年度熊本県工業用水道事業会計

予算

第�65号　令和８年度熊本県有料駐車場事業会計

予算

第�66号　令和８年度熊本県病院事業会計予算

第�67号　熊本県内部組織設置条例の一部を改正

する条例の制定について

第�68号　熊本県一般職の職員等の給与に関する

条例等の一部を改正する条例の制定について

第�69号　熊本県職員等の旅費に関する条例の一

部を改正する条例の制定について

第�70号　熊本県知事等の給与及び旅費に関する

条例等の一部を改正する条例の制定について

第�71号　熊本県職員の特殊勤務手当に関する条

例の一部を改正する条例の制定について

第�72号　熊本県監査委員に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

第�73号　熊本県行政手続条例の一部を改正する

条例の制定について

第�74号　熊本県手数料条例の一部を改正する条

例の制定について

第�75号　熊本県公益認定等審議会条例の一部を

改正する条例の制定について

第�76号　熊本県住民基本台帳法施行条例の一部

を改正する条例の制定について

第�77号　熊本県税条例の一部を改正する条例の

制定について

第�78号　熊本県総合福祉センター条例の一部を

改正する条例の制定について

第�79号　熊本県食品衛生基準条例の一部を改正

する条例の制定について

第�80号　熊本県介護医療院の人員、施設及び設

備並びに運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例の制定について

第�81号　熊本県看護師等修学資金貸与条例の一

部を改正する条例の制定について

第�82号　熊本県医師修学資金貸与条例の一部を
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改正する条例の制定について

第�83号　熊本県国民健康保険法施行条例の一部

を改正する条例の制定について

第�84号　熊本県工業用水道管理条例の一部を改

正する条例の制定について

第�85号　熊本県公害紛争処理条例の一部を改正

する条例の制定について

第�86号　熊本県スポーツ応援基金条例の制定に

ついて

第�87号　熊本県豊かな森林の保全に関する条例

の制定について

第�88号　熊本県教育委員会の権限に属する事務

処理の特例に関する条例の一部を改正する条

例の制定について

第�89号　熊本県立高等学校の授業料等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について

第�90号　熊本県立青少年の家条例の一部を改正

する条例の制定について

第�91号　熊本県警察職員定数条例の一部を改正

する条例の制定について

第�92号　熊本県警察の職員の特殊勤務手当に関

する条例の一部を改正する条例の制定につい

て

第�93号　熊本県運転免許センター運転免許試験

コース使用料徴収条例の一部を改正する条例

の制定について

第�94号　第七次熊本県環境基本計画の策定につ

いて

第95号　包括外部監査契約の締結について

第96号　特定事業契約の締結について

第97号　権利の放棄について

第98号　権利の放棄について

第99号　権利の放棄について

報告第１号　専決処分の報告について

報告第２号　専決処分の報告について

報告第３号　専決処分の報告について

報告第４号　専決処分の報告について

報告第５号　専決処分の報告について

報告第６号　専決処分の報告について

報告第７号　専決処分の報告について

報告第８号　専決処分の報告について

報告第９号　専決処分の報告について

報�告第10号　一般社団法人熊本県果実生産出荷

安定基金協会の経営状況を説明する書類の提

出について

　日程第４　知事の提案理由説明

○議長(髙野洋介君)　次に、日程第４、ただいま

議題といたしました議案に対する知事の説明を求

めます。

　知事木村敬君。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　今回の定例会に提出しており

ます議案の説明に先立ち、県政運営に対する私の

所信の一端を申し述べさせていただきます。

　世界的に保護主義と排外主義の台頭が顕著とな�

っており、経済、社会の両面に影響を及ぼしてお

ります。特に経済においては、物価高騰という形

で国民生活を直撃しています。

　私は、このような状況においてこそ、国民が直

面している課題の解消に向け必要な対策を速やか

に講じることが、行政と政治に課せられた最も重

要な使命であると考えております。

　国政においては、今月８日に、政権政党の選択

を国民に問うための衆議院議員総選挙が行われ、

高市総理が改めて国民から日本のかじ取りを委ね

られることになりました。

　引き続き国と連携しながら、物価高騰対策をは

じめとする喫緊の課題にしっかりと取り組んでま

いります。
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　先々週の木曜日には、ＴＳＭＣが建設を進めて

いるＪＡＳＭ第２工場で生産する主要製品につい

て、３ナノレベルの最先端半導体に変更する意向

を示されました。

　これまで半導体関連産業の集積が進んできた本

県にとっても、大変大きなニュースであり、最先

端半導体の製造拠点として、また、日本の経済安

全保障の要として、その地位を確立することが期

待されます。

　この機を捉えて、くまもとサイエンスパークの

実現に向けた取組を加速するとともに、県内各地

へその効果を波及させるための取組を着実に進め

てまいります。

　あわせて、台湾とのさらなる交流拡大に向け

て、肥後銀行と県、熊本市が連携した新たな取組

として、株式会社地方総研が新設される台北支店

に、県から職員を派遣することを予定しておりま

す。

　これにより、熊本への企業誘致や県内企業の台

湾進出、県産品の輸出拡大などがさらに進むよ

う、しっかりと取り組んでまいります。

　私の知事就任２年目となる令和７年は、今後の

熊本の発展に重要な役割を果たす大規模プロジェ

クト等について、知事として大きな決断を行った

年でございました。

　まず、昨年４月、令和２年７月豪雨からの復興

のシンボルであるＪＲ肥薩線の八代―人吉間の鉄

道での復旧に関して、ＪＲ九州と最終合意書を取

り交わしました。

　また、９月には、県有スポーツ施設、阿蘇くま

もと空港アクセス鉄道の整備、県立大学への半導

体学部の設置について、それぞれ取組の方向性を

お示しし、前進させることができました。

　そして、昨年の最も大きな出来事としては、知

事就任以来初めての大きな災害である令和７年８

月豪雨に見舞われ、県内各地に甚大な被害をもた

らしました。

　被災したインフラの早期復旧はもとより、農林

畜水産業の再生や商工業への支援など、被災者の

皆様が一日も早く生活や事業を再建できるよう、

昨年末策定した令和７年８月豪雨からの復旧・復

興プランに基づき、現場の状況に即したきめ細か

な対策を迅速かつ着実に進め、被災地の復旧、復

興に全力で取り組んでまいります。

　今年は、知事としての任期、そして、県政運営

のよりどころであるくまもと新時代共創基本方針

の折り返しの年となります。基本方針に掲げた

「県民みんなが安心して笑顔になり、持続的で活

力あふれる熊本の未来を共に創る」という目標の

実現に向け、これまで種をまき、育ててきた様々

な政策が花を開き、たくさんの実をつける豊作の

一年になるよう決意を新たにしたところでござい

ます。

　私の政治方針の根幹をなすのは、徹底した現場

主義でございます。知事就任以来、私自らが市町

村にお伺いし、県民の皆様の声を直接お聞きする

お出かけ知事室は、今年度末で県内全ての市町村

を一巡する予定でございます。

　現場にこそ真実があり、解決の糸口がある、引

き続き、この信念の下、まずもって様々な機会を

活用して現場の声をお聞きするとともに、議員各

位から地域の実情をしっかりとお聞かせいただき

ながら、全ての県職員が、困難に直面している県

民の皆様に寄り添い、その思いに応えることがで

きるよう、全力で取り組んでまいります。

　特に、少子化や人口減少が進む中で、若い世代

を中心とした人材の育成が重要です。教育と福祉

の充実を図るため、こどもまんなか熊本・実現計

画に基づく子育て支援の取組などを推進してまい

ります。
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　また、半導体関連産業のさらなる集積などを通

じて経済活性化の波を県内全域に波及させると同

時に、渋滞や地下水といった県民の皆様の見える

不満、見えない不安にしっかりと応えていく必要

がございます。

　引き続き、全庁横断的組織である各推進本部に

おいて関連する施策に取り組むとともに、その成

果を県民の皆様にお示ししてまいります。

　さらに、私自身が障害当事者であるからこそ、

年齢や国籍、障害の有無など、様々な事情や背景

をお持ちの方々お一人お一人の人格と個性が尊重

され、共生していくことが可能な温かい社会を構

築するため、多文化共生、インクルーシブ教育の

充実に向けた取組も推進してまいります。

　また、今年は、県政にとって極めて重要な節目

が重なる年でございます。

　まず、熊本地震から10年という節目でございま

す。

　あの未曽有の大震災から今日まで、私たちは幾

多の困難を乗り越え、全国、そして海外からも数

多くの御支援をいただきながら、一歩ずつ復興の

歩みを進めてまいりました。この10年という時期

を捉え、これまでの歩みをしっかりと振り返り、

防災、減災への備えなど、得られた教訓を再認識

するとともに、次世代に継承し、世界に誇れる

「防災先進県くまもと」の確立を進めてまいりま

す。

　そして、水俣病公式確認から70年という節目も

迎えます。

　この節目を契機として、関係者の皆様と連携し

ながら、地域のさらなる再生、融和、そして情報

発信の強化に取り組むことで、水俣病に対する理

解を促進し、その歴史と教訓を次世代に伝えてい

くという、本県が果たすべき使命を全うしてまい

ります。

　このような取組の積み重ねが、最終的に私が目

指す「県民みんなが安心して笑顔になり、持続的

で活力あふれる熊本」へとつながるものと確信し

ております。共に創る県民が主人公の県政、この

実現に向け、県議会及び県民の皆様の御理解、御

協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

　続いて、今定例会に提案しております議案の概

要について御説明申し上げます。

　まず、令和７年度２月補正予算でございます。

　国の経済対策への対応として、災害時の歯科保

健医療提供体制の整備、介護事業所等に対するサ�

ービスの継続や中山間地での提供体制の確保、食

料安全保障の確立のための農業共同利用施設の再

編集約などへの支援など、計124億円を計上して

おります。

　また、経済対策に合わせた本県独自の地域活性

化策として、物価高騰の影響を受けるトラック運

送事業者等への支援、食のみやこ熊本創造に向け

た県内外への情報発信、販路拡大などの取組な

ど、62億円を計上しております。

　あわせて、今後の執行見込みの精査による減額

補正も行っております。

　これらにより、一般会計は98億円の増額補正と

なり、補正後の現計予算額は１兆107億円となり

ます。

　次に、令和８年度当初予算について御説明いた

します。

　今回の予算は、人件費や物価の高騰、金利上昇

による公債費の増などが見込まれる中で、厳しい

収支見通しを踏まえた事業のスクラップ・アン

ド・ビルド、特にスクラップの徹底を図ることと

し、これまで以上に事業の選択と集中を図ってま

いりました。

　その上で、このような中にあっても優先して取

り組むべきものとして、災害からの復旧、復興と
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くまもと新時代共創基本方針に基づく人材の育

成、確保、次世代の育成、共生社会の実現の取組

を中心に予算を編成いたしました。

　その結果、一般会計当初予算の総額は、過去最

大の9,353億円となります。

　続いて、歳出予算の主な内容について御説明い

たします。

　まず、災害からの復旧、復興についてです。

　熊本地震からの創造的復興として、阿蘇くまも

と空港アクセス鉄道の事業許可に向けた調査、設

計や法人の設立に向けた手続を着実に進めるた

め、整備に向けた取組を本格化いたします。

　令和２年７月豪雨からの創造的復興としては、

令和８年度上半期に見込まれるくま川鉄道全線運

行再開を起爆剤とした地域のにぎわいの創出、く

ま川鉄道を軸とした誘客の促進に取り組みます。

また、人吉・球磨地域における若者などの人材確

保、育成に向けた体制構築への支援により、地域

振興のさらなる強化を図ります。

　令和７年８月豪雨からの復旧、復興として、引

き続き、農地、農業用施設、公共土木施設等の早

期復旧に取り組むとともに、衛星ブロードバンド

インターネットサービスの導入に係る検証など、

災害対応力のさらなる強化を図ります。加えて、

甚大な被害を受けたイグサ産地の維持、復興に向

け、畳表の生産技術の継承や「いぐさラボ」の設

置による新たな商品づくりの支援などに取り組み

ます。

　こうした災害からの復旧、復興の取組に加え

て、大規模災害等への備えの強化として、防災と

消防業務の一体的な運用体制を構築するため、令

和８年４月の組織改正により、総務部の消防保安

課を知事公室へ移管し、知事公室に危機管理防災

局を新設する予定としており、今定例会に関係条

例を提案しております。

　次に、くまもと新時代共創総合戦略の推進につ

いてです。

　第１、人材の育成、確保について、福祉分野に

おける取組として「こども家庭ソーシャルワーカ�

ー」の資格取得を促進し、子供や家庭への支援体

制を充実させるとともに、児童相談所における適

切な業務の推進を図ります。

　県内企業のさらなる成長促進を図るため、企業

等におけるＤＸ人材の育成に向けた研修の開催や

半導体関連産業の集積を踏まえた地場企業の投資

を促進するための支援の拡充等に取り組みます。

　また、農業における担い手の確保に向け、市町

村と連携した地域営農組織の中核を担う人材育成

のための伴走支援等の取組を強化いたします。

　熊本で働く外国人材については、各種産業にお

ける人材確保に向けた取組を支援するとともに、

入国後の適切な受入れ体制を確保するため、国や

監理団体との連携に向けた取組を強化いたしま

す。

　県庁における人材確保、育成として、業務に必

要な資格取得の支援などに取り組むほか、業務の

縮減、効率化に向けた業務プロセスの見直し、い

わゆるＢＰＲについても併せて推進してまいりま

す。

　第２に、次世代の育成について、子供たちの読

み解く力をはかるリーディングスキルテストを全

県的に実施し、教員の指導力の質を高め、子供た

ちの学力向上にもつなげてまいります。

　また、県内全校への教員業務支援員を引き続き

配置するとともに、新たに学校経営等アドバイザ�

ーを各教育事務所に配置し、学校現場における働

き方改革も含め、子供たちの教育環境の充実強化

に取り組んでまいります。

　地域産業界の即戦力となる人材の育成に向け、

新たにネクスト・マイスター・ハイスクールの取
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組を進めるほか、高校生ボランティアチームによ

る放課後子供教室等での地域活動の促進に向けた

支援なども取り組んでまいります。

　市町村が実施するフッ化物洗口の取組への支援

メニューを拡充するなど、子供の歯の健康づくり

を推進するとともに、学校現場の負担軽減を図り

ます。

　社会、経済情勢が大きく変化し、価値観が多様

化する中で、若者が早い時期から自分の人生と向

き合い、自身の未来、ライフデザインを描く機会

を提供する取組を推進してまいります。

　第３に、共生社会の実現について、多文化共生

に向けた取組として、新たに地域日本語コーディ

ネーター等を配置し、県内で暮らす外国人への日

本語教育体制の充実強化を図ります。

　障害者の社会参加の促進に向け、パラアスリー

ト等を招聘した講演会などの実施による障害者へ

の理解の促進や、障害がある方だけでなく、その

家族も含めて一体的に支援を行うためのファミリ�

ープランの作成に向けたモデル事業にも取り組み

ます。

　困難な問題を抱える若年女性等の早期発見、相

談支援体制の強化を図るため、民間団体と連携し

たアウトリーチ支援体制の構築に向けた実証事業

にも取り組んでまいります。

　誰もが安全、安心に暮らすことができる社会の

実現に向け、災害ボランティアの事前登録制度の

創設等により、災害対応力の強化を図ります。ま

た、電話で「お金」詐欺被害の増加を踏まえ、携

帯電話を対象とした防犯アプリの導入やワルモン

対策隊を活用した意識啓発に取り組みます。

　第４に、その他の主要な取組について、半導体

関連産業のさらなる集積に向けた対応として、引

き続き、中九州横断道路やセミコンテクノパーク

周辺の道路ネットワークの整備等に取り組むとと

もに、周辺地域における畜産農家の営農継続に向

けた新たな支援にも着手いたします。

　熊本都市圏の渋滞解消については、官民連携に

よる自家用車から公共交通への転換を図る取組へ

の支援や熊本市と連携した熊本都市圏３連絡道路

の実現に向けて、複数のルート帯を令和８年度中

にお示しできるよう、調査等を加速してまいりま

す。

　本県への観光誘客や文化芸術と観光の一体的な

振興を図るため、点在する文化芸術資源をストー

リーで面的につなぎ、誘客を促進する取組も展開

いたします。また、国が創設したナショナルサイ

クルルートの指定を目指し、天草地域におけるサ

イクリング環境の整備に取り組んでまいります。

　次に、緑の流域治水の推進と五木村、相良村の

振興についてでございます。

　緑の流域治水の推進に向けては、昨年末に、新

たな流水型ダムの事業の進捗や環境保全措置の具

体的な取組等について、流域住民の皆様と確認し

たところでございます。本体工事の着工に向け

て、着実に取組が進んでおり、引き続き国や関係

機関と連携し、被災した道路や橋梁、鉄道等のイ

ンフラ復旧と併せて、緑の流域治水の推進に全力

で取り組んでまいります。

　また、五木村、相良村をはじめとする流域市町

村の振興に向けては、五木村振興基金及び球磨川

流域復興基金への新たな積立てにより、地域のに

ぎわいの創出や安心、安全なまちづくりを中長期

的に支援してまいります。

　次に、水俣病問題への対応についてです。

　令和８年度に水俣病公式確認70年の節目を迎え

るに当たり、地域の再生、融和を促進するための

取組の支援や啓発イベントの開催など、公式確認

70年情報発信事業を展開するとともに、従来の学

校や教職員向けの研修に加え、新たに企業や市町
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村等に対する研修を実施し、水俣病への理解や記

憶の風化を防ぐ取組を強化してまいります。

　また、公健法に基づく認定審査については、申

請者個別の事情に丁寧に対応しながら、着実に進

めてまいります。

　あわせて、水俣・芦北地域の振興についても、

新たに策定した第八次水俣・芦北地域振興計画に

基づき、地元市町と一体となって、着実に取組を

進めてまいります。

　予算の概要については以上でございます。

　このほか、今定例会には、各種条例案件、工事

関係、専決処分の報告、承認案件なども併せて提

案しております。

　なお、今会期中には、人事案件についても追加

提案させていただく予定でございます。

　これらの議案について、よろしく御審議くださ

るようお願い申し上げます。

　日�程第５　人事委員会の意見(第68号、第69

号、第71号及び第92号)

○議長(髙野洋介君)　次に、日程第５、ただいま

議題といたしました議案のうち、第68号、第69

号、第71号及び第92号につきましては、職員に関

する条例案であり、地方公務員法第５条第２項の

規定により人事委員会の意見を聴く必要がありま

すので、ただいまから人事委員会の意見を求めま

す。

　人事委員会委員長出田孝一君。

　　 〔人事委員会委員長出田孝一君登壇〕

○人事委員会委員長(出田孝一君)　本議会に提案

されました議案第68号、議案第69号、議案第71号

及び議案第92号について、地方公務員法第５条第

２項の規定に基づき、人事委員会の意見を申し述

べます。

　議案第68号につきましては、通勤手当に関する

部分は、国家公務員の給与制度見直しに準じて、

自動車等の交通用具利用者の通勤手当の限度額を

引き上げるとともに、自動車で通勤するために駐

車場を借りている職員に対して、駐車場等に係る

通勤手当を新設するものであり、適当であると考

えます。

　また、給与からの控除に関する部分は、指定金

融機関からの申出を受けまして、職員の口座に給

与が支払われた後に、金融機関が職員互助会等の

掛金を送金するこれまでの取扱いを改めまして、

職員の口座に給与を支払う前に当該掛金等を控除

できるよう関係規定を整備するものであり、適当

であると考えます。

　議案第69号につきましては、国家公務員の旅費

制度の改正に準じまして、これまで地域ごとの定

額だった宿泊料について、地域を細分化した上

で、地域の実情を勘案した実費払いに改正すると

ともに、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てる

ための費用としまして宿泊手当を新設するもので

あり、適当であると考えます。

　さらに、議案第71号につきましては、外国勤務

手当に関する部分は、在外公館に勤務する外務公

務員の取扱いを参考といたしまして、海外事務所

派遣者の現地滞在費や子の教育費の負担を考慮し

まして手当を新設するものであり、適当であると

考えます。

　また、特殊自動車運転業務手当に関する部分

は、農耕トラクター等の特殊自動車の運転業務に

係る本県職員の従事状況を考慮しまして、これま

で技能労務職員に支給していました特殊勤務手当

を一般職員にも支給するために手当を新設するも

のでありまして、これも適当であると考えます。

　最後に、議案第92号につきましては、他県との

均衡を図るため、警察職員の特殊勤務手当につき

まして、これまで一定の額としていた夜間に従事
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する場合の夜間特殊業務作業に係る手当額を勤務

時間に応じた額に改めますとともに、日本国外に

おける犯罪の捜査に関する情報収集業務に従事す

る場合の手当を新設するものであり、適当である

と考えます。

　いささか長くなりましたけれども、人事委員会

の意見は以上です。

　日程第６　教育委員会の意見(第88号)

○議長(髙野洋介君)　次に、日程第６、ただいま

議題といたしました議案のうち、第88号につきま

しては、教育委員会の権限に属する事務の一部を

市町村が処理することとする条例案であり、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第55条第４

項の規定により教育委員会の意見を聴く必要があ

りますので、ただいまから教育委員会の意見を求

めます。

　教育長越猪浩樹君。

　　 〔教育長越猪浩樹君登壇〕

○教育長(越猪浩樹君)　本会議に提案されました

議案第88号について、教育委員会の意見を申し述

べます。

　議案第88号の条例案は、学校教育法施行令等の

一部改正を踏まえ、関係規定を整備するものであ

り、本議案については、適当であると判断いたし

ます。

　日�程第７　議案等に対する質疑(第１号から第

45号まで)

○議長(髙野洋介君)　次に、日程第７、議案第１

号から第45号まで等につきましては、いずれも先

議の必要がありますので、まずこれを一括して議

題とし、これに対する質疑を行いますが、ただい

ままで通告はありません。よって、質疑なしと認

めます。

　日�程第８　知事提出議案の委員会付託(第１号

から第45号まで)

○議長(髙野洋介君)　次に、日程第８、ただいま

議題といたしました議案第１号から第45号までに

つきましては、これを各常任委員会に付託して審

査いたしたいと思います。これに御異議ありませ

んか。

　　 〔「異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、議案第１号から第45号までにつきまして

は、各常任委員会に付託して審査することに決定

いたしました。

　各付託議案は、さきに配付の令和８年２月熊本

県議会定例会議案各委員会別一覧表(令和７年度

２月補正関係)のとおり、それぞれ所管の常任委

員会に付託して審査することといたします。

　　 〔各委員会別一覧表は付録に掲載〕

　日程第９　休会の件

○議長(髙野洋介君)　次に、日程第９、休会の件

を議題といたします。

　お諮りいたします。

　明18日及び19日は、議案調査のため、20日及び

24日は、各常任委員会開会のため、25日は、議事

整理のため、それぞれ休会いたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、明18日から20日まで、24日及び25日は休会

することに決定いたしました。

　なお、21日から23日までは、県の休日のため、

休会であります。

○議長(髙野洋介君)　以上で本日の日程は全部終
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了いたしました。

　次の会議は、来る26日午前10時から開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第２号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午前10時31分散会





第　２　号

（２月26日）
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令和８年２月26日(木曜日)

　　　議事日程　第２号

　　令和８年２月26日(木曜日)午前10時開会

　第１　各常任委員長報告　質疑　討論　議決

　第２　休会の件

本日の会議に付した事件

　日�程第１　各常任委員長報告　質疑　討論　議

決

　日程第２　休会の件

出席議員氏名(45人)

星　野　愛　斗　君

髙　井　千　歳　さん

住　永　栄一郎　君

　亀　田　英　雄　君

幸　村　香代子　君

杉　嶌　ミ　カ　さん

立　山　大二朗　君

斎　藤　陽　子　さん

本　田　雄　三　君

岩　田　智　子　君

堤　　　泰　之　君

南　部　隼　平　君

前　田　敬　介　君

坂　梨　剛　昭　君

荒　川　知　章　君

城　戸　　　淳　君

池　永　幸　生　君

竹　﨑　和　虎　君

吉　田　孝　平　君

中　村　亮　彦　君

増　永　慎一郎　君

髙　島　和　男　君

松　村　秀　逸　君

岩　本　浩　治　君

西　山　宗　孝　君

河　津　修　司　君

楠　本　千　秋　君

橋　口　海　平　君

緒　方　勇　二　君

髙　木　健　次　君

髙　野　洋　介　君

内　野　幸　喜　君

岩　中　伸　司　君

城　下　広　作　君

西　　　聖　一　君

山　口　　　裕　君

渕　上　陽　一　君

坂　田　孝　志　君

溝　口　幸　治　君

池　田　和　貴　君

吉　永　和　世　君

松　田　三　郎　君

藤　川　隆　夫　君

岩　下　栄　一　君

前　川　　　收　君

欠席議員氏名(２人)

西　村　尚　武　君

前　田　憲　秀　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職氏名

知 事　木　村　　　敬　君　

令和８年	 熊本県議会２月定例会会議録	 第２号
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副 知 事　竹　内　信　義　君　

副 知 事　亀　崎　直　隆　君　

知事公室長　深　川　元　樹　君　

総 務 部 長　千　田　真　寿　君　

企画振興部長　富　永　隼　行　君　

理　　　　事　阪　本　清　貴　君　

理　　　　事　府　高　　　隆　君　

健康福祉部長　下　山　　　薫　さん

環境生活部長　清　田　克　弘　君　

商工労働部長　上　田　哲　也　君　

観光文化部長　脇　　　俊　也　君　

農林水産部長　中　島　　　豪　君　

理 事　間　宮　将　大　君　

土 木 部 長　菰　田　武　志　君　

会計管理者　野　中　眞　治　君　

企 業 局 長　久　原　美樹子　さん

病 院 事 業
管 理 者
職務代理者

　鍬　本　亮　太　君　

教 育 長　越　猪　浩　樹　君　

警察本部長　佐　藤　昭　一　君　

人事委員会
事 務 局 長　城　内　智　昭　君　

監 査 委 員　小　原　雅　之　君　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　波　村　多　門

　　　　　　事務局次長
兼総務課長　鈴　　　和　幸

　　　　　　議 事 課 長　下　﨑　浩　一

　　　　　　議事課長補佐　岡　部　康　夫

　　午前10時開議

○議長(髙野洋介君)　これより本日の会議を開き

ます。

　日程第１　各常任委員長報告

○議長(髙野洋介君)　日程に従いまして、日程第

１、去る17日の会議において審査を付託いたしま

した議案第１号から第45号までについて、各常任

委員長から審査結果の報告があっておりますの

で、これを一括して議題といたします。

　ただいまから、各常任委員会における審査の経

過並びに結果について、各常任委員長の報告を求

めます。

　まず、厚生常任委員長の報告を求めます。

　荒川知章君。

　　 〔荒川知章君登壇〕

○荒川知章君　厚生常任委員会に付託されました

案件につきまして、委員会における審査の経過並

びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係３

議案及び報告３件であります。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出されました健康福祉部の２月補正予算

は、国の経済対策への対応として、介護事業所等

に対するサービス継続、提供体制確保等の支援に

要する経費や子供のための教育、保育給付費の所

要見込額等の増額、災害救助事業に要する経費な

ど今後の執行見込みの精査等による減額で、総額

39億8,900万円余の増額補正であり、補正後の予

算総額は、一般会計、特別会計合わせて3,738億

1,800万円余であります。

　あわせまして、繰越明許費の追加等及び債務負

担行為の追加等であります。

　病院局の２月補正予算は、職員給与費の執行見

込みの精査による減額及び契約実績に基づく施設

整備費等の減額で、総額１億5,200万円余の減額

補正であり、補正後の予算総額は、収益的収支、

資本的収支合わせて21億1,600万円余でありま�

す。

　次に、議案等の審査の過程において論議されま
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した主なものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、災害時等歯科保健医療提供体

制整備事業について、予算額１億3,450万円の内

訳はどうなっているのか、また、平時において、

当該事業で整備される歯科巡回診療車等の活用予

定はあるのかとの質疑があり、執行部から、予算

の内訳は、災害時の診療に必要な車両整備費等と

して１億2,600万円、地域の診療体制調査事業と

して550万円、人材育成のための研修費用等とし

て300万円を計上している、また、災害時だけで

はなく、平時にも巡回診療や検診などに活用する

ことを想定しているとの答弁がありました。

　次に、委員から、外国人介護人材受入環境整備

事業について、県内における外国人介護人材の受

入れ数はどの程度で、国籍はどこが多いのか、ま

た、課題等について教えてほしいとの質疑があ

り、執行部から、外国人介護人材の受入れ数とし

ては約1,300人であり、国籍については、ミャン

マーが最も多く、次いでインドネシア、ベトナム

などの順となっている、また、課題等としては、

職場内での人間関係や処遇の問題で離職されるケ�

ースがあることから、各施設において、先輩職員

によるサポート体制の強化や処遇改善などの取組

が広がるよう情報提供を行っていくとの答弁があ

りました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、厚生常任委員長の報告を終わります。

○議長(髙野洋介君)　次に、経済環境常任委員長

の報告を求めます。

　南部隼平君。

　　 〔南部隼平君登壇〕

○南部隼平君　経済環境常任委員会に付託されま

した案件につきまして、委員会における審査の経

過並びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係６

議案及び条例等関係１議案であります。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された環境生活部の２月補正予算は、

国の経済対策に対応した経費の増額、今後の執行

見込みの精査等による減額で、総額２億2,000万

円余の減額補正であり、補正後の予算総額は、一

般会計、特別会計合わせて162億9,000万円余であ

ります。

　あわせまして、繰越明許費の設定及び債務負担

行為の追加等であります。

　商工労働部の２月補正予算は、国の経済対策に

対応した独自の地域活性化策として、燃料費高止

まりなどの影響を受けるトラック運送事業者等へ

の支援に要する経費の増額、今後の執行見込みの

精査等による減額で、総額18億3,300万円余の増

額補正であり、補正後の予算総額は、一般会計、

特別会計合わせて750億4,000万円余であります。

　あわせまして、繰越明許費の設定及び債務負担

行為の追加であります。

　観光文化部の２月補正予算は、国の経済対策へ

の対応分として、宿泊事業者が取り組む生産性向

上に資する受入れ環境整備への支援等に要する経

費の増額、今後の執行見込みの精査等による減額

で、総額２億200万円余の減額補正であり、補正

後の予算総額は36億5,100万円余であります。

　あわせまして、繰越明許費の設定及び債務負担

行為の追加であります。

　企業局の２月補正予算は、職員給与費の確定及

びダム管理分担金に要する経費等の増額で、総額
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9,600万円余の増額補正であり、補正後の電気事

業、工業用水道事業、有料駐車場事業の３事業会

計の支出予算総額は、収益的収支及び資本的収支

合わせて110億7,700万円余であります。

　あわせまして、債務負担行為の追加でありま

す。

　労働委員会の２月補正予算は、委員報酬の執行

見込みの精査及び職員給与費の確定に伴う減額

で、総額800万円余の減額補正であり、補正後の

予算総額は１億1,800万円余であります。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

指定管理者の指定についてであります。

　次に、議案の審査の過程において論議されまし

た主なものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、トラック物流持続的発展支援

事業については、トラック協会の会員だけが対象

になるのか、また、１事業者当たり何台まで支援

を受けることができるのかとの質疑があり、執行

部から、トラック協会の会員以外であっても、県

内に事業所を有する貨物運送業者として登録され

ていれば対象になり、また、補助上限額を１事業

者当たり300万としていることから、補助金額が

１台当たり４万円の一般のトラックの場合、75台

が上限となるとの答弁がありました。

　次に、委員から、国の経済対策関連補正予算の

事業については、11月定例会の閉会日や１月臨時

会など、タイトなスケジュールの中で予算化され

たこともあり、一部の事業者に関連情報が十分に

行き届いていないところもあるのではないかとの

質疑があり、執行部から、関心の高さなどにより

情報の行き届き方に違いがあるのも事実であり、

商工団体等や関係市町村でテレビ、新聞、ラジ

オ、広報誌等により周知を行っているが、それで

も情報にたどり着けない方がいる、引き続き関係

団体等と緊密に連携して周知徹底に努めてまいり

たいとの答弁がありました。

　次に、委員から、他県ではオーバーツーリズム

や観光客による事故が増えており、本県でも、先

日、阿蘇中岳火口でヘリコプターが墜落し、３名

の犠牲者が出ている、観光客が増えている中、さ

らなる観光振興を図る上で、事故等が起こらない

ように注意を払っていく必要があるが、今後どの

ように取り組んでいくのかとの質疑があり、執行

部から、観光客が増えれば事故も発生しやすくな

るため、１つの観光地に集中せず、できるだけ分

散するようプロモーション活動を行うほか、看板

整備など、関係部局と連携して安全、安心にアク

セスできるよう努めていくとともに、できるだけ

公共交通機関の利用を促すことで渋滞や事故が起

こらないように努めてまいりたいとの答弁があり

ました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、経済環境常任委員長の報告を終わりま

す。

○議長(髙野洋介君)　次に、農林水産常任委員長

の報告を求めます。

　池永幸生君。

　　 〔池永幸生君登壇〕

○池永幸生君　農林水産常任委員会に付託されま

した案件につきまして、委員会における審査の経

過並びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係３

議案、条例等関係５議案及び報告３件でありま

す。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま
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す。

　今回提出された農林水産部の２月補正予算は、

国の総合経済対策に基づく施策のほか、物価高騰

の影響により経営が圧迫されている農林畜水産業

者に対する支援や食のみやこ熊本県の創造に向け

た取組に要する経費等の増額、事業費の確定等に

伴う減額で、総額65億9,500万円余の減額補正で

あり、補正後の予算総額は、一般会計、特別会計

合わせて1,001億8,000万円余であります。

　あわせまして、繰越明許費の追加等及び債務負

担行為の追加等であります。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

令和７年度農林水産関係の建設事業の経費に対す

る市町村負担金について外４議案であります。

　次に、議案の審査の過程において論議されまし

た主なものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金を活用し、物価高騰対策として対応

されているが、物価が右肩上がりのまま下がらな

い状態の中にあって、利益を上げていく恒久的な

対策を何か考えているのかとの質疑があり、執行

部から、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付

金を活用し、39の事業で約18億円の補正予算を計

上している、物価高騰が恒常的になっていること

から、政府提案等を活用し、国に対して実情を踏

まえた制度設計を要望していくとともに、必要な

予算については、財政当局ともしっかり協議しな

がら対応していきたいとの答弁がありました。

　次に、委員から、天草大王経営支援緊急対策事

業に関連して、現在の天草大王の生産状況につい

て教えてほしいとの質疑があり、執行部から、天

草大王の飼養農家戸数は現在６戸である、出荷数

は、ピーク時は15万羽まで拡大したが、コロナウ

イルス感染症等の影響で販売不振となり、一時期

は７万羽程度まで減少した、現在は農家の方々の

努力により12万羽程度まで盛り返しているとの答

弁がありました。

　さらに、委員から、天草大王は、非常に珍し

く、貴重な地鶏なので、引き続き天草大王の消費

拡大と認知度向上にしっかり取り組んでほしいと

の要望がありました。

　次に、委員から、赤潮被害緊急総合対策事業に

ついて、ＡＩを活用した赤潮発生の予察に取り組

まれているが、具体的にはどのような内容かとの

質疑があり、執行部から、今年度から熊本県海水

養殖漁業協同組合に対して助成し、赤潮の原因プ

ランクトンであるカレニアの１週間後の発生を予

察するシステム開発に取り組んでいると答弁があ

りました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、農林水産常任委員長の報告を終わりま

す。

○議長(髙野洋介君)　次に、建設常任委員長の報

告を求めます。

　城戸淳君。

　　 〔城戸淳君登壇〕

○城戸淳君　建設常任委員会に付託されました案

件につきまして、委員会における審査の経過並び

に結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係５

議案、条例等関係18議案及び報告３件でありま

す。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出されました土木部の２月補正予算は、
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国の経済対策に対応した半導体関連産業の集積に

伴う道路整備に要する経費等の増額、事業費の確

定等に伴う減額で、総額172億7,800万円余の減額

補正であり、補正後の予算総額は、一般会計、特

別会計等合わせて1,919億7,000万円余でありま

す。

　あわせて、繰越明許費の追加及び債務負担行為

の追加等であります。

　次に、議案等の審査の過程において論議されま

した主なものを要約して御報告申し上げます。

　委員から、令和７年８月豪雨からの災害復旧事

業については、災害査定を踏まえた予算額になっ

ているとのことで、明許繰越しも多く、事業執行

においては様々な苦労もあるかと思うが、災害復

旧に向けてしっかりと頑張ってほしいとの要望が

あり、執行部から、早期復旧に向け、引き続き全

力で取り組んでまいりたいとの答弁がありまし

た。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決または承認するこ

とに決定をいたしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、建設常任委員長の報告を終わります。

○議長(髙野洋介君)　次に、教育警察常任委員長

の報告を求めます。

　坂梨剛昭君。

　　 〔坂梨剛昭君登壇〕

○坂梨剛昭君　教育警察常任委員会に付託されま

した案件につきまして、委員会における審査の経

過並びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係３

議案、条例等関係１議案及び報告１件でありま

す。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された教育委員会の２月補正予算は、

国の経済対策に対応した公立中学校における部活

動の地域展開や県立高等学校におけるＩＣＴを活

用した探究的な学びを進めるための環境整備に要

する経費等の増額、人件費や今後の執行見込みの

精査等による減額で、総額35億4,200万円余の減

額補正であり、補正後の予算総額は、一般会計、

特別会計合わせて1,360億1,800万円余でありま

す。

　あわせまして、繰越明許費の追加等及び債務負

担行為の追加等であります。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

熊本県高等学校等教育改革促進基金条例の制定に

ついてであります。

　警察本部の２月補正予算は、退職手当に要する

経費等の増額、今後の執行見込みの精査等による�

減額で、総額５億8,100万円余の減額補正であ

り、補正後の予算総額は456億9,200万円余であり

ます。

　あわせまして、債務負担行為の追加等でありま

す。

　次に、議案等の審査の過程において論議されま

した主なものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、教職員住宅について、現在の

県内全体の戸数及び空室率を教えてほしいとの質

疑があり、執行部から、教職員住宅は30か所に合�

計371戸あり、入居率については、増減はある

が、おおむね６割程度で推移しているとの答弁が

ありました。

　さらに、委員から、人口減少の中にあって、教

職員住宅は地域では非常に喜ばれる存在である、

空室があるのであれば、地域に門戸を開くといっ

た検討もしてほしいとの要望がありました。
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　次に、委員から、熊本県高等学校等教育改革促

進基金条例の制定について、今回の教育改革は、

従来のような教育委員会だけではなく、知事部局

や経済界などとも一体となって人材育成を進める

大きな枠組みとなっている、基金を造成するに当

たり、教育委員会として、今回の教育改革にどの

ような体制で臨んでいくのかとの質疑があり、執

行部から、国は、2040年までの公立学校の将来像

を踏まえたグランドデザインを示し、それを受け

て、都道府県では、高等学校教育改革実行計画を

つくることとされている、また、今回の実行計画

は、知事部局、産業界、大学、地域と連携した取

組が求められており、教育委員会としては、総合

教育会議や産業界との連携会議等を最大限に活用

し、全庁横断的な体制で取り組むこととしている

との答弁がありました。

　次に、委員から、多良木警察署整備事業に係る

所要見込額の減額の内容は何かとの質疑があり、

執行部から、新庁舎設計委託料及び地質調査委託

料に係る入札残であるとの答弁がありました。

　さらに、委員から、あまりにも低い金額での入

札では、設計図書の品質が落ち、成果品として良

質な建物ができるか心配である、低い金額での入

札には、ぜひ目配りをしてほしいとの要望があり

ました。

　以上、論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することと決定い

たしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、教育警察常任委員長の報告を終わりま

す。

○議長(髙野洋介君)　最後に、総務常任委員長の

報告を求めます。

　前田敬介君。

　　 〔前田敬介君登壇〕

○前田敬介君　総務常任委員会に付託されました

案件につきまして、委員会における審査の経過並

びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係５

議案であります。

　議案の概要について申し上げます。

　今回提出された令和７年度一般会計２月補正予

算は、国の経済対策に対応した事業及び経済対策

に合わせて本県独自に取り組む事業に要する経費

の増額、今後の事業執行見込みの精査等による減

額で、総額97億5,900万円余の増額補正であり、

補正後の令和７年度の一般会計の予算総額は１兆

106億9,700万円余であります。

　あわせまして、繰越明許費の追加等及び債務負

担行為の追加等であります。

　また、衆議院議員総選挙等の実施に要する経費

で、令和７年度１月補正予算として行った13億

3,000万円余の増額補正に係る専決処分の報告及

び承認であります。

　次に、議案の審査の過程において論議されまし

た主なものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、人事管理費に係る退職手当の

増額について、勧奨退職する職員が想定以上だっ

たことが要因とのことだが、当初見込んでいた人

数からどのくらい増えたのか、また、今後、職員

採用計画に影響することはないのかとの質疑があ

り、執行部から、当初15人を見込んでいたが、４

人増えて19人となったことに加え、退職手当の支

給単価が上がったことが退職手当の増額の主な要

因である、また、採用計画の策定時には、過去約

５年間の平均値等を踏まえ、勧奨退職や自己都合

退職の人数を見込んでいるため、今回の人数であ

れば吸収できるとの答弁がありました。
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　次に、委員から、くまモン活躍基金積立金に係

るロイヤルティー収入について、その大半を中国

が占めていると思うが、日中関係が悪化している

中にあって、今後のロイヤルティー収入見込みに

ついて教えてほしいとの質疑があり、執行部か

ら、海外におけるくまモンのイラストを利用した

商品売上げは、中国が６割程度を占めており、次

いで台湾、香港、タイなどとなっている、中国に

おいては、ＳＮＳ登録者の増加傾向は変わらず、

くまモン人気は落ちていない、また、くまモンの

イラストを利用した商品展開についても、中止す�

る動きはない、今後とも、中国はもとより、台

湾、香港、タイにおいても、これまで以上に力を

入れて、海外全体の売上げがさらに伸びるよう取

り組んでまいりたいとの答弁がありました。

　次に、委員から、防災ＤＸ推進事業において、

住家被害認定調査のモバイル化については、今後

どのように進めていくのかとの質疑があり、執行

部から、罹災証明の発行に必要な住家被害認定調

査について、現在は紙による調査だが、調査を迅

速化、省力化するため、モバイル端末を活用して

調査するシステムを新たに導入する、具体的に

は、令和９年度からの導入に向け、来年度は開発

期間に充てたいと考えているとの答弁がありまし

た。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決または承認するこ

とに決定いたしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、総務常任委員長の報告を終わります。

○議長(髙野洋介君)　以上で各常任委員長の報告

は終わりました。

　これより質疑に入ります。

　質疑はありませんか。

　　 〔「なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　質疑なしと認めます。

　次に、討論に入りますが、ただいままで通告は

ありません。よって、討論なしと認めます。

　これよりまず、議案第１号から第22号まで及び

第25号から第45号までを一括して採決いたしま

す。

　ただいまの各常任委員長の報告は、各議案とも

原案可決または承認であります。各常任委員長の

報告のとおり原案を可決または承認することに御

異議ありませんか。

　　 〔「異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、議案第１号外42件は、原案のとおり可決ま

たは承認いたしました。

　　 〔議長退席、副議長着席〕

○副議長(緒方勇二君)　次に、議案第23号を採決

いたします。

　この際、議案第23号は、議員に直接の利害関係

のある事件であり、地方自治法第117条の規定に

基づき、除斥が必要でありますので、しばらく髙

野洋介君の退場を求めます。

　　 〔髙野洋介君退場〕

○副議長(緒方勇二君)　ただいまの農林水産常任

委員長の報告は、原案可決であります。農林水産

常任委員長の報告のとおり原案を可決することに

御異議ありませんか。

　　 〔「異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○副議長(緒方勇二君)　御異議なしと認めます。

よって、議案第23号は、原案のとおり可決いたし

ました。

　髙野洋介君の入場を求めます。

　　 〔髙野洋介君入場〕

　　 〔副議長退席、議長着席〕
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○議長(髙野洋介君)　次に、議案第24号を採決い

たします。

　この際、議案第24号は、議員に直接の利害関係

のある事件であり、地方自治法第117条の規定に

基づき、除斥が必要でありますので、しばらく吉

田孝平君の退場を求めます。

　　 〔吉田孝平君退場〕

○議長(髙野洋介君)　ただいまの農林水産常任委

員長の報告は、原案可決であります。農林水産常

任委員長の報告のとおり原案を可決することに御

異議ありませんか。

　　 〔「異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、議案第24号は、原案のとおり可決いたしま

した。

　吉田孝平君の入場を求めます。

　　 〔吉田孝平君入場〕

　日程第２　休会の件

○議長(髙野洋介君)　次に、日程第２、休会の件

を議題といたします。

　お諮りいたします。

　明27日及び３月２日は、議案調査のため、休会

いたしたいと思います。これに御異議ありません

か。

　　 〔「異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、明27日及び３月２日は休会することに決定

いたしました。

　なお、28日及び３月１日は、県の休日のため、

休会であります。

○議長(髙野洋介君)　以上で本日の日程は全部終

了いたしました。

　次の会議は、来る３月３日午前10時から開きま

す。

　日程は、議席に配付の議事日程第３号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午前10時32分散会





第　３　号

（３月３日）
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令和８年３月３日(火曜日)

　　　議事日程　第３号

　　令和８年３月３日(火曜日)午前10時開会

　第�１　代表質問(議案に対する質疑並びに県の

一般事務について)

本日の会議に付した事件

　日�程第１　代表質問(議案に対する質疑並びに

県の一般事務について)

出席議員氏名(45人)

星　野　愛　斗　君

髙　井　千　歳　さん

住　永　栄一郎　君

　亀　田　英　雄　君

幸　村　香代子　君

杉　嶌　ミ　カ　さん

立　山　大二朗　君

斎　藤　陽　子　さん

本　田　雄　三　君

岩　田　智　子　君

堤　　　泰　之　君

南　部　隼　平　君

前　田　敬　介　君

坂　梨　剛　昭　君

荒　川　知　章　君

城　戸　　　淳　君

池　永　幸　生　君

竹　﨑　和　虎　君

吉　田　孝　平　君

中　村　亮　彦　君

増　永　慎一郎　君

髙　島　和　男　君

松　村　秀　逸　君

岩　本　浩　治　君

西　山　宗　孝　君

河　津　修　司　君

楠　本　千　秋　君

橋　口　海　平　君

緒　方　勇　二　君

髙　木　健　次　君

髙　野　洋　介　君

内　野　幸　喜　君

岩　中　伸　司　君

城　下　広　作　君

西　　　聖　一　君

山　口　　　裕　君

渕　上　陽　一　君

坂　田　孝　志　君

溝　口　幸　治　君

池　田　和　貴　君

吉　永　和　世　君

松　田　三　郎　君

藤　川　隆　夫　君

岩　下　栄　一　君

前　川　　　收　君

欠席議員氏名(２人)

西　村　尚　武　君

前　田　憲　秀　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職氏名

知 事　木　村　　　敬　君　

副 知 事　竹　内　信　義　君　

令和８年	 熊本県議会２月定例会会議録	 第３号
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副 知 事　亀　崎　直　隆　君　

知事公室長　深　川　元　樹　君　

総 務 部 長　千　田　真　寿　君　

企画振興部長　富　永　隼　行　君　

理　　　　事　阪　本　清　貴　君　

理　　　　事　府　高　　　隆　君　

健康福祉部長　下　山　　　薫　さん

環境生活部長　清　田　克　弘　君　

商工労働部長　上　田　哲　也　君　

観光文化部長　脇　　　俊　也　君　

農林水産部長　中　島　　　豪　君　

理 事　間　宮　将　大　君　

土 木 部 長　菰　田　武　志　君　

会計管理者　野　中　眞　治　君　

企 業 局 長　久　原　美樹子　さん

病 院 事 業
管 理 者
職務代理者

　鍬　本　亮　太　君　

教 育 長　越　猪　浩　樹　君　

警察本部長　佐　藤　昭　一　君　

人事委員会
事 務 局 長　城　内　智　昭　君　

監 査 委 員　小　原　雅　之　君　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　波　村　多　門

　　　　　　事務局次長
兼総務課長　鈴　　　和　幸

　　　　　　議 事 課 長　下　﨑　浩　一

　　　　　　議事課長補佐　岡　部　康　夫

　　午前10時開議

○議長(髙野洋介君)　これより本日の会議を開き

ます。

　日程第１　代表質問

○議長(髙野洋介君)　日程に従いまして、日程第

１、代表質問を行います。

　発言の通告があっておりますので、これより順

次質問を許します。

　なお、質問時間は１人100分以内の質疑応答で

ありますので、さよう御承知願います。

　自由民主党髙木健次君。

　　 〔髙木健次君登壇〕(拍手)

○髙木健次君　皆様、おはようございます。ただ

いま議長から御指名をいただきました自由民主

党・合志市選出・髙木健次でございます。

　今回、図らずも自由民主党県議団を代表しての

登壇となりました。心から感謝を申し上げるとと

もに、身の引き締まる思いです。

　さて、質問に入ります前に、最近私の心に残り

ました３つの出来事に触れたいと思います。

　まず、１つ目は、第２次高市内閣の発足です。

　さきに行われました衆議院議員選挙を受けた特

別国会が召集され、衆参両院本会議で高市早苗首

相が第105代首相に指名され、２月18日に第２次

高市内閣が発足いたしました。憲政史上初の女性

首相として、ガラスの天井を破り、国民の期待を

一身に背負い、所信表明演説では、絶対に諦めな

い決意を持って、国家、国民のため、果敢に働い

てまいりますと、力強い決意を表明されました。

まずは、来年度予算の早期成立に向け、頑張って

いただきたいと思います。

　２つ目は、ミラノ・コルティナ・オリンピッ

ク、フィギュアスケート、三浦璃来さん、木原龍

一さんの通称りくりゅうペアの金メダルです。

　フリーの演技で世界歴代最高得点を記録し、シ�

ョート５位からの大逆転金メダル。元パートナー

の高橋成美さんの、すごい、すごい、すごい、す

ごい、すごいの解説も相まって、世界に大きな感

動を呼びました。

　人を感動させるスポーツの力を再認識するとと

もに、私も、ここ熊本県で、スポーツの振興によ
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り一層取り組んでいかなければならないとの意を

強くいたしました。

　３つ目は、阿蘇中岳のヘリコプター事故です。

　この事故で、台湾から来られた旅行者を含め

て、３名の搭乗者と見られる姿が現場で確認され

てはいるものの、いまだに救出のめどが立たない

状況が続いております。

　観光立県を宣言し、国内外からの観光客の誘致

に取り組む中で、大変痛ましい事故が起きてしま

いました。火口内での救出は技術、時間的にも非

常に困難なこととは思いますが、一日も早く御家

族の元にお帰りいただける日が来ることをお祈り

いたしております。

　それでは、早速質問に入らせていただきます

が、知事、今日は、縁起を担いで、幸せの黄色い

ネクタイを選んできました。どうぞ、全ての質問

において、議場の皆様がハッピーになれるような

答弁をお願いいたします。

　まず、木村県政２年目の総括、３年目への思い

について質問をいたします。

　木村知事が熊本県知事に就任されてから、間も

なく２年が経過しようとしています。木村知事が

掲げられていた選挙公約の中には、県民の命と暮

らしを守る防災や本県の課題である水俣病問題、

令和２年７月豪雨からの創造的復興はもちろんの

こと、長年にわたり本県の懸案事項でありなが

ら、なかなか歩みを進めることができていなかっ

た渋滞問題の解消やスポーツ施設の整備等も盛り

込まれており、知事の熊本をよりよくしたいとい

う強い思いを感じました。

　知事就任以降、現場主義の下、地下水や渋滞の

問題に部局横断的に対応するための推進本部の設

置や食のみやこ推進局の設置といった組織改編な

ど、御自身の政策を推進するために必要な取組を

敏速に実行してこられたと感じています。

　そして、知事としての２年目の年は、国内外で

様々な出来事があった１年ではなかったでしょう

か。

　国政においては、先ほども申し上げましたが、

女性初の総理大臣として、高市首相が誕生すると

ともに、高市内閣には、県選出の木原衆議院議員

が官房長官、金子衆議院議員が国土交通大臣とし

て入閣され、地元県議として大変心強く思ってお

ります。

　そして、去る２月８日には、解散による衆議院

議員選挙が行われ、高市総理が再び多くの国民か

らの信任を得る結果となりました。我々自民党熊

本県連としても、高市政権との連携を密にしなが

ら、強い経済といった公約の実現に向け、挑戦を

続けてまいります。

　そして、海外においては、アメリカでトランプ

大統領が返り咲き、数々の政策が世界経済にも影

響を及ぼす中、つい先日、２月28日には、アメリ

カとイスラエルがイランを攻撃するなど、混迷の

拡大が危惧される状況になっております。

　また、県内においても様々な出来事がありまし

た。その中で最も印象に残っている出来事は、や

はり令和７年８月豪雨ではなかったかと思いま

す。

　発災直後から、県議会、県選出国会議員と県執

行部から成るチーム熊本で、国に対して要望活動

等を行うとともに、速やかに復旧・復興プランを

策定するなど、敏速な対応がなされました。しか

しながら、今もなお県内で800人を超える方々が

仮設住宅での生活を余儀なくされているなど、一

日も早い復旧、復興が望まれています。

　このほかにも、木村知事は、空港アクセス鉄道

整備の方向性や県立大学への半導体学部の設置な

ど、重要な取組を表明されました。さらに、知事

は、今後の熊本県の発展に重要な役割を果たす県
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有スポーツ施設の整備についても、整備の方向性

を示されました。

　このような様々な取組を進めてこられました

が、就任２年目の最後の議会となるこのタイミン

グで、できたことやできなかったことなどを振り

返り、総括していただきたいと思います。その上

で、任期の３年目を迎えるに当たり、物価高騰や

少子化への対策、さらには、本県特有の令和２年

７月豪雨からの創造的復興、緑の流域治水など、

これからの県政をどのように運営していかれよう

とお考えなのか、知事の思いをお尋ねいたしま

す。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　自由民主党の代表質問とし

て、髙木先生から御質問いただきました。

　まず、知事就任２年目の総括についてお答え申

し上げます。

　私は、２年前、熊本という地に日本一のポテン

シャルを感じて、今後の人生をこの地で生き抜く

という決意を固めて、知事選に挑戦し、県民の負

託を受け、熊本県知事に就任することとなりまし

た。

　この２年間、無我夢中で県政のかじ取りを行っ

てまいりましたが、任期２年目における最も大き

な出来事は、やはり、議員御指摘いただいたとお

り、令和７年８月豪雨であったと思っておりま

す。改めて、被害に遭われた方々に心からお見舞

いを申し上げます。

　発災直後、私自らが被災地の現状を把握するた

め、各地元選出の県議会議員の先生方とともに被

災現場に伺いまして、被災された方々や被災市町

村長の皆様と直接お話を重ねてまいりました。

　その上で、県選出国会議員の皆様とともに、チ�

ーム熊本として国に緊急要望を行い、本県の状況

を各省庁にお伝えし、多くの困難はございました

が、粘り強く協議を続けてまいりました。

　その結果、商工業や農業の分野において、熊本

スペシャルと言える本県独自の復旧支援策の実現

に至りました。

　一方で、内水氾濫を含めた浸水対策や災害ボラ

ンティアの確保といった課題が発生したことか

ら、庁内や関係者間で、それらの解決に向けた検

討を行ってまいりました。

　浸水対策については、ハード整備と並行して、

内水ハザードマップなどのソフト対策の強化も推

進してまいります。

　また、災害ボランティアの確保については、市

町村などとの連携を強化し、平時からの事前登録

を推進してまいります。

　このような取組を通じて、一日も早い被災者の

方々の生活再建や次なる災害への備えを進めてま

いります。

　また、今年度は、議員御指摘いただいたとお

り、知事として大きな決断を行った１年でござい

ました。空港アクセス鉄道やスポーツ施設など

は、今後の熊本の発展に重要な役割を果たすと同

時に、私たちの子供さんたちやお孫さんたちの世

代まで活用されていくものでございます。次の世

代の方々にも、利便性の高いインフラ施設とし

て、しっかりと活用していただけるよう、関係団

体、市町村長と連携しながら進めてまいります。

　次に、知事就任３年目への思いについてもお答

え申し上げます。

　任期の折り返しとなる来年度は、これまでまい

てきた政策という種が、たくさんの花を咲かせ、

実をつける年にしたいと思っております。

　そのような思いの中で、まずもってなすべき

は、県民生活に今大きな影響を及ぼしている物価

高騰への対応でございます。

　今定例会に提案しております国の経済対策に対
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応した取組ですとか、本県独自の地域活性化策等

を予算成立後速やかに実行するなど、スピード感

を持った対応を行ってまいります。

　また、私は、これまで、行政の根幹は福祉と教

育、人づくりであると申し上げてまいりました。

少子高齢化が進む中で、人を育てることの大切さ

と同時に、その難しさも実感しております。

　そのため、来年度は、教育、福祉分野の人材育

成ですとか、児童生徒の読解力の向上に向けた取

組などの創設、拡充をして、福祉、教育政策の充

実を図っております。

　また、県民の見える不満であります渋滞問題、

渋滞対策につきましては、これまで、交差点改良

などの短期政策に加え、来年度は、長期的な取組

であります熊本都市圏３連絡道路について、熊本

市と連携し、調査等を加速してまいります。

　令和２年７月豪雨からの創造的復興につきまし

ては、令和８年度上半期でのくま川鉄道全線運行

再開と連動した地域のにぎわいの創出であります

とか、国等と連携した被災道路、橋梁の復旧など

に全力で取り組んでまいります。

　あわせて、緑の流域治水の推進に向けて、新た

な流水型ダムの本体工事着工に向けた取組も着実

に進めてまいります。

　そして、五木村、相良村をはじめとする流域市

町村の振興について、関連する基金への積立てに

より、中長期的に支援をしてまいります。

　知事就任以降、私自らが市町村にお伺いして、

県民の皆様の声をお聞きするお出かけ知事室につ

きましては、これまで43の市町村を訪問し、672

名の方々に御登壇いただいて、直接意見を交換

し、3,500名を超える方々に傍聴していただきま

した。

　地域の実情を踏まえた施策や課題の提案など、

改めて、現場主義の重要性、有効性を再認識した

ところでございます。

　今年度で全ての市町村への訪問を完了する予定

でございますが、来年度以降も引き続き、県民の

皆様の声を直接お聴きする機会を確保してまいり

たいと考えております。

　任期の折り返し地点に差しかかり、この２年間

で、熊本が力強く成長していく姿を目の当たりに

すると、私が行ってきた多くの選択と決断もお役

に立っているのではないかと、少しずつ手応えを

感じてきているところでございます。

　しかしながら、私が目指す県民皆さんが安心し

て笑顔になり、持続的で活力あふれる熊本の実現

に向けた道のりは、まだまだ道半ばでございま

す。引き続き、県民の皆様の様々なお声に謙虚に

耳を傾けるとともに、県議会の皆様の御指導、御

助言をいただきながら、全庁一丸となって取組を

進めてまいります。

　以上でございます。

　　 〔髙木健次君登壇〕

○髙木健次君　知事の任期２年目の受け止めと３

年目に向けた思いについて、明快な御答弁をいた

だきました。

　来年度から、木村県政は任期の折り返しに入り

ます。少子高齢化などの我が国が抱える全国的な

課題、そして、令和２年７月豪雨からの創造的復

興といった本県固有の課題など、決して道のりは

平たんではありませんが、熊本が持つ日本一のポ

テンシャルを最大限に引き出し、たくさんの花が

咲き、実をつけることができるよう、木村知事に

は、引き続きしっかりと頑張っていただきたいと

思います。

　次に、令和８年度当初予算について質問いたし

ます。

　11月県議会定例会の一般質問において、知事

は、令和８年度当初予算の編成に先立って示され
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た大まかな財政収支の見通しにおいて、119億円

の財源不足が生じるという状況であることを受

け、厳しいシーリングを設定し、事業のスクラッ

プにもしっかりと取り組むことを答弁されまし

た。

　これは、熊本地震や令和２年７月豪雨、令和７

年８月豪雨からの復旧、復興を最優先に進めなが

ら、くまもと新時代共創基本方針で示した県政発

展につながる取組も進めるという、財政的に非常

に難しいかじ取りが求められる中で、これをとも

に成し遂げたいとの知事の強い思いが込められて

いたと思います。

　先ほど、知事は、任期の折り返しを迎える中

で、災害からの復旧、復興や渋滞問題など、課題

への対応を進めるとともに、知事として決断を行�

った大きな事業やプロジェクトも進めていくこと

を答弁されました。

　11月県議会定例会でも、知事は、本県の将来の

発展へとつながる施策への積極果敢な投資も欠か

すことはできないと述べられ、半導体関連産業の

集積などを通して、地域経済の活性化が期待され

る中、県有スポーツ施設や空港アクセス鉄道な

ど、これらの大規模プロジェクトへの県民の期待

もどんどん高まっております。

　しかし、これらの事業を進めるためには、相応

の財政負担が当然に発生します。加えて、近年の

経済、物価動向を受け、物価高への対応、社会保

障関係費や人件費の増加に加え、小学校給食や高

校授業料など教育無償化への対応など、避けられ

ない義務的な経費の増加も懸念されます。

　実際に、本定例会に提案されている令和８年度�

当初予算は、前年度比905億円増と過去最大の

9,353億円となっています。

　先ほども申し上げましたが、119億円という財

源不足が見込まれるような大変厳しい財政状況の

中、一方で、予算額としては過去最大となった点

を踏まえ、３点質問をいたします。

　１点目は、令和８年度当初予算が過去最大とな�

った要因について、２点目は、歳出抑制や歳入増

加策を含め、119億円の財源不足をどのように解

消したのかについて、３点目は、今回の当初予算

編成を踏まえた今後の財政運営上の課題につい

て、総務部長にお尋ねします。

　　 〔総務部長千田真寿君登壇〕

○総務部長(千田真寿君)　１点目の当初予算が過

去最大となった要因についてお答えします。

　議員御案内のとおり、令和８年度当初予算案の

規模は、9,353億円と過去最大であり、対前年度

比で905億円の増額となっています。この増額に

は３つの要因があると考えています。

　１つ目は、最優先に取り組むこととしている令

和７年８月豪雨を中心とした災害復旧事業に要す

る経費の190億円増によるものです。

　２つ目は、学校給食費や高校授業料に関する教

育無償化、令和８年度の地方財政対策で新たに創

設された費目である地域未来基金費の積立てな

ど、国の施策と連動した経費の259億円増による

ものです。

　３つ目は、地方消費税等の税収増に伴う税交付

金、人事委員会勧告を踏まえた人件費、過去の大

規模災害に係る県債償還の本格化や金利上昇に伴

う公債費など、義務的な経費の441億円増による

ものです。

　このほか、近年の人件費の上昇や物価高騰等に

より、県有施設の維持管理費をはじめ、事業全般

で必要経費が増加したことも影響しています。

　２点目の財源不足をどのように解消したのかに

ついてお答えします。

　令和８年度の当初予算編成に係る通知の中で示

した大まかな財政収支の見通しでは、119億円の
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財源不足が見込まれる状況にありました。そのた

め、予算編成に当たっては、改めて知事から全庁

に対しスクラップ・アンド・ビルドの取組を指示

していただくとともに、厳しいシーリングを設定

し、これまで以上に事業の選択と集中を徹底して

まいりました。その結果、一般財源で10億円を捻

出することができました。

　また、一般財源の充当を想定していた事業につ

いて、国の経済対策で措置された重点支援交付金

を活用することで、36億円の財源を捻出しまし

た。

　さらに、行政改革推進債や調整債など、交付税

措置のない、いわゆる資金手当債の発行により、

70億円を確保することとしました。

　これらの対策により、財源不足の解消を図った

ところです。

　３点目の今後の財政運営上の課題についてお答

えします。

　今回、交付税措置のない資金手当債までも活用

することで財源不足を解消しましたが、近年80億

円程度で推移していた財政調整用４基金の残高

は、令和７年８月豪雨への対応で取り崩したま

ま、52億円にとどまっています。

　一方で、本県においては、今後も、半導体関連

産業の集積に向けた社会資本整備に加え、県有ス

ポーツ施設や空港アクセス鉄道の整備、県立大学

の半導体学部の設置などの大規模プロジェクトが

控えています。これらの将来に向けた投資に備

え、緊張感を持って取り組んでいく必要がありま

す。

　そのため、歳出面では、引き続き、事業の選択

と集中を図るとともに、投資事業の規模の精査を

通じ、将来負担の抑制に努めてまいります。

　また、歳入面では、半導体関連産業の集積に伴

う社会資本整備に活用している、いわゆるインフ

ラ交付金や今後策定する地域産業成長プランに対

する国の財政支援の積極的な活用を図るととも

に、新たに設置する高等学校等教育改革促進基金

への国からの補助金の確保に取り組みます。

　さらに、新たに設置するスポーツ応援基金に広

く寄附金を募るほか、ＰＦＩなどスポーツ施設整

備への民間事業者の参画も促してまいります。

　引き続き、あらゆる手段による財源確保に努

め、持続可能で健全な財政運営を確立できるよ

う、歳入、歳出の両面から不断の見直しに取り組

んでまいります。

　　 〔髙木健次君登壇〕

○髙木健次君　見込み以上に歳出が増加し、非常

に厳しい予算編成だったとの答弁でした。

　財政運営上の課題として、令和７年８月豪雨へ

の対応により取り崩した財政調整用４基金の残高

が52億円にとどまっていることなど、引き続き県

財政の状況は予断を許さない状況にあるものと受

け止めます。

　一方で、ＪＡＳＭ第２工場が我が国で初めて３

ナノの最先端半導体の生産拠点になるといった話

など、熊本は今、千載一遇のチャンスを迎えてい

ます。そのような中で、くまもとサイエンスパー

クの取組や、答弁にあった県有スポーツ施設やア

クセス鉄道の整備など、将来への投資もちゅうち�

ょしてはならないと考えます。

　難しいかじ取りが続くと思いますが、将来への

投資と安定した財政運営の両立をぜひ実現できる

よう、県議会としてもしっかりと見ていきたいと

思います。

　次に、熊本地震から10年間の災害対応力向上の

取組と今後の方向性についてお尋ねします。

　平成28年４月に発生した熊本地震から、間もな

く10年という節目を迎えようとしています。

　熊本地震による人的被害は、災害関連死を含め
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275名、住家被害は約20万棟に及び、昨年も新た

に災害関連死の認定がなされるなど、この地震に

よる影響は、今なお続いています。私の地元であ

る合志市においても、７名の方が亡くなり、約

8,000棟の住家被害を受けました。

　また、熊本地震以降も、令和２年７月には、人

吉・球磨地方を中心に、線状降水帯の発生に伴う

豪雨により球磨川が氾濫し、災害関連死を含め死

者67名、行方不明者２名、住家被害は約7,400棟

に及ぶなど、本県は大きな被害を受けました。

　さらに、皆様の記憶にも新しいところですが、

昨年８月には、県下全域で記録的な豪雨が発生

し、死者４名、行方不明者１名、住家被害は約�

8,600棟に及ぶ災害が発生しています。

　このように、本県は、幾度となく大規模な自然

災害に見舞われてきました。今後を見据えると、

南海トラフ地震が今後30年以内に発生する確率は

60％から90％程度以上とされており、大地震への

備えはまさに待ったなしの状況です。加えて、地

球温暖化の影響により、今後、豪雨災害の激甚

化、頻発化も懸念されています。

　そのような災害に対応すべく、知事の強いリー

ダーシップの下、本県は、熊本地震をはじめとす

る度重なる災害対応を通じ、災害対応力を着実に

強化し、磨き上げてこられました。

　昨年８月の豪雨においても、これまでの経験や

市町村、関係機関等とのネットワークが生かさ

れ、敏速かつ適切な対応が図られたことで、人的

被害等の最小化につながったものと感じていま

す。

　さらに、本県では、九州広域防災拠点構想を推

進するなど、これまでに培った災害対応の経験や

ノウハウを県外にも発信し、九州、ひいては全国

の災害対応力向上に貢献できるよう取組を進めら

れております。

　そこで、熊本地震からの10年間で得られた災害

対応力向上の成果を踏まえ、そこから得た知見を

今後九州、ひいては全国にどのようにフィードバ�

ックしていかれるのか、また、ますます激甚化、

頻発化する災害に対して、災害対応力の向上にど

のように取り組んでいかれるのか、知事にお尋ね

いたします。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　議員から御指摘いただきまし

たとおり、来月には、私たちに甚大な被害をもた

らした熊本地震の発生から10年を迎えます。

　最愛の方を失われた御遺族のお気持ちを思う

と、今なお哀惜の念に堪えません。ここに改めて

哀悼の意を表するとともに、被災された全ての皆

様に心からお見舞いを申し上げたいと思います。

　熊本地震の発生のときを私も思い出しますと、

当時、総務部長だったんですけれども、任期が終

える直前でございまして、国への帰任を遅らせま

して、地震直後の初動対応に不眠不休で当たった

ことを今でも鮮明に覚えております。

　熊本地震への対応は、私が知事として挑む最重

要事項の一つでございますし、その思いから、マ

ニフェストの最初の項目に「県民の命と暮らしを

守る！」ということを掲げさせていただきまし

た。

　この10年間、全市町村参加の訓練の実施をはじ

め、県と市町村の共通の防災情報システムを構築

したり、災害対応の拠点である防災センターを整

備するなど、県全体で災害対応力の向上を図って

まいりました。

　あわせて、自衛隊等の関係機関とも顔の見える

関係をしっかりと構築しておりまして、議員御指

摘のとおり、これらが昨年８月の豪雨災害におけ

る迅速な対応につながったものと、私も考えてお

ります。
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　一方、全国で災害が激甚化、頻発化しており、

南海トラフ地震の発生も懸念される中、今後も災

害対応力の向上に向けた不断の取組が必要である

と考えております。

　本県では、九州広域防災拠点構想を掲げまし

て、南海トラフ地震の発生の際には、大きな被害

が想定される他県への迅速かつ円滑な支援を行う

ことができるよう、広域応援訓練の実施のほか、

九州中央自動車道や中九州横断道路などのインフ

ラ整備にも取り組んでおります。

　その結果、南海トラフ地震発生時の九州地域に

おける政府の現地対策本部の設置場所であります

とか、調整役を担う九州知事会の会長代行権、ま

た、国のプッシュ型の支援物資の分散備蓄拠点に

本県が選定されております。

　また、本年１月には、国が進める大規模災害時

の対応強化のために、全国で６か所目となります

消防庁のヘリコプターの本県への配備が決まりま

した。これは、運航経費とか要員の維持確保は本

県の負担となるんですけれども、ヘリの機体は、

100％国費で整備して、県に無償使用として配備

されるという優れものでございます。

　本県の防災消防ヘリ「ひばり」との２機体制で

の運航となることで、耐空検査等の機体整備での

欠航リスクを平時において最小限にするととも

に、大規模災害時における航空消防防災体制の強

化につながると期待されるため、令和11年度から

の運用開始に向けて、受入れ準備をしっかりと進

めていきたいと考えております。

　さらに、全国の防災担当職員を対象とした防災

スペシャリスト養成研修というものがございまし

て、この講師を毎年私自ら務めさせていただいて

おりますし、今年10月には、自治体災害対策全国

会議を本県で開催するなど、様々な機会を通し

て、熊本地震から得た知見を積極的に全国へ展

開、発信してまいりたいと考えております。

　本県における災害対応力の向上に向けた取組と

して、防災と消防の一体的な運用をさらに促進す

るため、本年４月の組織改正で、総務部の消防保

安課を総務部から知事公室に移管しまして、知事

公室に新たに危機管理防災局を設置すべく、関連

議案を提出させていただいているところでござい

ます。

　また、発災時の市町村との連携、これを強化し

ていこうと思いまして、全県的に速やかに罹災証

明の発行が行えるように、住家被害の認定調査の

モバイル化にも取り組んでおります。

　そのほか、通信回線途絶時の連絡手段の確保の

ために、衛星ブロードバンドサービスを試験的に

導入するなど、防災ＤＸ、この取組も推進してま

いります。

　あわせて、引き続き、国土強靱化に向けたイン

フラ整備にも全力で取り組み、ハード、ソフトの

両面から災害に強い熊本をつくってまいります。

　これらの取組を通じて、本県の災害対応力の向

上はもちろんのこと、九州の広域防災拠点として

の機能強化、さらには、国からも期待されており

ます全国の災害対応力の強化につなげてまいりた

いと考えております。

　これまで大きな災害に幾度となく見舞われてき

たからこそ、災害の経験、教訓を生かして、国全

体の防災力の強化に貢献していく、このことは私

たちの使命であると考えております。

　熊本地震から10年というこの時期を捉えて、さ

らなる災害対応力の向上及びその展開を図って、

世界に誇れる防災先進県熊本の確立を進めてまい

ります。

　　 〔髙木健次君登壇〕

○髙木健次君　熊本地震からの10年間、災害対応

力の向上に着実に取り組んでこられたことや、組
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織面の強化等、新たな取組も行っていく旨の答弁

をいただき、とても心強く感じました。

　消防庁ヘリの追加配備は、本県の災害対応力の

さらなる向上に資するものと考えられ、着実に受

入れ準備を進めてもらいたいと思います。県民の

生命、財産と暮らしを守るため、今後ともしっか

りとした取組をお願いします。

　また、災害の経験、教訓を生かし、国全体の防

災力の強化に貢献することを本県の使命と考えて

いるとの答弁もいただき、大変頼もしく感じてい

ます。私としても、本県が世界に誇れる防災先進

県熊本と認知されることを願っております。

　次に、公式確認70年を迎える水俣病問題への取

組についてお尋ねいたします。

　水俣病問題は、県政の最重要課題であり、これ

まで、その解決に向けて、国、県や地元市町をは

じめ、我々県議会も力を尽くし、そして、様々な

方々の御協力により、被害を受けられた方々の救

済が図られてきたところであります。

　熊本県では、公害健康被害の補償等に関する法

律、いわゆる公健法などによる認定制度に加え、

２度の政治解決により、水俣病の被害を受けられ

た方々への救済が進められてきました。

　なお、公健法に基づく認定申請者数は、平成27

年度末の1,264人から本年１月末で232人と、着実

に減少しており、引き続き、丁寧、着実な審査を

しっかりと進めていただきたいと思います。

　水俣病問題の解決に向けては、被害者の方々の

救済はもとより、車の両輪として取り組んできた

のが水俣・芦北地域の再生と振興です。県では、

これまで、昭和53年の閣議了解に基づき、昭和54

年から47年にわたり、水俣・芦北地域振興計画を

策定し、様々な施策を推進してこられました。

　このような中、一昨年の水俣病犠牲者慰霊式の

後に行われた水俣病関係団体との懇談において、

環境省が団体の発言中にマイクの音量を絞るとい

う不適切な対応を取ったことが全国的に報道さ

れ、大きな問題となりました。

　さらに、昨年は、宇城市や大手学習塾のトライ

グループによる水俣病に関する誤った情報発信が

相次ぐなど、水俣病問題の風化が懸念されており

ます。水俣病の悲劇を二度と繰り返さないため、

公害の原点と言われる水俣病の歴史や教訓を国内

外、そして次世代に伝えていくことは、県の使命

ではないかと考えます。

　加えて、将来にわたり持続的に発展していくに

は、県と地元市町が連携し、引き続き地域の振興

にも取り組んでいく必要があります。

　そこで、水俣病公式確認70年に当たり、県とし

て水俣病問題にどのように取り組んでいかれるの

か、知事にお尋ねします。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　水俣病問題への取組について

お答えいたします。

　一昨年の水俣病犠牲者慰霊式後の関係団体との

懇談の場において、いわゆるマイクオフ問題が発

生し、関係団体はもとより、水俣病患者、被害

者、関係者の皆様に多大な御迷惑と御心配をおか

けいたしました。

　そのため、これまで国単独での開催であった懇

談の場を、昨年は初めて国、県の共催といたしま

して、県も積極的に関与し、十分な時間を確保で

きるよう、事前調整をより丁寧に行わせていただ

きました。その結果、慰霊式前後の２日間にわた

り、関係団体の皆様との懇談を開催し、環境大臣

とともに、水俣病患者、被害者の皆様とじっくり

と意見を交わすことができました。

　今年は70年という節目の慰霊式となりますが、

昨年同様、しっかりと時間を確保し、皆様のお声

を丁寧に伺えるよう調整してまいります。
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　また、懇談の場で関係団体の皆様から御要望い

ただき、県としても国に見直しを求めてきた物価

高騰を踏まえた療養手当の見直しにつきまして、

令和８年度政府予算案に盛り込まれました。これ

は、県が地元の声に真摯に耳を傾け、県議会とと

もに連携して国に何度も要望し、国がその要望を

受け止めた結果であると考えております。

　患者、被害者、そして御家族の方々の高齢化が

進む中、引き続き、皆様の声を丁寧にお聞きしな

がら、医療、福祉の充実など、安全、安心な暮ら

しの確保に取り組んでまいります。

　一方、議員御指摘のとおり、水俣病に関する誤�

った情報が相次いで発信されてしまったことは非

常に残念でなりません。県としては、これまで

も、県内全ての公立小学５年生を対象とした水俣

に学ぶ肥後っ子教室、これを開催することをはじ

め、小中高校生、また、教職員向けに様々な啓発

に取り組んでまいりましたが、今回の事案を受

け、世代を問わず、水俣病の正しい知識や水俣病

の教訓の継承の必要性を改めて感じたところでご

ざいます。

　そのため、来年度は、県内市町村や民間企業を

対象とする新たな研修を実施するとともに、公式

確認70年を契機としたシンポジウムなどの啓発イ

ベントの開催や地元民間団体などが実施する情報

発信を支援することなど、取組の強化を図ってい

くこととしております。

　水俣病から学んだ貴重な教訓を、国内外に、そ

して次世代に継承していくことは、本県に課せら

れた使命であり、国や関係者の皆様と連携しなが

ら、その役割を全うしてまいります。

　あわせて、水俣病問題の解決に向けては、水

俣・芦北地域の振興が不可欠でございます。

　水俣・芦北地域の振興については、これまで７

次にわたり水俣・芦北地域振興計画を策定し、様�

々な取組を進めてまいりました。

　この間、水俣再生の拠点となるエコパーク水俣

や南九州西回り自動車道をはじめとするインフラ

の整備が進むとともに、地場産品のブランド化や

販路拡大による地場産業の活性化が図られるな

ど、取組が着実に実を結んでおります。

　引き続き、県と地元市町が一体となって、地域

の振興を力強く推進していくため、昨年７月に

は、令和８年度からの５年間を計画期間とする第

八次計画を策定したところでございます。

　第八次計画では、｢地域資源から活力を創出

し、環境と共生しながら持続していく地域づく�

り｣、これを基本理念といたしております。この

実現に向けて、豊かな自然環境や芸術文化をはじ

め、これまでの成果である地域振興拠点施設や地

場産品等の魅力ある地域資源を最大限に生かしな

がら、人を呼び込み、地域の活力を創出する施策

を推進してまいります。

　最後になりますが、公式確認から70年を迎える

に当たり、水俣病問題が県政の最重要課題であ

る、このことを改めて心に刻み、丁寧、着実な認

定審査の実施、患者、被害者と御家族の方々の安

全、安心な暮らしの確保、偏見、差別の解消、地

域振興や再生、融和など、様々な課題に全庁一丸

となって全力で取り組んでまいります。

　　 〔髙木健次君登壇〕

○髙木健次君　昨年は、誤った情報発信が相次

ぎ、水俣病の風化が懸念される事態となりました

が、来年度は、啓発の強化を図られるとのことで

あり、正しい理解の促進に向けて、しっかりと取

り組もうとしている県の姿勢を強く感じます。

　また、水俣・芦北地域の振興では、南九州西回

り自動車道などの交通基盤の整備が進み、地元産

品のブランド化などの経済振興にも取り組まれ、

さらに、来年度からは、新たに策定された第八次
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水俣・芦北地域振興計画に基づき、県と地元市町

で一体となって施策を進められるということであ

り、大いに期待しているところであります。

　知事におかれましては、公式確認70年という節

目の年にふさわしい取組を力強く進めていただ

き、水俣病問題の解決に向けて、引き続きリーダ�

ーシップを発揮されることをよろしくお願い申し

上げます。

　次に、本県教育の課題と今後の取組の方向性に

ついてお尋ねします。

　現代社会は、少子化や人口減少、技術革新など

により急速に変化し、将来の予測が困難な時代と

言われています。子供たちには、人生を切り開

き、生き抜く力が求められ、様々な苦労や困難が

伴いますが、若いときの苦労は買ってでもせよと

言うように、人生の早い段階での困難な経験は、

大きな財産になります。

　このような中、教育の果たす役割は大きく、様�

々な課題に対応し、熊本の子供たちの将来を考

え、質の高い教育を推進していくことが重要で

す。

　一方、教育現場では、教員不足、いじめ問題へ

の対応、さらには小学校等の学校における暴力行

為の増加傾向など、様々な課題があると認識して

おります。

　その中でも、いわゆる高校授業料無償化は、令

和８年度から私立高校への授業料支援が拡充さ

れ、県立高校への影響が懸念されます。

　これに対し、先月、国は、高校教育改革に関す

る基本方針として、ネクストハイスクール構想を

示しました。

　本県でも、県立高校あり方検討会を設置し、将

来を見据えた学校規模や学校配置等の考え方、さ

らなる魅力化に向けた取組の方向性について議論

を重ねてこられましたが、このような国の動きに

対応し、県立高校の教育改革の具体化を急ぐ必要

があるのではないでしょうか。

　しかしながら、国の全国学力・学習状況調査の

結果について、国立教育研究所の分析では、全国

的な学力の低下が指摘をされております。

　本県の結果を見ますと、一部教科で全国平均を

下回っている状況です。県が実施した学力・学習

状況調査でも、文章構成の読み取りなどに課題が

あることが明らかとなっているようであり、新た

な手を打つ必要があるのではないでしょうか。

　さらに、グローバル化への対応も急務です。本

県では、ＴＳＭＣ進出後、在留外国人数が急増す

るなど、グローバル化が急速に進展しています。

地域社会を支え、世界に羽ばたく人材を育成する

ためには、子供たちの国際対応能力の向上が不可

欠ではないでしょうか。

　昨年４月、本県では、17年ぶりに教員出身の越

猪教育長が就任されました。就任から間もなく１

年、教育現場を熟知している教育長だからこそ、

今後対応すべき課題や取組があるのではないでし�

ょうか。

　そこで、熊本の子供たちに質の高い教育を提供

していくため、今後対応すべき課題は何か、ま

た、その課題に対してどのように取り組むのか、

教育長にお尋ねします。

　　 〔教育長越猪浩樹君登壇〕

○教育長(越猪浩樹君)　まず、本県教育の課題に

ついてお答えします。

　私は、子供たちが未来の社会を前向きに生き、

社会に主体的に参画するための資質や能力を育成

するために、教育の果たす役割は何より重要であ

り、子供たちが生きる力を育み、目標に向け努力

する姿勢を身につけることができるよう、教育を

行うことが大事だと考えています。

　また、子供たちを取り巻く環境が急速に変化
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し、将来予測が困難と言われる中、豊かな人間性

を育むことは教育の重要な使命であり、学校教育

とともに、家庭教育の果たすべき役割も大きいと

考えています。

　さらに、社会の急速な変化に対応していくため

に、教育現場が抱える課題を正しく把握すること

も不可欠です。

　このため、私は、学校訪問を積極的に行うとと

もに、全ての市町村を訪問し、首長や教育長と直

接意見交換をするなど、地域や学校の実情把握に

努め、複雑かつ多岐にわたる課題があることを再

認識いたしました。

　中でも、議員御指摘のとおり、県立高校のさら

なる魅力化、学力の向上、グローバル社会におけ

る子供たちの国際対応能力の向上は、喫緊の課題

であると考えています。

　そこで、まず、県立高校の魅力化についてお答

えします。

　昨年９月のあり方検討会からの提言を踏まえ、

検討を進める中、国の経済対策に高等学校教育改

革促進基金の創設が盛り込まれました。

　先月には、国において、高校教育改革に関する

グランドデザインが策定され、高校改革の方向性

や高校教育の充実に向けた支援が示されました。

　中でも、我が国の経済社会の発展を支える人材

の育成は重要な課題であり、いわゆる理系人材や

エッセンシャルワーカー等の不足が懸念されると

ともに、一人一人の多様な学習ニーズに対応した

教育機会の確保等も示されたところです。

　今後、グランドデザインを踏まえ、庁内関係部

局や産業界等と十分連携を図りながら、本県の高

等学校教育改革実行計画を策定し、県立高校の魅

力化等にスピード感を持って取り組んでまいりま

す。

　次に、学力の向上についてお答えします。

　これまで小中学校において実施してきた学力・

学習状況調査を分析し、問題文やグラフを適切に

読み取り、回答するという、読み解く力に課題が

あることが分かりました。読み解く力は、全ての

教科等の学習の基盤となる力であり、学力向上の

ために必要不可欠でございます。

　このため、来年度、都道府県としては全国初の

取組として、熊本市を除く県内全ての小学５年生

を対象に、一人一人の読み解く力を測定するため

のリーディングスキルテストを実施する予定で

す。その結果を踏まえ、教科書を読み解く上での

つまずきの要因を分析することで、授業の改善、

一人一人の学力向上につなげてまいります。

　最後に、グローバル社会における子供たちの国

際対応能力の向上についてお答えします。

　ＴＳＭＣの本県進出により、台湾との交流が活

発となる中、県教育委員会では、つながりのある

台湾との教育交流を促進しており、来年度、新た

な交流を検討する学校から教職員30名を台湾に派

遣する予定です。

　台湾と熊本の教育の違い等を学び、子供たちの

ために何が必要かを考え、各学校で実践し、その

成果を広く波及させることで、異文化理解やコミ�

ュニケーション能力など、子供たちの国際的な資

質、能力の向上を図り、世界で活躍できる人材の

育成につなげてまいります。

　県教育委員会としましては、熊本の子供たちが

自らの可能性を広げ、未来を切り開くことができ

るよう、複雑かつ多岐にわたる課題の一つ一つに

しっかり取り組んでまいります。

　　 〔髙木健次君登壇〕

○髙木健次君　教育委員会には、喫緊の課題に対

しては、スピード感を持って取り組んでいただく

とともに、答弁にもあった学力向上や国際対応力

向上などの取組は、ぶれることなく、中長期的に
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実施していただくようお願いしたいと思います。

　ただ、山積する教育課題は、県教育委員会だけ

で解決できるものではなく、地域社会、産業界な

どと連携協力していくことが重要です。また、高

校教育改革やグローバル化への対応などの課題

は、知事部局と連携して取り組んでいくことが必

要不可欠です。教育だからと教育委員会任せにす

るのではなく、知事部局においても、主体性を持�

って取り組んでいただくようお願いします。

　次に、県有スポーツ施設の速やかな整備につい

てお尋ねいたします。

　県有スポーツ施設の整備は、長年、私を含め多

くの議員が質問をしてきており、県政の重要課題

と認識しております。

　そうした中、昨年９月の県議会定例会で、それ

ぞれのスポーツ施設の方向性が示されました。引

き続き、実現に向けて、県全体の機運醸成、スピ�

ード感を持った取組を進めていただきたく、質問

をいたします。

　多くの県民は、知事の決断に大きな期待をされ

ていることと思います。一方、整備には莫大な経

費が必要です。加えて、スポーツの産業化を進�

め、地域を豊かにしていくには、スポーツ大会や

スポーツ以外のイベントも誘致していく必要があ

りますが、これにも経費が必要です。特に、整備

費は、物価等の上昇によりコストが高騰してお

り、早く整備を進めなければ、費用が増大するお

それがあります。

　方向性が決まった今こそ、整備に向け、県をは

じめ競技団体やプロスポーツチーム、県民や企業

などと一緒に機運を盛り上げ、財源確保に動いて

いく時期に来ているのではないでしょうか。

　また、コンサートなどの市場規模も拡大してい

るとのことで、この分野の経済成長を取り込み、

まちづくりや経済活動の創出につなげていくこと

も必要です。

　このような社会経済情勢も踏まえ、スピード感

も非常に重要です。整備の方向性が決定されてか

ら半年が経過しようとしております。この方向性

を実現するために、県全体の機運醸成と財源確保

についてどのように考えているのか。また、県民

の期待も大きく、スピード感が求められるが、さ

らなる前倒しの考えはないか。特に野球場は、移

転候補地の選定があるため、具体的なスケジュー

ルを示して、早期に整備に着手できるようにすべ

きではないか。

　以上、３点について、知事にお尋ねいたしま

す。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　髙木議員から、県有スポーツ

施設の速やかな整備について御質問いただきまし

た。

　まず、整備の方向性を実現するための機運醸

成、財源確保についてお答え申し上げます。

　近年、スポーツは、私たち自らの心身の健康増

進に加えて、人々に夢や感動、そして地域には誇

り、活力をもたらす大きな柱となったと思ってお

ります。

　このような中、県が進めているスポーツ施設の

再生、これは、単なるスポーツ競技の受皿として

だけではなく、国内外からの交流人口を引き寄

せ、また、まちづくりの拠点として、地域社会や

経済を活性化する大きな鍵になるものと考えてお

ります。

　この多面的なスポーツの力を県政に最大限生か

していくためには、県の主体的、積極的な取組は

もとより、ふだんからスポーツを愛し、楽しんで

いただいている方々に加え、その可能性を信じ、

本県スポーツのさらなる発展を応援したいと共感

いただける様々な皆様の力を結集する必要がある
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と考えております。

　そこで、熊本のスポーツを支え、応援しようと

いう機運を醸成するとともに、その思いを形にす

る熊本県スポーツ応援基金を設置したいと考えて

おり、今定例会に基金設置条例を提案させていた

だきました。

　この条例を可決いただいた際には、私自ら先頭

に立ち、県民をはじめ県内外の企業や競技団体な

ど、各方面に広く寄附を呼びかけ、多くの方々に

御参画いただく県民運動として、その機運を盛り

上げてまいります。

　なお、基金の具体的な使途については、まず、

スポーツやエンターテインメントの受皿となる新

アリーナや新野球場整備のための財源にしたいと

考えております。

　また、新しい受皿を整備するだけでは、地域社

会や経済の活性化につながるものではございませ

ん。県としては、大規模スポーツ大会の招致、開

催やプロスポーツの振興など、スポーツの産業

化、交流人口の拡大につながる様々な取組につい

てもこの基金を活用し、官民一体となって、スポ�

ーツの力で熊本を豊かにしていきたいと考えてお

ります。

　次に、スピード感を持った取組の推進、この点

についてお答え申し上げます。

　新アリーナや新野球場の整備は、議員御指摘の

とおり、県民の期待が大変大きく、本県における

スポーツの産業化の促進に加え、スポーツにとど

まらず、ライブエンターテインメント分野などで

の活動を通じ、熊本をより一層豊かにできるもの

と考えております。

　また、スポーツを取り巻く環境の変化やエンタ�

ーテインメント市場の拡大など、社会経済情勢が

急速に変化する中で、時期を逸することなく、期

待される市場の成長の果実を熊本県の発展に取り

込んでいけるよう、事業推進のスピードを上げる

必要があると認識しております。

　そのため、昨年９月に発表したスケジュールで

は、令和10年度中に新アリーナ、また、令和11年

度中に新野球場の整備に着手すると申し上げたと

ころでございますが、両施設とも、半年から１年

程度前倒ししたいと考えております。

　最優先で取り組む新アリーナについては、来年

度中に基本計画の策定を終え、官民共創を念頭に

置いた事業実施方針の策定も進めてまいります。

　最後に、野球場の移転候補地の選定についてで

ございますが、スピード感を持って取り組むた

め、来年度中としていた候補地の決定を、本年秋

頃、ここに前倒ししたいと思っております。それ

に伴いまして、提案募集の開始時期を今月末とし

まして、市町村からの応募に十分な検討時間を確

保したいと考えております。

　これにより、新野球場についても、基本計画の

策定に迅速に着手できるものと考えております。

　引き続き、スピード感を常に意識し、一日も早

く県民の長年の夢である新アリーナ、新野球場の

整備を進め、くまもと新時代の創造につなげてま

いります。

　以上でございます。

　　 〔髙木健次君登壇〕

○髙木健次君　ただいま知事から、令和10年度中

に新アリーナ、また、令和11年度中に新野球場の

整備に着手するとしていたが、両施設とも半年か

ら１年程度前倒ししたいとの答弁がございまし

た。

　平成28年に新球場建設連絡会が27万人を超える

署名を集めて建設を要望してから10年、熊本地震

や令和２年７月豪雨などの災害を経験しながら

も、今回、整備に向けていよいよ本格的、具体的

に動き出した知事の大きな決断を高く、高く評価
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したいと思います。

　知事、私の今の心境は感無量です。やった、や�

った、やったというのが心境でございます。

　スポーツの力は本当に多面的で、熊本の未来を

創造する起爆剤となるものです。また、県がスピ�

ード感を持って整備に取り組むことが、成長著し

いスポーツ産業やコンサートなどの活力を早期に

取り込むことになり、熊本がさらに力強く発展し

ていくことになると期待をしております。

　また、熊本県スポーツ応援基金を設置し、機運

醸成と財源確保を進め、スポーツに関するハー

ド、ソフト両面から取組を強力に推進するという

知事の思いも伝わってきました。ぜひ、県民や県

内外の企業、競技関係者などのスポーツに対する

思いを十分に引き出し、大きな形にできるよう、

県や地元経済界、競技団体など関係者が一丸とな�

って取り組んでいただきたいと思います。

　タイム・イズ・マネーということわざがありま

す。時は金なりといいますが、やっぱりこの時は

金なり、非常に時間を無駄にするな、お金を大切

にせよというようなことわざであり、ベンジャミ

ン・フランクリンの言葉であります。アメリカの

建国者ということでありますけれども。

　確かに、今、資材高騰、建設費が高くなってき

てますよね。こんなことも踏まえると、やっぱり

早急な対応をしていかなければ、だんだんだんだ

んまた窮地に追い込まれるというような形にもな

るというふうに思いますので、知事、その辺はど

うぞよろしくお願い申し上げたいというふうに思

います。

　次に、林業新規就業者の確保、育成についてお

尋ねいたします。

　本県は、県土の約６割が森林であり、戦後造成

された人工林の約８割が建築用材などとしての利

用期を迎えています。

　令和５年度の本県の林業産出額は、杉が全国４

位、ヒノキが全国１位となるなど、全国でも有数

の林業県であります。

　森林には、木材を供給するだけでなく、県民の

飲料水や、私の地元の合志市にも立地する半導体

関連工場等で用いる工業用水として必要不可欠な

地下水を育む水源涵養機能を有しています。さら

には、豪雨等による災害の被害を抑制、軽減する

山地災害防止機能や、森林が空気中の二酸化炭素

を吸収することによる地球温暖化防止機能などの

役割を有しています。

　先人が築き上げ、県民生活に多くの恩恵をもた

らしている本県の豊かな森林は、言わば県民共有

の財産であり、今を生きる我々が大切に守り育

て、次世代に引き継いでいく責務があると考えて

います。

　一方で、山に目を向けると、伐採された森林に

ついて、必ずしも全ての場所で再造林が行われて

ない状況や、人工林の成長を促し、水源涵養機能

の向上にも資する間伐が十分に行われていない状

況が見られます。

　私は、この背景の一つとして、林業の現場の担

い手不足があるのではないかと考えており、実際

に、国勢調査によると、本県の林業就業者が、平

成22年の2,782人から、令和２年は2,396人となっ

ており、10年間で約14％減少しております。

　今後、高齢化や人口減少により労働力人口が減

少し、人材獲得競争が激化すると見込まれる中、

林業の新規就業者の確保、育成がますます重要な

課題になると考えますが、急傾斜地など厳しい場

所での人力作業が多いなど、苛酷な労働環境にあ

る林業の現場での就業希望者の確保は容易ではな

いと考えております。

　これまで、県では、林業の担い手の確保、育成

対策として、くまもと林業大学校を中心とした新
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規就業者の確保や労働安全対策などの就業環境改

善に向けた事業体への支援の取組等進められてこ

られ、現在、現場作業の即戦力となる人材のみな

らず、森林組合等の林業事業体の中核となる人材

等の確保、育成に取り組むべく、くまもと林業大

学校の機能拡充を検討していると聞いています。

　そこで、本県の豊かな森林資源を大切に活用し

つつ、守り、育て、次世代に確実に引き継いでい

くため、今後、くまもと林業大学校を核とした新

規就業者の確保、育成をどのように進めていくの

か、知事にお尋ねいたします。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　議員御指摘のとおり、県民共

有の財産である本県の豊かな森林を将来にわたっ

て適切に整備、保全するとともに、資源として有

効活用していくためには、林業の担い手を確保

し、育てていくことが大変重要であると認識して

います。

　このため、本県では、平成31年４月にくまもと

林業大学校を開校し、県北校と県南校の２校体制

で、現場の即戦力となる人材の育成に取り組んで

いるところです。

　これまでに卒業した105名全員が県内の林業事

業体に就業したほか、今年度卒業見込みの研修生

16名も林業事業体に就業予定であり、林業大学校

は、林業の担い手確保に着実に貢献しておりま

す。

　一方、今後労働力人口の減少が見込まれる中、

林業の新規就業者を確保していくためには、苛酷

な林業の現場における作業の軽減、木材の生産性

の向上、高付加価値化等により稼ぐ力を高めるこ

とで、林業の魅力を向上させることが不可欠であ

ると考えております。

　このため、このような新たな視点を踏まえた林

業の担い手の確保、育成に取り組むべく、くまも

と林業大学校の機能拡充をすることとし、昨年度

以降、有識者から成る委員会などで検討を重ねて

まいりました。

　その結果、現行の１年コースに加え、ドローン

やデジタル技術を使いこなす知識、また、木材の

販売戦略を企画立案できる能力などを有した地域

の林業をリードできる人材を育成する２年コース

を九州で初めて開設することとしたいと思いま

す。

　さらに、林業を営みながら、山村の資源を活用

した新たなライフスタイル、いわゆる半林半Ｘ、

これを実践できる人材を育成するショートコース

を新設する方針も固めたところでございます。

　これらの機能拡充に当たっては、実践的な現場

研修に重きを置く必要があることから、そのフィ�

ールドとして活用可能な県有林が多く所在する五

木村の県南校を拠点としたいと考えます。これに

より、五木村の振興にも貢献してまいると思いま

す。

　さらに、県南校の新たな校舎として、令和８年

度の小中一貫義務教育学校の設置に伴い空き校舎

となる予定の五木東小学校を活用する方向で、現

在五木村と協議を行っているところでございま

す。

　これらの方針を踏まえ、各コースのカリキュラ

ムや運営体制など、機能拡充を具体的に進めるた

めの指針となる基本構想を今年度末までに策定

し、令和10年度の新たな林業大学校の運営開始を

目指して、早急に準備を進めてまいります。

　私は、将来にわたって持続的に担い手を確保し

ていくため、木育などを通じた幼少期からの森

林、林業に慣れ親しむ機会づくりや県内の林業関

係の高校と連携した取組も強化していくことが重

要だと認識しております。

　緑豊かな熊本で生まれ育った子供たちが、熊本
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で林業を学び、誇りを持って熊本の森で働き、住

み続けることができるよう、林業大学校の機能拡

充を通じて、林業の魅力向上と担い手の確保、育

成にしっかりと取り組んでまいります。

　　 〔髙木健次君登壇〕

○髙木健次君　知事の答弁にありましたように、

五木村にある県南校を拠点として、九州初となる

２年コースを新設するなど、令和10年度に新たな

林業大学校の運営開始を目指すとのことでござい

ます。この新たな林業大学校が未来の林業の担い

手の確保、育成の拠点になることを大変期待をし

ております。

　次に、地下水の保全についてお尋ねします。

　水の都熊本にとって、地下水は県民の宝であ

り、将来世代に確実に引き継ぐべき大切な資源で

す。

　木村知事は、熊本の地下水を守り抜くことを明

確に掲げられており、就任後速やかに地下水保全

推進本部を設置し、地下水の保全に積極的に取り

組まれておられます。

　一方、県内では、半導体関連産業の集積が急速

に進んでいます。ＪＡＳＭでは、第１工場を令和

６年末に本格稼働を開始し、また、昨年の秋に建

設が開始された第２工場では、先月、国内初とな

る回路線幅３ナノメートルの最先端半導体の量産

計画が明らかになりました。

　また、本県に立地するソニーや東京エレクトロ

ンなどの大型投資のほか、関連企業の進出も相次

ぎ、県経済にとって大きな追い風となっていま

す。

　ただ、そうした動きの中で、工場稼働に伴う取

水量の増加による地下水位の低下など、県民の皆

様からの不安を、私自身直接耳にすることがあり

ます。

　半導体企業の集積による地域経済の発展と同時

に、熊本の宝である地下水の保全を両立させるこ

と、そして、県民の皆様の地下水に対する不安を

解消していくこと、そのための不断の取組が県に

は求められております。

　そこで、熊本の地下水の量及び質を確実に保全

していくため、県では、現在の取組に加え、今後

どのような対策を進めていかれるのか、お尋ねし

ます。

　次に、現在、公共用水域の水質保全を目的とし

て、熊本セミコン特定公共下水道事業に着手し、

処理場の設計等検討を進められていると思いま

す。半導体工場の排水を適切に処理することが、

県民の安心につながるものと期待しているところ

です。

　そこで、熊本セミコン特定公共下水道が半導体

工場の排水を適切に処理するために、どのように

取り組まれているのか、伺います。

　以上２点、知事にお尋ねをいたします。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　地下水は、県民生活や産業を

支える熊本の宝であり、県では、地下水の量と質

の保全のため、引き続き様々な取組を実施してま

いります。

　まず、水量の保全については、今月中に、県及

び熊本地域の11市町村が協働して、第二期熊本地

域地下水総合保全管理計画、これを策定いたしま

す。この計画の下、水田湛水や新規工業用水の整

備などの取組を引き続き進めるとともに、涵養域

の減少を抑制する方策などの調査研究にも新たに

取り組んでまいります。

　次に、水質の保全については、法令に基づく河

川や地下水等の水質検査に加え、セミコンテクノ

パーク周辺では、１万種以上の法令等規制外物質

の環境モニタリングを実施しております。調査結

果は専門家委員会で検証していただき、これまで
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の委員会意見でも、安心できる状況と考えるとの

評価をいただいております。

　この規制外物質の水質調査は、全国的にも例を

見ない先進的な取組であり、来年度以降も継続し

てまいります。

　また、県民の皆様の不安解消のためには、情報

発信が重要でございます。議員御質問の中でも、

工場稼働に伴う取水量の増加による地下水位の低

下の話題がございましたが、県がセミコンテクノ

パーク内に設置した観測井戸の地下水位の状況を

見ますと、ＪＡＳＭ工場稼働前の令和５年８月で

34メーター、稼働後の昨年８月で34.49メーター

と、取水による地下水位への具体的な影響は今の

ところ見られておりません。

　このような現状を発信するため、県では、県内

35か所の観測井戸で地下水位を継続監視し、令和

６年度から、まずは３か所で地下水位のリアルタ

イム配信を行い、今年度末には７か所に拡大する

予定です。さらに、法令等規制物質の水質調査の

地点やその調査結果などを県のホームページ地図

上で確認できる仕組みを構築し、今月中に運用を

開始するなど、情報発信の強化に努めてまいりま

す。

　次に、熊本セミコン特定公共下水道の取組につ

いてお答え申し上げます。

　県が整備する新たな下水処理場の処理方法につ

いては、その水質に適した最も効果的な処理技術

を導入するための施設設計を現在進めているとこ

ろでございます。

　半導体の製造で使用された工場排水は、家庭か

ら排出される生活排水と比べ、有機物が少なく、

一方窒素が多く含まれることから、下水処理にお

ける標準的な活性汚泥法の仕様を基に、窒素のさ

らなる確実な処理を行う必要がございます。

　そこで、この水質特性に適した処理仕様の検討

の一つとして、セミコンテクノパーク内におい

て、既存工場の排水を用いた実証実験を行うこと

としたいと思います。参画する事業者を今月から

公募することといたしました。

　具体的には、実際の下水処理施設をコンパクト

にした実験施設を複数の下水処理設備メーカーの

皆さんに設置していただき、半導体工場の排水を

使用して、国内外の最新の知見や技術を生かしな

がら、適切に処理できる最適な条件などを見いだ

して、今後の施設設計や運転管理に生かしたいと

思っております。

　なお、実証実験後の排水を使用して、その規制

外の有機フッ素化合物の一部についても、活性炭

処理などにより、どの程度低減が可能なのかにつ

いても併せて検証することとしたいと思っており

ます。

　今後とも、県民、市町村、企業などの皆様と力

を合わせて、地下水の保全と地域経済の発展の両

立に取り組んでまいります。

　　 〔髙木健次君登壇〕

○髙木健次君　特定公共下水道については、工場

排水を使用した実証実験を行った上で、その結果

を設計に生かすということを答弁いただきまし

た。

　机上の検討だけでなく、実際に処理をしてみ

て、最適な処理方法を探ることや、最近話題の有

機フッ素化合物、ＰＦＡＳについても処理技術の

検証をされるということで、公共用水域の水質保

全にしっかりと対応されることが分かって安心し

たところです。

　引き続き、整備に向けて、しっかりと検討を進

めていただきたいと思います。

　熊本の宝である地下水の保全と地域経済の発展

の両立のため、そして、県民の何よりの不安解消

のため、今後も積極的な取組を期待します。
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　次に、熊本都市圏の渋滞対策についてお尋ねし

ます。

　スクリーンを御覧ください。(資料を示す)

　県では、熊本都市圏の渋滞対策について、様々

な対策を講じられています。

　これまで、交差点改良やバスベイ設置などの短

期対策に加え、国県道の改良や高規格道路の整備

促進など、中長期的な視点に立った取組も進めら

れてきました。また、ＪＲ豊肥本線の機能強化や

通勤バスの実証運行などの公共交通への転換策や

渋滞対策パートナー登録制度の創設など、総合的

な対策に取り組まれ、その成果も少しずつ現れて

いるものと評価しています。

　しかしながら、都市圏北東部では、セミコンテ

クノパーク周辺における通勤や工事に伴う車両の

増加に加え、半導体関連企業の集積により、今後

も交通需要は増加することが想定されておりま

す。

　こうした交通需要の高まりは、周辺地域にも朝

夕の交通渋滞の悪化や事故リスクの増加などの影

響を及ぼすと考えられ、地域住民は不安を募らせ

ています。

　こうした状況を踏まえると、道路整備の着実な

推進と公共交通の利用促進について、北東部にお

ける取組の一層の強化が必要ではないでしょう

か。

　例えば、国道387号は、合志市須屋地区以北に

片側１車線区間が連続し、朝夕を中心に深刻な渋

滞が発生しています。大津植木線の多車線化など

の整備が進む中で、その影響が拡大することが懸

念されております。

　また、高規格道路である中九州横断道路や10

分・20分構想を実現する熊本都市圏３連絡道路

は、都市圏全体の交通を支える抜本的対策として

極めて重要です。

　さらに、公共交通施策については、現在策定中

の都市交通マスタープランで、熊本都市圏の公共

交通分担率２倍、公共交通利用者数２倍を目標と

する案が示されていますが、これを実効性あるも

のにするためには、県民が使いやすいと実感する

環境整備が不可欠です。

　そこで、熊本都市圏の渋滞対策を総合的に推進

する中で、これまでの成果を踏まえつつ、特に北

東部における道路整備の推進や公共交通への転換

をどのように取り組んでいくのか、知事にお考え

をお尋ねします。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　熊本都市圏の渋滞問題は、本

県の未来のさらなる発展、そして、県民の安全、

安心な暮らしに関わる極めて重要な課題であると

認識しております。

　そのため、私は、熊本市の大西市長をはじめ関

係市町とのトップ会談を重ねるとともに、私自ら

が本部長を務めております渋滞解消推進本部を設

置し、道路施策と公共交通施策を両輪に、短期、

中期、長期の視点で、全庁一丸となって総合的な

対策に取り組んでおります。

　中でも、都市圏北東部は、ＪＡＳＭ第２工場で

最先端半導体の生産が予定されるなど、今後も関

連企業の集積が進み、交通量の増加が見込まれる

ことから、道路ネットワークの強化を重点的かつ

時間的緊迫性を持って取り組んでいく必要がある

と考えております。

　まず、九州の循環型高速ネットワークを形成

し、セミコンテクノパーク周辺の中心的な路線と

なる中九州横断道路につきましては、国におい

て、異例のスピードで整備が進められています。

県では、整備のさらなる加速化を図るため、有料

道路事業導入を国に提案し、昨年12月に、必要な

都市計画変更の手続を完了いたしました。先月
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も、私自ら国に対して要望を行ったところでござ

いまして、令和８年度の事業化が決定されるよ

う、引き続き強く働きかけてまいります。

　また、中九州横断道路と一体となった基幹的な

道路網の形成に向けては、来年度開通予定の県道

新山原水線や令和10年度の完成を目標としており

ます県道大津植木線の多車線化、また、合志イン

ターチェンジアクセス道路の整備を集中的に進め

ております。

　議員御指摘の国道387号須屋地区では、九州縦

貫自動車道と交差する区間を含む４車線化に向け

て、沿線店舗など地域の皆様の御意向に寄り添い

ながら、合志市と連携し用地取得に着手し、本格

的な事業展開を図るとともに、接続する県道熊本

菊鹿線の右折レーンの増設にも取り組んでおりま

す。

　こうした中長期の道路整備を進めながら、信号

制御と連動した交差点改良、また、バスベイの整

備など、即効性のある短期対策も着実に進めてお

ります。

　例えば、対策が完了した合志市竹迫交差点で

は、現在、渋滞の滞留長の大幅な減少が確認され

ておりまして、現在整備中の箇所についても、令

和９年度の完成を目標に、機動的かつ精力的に取

組を進めてまいります。

　議員も抜本的対策として御指摘されました熊本

都市圏全体の慢性的な交通渋滞に大きな効果があ

ると期待されている熊本都市圏３連絡道路につい

ては、国の強力な御支援をいただきながら、熊本

市と連携し、検討を進めてまいります。

　今後、本道路の政策目標を明確にした上で、具

体的な効果とともに、複数のルート帯を令和８年

度中にお示しできるよう取り組んでまいります。

　これらの取組を着実に進めることで、北東部を

含む熊本都市圏の渋滞解消に大きな効果を発揮す

るものと考えており、今後とも、国や関係自治体

と緊密に連携し、道路ネットワークの強化に最大

限の力を尽くしてまいります。

　次に、公共交通施策では、特に都市圏北東部に

おいて、ＪＲ豊肥本線の輸送力強化と各駅からの

二次交通の整備により、公共交通ネットワークの

充実を図ることが重要であると考えております。

　まず、公共交通への転換、これを促すためのＪ

Ｒ豊肥本線の輸送力強化に向けた取組として、こ

れまで、朝夕の混雑時間帯を中心に、列車の増

便、増結に加え、空港アクセス鉄道も含めた利便

性、速達性を高めるための鉄道施設の改良などの

新たな対策について、ＪＲ九州とともに進めてい

くこととしております。

　また、この輸送力強化と併せて、駅からの二次

交通の充実に向けて、今年度、原水駅からのセミ

コン通勤バスの増便や肥後大津駅からの新たな通

勤バスの実証実験など、企業などの協力を得なが

ら、さらなる通勤行動の変容を促進してまいりま

す。

　さらに、交通量の分散に向けては、渋滞対策パ�

ートナー制度を創設し、渋滞緩和に向けた取組を

進められている275社の登録企業などの皆様と、

昨年９月に、１万人のオフピーク通勤を実施いた

しました。セミコンテクノパーク周辺の企業等に

も御登録いただき、時差出勤や通勤時間帯を避け

た工事車両の通行など、渋滞緩和に向けた取組に

御協力いただきました。

　その結果、最大の効果が見られた大津町室北交

差点では、朝ピーク時の交通量が約３割減少し、

車の平均速度が向上するなど、一定の効果が確認

できました。

　このような公共交通への転換、交通量の分散、

これらの取組の継続、拡大につなげていくため、

公共交通の利便性を高める取組や時差出勤等の効
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果のさらなる見える化を進めるための予算を今定

例会に提案しております。

　熊本都市圏の渋滞対策は、本県の未来にわたる

持続的な発展を支える重要な取組です。今後と

も、渋滞対策の進捗や効果を積極的に情報発信し

ながら、私自身が先頭に立ち、国、地元自治体、

企業、さらには県民の皆様とともに、全力で取り

組んでまいります。

　　 〔髙木健次君登壇〕

○髙木健次君　熊本都市圏の渋滞対策について、

知事のお考えを丁寧に答弁いただきました。

　熊本都市圏の渋滞対策には、道路ネットワーク

の強化に時間的緊迫性を持って取り組むことが重

要であると私も考えております。そのため、中九

州横断道路の早期整備に向け、私ども自民党県議

団としても、引き続きしっかりと国に訴えてまい

ります。

　また、今回質問には上げませんでしたが、国道

387号の須屋―辻久保間と県道大津西合志線の改

良や、国道57号と北バイパスや産業道路などとの

主要交差点の立体化も渋滞解消につながるものと

考えております。国の区間も含まれますが、執行

部においては、こうした新たな対策も視野に入れ

て進めていただきたいと思います。

　公共交通の利用促進に向けては、ＪＲ豊肥本線

の輸送力強化に加え、通勤バスの利便性向上や実

証実験を通じて利用拡大と定着を図っていただく

とともに、あわせて、官民連携の時差出勤も継続

し、さらなる効果向上に努めていただきたいと思

います。

　今後も、知事のリーダーシップの下、熊本都市

圏の渋滞対策を力強く進めていただくことを心か

らお願いします。

　次に、阿蘇くまもと空港へのアクセスについて

お尋ねします。

　現在、県内の交通状況を見てみますと、セミコ

ンテクノパーク周辺での道路の交通渋滞やＪＲ豊

肥本線の混雑が続いています。このような中、菊

陽町では、来年度には、国際的なアーバンスポー

ツ施設が開業し、大津町では、ＪＲ肥後大津駅周

辺のまちづくりに向けた検討が進められておりま

す。

　また、阿蘇くまもと空港の利用者数は、令和６

年度には約370万人、そのうち国際線が約48万人

と過去最高を記録しました。空港リムジンバスや

ＪＲ肥後大津駅を発着する空港ライナーも利用が

好調と聞いています。

　熊本国際空港株式会社は、2051年度の空港利用

者数を約622万人と計画しており、その将来需要

を現実のものと捉えた対応が求められておりま

す。

　これらの状況を踏まえれば、阿蘇くまもと空港

へのアクセス改善は早急に取り組むべき課題であ

り、空港アクセス鉄道の整備は、その主要な改善

策の一つと考えます。

　そこで、知事に、現在の取組の状況と今後につ

いてお尋ねします。

　また、現在セミコンテクノパーク周辺から空港

への主なアクセス手段となっている空港ライナー

は、県が大津町、ＪＲ九州及び熊本国際空港株式

会社とともに運行協議会を設立し、空港利用者を

対象に無料で運行しているものと承知をしており

ます。

　しかし、積み残しの発生や運行経費の増大など

課題がある中、今後も需要は高まっていくと予想

されているところです。空港アクセス鉄道の整備

を見据えると、空港利用者に限定することや無料

運行をこのまま継続していくのかどうか、そろそ

ろ空港ライナーの運行形態を見直すべき時期に来

ているのではないでしょうか。
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　今後の空港ライナーの運行をどう考えるのか、

企画振興部長にお尋ねします。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　まず、空港アクセス鉄道整備

の取組状況についてお答え申し上げます。

　今年度は、鉄道ルート線形の絞り込みと需要予

測、Ｂ／Ｃに関する検討結果を順次公表してまい

りました。また、空港アクセス鉄道の運行形態や

快速運行などを可能とするＪＲ豊肥本線の輸送力

強化の実施について、昨年10月にＪＲ九州と合意

したところでございます。

　また、昨年７月には、ＪＲ豊肥本線沿線の市町

とともに、ＪＲ豊肥本線輸送力強化促進協議会、

これを立ち上げており、そこで空港アクセス鉄道

の開業後も成長し続けるであろう地域の将来を見

据え、さらなる輸送力の強化の可能性について協

議を進めております。

　次に、今後の取組についてお答えいたします。

　阿蘇くまもと空港を発着する国際線は、今月末

に台中線が加わることで、台湾の北部、中部、南

部の主要都市を含む６路線、週44便に拡大いたし

ます。

　さらに、セミコンテクノパークから空港周辺地

域における企業集積や住宅等の開発は、これまで

にないスピードで進んでおり、増大し続ける国内

外との移動需要に今後も的確に対応していく必要

があります。

　そのような中、先月５日、ＴＳＭＣのシーシ�

ー・ウェイ会長が、高市総理を表敬訪問され、Ｊ

ＡＳＭ第２工場において、３ナノの最先端半導体

を生産する計画を表明されました。これを受け、

高市総理は、我が国の経済安全保障の観点から大

きな意味がある、政府としても、自治体と連携し

てインフラの整備を進めると、その考えを伝えら

れたとされています。

　最先端半導体の生産拠点が進出することで、経

済安全保障における熊本の重要性が高まる中、空

港アクセス鉄道を高市政権が掲げる戦略産業クラ

スター形成に向けた必要なインフラ整備として積

極的に支援していただけるよう、国、関係機関に

強く働きかけてまいります。

　来年度は、空港アクセス鉄道の整備主体となる

第三セクターの株式会社を設立することとしてお

り、その関連予算を今定例会に提案しておりま

す。

　あわせて、環境アセスメントや都市計画手続も

進めており、令和８年度中の鉄道事業許可の取

得、そして、令和９年度からの整備の着手に向け

た準備を着実に進めてまいります。

　世界に開かれた本県のさらなる発展と新生シリ

コンアイランド九州の実現、ひいては日本の半導

体関連産業の復活を目指す国家戦略の実現のた

め、空港アクセス鉄道の整備の完成を目指し、全

力で取り組んでまいります。

　　 〔企画振興部長富永隼行君登壇〕

○企画振興部長(富永隼行君)　空港ライナーにつ

いてお答えします。

　空港ライナーは、平成23年10月に試験運行を開

始し、平成29年４月に本格運行に移行しました。

現在は、ジャンボタクシーにより、空港から最寄

り駅であるＪＲ肥後大津駅までの間を１日往復54

便運行しています。

　空港利用者の増加や空港ライナーの認知度の向

上などにより、昨年度は、過去最高の約15万人に

利用され、今年度の利用者数は、それをさらに上

回る見込みです。

　このように、年々高まる利用ニーズに対して

は、応援車両を手配することで対応しています

が、年末年始などの繁忙期には積み残しが発生す

ることや物価高騰の影響等による経費の増加など
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の課題も生じていることから、安定的な運行を維

持していくための早急な対策が必要と考えていま

す。

　また、これまでは、阿蘇くまもと空港を核とし

て、周辺地域の活性化を目指す大空港構想の下、

空港利用者を対象とする空港サービスの一環とし

て無料で運行してきました。しかし、令和16年度

末の開業を目指す空港アクセス鉄道整備の進捗状

況を見据えると、ＪＲ豊肥本線を利用した空港ア

クセス手段を担う公共交通として再整理し、その

機能の充実と持続可能性を高める運用の見直しを

行うタイミングに来ていると考えています。

　このため、空港ライナーについては、供給量を

増やすなどの輸送力強化を進めるとともに、公共

交通としての安定的な運行を行うため、本年夏頃

をめどに有料化を行います。

　今後も、新たな運用の下、より利便性の高い運

行を実現し、好調な需要に対応できるよう取り組

んでまいります。

　　 〔髙木健次君登壇〕

○髙木健次君　知事から、これまでの取組の状況

と今後について答弁をいただきました。

　令和９年の整備着手とのことでしたが、開業は

令和16年度末と聞いています。ただ、空港アクセ

ス鉄道の整備に係る総事業費を見ても、令和４年

度の肥後大津ルート整備方針決定時と比べ、この

２年間で約200億円の増加となりました。このこ

とからすれば、早期に事業を進めることは、長年

の課題である空港アクセスの改善はもとより、整

備コストの抑制にも効果があると考えます。

　また、今後の空港ライナーについては、輸送力

強化とともに、公共交通としての安定的な運行を

目指して、今年夏頃をめどに有料化し、好調な需

要に対応できるよう取り組むとの答弁をいただき

ました。

　これまで空港利用者のみの利用に限定されてい

たものが利用者を限定しない公共交通機関と位置

づけられれば、空港周辺地域への移動ニーズを含

め、新たな需要への対応が期待できます。

　なお、公共交通機関としての運行には、サービ

ス提供者として、これまで以上の責任が伴いま

す。県民の期待に応えられるよう、しっかりと運

行していただければありがたいと思います。

　以上で、今回用意しました全ての質問を時間内

に終了いたしました。

　これからも、県議としてしっかりと研さんを積

んでまいりますので、今後ともよろしくお願いを

申し上げ、最後までの御清聴に心からお礼を申し

上げたいと思います。

　ありがとうございました。(拍手)

○議長(髙野洋介君)　昼食のため、午後１時まで

休憩いたします。

　　午前11時38分休憩

　　午後０時59分開議

○副議長(緒方勇二君)　休憩前に引き続き会議を

開きます。

　公明党城下広作君。

　　 〔城下広作君登壇〕(拍手)

○城下広作君　皆さん、こんにちは。熊本市第一

選挙区選出の公明党の城下でございます。

　党を代表して質問をさせていただきます。

　午前中は、自民党の髙木先生の質問がございま

した。そして、髙木先生は、今日は黄色のネクタ

イで、幸せを呼ぶという縁起を担いでこられたと

言われましたけれども、私は、毎回議会のときは

黄色いネクタイでございます。ただ、幸福を呼ん

できたかというと、なかなかちょっとそこははっ

きりしませんけれども、私が黄色いネクタイの先

輩ということでＰＲしておきたいというふうに思�
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っております。

　また、今日は、桃の節句、３月３日でして、一

方で、耳の日ということも聞いております。今日

は、知事をはじめ執行部の皆さん、耳の痛い質問

をしたいと思いますけれども、その辺は少し耳を

かばって、やわらしく言うような形にもしており

ます。

　もう１つ、私はちょっと歴史が好きなもんです

から、歴史をちょっと振り返って話をしたいと思

います。明日３月４日は、田原坂のいわゆる合戦

が始まった日で、20日まで17日間、田原坂の合戦

があったと。今年は149年。来年がちょうど150年

という節目になるということで、田原坂では、同

じ日本人同士が、考えの違いによって、国論を二

分するような政策に対して、命を落として、若い

命も落としたと。今は、なかなかお互い日本人が

命を落として戦うことはもう終わりました。しか

し、選挙というのがあって、ここで命を落とす覚

悟で戦いをするということに変わったわけでござ

いますけれども、まず一番最初の質問は、その総

選挙の結果を受けた感想についてということで質

問をしたいというふうに思います。

　年明け早々、突然の衆議院の解散から短期決戦

で総選挙が行われ、結果は、皆さんも御承知のと

おり、自民党が戦後最多となる316議席を獲得す

る歴史的な勝利を収めました。

　私が支援した中道改革連合は、結成間もない政

党ということもあり、新党結成の理念も名前の浸

透もせず、惨敗の結果に終わりました。

　今まさに国会開催の真っ最中ですが、与党、野

党問わず、選挙期間中から国民の声として上がっ

ていた景気や物価高対策、そして、我が国の安全

保障の論議を国民目線に立って、納得の得られる

意見を堂々と論議していただきたいと切に願って

います。

　また、もう一つ気がかりになるのが、２月初め

に総選挙が行われたことから、新年度政府予算案

の年度内成立が難しいと言われている点です。

　言うまでもなく、新年度予算が年度内に成立し

ませんと、暫定予算を組むことになりますが、暫

定予算は、本予算成立までのつなぎとなる一時的

な予算で、法律で支出が義務づけられた人件費や

社会保障といった必要最小限度の経費に限定さ

れ、新規事業は原則として計上されません。

　よって、高市首相が昨年から訴えてきた４月か

らの教育無償化や給食費無償化が行われなくなる

おそれがあります。これでは、国の予算の裏づけ

のない不安定な状況になり、全国の自治体に迷惑

をかけ、そして、何よりもこの予算を待ちわびて

いた生徒や保護者の期待を裏切ることにつながり

かねません。

　ただ、予算の成立を急ぐあまり、審議時間を大

幅に減らし、強引な国会運営を望む国民は少ない

と思いますし、安定した数を抱える与党だからこ

そ、丁寧な対応を求めたいものです。

　そこで、木村知事にお尋ねします。

　まず、今回の総選挙の結果をどのように受け止

めておられるのか、木村知事の率直なお気持ちを

お伺いいたします。

　次に、今まさに審議中の新年度予算案が年度内

に成立しませんと、先ほど挙げました教育無償化

や給食費無償化の予算の裏づけのない状態にな

り、自治体にとっては、授業料の徴収や給食費の

徴収に不安を抱かざるを得ません。そのほかに

も、公共事業などの発注にも影響しかねません。

　そこで、年度内不成立になった場合の本県の影

響について、木村知事のお考えをお伺いいたしま

す。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　公明党の代表質問、城下先生
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からいただきました。

　まず、さきの総選挙の結果の受け止めについて

お答え申し上げます。

　今回は、通常国会の冒頭解散の後、投開票まで

16日という戦後最短の期間での総選挙でした。

　選挙結果は、自由民主党が単独で３分の２を超

える議席を獲得しました。このことは、昨年10月

の高市政権発足後の経済対策などの取組、また、

責任ある積極財政といった方向性に対して、無党

派層も含めて幅広い支持が集まった結果だと受け

止めております。

　衆議院では連立与党が絶対安定多数となりまし

たが、数におごることなく、民意を踏まえた熟議

が重ねられることを期待しております。

　地方行政を預かる知事の立場としては、まずは

国会での十分な審議が尽くされた上で、新年度予

算が早期に成立することを望んでおります。

　この点につきまして、国の予算が年度内に成立

しなかった場合の影響についてでございますが、

学校給食費の負担軽減に向けた支援など、いわゆ

る教育の無償化については、４月からの実施に向

け、国は、暫定予算への計上も含めて、あらゆる

努力をして実現するものと承知しております。

　県は、教育の無償化に要する経費を市町村や私

立学校に交付する必要があり、そのための予算を

今定例会に既に提案しております。

　また、市町村や私立学校においても、教育の無

償化が４月から実施されることを前提に必要な予

算が計上されるなど、着実に準備が進められてお

ります。

　そのため、教育の無償化に関しては、国の無償

化の方針が変わらない限り、本予算の成立が遅れ

ても、県や市町村等の事務に大きな影響はないも

のと受け止めております。

　なお、年度当初からの執行が必要不可欠な経費

で、国の本予算成立が前提となるものについて

は、県民生活や事業活動に支障がないよう、暫定

予算への計上など、国の本予算成立前でも執行で

きる制度的な担保を国に求めてまいります。

　　 〔城下広作君登壇〕

○城下広作君　今まさに、国のほうでも、いわゆ

る予算の成立、このことに対して関心が集まって

いるわけでございます。このことに対しては、私

も、予算が成立するパターン、仮にしないパター

ン、いろいろと考えてみました。先ほどの知事の

答弁の中には、仮に予算が成立しなくても、しっ

かりそこはぎりぎりの形で担保できるという話を

聞いて、そこは安心をいたしました。

　これが仮に予算が年度内に成立しますと、それ

は今国会の論議の中でも、非常に審議時間を短く

して通るという形が仮に実現できたとしても、で

は、毎年度そういう形でできるかとなれば、それ

はまたいかがなものかという考えも出てくるので

はないか。大事なのは、やはり予算の内容、これ

をしっかり国民の前で論議をしながら、その内容

によって国民が納得する、こういう形で決められ

る、このことを多くの国民は望むのではないかと

いうふうに思いますので、今後の国会の流れを

しっかり注視をしていきたいというふうに思いま

す。

　次に、副首都構想についてお尋ねをいたしま

す。

　今、自民党と日本維新の会の政権与党は、今国

会での副首都法案の成立を目指し、協議がなされ

ています。

　副首都構想は、日本維新の会が大変熱心に取り

組まれており、既に廃案となりましたが、かつ

て、副首都機能の整備の推進に関する法律案を提

出されていました。現在協議がされている副首都

構想も、おおむね同様の内容になると考えられま
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す。

　そこで、この法律案の具体的な中身を分かりや

すくまとめてみますと、目的は、東京一極集中の

是正と大規模災害時における首都機能のバックア�

ップ体制の構築。主な内容として、定義では、東

京と並ぶ経済成長の牽引役であり、災害時に首都

機能を代替できる機能を持つ都市。推進体制につ

いては、内閣に副首都機能整備推進本部を設置す

ることを目指す。

　要件については、人口や都市機能の集積が高

く、東京と同時に被災する可能性が低い地域であ

ることにまとめることができると思います。

　このような内容を踏まえ、木村知事は、年頭の

記者会見で、東京一極集中がこの国の最大のリス

クとして、その上で、都内で交通機関などに大き

な混乱が生じた東日本大震災を例に挙げ、首都機

能を分散する必要性を訴えられました。

　また、熊本県が副首都に適している理由につい

て、東京や同じように副首都に意欲を示す福岡と

比較して、人口が密集していないという利点を挙

げられました。それに加え、県と政令指定都市で

ある熊本市との連携が非常にうまくいっているこ

とも利点として挙げられました。

　そこで、木村知事にお尋ねをいたします。

　まず、日本維新の会は、副首都を大阪府にと強

いこだわりがあるようです。熊本県にとっては大

変大きなライバルになると言えますが、改めて、

副首都に名乗りを上げた木村知事の思いをお尋ね

します。

　また、熊本県が副首都に適している理由に、熊

本市との連携のよさを挙げられていますが、熊本

市との意見調整など、どのように進めているので

しょうか、木村知事にお尋ねをいたします。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　副首都構想への私の思いにつ

いてお答え申し上げます。

　議員御紹介のとおり、私は、東京一極集中こそ

が、現在の日本で最大のリスクであると捉えてい

ます。

　我が国の政治、行政及び経済の中枢機能は首都

圏に集中しており、首都直下地震など大規模災害

の発生により、これらの機能に障害が生じた場

合、国全体にわたって国民生活、経済活動に支障

が及ぶことが想定されます。

　このため、首都機能分散による災害時のバック

アップ体制を構築することが必要であり、それに

向けた副首都構想は、ぜひ推進すべきものと考え

ております。

　また、副首都の設置により、首都機能や政府機

関の地方移転が進むことに加え、関連企業や大学

等の地方展開にもつながることとなれば、地域活

性化にも大きく寄与するものと期待しておりま

す。

　本県は、東京圏とまず地理的に離れておりま

す。同時被災の可能性が低く、南海トラフ地震の

被害想定においても、比較的小さいとされており

ます。

　そもそも、本県には、陸上自衛隊の九州、沖縄

を統括する西部方面総監部があるほか、従来から

国の地方機関が多数立地しており、国における広

域災害時の地方拠点としての位置づけもございま

す。これらのことから、さらなる国の機関の集積

や災害時の自衛隊等関係機関との連携も円滑に進

めることが可能と考えております。

　さらに、副首都構想で想定される新たな経済圏

の創出という視点では、本県には半導体を中心と

した産業の集積が進んでおり、東アジア地域に近

いという地理的優位性を生かし、国際ビジネスの

拠点としての可能性も有していると考えていま

す。
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　これらのことから、本県も副首都機能を担うに

当たって、十分な適地であると考えております。

　次に、熊本市との連携についてお答え申し上げ

ます。

　副首都機能を担うに当たっては、災害対応やま

ちづくりにおいて、地元自治体との連携が十分に

図られていることが重要でございます。

　これまでも、県と政令指定都市である熊本市と

は、トップ同士が緊密に連携して、災害対応や渋

滞対策などの課題に対して、強固な連携により取

り組んでまいりました。

　副首都構想について、熊本市長は具体的に熊本

を適地と表明されてはおりませんが、首都機能の

バックアップや東京一極集中の是正が必要だとい

う点では私と一致しております。

　しかしながら、副首都構想については、これか

ら本格的な議論が国において始まるところであ

り、現時点で詳細な内容は不明でございます。

　引き続き、国における議論を注視しつつ、県と

熊本市の様々なレベルでの意見交換を行い、適切

な対応に努めてまいります。

　以上です。

　　 〔城下広作君登壇〕

○城下広作君　知事の答弁では、知事の思いとし

て、地理的状況、また、熊本のポテンシャル、そ

して、ある意味では、今後の経済発展、これを含

めて適切だというような考えということを改めて

確認をさせていただきました。

　政府が、昨日、おとといだったと思いますけれ

ども、この副首都構想の中で、全国に複数の箇所

を想定するという報道も出されました。それは、

結果的には、熊本県もチャンスが高まるのではな

いかというふうに期待をしますので、知事がその

ような形で決断するのであれば、ぜひ、ある意味

ではしっかり力を注ぎながら頑張っていかれると

いうことは、これは大変頼もしいことではないか

というふうに思います。

　そのときに、やはり大事なパートナーの一人と

なる熊本市――市長にはまだしてないということ

ですけれども、この辺は、折々しっかりと話しな

がら、呼吸を合わせてやることが実現可能な一歩

にまたつながるのではないかと思いますので、そ

の辺りもしっかり期待をしていきたいというふう

に思っております。

　では、次に、３番目の質問でございます。

　ＪＡＳＭ第２工場建設再開についてお尋ねをい

たします。

　私は、ＴＳＭＣに関する質問は、令和３年11月

９日、ＴＳＭＣが新工場第１工場の正式発表直後

の11月議会から今回２月議会まで、その間、質問

の機会があるたびに取り上げてきました。今回で

通算７回目の質問になります。

　なぜこれだけ質問してきたかと申し上げます

と、皆様と同様、我が国にとって世界的半導体メ�

ーカーの進出は、経済的にも安全保障的にも大変

大きな意義を持ちますし、ましてや、熊本におい

ては、経済や雇用など様々な分野で、100年に１

度のビッグチャンスと言われているからです。

　しかし、それと同時に、周辺地域はもちろん、

多くの県民から、メリットだけでなく、デメリッ

トを心配する声が今現在も上がっています。

　そうした現状から、これまでの質問では、例え

ば、農地減少、交通渋滞、地下水の影響など、県

としての対応を伺い、県は、県民の不安解消に向

け、一定の努力をしていることから、私は、これ

までの対応は評価に値すると考えています。

　さらに、今後新たな課題が出た場合は、これま

で同様、県民が納得するような説明責任を果たし

ていただきたいと強く要望しておきます。

　そこで、今回の質問ですが、昨年末ごろから本
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年２月初めまで、ＪＡＳＭ第２工場建設につい

て、休止しているのではないかとのうわさがささ

やかれていました。それは、第２工場は、当初

2025年３月までに建設を着手する予定でありまし

たが、延期され、昨年10月になってやっと工事が

始まりました。それ以降、現場には大きな重機が

立ち並び、大型トラックも第１工場の建設当時の

ように、工場周辺で活発な動きが始まり、期待が

膨らんでいた矢先、昨年の12月に入りますと、突

然現場の大型重機が次々と撤退を始め、それに伴

い、大型のトラックの往来も激減し、静まり返り

ました。

　私も気になり、昨年12月末と本年１月末に現場

を視察しましたが、うわさどおり、建設中の雰囲

気を感じることはできませんでした。

　こうした状況を受け、県の関係部署に、どうな�

っているのか、今後の予定をたびたび尋ねました

が、国策で進められているものであり、また、民

間企業の情報管理もあることから、県には正確な

情報が入ってきません、どうなっているか分かり

ませんとの説明を受けるばかりでした。

　多額の税金が投入されている事業ですから、県

民の知る権利に配慮が必要ではないかと私は感じ

ました。

　ところが、２月４日、突然ＪＡＳＭ第２工場建

設開始の報道がなされました。うれしいやらびっ

くりするやらで、こうした情報も、県から聞くわ

けでもなく、突然ＳＮＳや新聞等に掲載された記

事を読んで知る状況でございます。

　これまで、世界的な需要の停滞や米アリゾナ工

場への優先投資、熟練エンジニアや現地の労働力

の不足などのうわさはありましたけれども、ＴＳ

ＭＣの情報だけは、気にするだけ無駄なような気

がします。休止も突然、開始も突然、誰かは御存

じなのでしょうが、県にも知らされていないとい

うことは、大変気になります。

　そこで、木村知事にお尋ねをします。

　このように、ＪＡＳＭ第２工場の突然の休止や

突然の工事再開という事態は、工事関係者やＴＳ

ＭＣの動向に基づいて事業計画を立てる自治体や

事業者にとっては大変困ることではないかと私は

心配しますが、木村知事は、このような事態につ

いてどのような考えをお持ちか、所感をお尋ねい

たします。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　ＪＡＳＭ第２工場について

は、これまで、工事着手の時期や進捗状況、生産

予定の主要製品などに関し、様々な報道がなされ

てきました。

　一部報道には、事実と異なる内容もありました

が、その都度、県及びＪＡＳＭにおいて、県民の

皆様に混乱が生じないよう、適宜コメントを発出

し、丁寧な情報提供に努めてきたところでござい

ます。

　先月のＴＳＭＣによる第２工場の計画変更の意

向表明については、成長著しいＡＩ関連分野に使

用される先端半導体の将来の需要予測を踏まえ

た、極めて高度な経営判断であると受け止めてい

ます。

　また、半導体分野は、急速な技術の進展により

国際競争も激しく、企業の意思決定には、秘匿性

の高い情報が多分に含まれているものと考えてお

ります。

　しかしながら、議員御指摘のとおり、半導体関

連産業の集積に向けては、国民、県民の税金が投

入されていることは紛れもない事実でございま

す。

　そのため、県としても、可能な限り情報収集に

努め、適時適切に情報を提供していくことは当然

の責務であると考えております。
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　一方で、半導体産業の集積は、我が国の経済安

全保障の観点において、重要な国家的プロジェク

トでもございます。国の政策との整合性を図りな

がら、情報管理の徹底と県民への説明責任の両立

という難しいバランスを取っていく必要があるも

のと考えてもおります。

　引き続き、県といたしましては、第２工場の建

設が円滑かつ着実に進むよう全力で支援するとと

もに、ＪＡＳＭをはじめとする関係機関としっか

りと連携し、県民の皆様に安心していただけるよ

う、適時適切な情報発信に努めてまいります。

　　 〔城下広作君登壇〕

○城下広作君　確かに、ＪＡＳＭの動向につきま

しては、非常に秘匿性の高いことだということは

私も理解をいたします。そして、このことが、官

邸に行かれて、ＣＥＯの方が訪ねられて、発表も

ありましたけれども、やはり、ＴＳＭＣの場所は

熊本県でございますので、熊本県にもできれば立

ち寄っていただいて、こういう形の分でこうなる

というのがあれば、もっと、ある意味では大変喜

ばしいことかなと思いますけれども、ここは、国

としっかりと連携を取るということが第一条件だ

ということになりますけれども、改めて、そこを

受け入れる県としても、いろんな形でプラスもあ

ります。またデメリットもあります。そういう中

で、県民に対して丁寧な説明が、これは、あれば

あるほど理解もある意味では進んでくるというこ

とで、協力もその後続くということにもなります

ので、そういう形の配慮といいますか、流れはし�

っかり県からも今後要望していくということもあ�

ってもいいのではないかと、私個人はそのように

思っておりますので、ぜひよろしくお願いを申し

上げます。

　では、次に、４点目でございます。空港アクセ

スと市電の延伸について質問をさせていただきま

す。

　県は、昨年の７月22日から26日にかけ、阿蘇く

まもと空港アクセス鉄道整備事業における調査検

討結果から絞り込んだ整備ルートなどの説明会

を、関係する自治体である大津町、菊陽町、益城

町、西原村で開催しました。そして、さらに、整

備ルートの決定に踏み込んだ説明会を、昨年の12

月21日から23日にかけ益城町と大津町で行い、阿

蘇くまもと空港アクセス線の概要と都市計画に定

める理由を述べ、鉄道計画の概要とルートの概要

を住民に提示されました。これにより、空港アク

セス鉄道の推進に弾みがかかると思われますが、

一日も早い完成を待ち望む住民、不安を抱える住

民など、悲喜こもごもと私は推察いたします。

　これまで、空港アクセス鉄道に関しては、この

県議会でも様々な論議がなされました。特に、ル�

ートに関しては、一旦決定したルートを変更し、

再度議会に提出され、今日のルートに決定した経

緯があります。それだけに、今回の都市計画決定

に当たっては、特に関係地域住民の御理解は大変

重要であり、県としては、特段の決意で臨まなけ

ればならない事業と考えます。

　そこで、これまで関係地域住民の皆様に実施さ

れた昨年７月の空港アクセス鉄道整備事業におけ

る調査検討結果の説明、さらに、12月の空港アク

セス線の概要と都市計画に定める理由の住民説明

会において、住民の率直な反応、理解度はどうで

あったのか、また、どうしても納得できないなど

の厳しい意見は出されたのか、今の段階での住民

の受け止めについて、所見を伺います。

　次に、私は、本年１月３日の地元紙１面の記事

を見て、非常にびっくりしました。タイトル、市

電益城まで延伸案、まさかと驚き、タイトルだけ

に反応してしまいましたが、一呼吸おいて、記事

の中身に目を凝らしますと、今後20年程度の将来
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を見据えた都市圏交通の在り方を示す熊本都市圏

都市交通マスタープランの素案の中に示されてい

ることと理解し、後日、市から取り寄せた熊本都

市圏都市交通マスタープランを確認してみます

と、確かに、鉄軌道については、益城、空港方面

への市電延伸として、健軍から益城町と書いてあ

りました。このことを大きくクローズアップした

ものと改めて理解をしたところです。

　大変夢のあるプランですが、この案について

は、かつて空港アクセスルートを論議する過程

で、市電やＪＲ延伸、都市高速道路の延伸など、

幅広い論議の中で、速達性、定時性、大量輸送、

予算などの総合判断から、さきに述べた現在の空

港アクセス鉄道に決定した経緯があると認識して

います。

　また、仮に益城、熊本空港への市電延伸の論議

を始めたとしても、当時と大きく変化をしたこと

の中に、健軍から益城町において、県道熊本高森

線４車線化事業があります。いよいよ今月20日に

は開通式が予定されていると聞いています。長年

の懸案だった交通渋滞の緩和に多大な期待が寄せ

られることから、市電の延伸計画は矛盾が生じる

のではないかと思います。

　この熊本都市圏都市交通マスタープランの策定

には、県も関わりを持ちます。そこで、木村知事

も、年頭記者会見で、益城、空港方面への市電延

伸のことに触れられていますが、改めて、さきに

述べた空港アクセス鉄道の住民の反応はどうだっ

たのか、また、健軍から益城町の市電延伸の件に

ついて、知事の所見をお伺いいたします。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　空港アクセス鉄道の住民説明

会における住民の皆様の反応について、まずお答

え申し上げます。

　昨年７月に大津町、菊陽町、西原村、益城町の

４町村で開催した、1.5キロ幅でお示しした鉄道

ルートを500メーター幅に絞り込んだ結果などに

関する初めての住民説明会には、約170名の方々

が御参加いただきました。

　参加された方々からは、鉄道によって農地や集

落が分断されることへの不安、空港駅の位置に関

する提案、大津運動公園を経由する別ルートを要

望する声など、鉄道の整備やその影響に関する様�

々な御意見をいただきました。

　次に、12月末に開催した具体的な鉄道線形をお

示しする都市計画素案の説明会には、ルートに該

当する大津町や益城町の方々をはじめ、約450名

が参加されました。

　この説明会では、早期整備を望む声や空港への

アクセスの利便性の向上に期待する声をいただい

たその一方で、地権者の方の戸惑いや営農継続へ

の不安、騒音や振動等環境への影響など、事業へ

の不安や懸念の御意見もいただいたところでござ

います。

　このように、各説明会において様々な御意見を

いただいたことから、空港アクセス鉄道に対する

注目度、重要性を実感しているところでございま

す。

　今後実施する都市計画の手続において、住民の

皆様からのこうした御意見を丁寧にお聞きすると

ともに、環境アセスメントに係る住民説明会も開

催するなど、あらゆる機会を通じて、住民の皆様

に事業への理解を深めていただけるよう、分かり

やすい情報提供と丁寧な説明を尽くしてまいりま

す。

　次に、健軍から益城町への市電延伸の件につい

てお答え申し上げます。

　熊本都市圏都市交通マスタープランについて

は、現在、県と熊本市が共同事務局となり、産学

官で構成する協議会において、様々な視点からの
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議論を踏まえ、策定を進めております。

　このマスタープランの素案には、公共交通の利

便性向上や交通渋滞改善に資する主な提案施策の

一つとして、市電延伸を位置づけております。

　協議会からは、益城町までのほか、健軍から市

民病院、辛島町電停から南熊本駅までの延伸な

ど、複数の路線が提案されていますが、まずは、

市電の管理者である熊本市において、延伸計画に

対してしっかりと検討していただくことが重要で

あると考えます。

　議員御指摘の４車線化する県道熊本高森線につ

いては、熊本地震で沿線の建物が倒壊し、緊急車

両等の通行に支障を来したという教訓を踏まえ

て、都市防災の観点から、良好な都市空間を確保

するとともに、地域の方々が利用しやすい道路環

境を整えることを目的として整備したものでござ

います。

　このような経緯もございますので、熊本高森線

の供用後の交通状況も踏まえながら、今後、益城

町までの市電延伸について具体的な検討が進めら

れる際には、それぞれの果たす機能などについ

て、関係機関とともに慎重に検討を行っていきた

いと考えております。

　　 〔城下広作君登壇〕

○城下広作君　空港アクセスのルートに関しまし

ては、もう都市計画は決定をいたしました。これ

が基本的に変わることはないと思いますので、あ

とは、住民の理解、丁寧なある意味では説明を行

い、そして、一日も早く皆様から賛同いただい

て、そして具体的に用地交渉、いろんな形で進め

て、造るからには、なるべく早く完成することが

一番この恩恵を被ることになるのではないかとい

うふうに理解をしております。

　そういう意味では、今回地元説明会で上がった

心配事に対して、丁寧かつ、そして迅速に、そし

てその不安を解消する努力を最大限県が示すとい

うことが大事になるというふうに思っておりま

す。ぜひ頑張っていただきたいと思います。

　そして、この市電の延伸でございますが、20日

に恐らく開通をして、本当に、前の県道高森線の

道路の状況を知っている方に関しては、感慨深い

ものがあるというふうに思います。

　せっかく、片側２車線、４車線、そして、今回�

は歩道も広く、そして、あえて電柱も地中化に

し、まさに、本当に創造的復興の象徴となるよう

な道路を造ろうということで決議をし、そして完

成を今月迎えるわけでございます。

　いつになるか分かりませんけれども、マスター

プランに、そこに市電延伸ということがまだうた�

ってあるということは、その可能性もゼロじゃな

いというふうに示していると同様でございますの

で、私は、あそこの中に、鉄道が、また市電が延

伸されますと、４車線の２車線は鉄道の分に、電

車に変わるという事柄になりますと、せっかく電

柱も地中化したのに、恐らく、市電になります

と、そこにまた、鉄軌道の電気のための柱が建

ち、そしてクモの巣のような形でまた電気の配線

がされるとなれば、当初から考えていたものとは

全然違う光景に映ってしまうのではないかという

心配がありますので、改めて、今回は、このこと

を通して、これはしっかりと、市とマスタープラ

ン、もう20年、ある意味ではこのことを考えます

よと言ってるわけですから、ここはどこかでやっ

ぱりいろいろもっと論議をして考えなきゃいけな

いことではないかと、改めて私のほうからも、そ

のことを要望しておきたいと思います。

　では、次の質問に移ります。

　熊本地震から10年における創造的復興の取組と

追悼式についてということでございます。

　御承知のように、今年は、熊本地震から10年目
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の節目を迎えます。長いような短いような、人そ

れぞれ地震に対する思いはあると思いますが、貴

い命を失われた御家族の皆様にとりましては、決

して忘れることができない出来事であり、家屋な

どの被害に見舞われた方々も、長い道のりの御苦

労があったかと思います。改めまして、亡くなら

れた方々の御冥福と被災に遭われた皆様に心から

お見舞いを申し上げます。

　今年は、熊本地震から10年目の節目を迎えるこ

とから、県は、熊本地震10年の犠牲者合同追悼式

を、県と県内全市町村との共催で、４月16日、熊

本市内にて、御遺族などを招いて実施すると聞い

ています。

　木村知事は、この追悼式を執り行うにあたり、

熊本地震で得た経験、教訓をしっかりと後世につ

なげていくこと、そして、御遺族のお一人お一人

にこれからも寄り添っていくことが必要だと改め

て感じた、県民が一丸となって復旧、復興に向か�

ってきたこの10年を私たちの未来につなぎ、ま

た、南海トラフ地震等をはじめとする様々な自然

災害から県民の皆様の命と暮らしを守るため、こ

の10年の節目に、県と県内全市町村が共催する合

同追悼式を開催し、県全体で災害の記憶の風化を

防ぎ、防災への思いを新たにする機会としたい、

また、開会日の説明の中で、今日午前中の答弁で

もありました、世界に誇れる防災先進県熊本の確

立を進めると述べられています。

　その思いからか、式典の前後には様々な催しが

計画され、式典に先立っては、希望される御遺族

を対象とした遺族間の交流の場を開催し、一般献

花を受け付けるほか、市町村長を対象とした県防

災・危機管理トップセミナーを開催予定とか――

これは答弁でありました、10月ぐらい、秋ぐらい

ということで、さらに、全国の自治体職員向けの

シンポジウム、防災リーダー向けの新たな研修、

地震を想定した総合防災訓練等、地域防災力の強

化に向けた取組を行うと聞いています。

　私自身も、常々、いざ災害が発生したらどう動

けばいいか自問自答し、危機意識を持つことに努

めています。

　また、県職員も、熊本地震以来、災害等の対応

時は、全職員が防災服を着用することや、４月に

は、災害を想定した抜き打ちの登庁訓練などを実

施しているようですが、とても大事な取組だと思

います。

　そして、県の防災センターにおいては、展示・

学習室への来館者がこれまで２万人を超えている

ようで、今後より多くの県民の来館を望みたいも

のです。

　そこで、まず第１点目として、木村知事にお尋

ねをします。

　熊本地震から10年目の節目に当たり、創造的復

興の象徴的な取組として、ハード、ソフト面の中

で何を挙げたいと思われますか、また、道半ばと

して心残りに思うことがあればお示しいただきた

いと思います。

　次に、節目に行う追悼式は、防災意識を高める

上で非常に重要な行事と考えます。これまでの熊

本地震における追悼式の在り方については、県下

の市町村ごとの考え方があり、開催時期、内容を

含め、様々な取組がなされてきたと思います。今

回は、10年の節目ということもあり、合同の追悼

式が行われますが、無事に終わることを心からお

祈りします。

　そこで、２点目として、これまでおのおのの市

町村で行われた追悼式と県の今後の追悼式の在り

方について、知事の御所見をお伺いいたします。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　まず、１点目のこれまでの創

造的復興の取組についてお答え申し上げます。
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　熊本地震の発生から10年、私たちは、あの日を

忘れることなく、多くの貴い命が失われた悲しみ

に向き合いながら、復旧、復興に取り組んでまい

りました。

　県民生活と地域経済を支える道路、橋梁、公共

施設などのインフラの再生は、まさに県の総力を

挙げた挑戦でした。

　国の絶大なる御支援をいただいた阿蘇大橋の再

建や国道57号北側復旧ルートの開通は、復興の象

徴であるとともに、地域の未来を切り開く大きな

希望となりました。

　さらに、地震により甚大な被害を受けた益城町

の復興まちづくりの核として進めてきた県道熊本

高森線の４車線化については、前の質問で議員に

も触れていただきましたとおり、地域の皆様の御

理解、御協力により、今月20日に全線供用を開始

いたします。

　また、これらハード面のみならず、ソフト面の

充実が極めて重要であることも、この地震から学

んだ大きな教訓でございます。

　そのため、県では、いつどこで起きるか分から

ない災害に対して、平時から十分に備えることが

できるよう、行政が行う公助はもとより、個々の

備えである自助、さらには、地域で支え合うため

の共助を促す取組を推進し、総合的な災害対応力

の向上を図ってまいりました。

　中でも、その共助につきましては、熊本地震の

際に、住民同士のつながりが人命救助に大いに役

立った西原村の大切畑地区の事例なども教訓に、

これまで、各地域において積極的な支援に取り組

んでまいりました。

　その結果、共助の核となるであろう県内の防災

士の数は、地震前の1,073人から6,051人と、約６

倍に増加するとともに、地域住民が主体となる地

区防災計画は、地震前はゼロでしたが、令和６年

度には403地区で策定され、全国２位の策定数と

なっております。

　このように、ハード、ソフトの両面で、単に元

にあった姿に戻すのではなくて、災害に強い熊本

を目指して取組を進めてまいりました。

　これらの成果は、この10年間、県民の皆様が積

み重ねてこられた不断の努力によって達成できた

ものでありまして、創造的復興の理念をまさに体

現する象徴的な取組であると私は感じておりま

す。

　次に、２点目の追悼式についてお答え申し上げ

ます。

　地震から10年の節目を迎える今年の追悼式につ

きましては、県全体で犠牲になられた方々に哀悼

の意を表するとともに、改めて震災の記憶と教訓

を共有するために、県と県内全市町村との共催で

実施させていただきます。

　来年以降については、県の追悼式は、熊本地震

で犠牲になられた方々の追悼と鎮魂の場である防

災センターの祈念碑の前で、厳粛かつ丁寧に実施

したいと考えております。

　また、市町村における追悼式は、それぞれの市

町村の御意見もお聴きしながら、その考えを尊重

してまいります。

　今後も、追悼式の開催を通じ、熊本地震の記憶

を風化させることなく、そこから得た貴重な経

験、教訓を次世代に継承してまいります。

　　 〔城下広作君登壇〕

○城下広作君　災害によって大変苦しんだ部分も

ございますけれども、今後の災害に対する学んだ

部分も大変多いというのが、改めて感じとるよう

な状況でございます。

　特に、復興に関しては、本当に、阿蘇のトンネ

ル、また橋、これはもう考えられないような復旧

を、国を中心としてやっていただいたものだなと
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いうふうに、また思います。もう大変これはあり

がたい国の支援だったというふうに思います。

　それと、公助、自助、共助の部分で、特に熊本

地震、また、令和７年の大雨洪水の件に関して

も、熊本で災害に対する思い、そしてボランティ

ア精神、そして防災に対して学んでいこうとする

防災士の、ある意味では資格を取る人が増えてき

たということ、これは、もう本当に、災害から学

んで、そして、熊本県民として、自分だけではな

く、人の力にもなろうというような形の取組が、

今日の、例えば防災士なんかも――防災士では６

倍ですけれども、例えば、地区防災計画は、本

当、地震から、ゼロだったものが、403地区、全

国で２位というようなことは、もう本当に、ある

意味では、地域住民の意識の高まりというのはす

ごいなというふうに、改めてそれに感心をすると

ころでございます。

　また、追悼式、我々も、よもやすると、いろい

ろ薄れる、しかし、こういう追悼式によって、も

う一度原点に返り、その命の貴さ、災害でお互い

助け合う、そういうことを、ある意味では確認す

る意味でも、こういう追悼式は非常に大事な部分

でございます。ぜひとも、この今回の10年の節目

になる追悼式には、大成功するような形で見守っ

ていきたいと思いますし、また、参加もさせてい

ただきたいというふうに思います。

　次の質問は、その災害に対して、関連するよう

な形の部分でございます。防災・減災対策につい

てということでございます。

　いろいろ、この質問に対しても、今まで取り組

んできました。この防災・減災対策につきまして

は、昨年の11月議会でも取り上げましたが、この

ときは、国、県、市町村間の連携、災害ボランテ�

ィアの確保、坪井川の治水対策などに関連する質

問でした。

　今回は、今まで取り上げなかった角度で、昨今

頻繁に起こる林野火災、住宅密集地の火災、防

災、減災に係る所有者不明建物、土地の解決や狭

隘道路等の問題について質問をします。

　まず、林野火災に対する防災対策の対応につい

てお伺いします。

　一般的に、災害と言えば、やはり最初に思い浮

かべるのが、地震や津波、台風や大雨による洪水

被害だと思います。しかし、最近では、火災によ

る災害級の被害が全国で相次いでいます。

　具体的な例を挙げてみますと、昨年２月に岩手

県大船渡市で林野火災が発生、約3,370ヘクター

ルが焼損し、200棟を超える建物に被害が出まし

た。この経験を踏まえて、国では、林野火災注意

報と林野火災警報が新設され、本年１月１日か

ら、準備が整った市町村から運用されています。

　この新たな注意報、警報の国の発令基準を見て

みますと、林野火災注意報を発令基準とする基準

として、直前３日間の合計降水量が１ミリ以下か

つ直前30日間の合計降水量が30ミリ以下、または

気象庁が乾燥注意報を発表したことを挙げていま

す。

　また、市町村長が区域を指定して発令し、住民

には屋外での火の使用を控える努力が課せられま

す。

　続いて、林野火災警報は、同注意報が発令され

ていて、さらに気象庁が強風注意報を発表したと

きに発令されるものです。

　対象区域内での火の使用を禁止し、違反した場

合は30万以下の罰金などの罰則が科せれることを

想定されています。

　いずれにしましても、注意報、警報を発令する

指標や火の使用制限の内容などの詳細は市町村で

決めるとされ、これは、地域の森林火災のリスク

に応じたきめ細かい対策に対応するためであり、
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住民に新たな制度の仕組みを丁寧に周知し、理解

を得ることが重要となります。

　そこで、第１点目の質問ですが、今回の山林火

災の新たな注意報、警報発令に関する条例制定に

係る県内の市町村の状況と県としての認識や関わ

りについてお尋ねをいたします。

　次に、第２点目の質問ですが、昨年11月18日に

発生した大分市佐賀関の大規模火災は、住宅など

187棟が焼損し、甚大な被害を出しました。住宅

のある半島部分が鎮火するまで、実に10日間を要

したことになります。

　ただ、飛び火をしたと見られる沖合の無人島に

熱源が残り、市が火災全体の鎮火を宣言したの

は、何と発災から17日目でありました。

　ここまで被害が拡大したのは、発災後に強風が

続いたことが要因の一つと見られますが、現場

は、木造住宅が密集し、空き家も多かったため延

焼しやすく、その上、道幅の狭さから消防車両が

入りにくかったことが消火の難しさにつながった

との見方があります。

　私も、先月19日、地理的状況を確認したいとの

思いから、現地に足を運びましたが、規制線が張

られ、中に入れませんでした。しかし、移動し、

高台から見た光景は、道路も確認できないぐらい

の住宅密集地でした。

　この佐賀関と似たような地域は全国に点在し、

本県にも数え切れないほど存在をします。まさ

に、対岸の火事ではないと、注意喚起すべきと思

います。

　そこで、具体的な取組として、道路の拡幅や防

火水槽の整備のほか、住民が使える消火用のホー

スを増やして、地域の初期消火体制を手厚くした

り避難体制を強化するなど、ハード、ソフト面の

整備を加速する必要があると思いますが、町並み

の歴史、用地の問題、予算など、そう簡単にはい

かないのが現状であります。

　そこで、まずは取り組むことができる対策とし

て、特に火災の延焼が高いと思われる地域を調

査、指定し、浸水や土砂災害危険地域を示すハザ�

ードマップのように、住民に火災予防の意識を高

める上での、仮称でございますけれども、火災延

焼可能性地域として、ハザードマップを住民の理

解を得ながら作成すべきと思いますが、県の考え

を総務部長にお尋ねいたします。

　　 〔総務部長千田真寿君登壇〕

○総務部長(千田真寿君)　まず、１点目の林野火

災注意報、警報の条例制定についてお答えしま

す。

　林野火災の原因は、たき火や火入れなど、人為

的行為によるものが多く、本県の林野火災の発生

件数は、ここ５年間では年間60件程度となってい

ます。

　林野火災は、未然に防止することが重要であ

り、県民一人一人に防火意識を徹底していただく

必要があります。

　このため、県内の12消防本部の全てにおいて、

火災予防条例を改正し、林野火災注意報、警報の

運用を始めています。

　林野火災注意報、警報が発令されると、キャン

プ等レジャーでのたき火をはじめ、対象区域で火

気の使用制限が行われることになります。一たび

山林で火災が発生すると、大規模な災害につなが

るおそれもあることから、住民の皆様には、注意

報、警報について理解していただき、守っていた

だくことが大切です。

　県では、市町村や消防本部に対して、林野火災

注意報、警報に関する住民への周知を促すほか、

森林法に基づく火入れの許可の要件等について、

市町村長が定める火入れに関する条例に林野火災

注意報、警報が発令された場合の対応を明記する
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よう依頼したところです。

　引き続き、市町村や消防本部と連携し、住民や

山林への入山者に林野火災の予防について注意喚

起を図ってまいります。

　次に、２点目の火災延焼可能性地域のハザード

マップの作成についてお答えします。

　昨年の佐賀関での大規模火災は、風の強さや向

きが変化する中、町なかで次々と飛び火が発生

し、延焼が拡大しました。

　火災は、気象状況や建物の構造等により延焼範

囲が左右されることから、事前予測が難しく、過

去の浸水の実績や地形から作成される水害や土砂

災害のハザードマップのように、あらかじめ被害

範囲を明確にすることは困難です。

　佐賀関での大規模火災を踏まえた消防庁の検討

会では、自治体における住民の避難行動に関する

効果的な取組を横展開する必要性等について検討

が行われています。

　住宅密集地で火災が発生すると、急速に被害が

拡大するおそれがあることから、住民による初期

消火を含めた火災を拡大させないための対策と逃

げ遅れを防ぐ迅速な避難等、住民の防火意識の向

上が求められます。

　天草広域連合消防本部では、佐賀関での火災を

受け、住宅密集地で火災の発生を想定した住民参

加型の防災訓練を実施されたところです。

　県としても、市町村や消防本部と連携して、引

き続き県民への防火意識の啓発や防火対策の普及

を図ってまいります。

　　 〔城下広作君登壇〕

○城下広作君　今一部の間では、キャンプのブー

ムというような形になっています。こういう注意

報が出たり警報が出ると、キャンプで簡単にたき

火をしてしまうと、30万円の罰金が科せられるこ

ともあるということなども、やっぱり広報、周知

徹底をしておかないといけませんし、また、万が

一火災の――そういう空気の乾燥とかあった場合

には、もうむやみやたらに火を使うと大きな森林

火災になり、そして住家にも及ぶというのは、も

う本当身近なところで起きておりますので、ぜ

ひ、この条例が新しく皆さん策定され、この１月

１日から大きな流れができましたので、ぜひ注意

をしていただきたい。防げる分は防いでいくとい

うふうに頑張っていただきたいと思います。

　それと、住宅密集地、平場での火災でございま

す。県下の特に漁村周辺では、もともと狭い道

路、背戸というところが多いような住宅密集地は

たくさん存在をしています。もうこれも一つの町

並みであり、ある意味では歴史的な背景もあり、

また、生活の知恵であるというような住宅の集落

なんですけれども、私の出身の牛深なんかもこう

いうところはたくさんありまして、こういうとこ

ろに家を立ち退いて道を広げる、これはもう不可

能な話でございます。

　こういうところは、あらかじめ、私は今回提案

をして、地図上で防災マップみたいな形で注意し

てくださいよということぐらい指定はできないん

ですかと言ったら、それはできませんということ

で、非常に残念な結果だったんですけれども、そ

れは、しっかりと、住んでおられる方は意識も高

く、防災訓練等も行政からしっかりと誘導してい

けば、私は大事かなとは思うんですけれども、ぜ

ひ、本当は地図なんかでも、そういう危険地域で

すよという喚起を促していくことは大事じゃない

かということで提案しましたので、いつかどこか

で心変わりをしたら、そういうことを作成するよ

うに頑張っていただきたいというふうに思ってお

ります。そのときは私が言ったということで、ま

た認識していただければというふうに思います。

　では、その延長で、また２つございます。
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　所有者不明建物、土地の対策、狭隘道路のこと

について質問します。

　先ほど、火災延焼の原因の一つとして、空き家

の多さも挙げました。この空き家の問題は、以前

より大きな課題として取り上げられ、特に人口減

少に悩む市町村においては、大変深刻な問題とさ

れています。

　2026年１月、法務省が進めている所有者不明建

物に関する実態調査により、日本全国に登記され

てない建物が1,000万戸を超える可能性があるこ

とが明らかになりました。こうした未登記建物の

存在は、大規模火災時における復旧の遅れだけで

はなく、不動産の取引の障害など、社会的な影響

も大きく、政府も、2025年６月の閣議決定で、本

格的な対策を講じる方針を明示しています。

　しかし、なぜ日本にはこれほど多くの未登記建

物が存在するのか、背景を詳しく見てみますと、

法律的、社会的、制度的、さらには心理的な要因

が複雑に絡み合っているようです。

　まず第１に挙げられるのは、不動産登記制度に

対する一般市民の意識の低さです。不動産登記法

では、建物を新築した場合や所有権が移転した場

合は、原則として１か月以内に登記申請を行うこ

とが義務づけられています。しかし、実際には、

認識されていない現状が長年にわたり続いていま

す。

　特に、地方では、登記しなくても生活に支障は

ないという意識が根強く、法的な手続を軽視する

傾向があります。地元の付き合いや口約束による

所有権の移動が黙認されている地域も多く、結果

として正式な登記手続が取られないまま建物が存

在し続けます。

　また、深刻な問題として挙げられるのが、相続

時の登記漏れです。日本では、不動産を相続した

場合にも登記変更の義務がありますが、実際には

多くの人がこれを怠っています。相続手続は煩雑

で、場合によっては数十万円の費用がかかること

もあり、特に価値の低い地方の建物や空き家につ

いては、わざわざ登記変更する必要はないと判断

されがちです。

　その結果、登記簿上では既に亡くなった人が所

有者として残り続け、実際の所有者が誰なのか分

からない所有者不明建物が年々増加しています。

しかも、相続が複数代にわたって行われると、関

係者が全国に散らばり、登記手続自体が事実上不

可能になるケースもあり、例えば、道路拡幅や新

設道路の建設に対し、工事の進捗に大きく影響を

受け、工事の遅延や断念につながる例も少なくあ

りません。

　また、危険地帯を守るための急傾斜対策事業に

も大きな影響を及ぼします。このことは、所有者

不明土地についても同様です。

　さらに、災害時においても大きな障害となり得

ます。例えば、2011年の東日本大震災では、倒壊

した建物の所有者を特定するために多大な時間と

労力が必要となり、被災地の復旧、復興が遅れる

大きな要因の一つとなりました。所有者不明土地

や建物は、行政の手続に支障を来したり、避難所

の設置や仮設住宅の建設など、迅速な対応が求め

られる場面で大きな障害となったと言われていま

す。

　この深刻な未登記建物問題を解決するために、

国においては、登記の義務化に対する周知徹底を

図ることや登記手続を簡素化するための制度改革

がなされていますが、現行の制度では、相続登記

に複雑な書類作成や高額な費用がかかるために、

特に高齢者や地方在住者にとっては大きな負担と

なることを踏まえ、手続を簡素化し、費用面でも

負担を軽減できるような支援制度を考えるべきと

思います。
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　そして、県は、市町村と連携して、国に対して

強く申し入れるべきと考えます。そして、要望を

行うだけではなく、市町村と連携し、仮称未登記

建物発見、登記誘導プロジェクトなるものを立ち

上げ、所有者不明建物、所有者不明土地の問題解

決に全力で取り組むべきと考えますが、県の考え

方をお尋ねします。

　次に、道路等に関することになりますが、災害

において、やはり問題になるのが、道路の幅員が

狭い、いわゆる狭隘道路があります。この狭隘道

路というのは、４メーター未満の道路のことを言

います。このような道路は、避難時の通行障害や

消防車両の進入を妨げ、被災後の復旧作業の非効

率化につながり、深刻な問題となっています。

　国も、この狭隘道路の解決に向けた取組につい

ては、令和６年３月策定のガイドラインで、地震

時等に著しく危険な密集市街地の解消とそれに合

わせた地域防災力の向上に資するソフト対策の強

化、無電柱化の推進、都市化に伴い無秩序に形成

された住宅市街地における狭隘道路等の現状分析

を行い、防災・まちづくり部局等と連携し、重点

的に安全性を確保すべき地域の把握と対策を推進

すると記しています。

　これらを受けて、既に、国は、安全な住宅市街

地の形成を図るため、地方公共団体が実施する狭

隘道路に係る情報整備や狭隘道路のセットバック

等に要する費用に対し支援制度を整備しており、

制度を活用した狭隘道路のさらなる解消が必要と

考えています。

　一方で、大規模火災が発生した大分市佐賀関の

ような住宅密集地では、道路の幅が著しく狭い上

に、建物が道路に接し、敷地いっぱいに建てられ

ている場合が多く、狭隘道路の解消が進まないの

が現状です。

　そこで、住宅密集地における狭隘道路を含めた

防災、減災対策について、県の考え方を土木部長

にお尋ねいたします。

　　 〔土木部長菰田武志君登壇〕

○土木部長(菰田武志君)　まず、所有者不明の建

物や土地の対策についてお答えします。

　議員御紹介のとおり、建物や土地の相続後の登

記が行われていないことや、また、所有者の移転

による放置などにより、所有者不明の建物や土地

が発生している状況があります。こうした不動産

の増加は、まちづくりや災害復旧といった公共事

業を行う際の課題となるなど、円滑な利用に支障

が生じています。

　登記事務を担う国においては、その発生予防の

ため、令和６年から、相続登記を義務化する措置

が講じられましたが、手続の煩雑さや費用負担も

あることから、登記が進んでいないと考えていま

す。

　県としても、これらの不動産の発生を予防する

ため、まずは、国や市町村と意見交換を行い、現

状把握を進めるとともに、把握した課題を踏ま

え、手続の簡素化等の制度改善について、様々な

機会を通じて国に要望してまいります。

　さらに、県民に対しては、登記の必要性を理解

いただけるよう、市町村や関係機関と連携し、周

知啓発に取り組むなど、所有者不明不動産の対策

につなげてまいります。

　次に、狭隘道路等の対策についてお答えしま

す。

　狭隘道路に面する建物が立ち並ぶ地域において

は、道路幅の狭さが、例えば、火災発生時の住民

の避難や緊急車両の進入の妨げとなっており、そ

の対策は重要と認識しております。

　狭隘道路沿線における建物の建て替えが発生す

る際は、市町村が道路幅を確保するための整備を

行うことができますが、事業に対する市町村の認
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知度や住民への説明が不足しており、一部の実施

のみにとどまっています。

　県では、これまでも、市町村に対し、狭隘道路

の対策の必要性について説明を行ってきました

が、さらなる事業の促進につながる研修会等を開

催するなど、働きかけを強化してまいります。加

えて、住民に対する啓発を促すための取組につい

ても、市町村と連携し、検討してまいります。

　また、建物の改修について、道路幅が著しく狭

い地域では、建築行為が制限されていますが、防

火性の高い外壁を採用することなど、現在、制限

緩和に向けた基準を策定しているところです。

　引き続き、狭隘道路の改善や建物の防火性能の

向上に取り組み、地域における防災、減災対策の

充実を図ってまいります。

　　 〔城下広作君登壇〕

○城下広作君　よく一般道を通るときに、ここは

もう整備をしてもいいのではないかと思うくら

い、前後は道路が改良ができてるんだけどできて

いないところが見当たることがあります。原因を

聞くと、所有者が多くて同意が取れないという理

由で進まないというのもよくあります。結果的に

は、所有者が、例えば外国にいるとか、そういう

ことで所有者の同意を得られない、だから公共事

業を止めるということもたくさんあったりとかし

て、ここは、熊本県だけじゃなくて、全体的に登

記をしっかりともう変えていくという流れをつく

るというのは、あらゆる災害だけではなく、いろ

んな面で大事なことだなというふうに思います。

　それと、この狭隘道路、もう非常に４メーター

以下の、４メーター以下というか、２メーター以

下もないようなところもたくさん県下にありま

す、特に田舎に行くと。それは、お互い隣同士声

を掛け合うという形で利便性を追求して、そうい

うふうなまちづくりをやったところも漁村ではあ

るんですけれども、この佐賀関の現場で見たとき

も、やはり狭い道路というのがあって、結果的に

なかなか延焼を止められなかったと、強風もあっ

たと。

　そこで、ある意味被害に遭う方が、１名しか亡

くなってはいないんですけれども、それは、日頃

から住民の声かけ運動があって、そして、誰がど

こに、障害を持たれる方、高齢者の方、把握され

ていて、住民の方が全部そのことを素早く避難に

つなげたということで、犠牲者が少なくとどめら

れたというような部分があったと聞きました。

　この狭隘道路に関しても、しっかりと根気強く

訴えていくことが大事かなというふうに思いま

す。

　牛深にも、本当そういうたくさん狭いところも

ありました。この間ちょうど日曜日は、卒業式の

関係で、同じようなところをちょっと見てきまし

た。場所によっては、人間と猫が擦れ違うだけで

あとは誰も通れないというようなところもありま

す。やっぱり本当狭いようなところがたくさんあ

りますので、その辺をしっかりと考えていただき

たいというふうに思います。

　次の質問に移ります。

　生成ＡＩの活用状況と今後の取組についてでご

ざいます。

　この生成ＡＩについては、令和５年６月の一般

質問で取り上げて以来、２回目の質問となりま

す。前回はまだ全国的に本格的に活用が始まって

いない状況でしたので、全国の県や市町村の先進

事例や意気込みに関する情報を基に、知事部局、

教育長、警察本部への質問を行いました。

　答弁では、セキュリティー上のリスク、子供た

ちが自分の考えを形成するための手段として、生

成ＡＩを適切かつ効果的に活用することができる

ようルールづくりが必要であるとか、情報の正確
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性については、最終的には人が判断するよう注意

喚起をしているなどの答弁がなされました。

　あれから２年半たちました。この間、ＡＩの技

術や活用方法も世間では大きくさま変わりしてい

ます。特に、若者の間では、動画作成に欠かせな

くなった生成ＡＩ、映画やユーチューブ、ティッ

クトックなどは爆発的な広がりを見せ、2025年は

生成ＡＩ元年とも言われているようです。

　ただ、若者の使い方で、全く違った使い方もあ

るようです。それは、小中高の自殺者が増えてい

る中、心の悩みを打ち明ける際の負担感を減ら

し、支援につながる糸口になるよう、対話型の生

成ＡＩを活用する動きです。

　また、先月２月には衆議院選挙もありました。

この衆議院選挙でも、生成ＡＩで作ったとされる

架空の動画や画像が拡散しました。中には、候補

者の好意的な発言をする内容が２万件以上のいい

ねを得ていたという話もあります。今や政治の世

界でも、生成ＡＩの影響を受ける時代になりつつ

あるようです。

　いずれにしても、生成ＡＩの活用方法は、制御

の方法がなかなか難しい状況になりかけているよ

うです。

　そこで、政府は、昨年12月、研究開発と利活用

を促すＡＩ基本計画を閣議決定しました。その中

身は、１つ、利活用の加速的推進、２つ目、開発

力の戦略的強化、３番目に、ガバナンスの主導、

４番目に、継続的変革の４つの方針に基づく施策

を推進し、世界で最もＡＩを開発、活用しやすい

国の実現を目指すと発表されました。

　我が県も、私が質問した令和５年６月以降、県

の業務でＡＩを活用した事業が増えていることを

確認させていただきました。

　例えば、全職員を対象に、挨拶文案の作成、会

議概要の要約、研修資料、レジュメの作成等、ま

た、以前より活用していた議事録作成支援サービ

スでは、音声データの文字起こし、音声文字デー

タの編集などがあり、以上の内容が仮に職員の手

作業で処理されていた場合と比べ、相当な事務作

業の削減効果が見られたと聞いています。

　そのほかにも、ＡＩ活用の関係機関との包括連

携協定の締結やＡＩに関するイベントの開催など

取り組まれているようですが、今後期待したいと

思います。

　そこで、木村知事にお尋ねしますが、ＡＩの活

用に対するメリット、デメリットの認識と県業務

における今後の活用の方向性について、知事の御

所見をお伺いいたします。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　近年、半導体関連産業の集積

への対応をはじめ、急速なグローバル化の進展、

気候変動による災害の頻発化、激甚化など、本県

を取り巻く環境は、目まぐるしく変化を続けてい

ます。

　また、将来的に少子高齢化のさらなる進展が見

込まれる中、限られた予算と人員で山積する課題

に対応していくためには、デジタルの活用などに

より、作業的な業務を徹底的に効率化し、職員が

施策立案等の業務に注力できる環境をつくること

が必要でございます。

　これまで度々申し上げてきたとおり、私の政治

方針の根幹にあるのは、徹底した現場主義でござ

います。職員が様々な現場の声を真摯に聞き、機

動力をもって効果的な施策立案を行っていく時間

を確保するためにも、業務効率化の推進が必要不

可欠でございます。そして、その鍵を握るのが生

成ＡＩの活用だと考えております。

　そこで、議員御質問の生成ＡＩのメリットとデ

メリットについてですが、生成ＡＩのメリット、

最大の強みは、人間を煩雑な作業から解放し、判
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断の精度を高めることです。

　例えば、面談記録や会議録の作成など、従来は

数時間かかるような作業に劇的な生産性向上をも

たらしています。また、膨大なデータを分析し、

人間では気づけないパターンや将来予測を導き出

すこともできます。

　ただ、一方で、生成された情報の正確性が不十

分な場合があることや、使い方次第では、機密情

報や個人情報が外部に流出してしまうなどのリス

クもございますので、利用ルールの整備と徹底が

不可欠でございます。

　次に、ＡＩ活用の状況についてお答え申し上げ

ます。

　県では、生成ＡＩのメリットとデメリットを踏

まえながら、庁内における生成ＡＩの利用ルール

を定め、様々な業務に生成ＡＩを積極的に活用し

ており、業務の削減効果が着実に現れておりま

す。

　例えば、議事録、会議録の作成業務では、令和

６年度の１年間でございますけれども、約１万

4,000時間の業務量削減効果がございました。

　また、現在、議員御紹介いただいた包括連携協

定に基づいて、一部の所属において、民間企業と

連携した生成ＡＩの活用による業務効率化の取組

に着手しております。

　来年度からは、業務見直しの推進体制を強化し

て、令和10年度までの３年間を集中取組期間とし

て、県政の様々な分野で業務プロセスの抜本的な

改革に取り組んでまいります。

　同時に、この業務改革を進めるためには、全て

の職員がデジタルの力を積極的に活用できる人材

として成長することが必要です。このため、今年

度中にデジタル人材育成に係る基本方針を策定

し、職員のさらなる業務改善意欲とデジタルスキ

ルの向上に力を入れてまいります。

　議員御紹介のとおり、ＡＩ基本計画では、我が

国のＡＩ戦略の進化に向け、イノベーション促進

とリスク対応の両立の徹底により、世界で最もＡ

Ｉを開発、活用しやすい国を実現していくとされ

ています。

　このように、国を挙げてＡＩ活用の機運が一層

高まりを見せる中、熊本県こそそれをリードする

存在になれることを目指す必要があるものと考え

ています。

　引き続き、私と職員が一丸となって、生成ＡＩ

を効果的に活用した業務改革を進め、業務の質や

組織力を向上させることで、将来にわたる県民

サービスの向上につなげてまいります。

　　 〔城下広作君登壇〕

○城下広作君　私は、今回の代表質問の作成に当

たりまして、選挙後にこの質問の原稿に着手する

ことから、大変時間がなくて、大分ＡＩに尋ねま

した。といっても、ＡＩの文章をそのまま丸写し

することはありません。ただ、参考事例として、

こういうことはどういうふうな考えができるんだ

というふうに聞くと、ちゃんと一応ＡＩの考えを

言ってくれます。それをうのみにすれば大変なこ

とになるなと思うし、それをチェックするため

に、また別の分で調べる、こういう繰り返しが、

ある意味では、ＡＩの正確性につながってくるの

かな。全く使わないで、一から調べると相当の時

間がかかる、この辺の効率性もメリットとして使

うということは大変大事なことかなというふうに

思いますので、ぜひ、この辺のことも県としてし�

っかりと考えて、そして、とにかく安全にといい

ますか、情報の保持にもしっかり努めていただき

たいというふうに思います。

　それでは、次の質問に移ります。

　これは、ウォーターＰＰＰと、初めて聞く方も

おるかもしれません。ＰＰって、笛の音ではな
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く、これは単純に、後で説明しますけれども、こ

のことについてちょっと確認をさせていただきま

す。

　今、全国各地で上下水道の老朽化による漏水な

どのトラブルが多発しています。原因としては、

戦後や高度成長期に一気に整備されたものが、今

日耐久年数を迎え、腐食や強度の劣化が進み、管

の破損などで大きな被害をもたらしています。

　記憶に新しい事故として、昨年１月に起きた埼

玉県八潮市の大口径の下水道管が腐食により破損

し、大規模な道路陥没が発生、走行中のトラック

が転落し、運転手が亡くなりました。この復旧に

は、あと４～５年かかるとも言われ、膨大な予算

が必要とされています。

　また、上下水道の主要施設である浄水場や下水

道処理施設も、建設から長い歳月を迎え、新設や

補修などに追われる現状にあります。

　そこで、国は、上下水道施設の老朽化に伴い、

維持管理に多大な費用がかかっている現状、ま

た、人口減少による水道料金等の収入減や職員不

足による技術継承の困難さも課題になることか

ら、こうした課題に対応するため、水道分野の官

民連携、いわゆるウォーターＰＰＰ、パブリッ

ク・プライベート・パートナーシップの導入が検

討され、政府も積極的に推進しています。

　特に、2027年度以降は、汚水管の改築に対する

社会資本整備総合交付金の交付要件として、ウォ�

ーターＰＰＰの導入を決定済みであることが必須

となるため、自治体は導入を急ぐ状況にありま

す。

　このウォーターＰＰＰについては、２つの方式

があります。

　まず１つ目が、管理、更新一体マネジメント方

式、いわゆるレベル3.5と言います。これに４つ

の分がありますけれども、４つ大まかに言います

けれども、長期契約、原則は10年、性能発注、業

務水準のみを提示すること、そして、３番目に、

維持管理と更新の一体マネジメント、４番目に、

プロフィットシェア、費用縮減分、お互いもうけ

たら行政と民が半分ずつするということですけれ

ども。

　また、２つ目に、コンセッション方式、これは

レベル４と言いますけれども、１つ目に、民間事

業者が施設の運営権を持つ、原則10年から20年

と。また、２番目に、原則利用料金を徴収すると

いう業務、３番目に、より高度な官民連携の形態

であるということになります。

　本県の現状を見てみますと、上水道については

所有していませんが、工業用水では、有明工業用

水、八代工業用水、苓北工業用水があります。苓

北工業用水以外は、令和３年度からコンセッショ

ン方式、レベル４を採用し、現在運用されていま

す。

　そして、本県が所管する４つの下水道事業にお

いて、今後の対応として、国の方向性及び本県の

課題を踏まえ、ウォーターＰＰＰの導入検討を行�

っているようですが、そこで、幾つか気になる点

がありますので、お尋ねをしたいと思います。

　まず、ウォーターＰＰＰを導入することによ

り、国内外の大手企業が参入する可能性が高くな

ります。そのことにより、地元企業の参入が厳し

くなるとの声や、仮に地元企業によるＪＶを参加

要件とする例もありますが、発注者側で具体的に

はどのくらい配慮するか分からない、また、今後

下水道事業の広域化や集約化も検討されると、地

元企業側では、そもそも管理する施設自体が減少

し、仕事がなくなるのではないかとの心配もある

ようです。

　また、熊本地震や令和２年の豪雨災害でも、地

場企業の協力は大きな実績でしたが、仮に地場企
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業が衰退すれば、災害時の協力がおぼつかなくな

ると心配する声もあります。

　最後に、別の角度での心配事に、ウォーターＰ

ＰＰ、コンセッション方式、いわゆるレベル４を

採用しているここ15年間の水道事業は、世界で35

か国、少なくとも180件に上り、一部では失敗に

終わり、再び公営化されたところも少なくないと

聞いています。

　このような不安もある中で、県は、これまで関

係者との意見交換をされてきたのでしょうか。ま

た、納得していただいているのでしょうか。気に

なるところであります。

　木村知事は、令和６年５月の末、当時の自見大

臣とウォーターＰＰＰについてオンラインでの意

見交換で、積極的に推進することで合意したと発

表されていました。

　そこで、改めて木村知事にお尋ねをします。

　既に取り組んでいる工業用水のウォーターＰＰ

Ｐ運営については問題がないのか、また、今後進

めようとしている下水道事業において、地元企業

に対する配慮とウォーターＰＰＰ導入についての

思いをお伺いいたします。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　県民生活や企業活動を水分野

で支える上下水道や工業用水道は、一旦災害や事

故により使えなくなれば、大きな影響を及ぼすこ

とになる重要なライフラインでございます。

　道路や港湾などのインフラ行政全般において、

職員数の減少や施設の老朽化が進む中、特に水分

野においては、それらに加えて、人口減少に伴う

事業収入の減少などの課題もあり、国は、この課

題解決に向けて、民間の創意工夫と資金を活用す

るコンセッション方式による官民連携を推進して

きたところでございます。

　近年になって、上下水道管の老朽化による破損

を起因とした漏水や道路陥没の頻発など課題が顕

在化してきたこともあり、国は、令和５年度か

ら、新たな官民連携方式である、議員御指摘の管

理、更新一体マネジメント方式を、従来の方式と

併せてウォーターＰＰＰと称し、さらなる官民連

携を促進する方針を打ち出しております。

　私自身も、総務省で、上下水道や工業用水道な

ど公営企業を担当しておりましたので、水分野に

おける官民連携の推進がますます重要であること

は十分認識しております。

　まず、工業用水道についてお答え申し上げま

す。

　本県では、令和３年４月から、工業用水道分野

では全国初となるコンセッション方式を導入し、

特別目的会社、ウォーターサークルくまもと株式

会社を運営権者として、20年間の長期契約を締結

しております。

　導入に当たり、課題分析や関係者との丁寧な意

見交換を重ねた上で制度設計を行った結果、運営

権者からは、リスク管理体制の高度化により、20

年間で約15億円の事業費を縮減する提案を受けて

おります。さらに、人材育成や地域経済への貢献

などの提案についても効果を期待しているところ

でございます。

　事業開始以降、運営権者において、11億円を超

える設備更新や修繕が着実に実施され、施設の状

態を示す管理指標であります施設健全度のポイン

トも５ポイント以上上昇して、評価ランクが最上

位の健全に移行するなど、施設の安全性、信頼性

の向上が図られております。

　また、維持管理体制についても、地元企業の参

入の下、強化が図られており、これまで大きなト

ラブルや事故は発生しておりません。工業用水の

安定供給も確保されるとともに、運営効率やサー

ビスの品質の向上が確認されており、コンセッシ�
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ョン方式による運営は、順調に進展していると言�

ってよいと思っております。

　次に、下水道事業におけるウォーターＰＰＰの

導入についてお答え申し上げます。

　議員御指摘のとおり、国は、汚水管の改築に係

る交付金事業の採択要件として、令和９年度以

降、ウォーターＰＰＰ導入が決定済みであること

を条件としており、県内においても、この制度の

導入に向けた検討を進めてきたところでございま

す。

　今年度は、整備中の特定公共下水道も新たに対

象に加えて、県内下水道の管理運営を担う地元企

業に対する説明会の開催や、県内企業を含む多業

種の企業を対象に、本制度への参入意欲等を把握

するアンケートの実施などにより、約50社からの

意見、御回答をいただきました。

　地元企業からは、施設の運営、維持管理は地元

企業を優先活用すべきですとか、緊急時の対応は

地元でないとできない、事業規模が大きくなる

と、対応できる事業者が限られるなどの意見がご

ざいました。

　これらを踏まえ、今後、県が管理する流域下水

道においては、官民連携方式や対象範囲の検討に

当たって、地元企業が参入しやすい要件や入札時

の評価基準などについて検討を進めてまいるとこ

ろでございます。

　私は、令和６年５月に、当時の自見はなこ内閣

府特命担当大臣との会談の場で、地域の実情を踏

まえつつウォーターＰＰＰを推進していくという

思いをお伝えしております。

　引き続き、関係者と意見交換を重ね、地元企業

の参画機会の確保に配慮しながら、ウォーターＰ

ＰＰの導入に向けて、しっかりと取り組んでまい

ります。

　　 〔城下広作君登壇〕

○城下広作君　このウォーターＰＰＰ、公が担う

もの、また民間に託せるもの、こういうこともし�

っかり考えながら、そして国の方針もあるでしょ

う。しかし、先ほど知事が言われました、やはり

地元の状況も踏まえながら考えていく、このこと

の視点は大変大事だと思いますので、ぜひ、また

地元企業との懇談とか、いろんな形でのこともま

たしっかりと対応していただければというふうに

思います。

　では、次の質問でございます。

　県立高校の入試状況、定員内不合格についてと

いうことで質問をさせていただきます。

　県立高校の問題について質問いたします。

　昨年11月の一般質問では、県立高校のあり方検

討会の内容に触れ、その中で、県立高校における

郡部の定員割れ問題、市内の大規模校の学級減の

問題を質問し、それに伴う私立高校の定員の在り

方についても伺いました。

　既に、県立高校の前期(特色)選抜は２月２日に

実施され、２月９日には合格内定者の通知がなさ

れました。そして、後期(一般)選抜は、まさに明

日４日から実施されます。受験生の皆様にとりま

しては、本日は何かと落ち着かない１日だと思い

ますが、体調を万全に整え、実力を発揮し、志望

校合格の栄冠をぜひつかみ取っていただきたいと

願っています。

　ところで、今回の高校入試に関しての県下の出

願状況を詳しく見てみますと、県立高校全50校中

39校が募集人員に満たない状況です。受験生の中

には、私立高校も併せて受験し、既に合格の切符

を手にしている生徒もいることから、県立高校の

最終合格者数の確定は３月下旬までは分からない

と思いますが、それでも定員割れする高校は、昨

年より増えると推測されます。

　そこで、第１点目の質問ですが、県は、これま
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で、県立高校の魅力を訴え、受験生増加に向け尽

力をされておりますが、今回の県立高校の出願の

状況について、どのような感想をお持ちか、お伺

いいたします。

　次に、第２点目の質問ですが、定員内不合格者

についてお尋ねをします。

　全国の公立高校では、何らかの事情で定員内不

合格者となる生徒がいます。文部科学省が昨年12

月に公表した調査結果では、2025年の入試では、

延べ1,770人に上り、そのうち４県では100人を超

えるようです。

　ちなみに、過半数で延べ20人以上の定員内不合

格者が出ており、最も多かったのは沖縄県で224

名、北海道や茨城県などではゼロ、本県は５人以

下だったそうです。これだけ差があるということ

は、各都道府県の判断基準に違いがあるのではな

いかと思います。

　このような現状を踏まえ、文部科学省は、2024

年、学ぶ意欲を有する生徒に対して、学びの場が

確保されることは重要として、全国の教育委員会

に、定員内不合格者を出さないよう取り扱ってい

る例を含め、他の教育委員会における入学者選抜

の実施方法等を参照するとともに、合理的な説明

となっているかについて、改めて検討するよう通

知していると聞いています。

　本県も、少数ではありますが、定員内不合格を

出しています。私は、受験に挑戦する段階で、学

ぶ意欲があるという表れだと思います。

　そこで、本県の合否の判断基準や今後の対応に

ついて、県の考え方をお尋ねいたします。

　次に、第３点目の質問ですが、１月の下旬、地

元紙の記事で、県内私立高校が授業料の値上げ予

定と掲載されていました。理由としては、人件費

の高騰、教育の質の向上などの理由があるようで

すが、４月から私立高校の授業料が実質無償化に

なることから、この時期を最大限に活用するとの

意見もあるようで、いずれにしても、無償化を支

えるのは国民の税金であります。必要不可欠なこ

とであれば、丁寧な説明が求められると思いま

す。

　そこで、私立高校では値上げの案が出ています

が、県立高校の今後の授業料について、県はどの

ように考えておられるのか。

　以上３点、越猪教育長にお尋ねをいたします。

　　 〔教育長越猪浩樹君登壇〕

○教育長(越猪浩樹君)　まず、１点目の今年度の

出願状況についてお答えします。

　今年度の中学卒業予定者数は、昨年に比べ166

名増加しているにもかかわらず、県立高校後期

(一般)選抜の出願者数は、昨年度より285名減少

しており、定員割れの高校も２校増加するなど、

厳しい状況であると認識しています。今後、さら

なる分析を行い、県立高校の魅力化につなげてま

いります。

　次に、２点目の定員内不合格についてお答えし

ます。

　議員御案内の文部科学省通知によると、定員内

不合格については、それ自体が直ちに否定される

ものではないとされており、高校入試について

は、校長が受験者の能力、適性等を総合的に考慮

し、合否の判定を行っています。

　県教育委員会としては、定員に満たない学校、

学科等における入学者の選抜では、多くの生徒が

入学できるよう配慮することを各県立高校に対し

て周知してまいります。

　最後に、３点目の県立高校の今後の授業料につ

いてお答えします。

　県立高校における授業料の水準につきまして

は、地方財政計画において基準が示されており、

本県でも、これを踏まえて授業料を設定し、全国
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的にも統一の金額となっています。

　今後も、県立高校の授業料の取扱いにつきまし

ては、地方財政計画の見直しや制度改正の動向を

踏まえて対応してまいります。

　引き続き、おおむね10年先を見据え、関係団体

と連携しながら、県立高校の子供たちの学びの確

保に向け、全力で取り組んでまいります。

　　 〔城下広作君登壇〕

○城下広作君　11月の議会では、一番最後の質問

が教育長への質問でございまして、大変時間がな

い中でばたばたして答弁していただいたというこ

とで、今回は一番最後じゃなく、繰り上げて順番

を上げて、安心して答弁ができるように配慮した

つもりでございます。

　その分、県立高校の定員割れ、大変深刻な分で

ございまして、私が先週行った牛深高校の卒業生

は37名でございました。また来年はそれより少な

いというふうに言われております。だんだんだん

だん、定員割れというのは、もう本当59校中39校

で、さらに増えると大変な状況かなというふうに

心配をするところでございます。

　また、一方で、授業料、いろいろあります。高

校無償化になって大きな変化が今から公立、私

立、影響があるのかなと思い、この問題について

は、今後もずっと監視をしていきたいというふう

に思います。

　最後の質問になります。

　子ども食堂を活用した困難な状況下の子供への

支援について、ちょっと質問させていただきま

す。

　子ども食堂については、これまで、ほかの議員

の皆様が、事業運営者等からの御意見や要望を踏

まえて、あらゆる角度から質問されていると認識

しています。私も、県下の同僚議員が受けた相談

を聞いたり、子ども食堂の運営者から直接意見を

お伺いしたこともあります。

　私の場合には、主に、事業を運営するに当た

り、利用者の増加による運営費の不足やスタッフ

の人員確保の課題でした。

　そもそも、子ども食堂の始まりは、独り親家庭

では保護者が仕事や家事に追われてしまうため、

子供が十分な栄養の食事が取れない、また、孤食

状態になることも増えてきていることから、そう

した子供たちに対して、無料または低料金で食事

を提供することを目的として始まったと聞いてい

ましたし、そういうことだと私は認識してきまし

た。

　しかし、昨今の子ども食堂は、皆同じ状況では

なく、それぞれに取組にも特徴があり、利用者の

幅もそれぞれ違うようです。

　そこで、私は、現在子ども食堂がどのような形

で運営されているのか、利用者の状況はどうなの

か、詳しく理解するため、２月初めに、市内のあ

る子ども食堂の視察を行いました。残念ながら、

私が訪問した日は食事ができる日ではなく、施設

内の見学や経営者の話を伺うだけでしたが、初め

て現場の様子を見て、利用状況を伺い、しかも、

ボランティア精神で取り組まれていることにとて

も感動しました。

　そこで、私が一番知りたかった、独り親家庭で

保護者が仕事や家事に追われてしまうために、子

供が十分な栄養と食事を取れない孤食状態になる

子供たちが利用できているのか、また、いじめな

どの理由から家を出ることができない子供たち

は、ちゃんと施設に足を運び、利用できているの

かといったことを確認しました。

　すると、子ども食堂の運営者としては、家庭状

況をつぶさに把握するのは限界があり、不登校な

ど家から出られない状況を把握できる家庭は個別

に食事を配達することもあるとのことでした。
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　子ども食堂も、元気な子供たちにとっては、コ

ミュニケーションの取れる大変よい施設になりま

すが、様々な理由で学校に一時的に通うことがで

きない子供たちには、行きづらい、利用しにくい

場所になっている場合もあるとも思います。

　聞くところによると、今は、子供や大人が気軽

に利用できる地域のオアシスのようになっている

場所も増えているようで、しかし、本来利用して

もらいたい子供たちが利用できていなければ、何

かしら寂しいものがあります。

　私としましては、そういった場所であっても、

困難な状況に置かれている子供たちのため、行政

としては、その状況に合わせた支援の在り方を検

討される必要があるのではないかと考えます。

　そこで質問します。

　不登校やいじめなどの理由で、子ども食堂に自

ら進んで行くことができない困難な状況下の子供

もいると思いますが、県は、こうした子供につい

て、子供の置かれた状況に合わせた支援の在り方

を検討する必要があると思います。県の子ども食

堂を活用した困難な状況下にある子供への支援に

ついて、健康福祉部長にお尋ねをいたします。

　　 〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕

○健康福祉部長(下山薫さん)　子ども食堂は、地

域のボランティアの方々の自主的な活動によって

運営されています。食事の提供を通じて、子供が

安全、安心に過ごすことができる居場所を提供

し、地域の方々とのつながりを育み、大人が子供

を見守ることができる場として期待されていま

す。

　議員御指摘のような、不登校やいじめなど、明

らかに困難な状況にある子供や家庭に対しては、

市町村が個々の状況に応じたサポートプランを作

成し、学校や関係機関等と連携しながら見守る体

制をつくっています。

　そのサポートプランにおいて、子ども食堂の強

みである居場所としての機能を活用できれば、こ

うした子供が地域とつながる初めの一歩として、

有効な支援策になると考えられます。

　このように、子供や家庭の状況に応じた支援を

届けるためにも、市町村が地域の子ども食堂の活

動状況や特色を把握し、継続的に緊密な関係をつ

くっていくことが大切です。

　県においては、市町村が困難な状況にある子供

にいち早く気づき、より実効性の高い支援につな

げていけるよう、子ども食堂との連携の在り方を

市町村とともに考えてまいります。

　困難な状況にある子供たちが前向きに希望を持�

って成長できるよう、地域全体で見守り、支援す

る体制を整えてまいります。

　　 〔城下広作君登壇〕

○城下広作君　子ども食堂の由来をＡＩで聞いて

みました。そしたら、ＡＩが教えてくれました。

東京のある八百屋さんが、余っている食材を、も�

ったいないと、それで、食べるに困る子供さんた

ちがいれば、この野菜を使って食事を提供しよう

ということで始まったのが、東京の最初の子ども

食堂だったそうでございます。ＡＩもためになる

なと思いました。

　そこで、うのみにせず、今度は逆に、いろんな

文献を調べたら、確かに同じようなことがあっ

て、あ、正しい情報だったなと思いました。

　そのときの精神は、本当に今では考えられない

かもしれませんけれども、食べるに食べれない子

供さんが間違いなく世の中にいると、その子供さ

んたちにどうにかして手を差し伸べたいとの思い

から、まさにボランティアの精神から始まった子

ども食堂。

　今は時代が変わり、いろんな立場が変わり、い

ろいろ支援をもらわなきゃいけないとか、そうい
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う考えもありますけれども、原点から考えると、

本当に子ども食堂に来てもらいたい子供が来てい

るかということのチェックはどこかでしておかな

いと、何かしら元気な子供ばかりで、わあわあ騒

いでてという形ばっかりの方向性ではどうなのか

なという考えもあるかなというふうに思って、今

回取り上げさせていただきました。

　私には、近年まれに見る時間の余る質問という

ふうになりまして、大変感慨深いものがございま

す。

　本当に皆様に御清聴いただき誠にありがとうご

ざいました。(拍手)

○副議長(緒方勇二君)　以上で本日の代表質問は

終了いたしました。

　明４日は、午前10時から会議を開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第４号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午後２時38分散会





第　４　号

（３月４日）
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令和８年３月４日(水曜日)

　　　議事日程　第４号

　　令和８年３月４日(水曜日)午前10時開会

　第�１　代表質問(議案に対する質疑並びに県の

一般事務について)

本日の会議に付した事件

　日�程第１　代表質問(議案に対する質疑並びに

県の一般事務について)

出席議員氏名(44人)

星　野　愛　斗　君

髙　井　千　歳　さん

住　永　栄一郎　君

　亀　田　英　雄　君

幸　村　香代子　君

杉　嶌　ミ　カ　さん

立　山　大二朗　君

斎　藤　陽　子　さん

本　田　雄　三　君

岩　田　智　子　君

堤　　　泰　之　君

南　部　隼　平　君

前　田　敬　介　君

坂　梨　剛　昭　君

荒　川　知　章　君

城　戸　　　淳　君

池　永　幸　生　君

竹　﨑　和　虎　君

吉　田　孝　平　君

中　村　亮　彦　君

増　永　慎一郎　君

髙　島　和　男　君
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人事委員会
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　　　　　　議 事 課 長　下　﨑　浩　一

　　　　　　議事課長補佐　岡　部　康　夫

　　午前10時開議

○議長(髙野洋介君)　これより本日の会議を開き

ます。

　日程第１　代表質問

○議長(髙野洋介君)　日程に従いまして、日程第

１、昨日に引き続き代表質問を行います。

　立憲民主連合岩田智子君。

　　 〔岩田智子君登壇〕(拍手)

○岩田智子君　おはようございます。立憲民主連

合・熊本市第一選挙区選出・岩田智子です。

　怒濤の2026年の幕開けでした。解散総選挙があ

りました。ばたばたと日々が過ぎました。オリン

ピックもありました。あっという間の１月、２月

で、オリンピックで本当に選手の皆さんの才能と

努力に感動しました。各国の選手たちがお互いを

リスペクトしながら本当に励まし合う姿、そうい

う姿にうるうるしながら時を過ごしましたけれど

も、アメリカとイスラエルがイランを攻撃し、イ

ランからの報復があり、今本当に戦争が始まっ

て、真逆の世界が今あります。

　そのような混乱の中、会派の代表質問として登

壇をさせていただきました。昨日と重なる部分の

質問もありますけれども、最後までの御清聴をよ

ろしくお願いしたいと思います。

　それでは早速、通告に従い質問をします。

　水俣病公式確認から70年、完全解決に向けての

県の取組について伺います。

　今年の５月１日で水俣病公式確認から70年にな

ります。これまで被害の全容を把握するための調

査、いわゆる被害を把握する全容調査は一度も行

われていません。そのことが水俣病が70年経ても

解決しない大きな要因ではないかと思います。

　去る２月４日に、県は、公健法に基づく水俣病

審査会の答申を受け、13人を患者認定棄却しまし

た。2015年７月以降、６人を患者認定したもの

の、棄却は、先ほどの13人を含め、1,725人とな

りました。

　令和８年１月末現在の認定申請者232人のう

ち、５人が亡くなられ、48人は、申請から10年以

上が経過していますが、いまだ決定に至っていま

せん。
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　昨年11月から住民健康調査の先行調査が始まり

ました。健康調査は、2009年施行の特別措置法で

あたう限りの被害者救済が掲げられ、17年もの歳

月を経て、同法に基づき行われるようになったは

ずです。

　あたう限りの被害者救済と同法の趣旨を踏まえ

ると、被害者を掘り起こし、全容を解明すること

が必要と考えていますが、国は、メチル水銀の影

響解明や住民の健康不安の払拭に力点を置いてい

るようです。

　そうしたことから、この健康調査では、幾つか

の点で問題があると考えます。

　第１点は、今年から３年間で取り組むものとさ

れている健康調査は、脳磁計と磁気共鳴断層撮

影、ＭＲＩによるものです。これに対して、被害

者団体や医師から、軽症者や中等症の患者、関連

症状について見落とす懸念があるのではないか

と、その調査手法に異論が出ています。全容解明

の道が開かれるかは、甚だ疑問です。

　２点目は、調査については、環境省は３年間で�

1,800人ほどの調査を見込んでおり、11月から

は、先行調査として天草市、上天草市の40人を対

象に行われています。

　この件に関しては、以前にも質問しましたが、

検査は１人１時間半ほどの時間で行われますが、

その検査に１泊２日で赴く必要があります。その

ため、検査を受ける住民にとっての負担は大き

く、調査に参加する人が減るのではと予測されて

います。

　そのため、この方法については、学者や弁護士

で構成される日本環境会議も、昨年10月に、被害

の切捨てや矮小化につながりかねないと、調査の

中止を求める声明を出しています。

　また、３点目として、この調査の目的をメチル

水銀の影響を地域単位で比較することとしてお

り、本人には結果は伝えられないとのこと、当事

者を無視した対応に驚きを禁じ得ません。

　以上のことから、私は、あたう限りの救済につ

いて、国と被害者の方々の思いとの間にある大き

な隔たりを感じます。

　全容調査が行われていないまま今日に至り、今

回の健康調査がそこにつながり、完全解決に向け

て動いていくという期待を持って17年も待ってい

た被害者の方々、一方で、環境省は、被害を前提

に調査を行うわけではなく、今回の調査は、水俣

病に対する健康不安の解消であると言っているの

です。このままでは完全解決に向かわないのでは

ないでしょうか。

　また、今回の予算審議前での解散総選挙で、水

俣病解決に向けての新法案も廃案となりました。

それに加え、水俣病は遺伝だとか水俣病は感染症

だという大きな間違いを、教育関係の企業や行政

が広めてしまうという出来事も起こりました。

　このことで、県は、正しい理解を広げるため、

環境省と合同で実施する研修プログラムの受講を

呼びかけ、14市町村の職員が水俣病の研修を受け

たと聞いています。続けていただきたいと思いま

すが、水俣病への正しい理解が広まっていない現

状では、このことも道半ばと言わざるを得ませ

ん。

　さて、そこで知事に質問です。

　今年も、５月１日は、水俣病慰霊式が執り行わ

れます。水俣市の主催ですが、県として、これま

で述べた状況の中、70年の節目である今年の慰霊

式にどう関わっていかれるのか、慰霊式に出席を

されるに当たってのお気持ちと御認識について伺

います。

　また、熊本県知事として、17年を費やした環境

省の健康調査は、水俣病問題の完全解決に向かっ

ていると考えておられるのかの御認識も伺いま
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す。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　立憲民主連合の代表質問、岩

田議員からの御質問にお答え申し上げます。

　まず、70年の節目に当たる今年の水俣病犠牲者

慰霊式にどのように関わっていくのか、私の考え

についてお答え申し上げます。

　私は、令和２年に副知事として熊本に戻ってき

て以来、毎年５月１日の水俣病公式確認の日に合

わせ水俣を訪問し、慰霊碑や乙女塚にお参りをし

てまいりました。知事就任後は、慰霊式に参列

し、水俣病問題の解決に向けて全力で取り組むこ

とをお誓い申し上げております。

　一方、昨日の髙木議員の答弁でもお答えいたし

ましたが、一昨年の水俣病犠牲者慰霊式後の関係

団体との懇談において、いわゆるマイクオフ問題

が発生しました。

　そのため、これまで国単独での開催だった懇談

の場を、昨年は初めて国、県の共催とし、県も積

極的に関与して、慰霊式前後の２日間にわたり関

係団体の皆様との懇談を開催し、環境大臣ととも

に、水俣病患者、被害者の皆様とじっくりと意見

を交わすことができました。

　今年は70年という節目の慰霊式となりますが、

昨年同様、しっかりと時間を確保し、皆様のお声

を丁寧に伺っていくよう調整してまいります。

　次に、健康調査についてお答えいたします。

　健康調査は、平成21年の特措法で、国が実施

し、県はそれに協力することと、そして国が調査

研究の実施のために手法の開発を図ることが明記

されております。

　県としては、これまでも、機会を捉えて健康調

査の早期実施や客観性、納得性の高い調査を行う

よう、国に対して要望してきました。

　国は、来年度から予定している本格調査に先立

ち、今年度、フィージビリティー調査、いわゆる

実施可能性調査を実施し、対象者への依頼方法や

参加者の負担などといった課題を検証していると

ころです。

　県は、調査の実施に当たって、特措法に規定さ

れているとおり、国に協力し、対象自治体と国と

の連絡調整などを行ってきました。

　国には、引き続き、調査内容について、地元関

係者の皆様への丁寧な説明を求めていくととも

に、今年度の実施可能性調査の検証結果が、適切

に来年度の本格調査に反映され、客観性、納得性

の高い調査になっていくか、注視してまいりま

す。

　水俣病問題の解決に向けては、健康調査の実施

のみならず、丁寧、着実な認定審査の実施、患

者、被害者と御家族の方々の安全、安心な暮らし

の確保、偏見、差別の解消、地域振興や再生、融

和などに引き続き取り組んでいくことが必要で

す。

　特に、偏見、差別の解消に向けては、議員御指

摘いただきました水俣病に関する誤った情報が昨

年相次いで発信されてしまったことは、非常に残

念でなりません。昨年の事案を受け、水俣病の正

しい知識や水俣病の教訓の継承の必要性を、改め

て感じているところでございます。

　このため、今年は、公式確認70年を契機とした

シンポジウム等の啓発イベントの開催や地元民間

団体等が実施する情報発信への支援など、取組の

強化を図り、水俣病から学んだ貴重な教訓を、国

内外に、そして次世代にしっかり継承してまいる

１年にしたいと思っております。

　今後とも、水俣病の解決に向けて、県庁一丸と

なって全力を尽くしてまいります。

　　 〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　御答弁をいただきました。
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　70年という節目でもありますけれども、なぜ何

で70年も解決しないままなんだろうというふうに

思っています。現場主義を大事にする知事に積極

的な関与をと、本当に思います。

　2004年、最高裁判決で、国と県は加害者である

と判決が出ました。徹底的に原因を究明し、被害

の全容を実態調査して、解決策を講じ、被害救済

をする、それが加害者である行政の責務だと思い

ます。

　その２年後、公式確認から50年であった2006年

５月１日、50年の節目の水俣病犠牲者慰霊式があ

りました。この日、全ての県職員は、同じ時刻に

黙禱をささげたと聞いています。

　当時、環境大臣は小池氏、知事は潮谷氏、水俣

市長は宮本氏でした。県庁の職員で、当時お仕事

をされていた方も少なくなったんじゃないかなと

思います。国の機関ではなおさらじゃないかなと

考えます。

　お話を聞けば、当時、その50年のときも、この

ままでは救済できないまま亡くなられる方が増え

るばかりだ、早く解決をという声が出ていたそう

です。被害者の救済が遅れれば遅れるほど、地域

が再び混乱の時代を迎えてしまうのではないかと

いうような心配も、70年たった今、心配ないです

よと言えない状況ではないでしょうか。

　健康調査については、課題検討中ということ

で、被害者に寄り添う立場での国の取組への注視

と主体的な救済策を国に訴えていただきたいと思

います。今のような国の姿勢では、完全解決には

まだ何年もかかりそうです。県は、主体性を持っ

て動いていただきたいと思います。

　今なら、その知見や経験、これまでの歴史の経

験を知っている職員さんや外部の人たちもたくさ

んいらっしゃると思うんですよね。今後、たくさ

んの方々、被害者と行政だけではなくて、いろん

な団体を巻き込んで、さらなるもやい直しをとい

うふうに考えます。

　水俣は、世界の水俣です。水俣病の教訓を学ぶ

と知事もおっしゃいました。環境やまちづくりに

ついて学ぶ外国人の姿、観光客も多いです。ここ

にも県の働きかけを期待して、世界の水俣という

こと、環境の水俣、人権の水俣として盛り上げて

いただきたいなと思います。

　次に、次の質問に移ります。

　熊本地震から10年、熊本県の防災の取組につい

て伺います。

　熊本地震から、４月で10年になります。改め

て、あの災害でお亡くなりになられた方々に哀悼

の意を表します。

　思い出しますと、命からがら避難所に詰めかけ

た本震の後の避難者は、動揺し、私の校区の体育

館は、ほこりだらけで、殺伐としていました。や

はり、東日本大震災のことを、その前の阪神・淡

路大震災のことを知っていても、自分事とは考え

ていない人が――この中には私自身も入っていま

すけれども、ほとんどでした。

　それから、避難所運営や被災者支援に様々な課

題、特に、女性、子供、妊婦、障害のある方、外

国人の方々、ペットと暮らしている方々の視点が

ないことなども浮かび上がりました。

　当時、避難所に来た外国の方が、地震を経験し

たことがなく、何が起こったのかが分からず、情

報も日本語だけだったことで、とても心細かった

ことなどをしばらくしてから聞いたことがありま

す。

　熊本県は、これらのどれに対しても真摯に取り

組み、課題を解決してきたと思いますし、そのこ

とを他県にも発信をしてきました。

　とにかく、災害は、自分事として、いつ何どき

起きても対処できる準備は、万端にしておかなけ
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ればなりません。しかし、県内での災害に備える

準備の徹底はされているのでしょうか。

　例えば、行政視察で全国の議会棟を見せていた

だきますと、南海トラフに備えてヘルメットの常

備は普通です。県内も、熊本市議会では、議場に

ヘルメットを常備されています。議長代理での県

立学校の卒業式に行っても、当たり前のように準

備をされているところ、そうではないところ、様�

々です。ぜひ、各校、各場所、徹底していただき

たいなと思います。

　先日、県の防災センターに学生たちと行きまし

た。防災グッズコーナーでは、少しレイアウトが

変わり、簡易ベッドやテントなど、よいものが展

示されていました。入り口には、防災行動計画、

くまもとマイタイムラインの外国語版、中国語、

韓国語、英語、ベトナム語が置いてありましたの

で、外国の方が来られるかと聞きましたら、台湾

の方が来られることが多く、マイタイムラインの

用紙を持って帰られるとのことでした。

　大阪の障害者自立センターを視察した折にも、

担当者の方から、熊本地震での要支援者への対応

を参考に、災害に備えた準備をされていることを

言われました。

　ペットを飼われている方々は、避難所まではペ�

ットと同行しますが、ペットは、避難所では屋外

等、ペット専用スペースで過ごすことになりま

す。しかし、避難所でも、ペットと一緒に過ごす

ことを望む方もおられます。

　熊本地震の際には、学校では、一部で空き教室

の活用があったり、ゾーニングをされたりした避

難所もありました。大半は、ペットとともに車中

泊や崩れた家でそのまま暮らしておられました。

　益城町では、被災後、避難所の近くにワンニャ

ンハウスが開設をされ、そこにペットを預けるこ

とができました。避難所近くで安心だという声が

聞かれましたし、それで避難所に来られた方もい

ました。

　熊本地震を振り返れば、復旧、復興はあらゆる

視点で着実に進んできているのだと改めて思いま

す。

　そこで質問です。

　熊本地震から10年、県民の防災意識について、

また、災害時の課題であった外国人への防災意識

向上のための取組について、知事公室長に伺いま

す。

　また、ペットの飼い主への防災意識向上のため

の取組や同行避難を受け入れるための各市町村へ

の働きかけについて、健康福祉部長にお聞きしま

す。

　　 〔知事公室長深川元樹君登壇〕

○知事公室長(深川元樹君)　まず、県民の防災意

識向上のための取組についてお答えいたします。

　県では、これまで、地震の経験や教訓を踏ま

え、防災ハンドブックの配布や県内各地での防災

研修などを通じて、広く県民の皆様の防災意識の

向上を図ってまいりました。

　令和７年８月豪雨後に行った県民アンケートで

は、災害から身を守るために何らかの備えを行っ

ている方の割合は約９割に上っています。

　一方で、全国で災害が激甚化、頻発化する中、

今後は県民の皆様に平時から十分な備えを行って

いただくことが重要となります。そのため、新た

に、熊本地震10年を契機とした学校でのマイタイ

ムラインのモデル授業のほか、事前の備えを啓発

するためのショート動画やＳＮＳ広告を活用した

情報発信に取り組んでまいります。

　引き続き、県民の皆様が御自身や御家族での備

えを一層充実いただけるよう、自助努力の強化に

向けた取組をしっかりと進めてまいります。

　次に、外国人住民への防災意識の向上のための
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取組についてお答えします。

　現在、県内の外国人住民数は約３万人で、熊本

地震当時と比較すると約３倍となっています。そ

のため、外国人住民の防災意識の啓発がこれまで

以上に重要となってきます。

　県では、議員御紹介のマイタイムラインガイド

ブックの多言語化のほか、災害用トイレなどの防

災資機材を用いた防災研修や外国人住民が地域の

方々と避難経路や避難所について学ぶ「防災まち

あるき」イベントなどを開催しております。さら

に、県の公式ＳＮＳでは、災害情報を含む情報発

信を多言語で行っています。昨年の豪雨時には、

熊本県外国人サポートセンターホームページで、

易しい日本語により災害関連情報を発信いたしま

した。

　また、災害時に円滑に最新の情報を届けるた

め、市町村や外国人コミュニティーリーダー、支

援団体との連携強化を図る防災ネットワーク会議

を開催し、平時から関係機関と顔の見える関係づ

くりに取り組んでいます。

　さらに、市町村職員向けの災害時外国人支援研

修会を開催し、基礎自治体における防災啓発の推

進と災害時の対応力向上を後押ししています。

　これらの取組を重層的に進めることで、本県に

お住まいの外国人の方々が、安全かつ安心して暮

らせる地域社会の実現に向けて取り組んでまいり

ます。

　　 〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕

○健康福祉部長(下山薫さん)　災害発生時におい

ては、避難が必要な方が迅速に避難できることが

重要です。その上で、ペットを飼っている方が、

ちゅうちょなくペットとともに安全に避難できる

体制づくりが課題と考えています。

　そのための対策として、１点目のペットの飼い

主への防災意識の向上の取組についてお答えしま

す。

　まずは、飼い主自身がペットの命を守るため、

平時からペット用の防災グッズの備えやしつけを

行うことが重要です。そのため、飼い主に対し

て、防災対策研修の開催やアニマルフレンズ熊本

でのペット防災グッズの展示、県動物愛護ホーム

ページへのペット防災対策の掲載により、防災意

識の向上を図っています。

　次に、２点目の同行避難を受け入れるための市

町村への働きかけについてお答えします。

　災害時にペットとの同行避難を推進すること

は、放置され、飼い主の下から逃げ出した動物に

よる人への危害の防止や生活環境の悪化を防ぐ観

点からも必要であると認識しています。

　市町村に対しては、災害対策研修会や動物愛護

担当者会議において、県作成のペットの受入れに

関する避難所運営の手引を参考に、既存の避難所

で同行避難を受け入れるための体制づくりを要請

しているところです。

　今後、その体制づくりにおいて、想定される課

題の抽出及び対応策を探るための訓練の実施も検

討してまいります。

　あわせて、県としては、このような取組に加

え、県獣医師会等の関係団体と連携して、被災ペ�

ットの治療や健康相談、避難所以外での一時預か

りなどを行い、飼い主や市町村への支援につなげ

ていくこととしています。

　引き続き、ペットを飼っている方もそうでない

方も、ともに安心して避難生活を送ることができ

るよう、飼い主の防災意識の向上や円滑な同行避

難の受入れに向けた市町村の支援に努めてまいり

ます。

　　 〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　御答弁いただきました。

　10年前、発災後、この議会でも臨時議会が開か
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れました。そのとき、議場でも経験した被害の大

きさに、すごく差があった、開きがあったという

ふうに思い出します。益城や南阿蘇、西原、熊本

市内もそうですけれども、とても被害が大きかっ

たところ、ほとんど被害がなかったところ、県内

でもいろいろあったんですけれども、課題を共有

することで、熊本県議会の中は、本当に自分事と

して震災被害を受け止めて、被災地の復旧、復興

に一丸となれたと思っています。

　昨日もお話が上がりましたが、県内では、防災

士の資格を取った方が増加しています。今年の２

月現在で6,075人となりました。外国人の増加と

その外国人への差別や偏見につながるトラブルを

避ける意味でも、日常のつながりがとても大事だ

と思います。積極的な働きかけでの防災訓練と

か、防災まちあるきの話もされましたけれども、

とても重要な取組だと思っています。

　先日、知事が、３月から一部の県営住宅に犬猫

の飼育を認める試行を始められるということがニ�

ュースになりましたけれども、高齢者の孤立解消

が一番の目的のようなんですけれども、ペットと

ともに暮らす日々は、健康をも高めると、そんな

ふうに獣医師会からも提言がされています。被災

時はなおさらそうですね。しかし、多頭崩壊とか

不適切な飼育をされる問題も多い実情の中で、災

害が発生することをしっかりと想定をしなければ

ならないというふうに思っています。

　災害時の受入れ体制などを、全県的に啓発、そ

して支援していただければなと思います。まずは

飼い主の方々が責任を持つこと、それは私もしっ

かりと広げていきたいなと思います。

　それでは、次の質問に移ります。

　川辺川ダムに係る県の負担について伺います。

　川辺川ダムは、1966年７月、国がダム建設計画

を発表した後、42年間、代替地への移転や五木村

振興などの施策の推進と同時に、時間的にずれた

形で五木村、相良村での反対運動や下流域での反

対運動があり、住民討論集会を経て、2008年に蒲

島知事がダム白紙撤回を表明しました。

　2020年の豪雨で球磨川が氾濫し、九州５県で、

災害関連死を含め、79人が犠牲となりました。

　その年の11月、知事が流水型ダムを国に求め、

12月、国交省が正式提案、2022年、国交省と県

が、緑の流域治水として流水型ダムを含む河川整

備計画を策定しました。2024年には、五木村村長

が計画容認をされました。2025年９月、地元漁協

が流水型ダムを容認したことで、11月14日に国と

の間で約８億円の補償契約の調印式が行われまし

た。

　国土交通省は、公共事業は費用便益比、Ｂ／Ｃ

が1.0以上必要だと、技術指針で表明をされてい

ます。そして、国土交通省は、この川辺川ダム事

業の費用便益比を、2025年の事業再評価で2.4で

あると主張しています。これは、2025年度現在で

の残事業費を約2,560億円として計算されたもの

です。

　しかし、1966年からの事業費、用地補償費など

を含めてから計算をすると、総事業費は4,900億

円と言われていて、総事業費で算定された費用便

益比は0.4ではないかと、国会でも議論されてい

ます。

　旧川辺川ダム計画で実施した事業費は、2021年�

までの用地取得や道路付け替え工事などに約

2,200億円、今後必要な建設工事費、付け替え道

路整備等を加え、約2,700億円が必要とされてい

ます。

　国の直轄事業ですが、県の負担もあります。試

算例の一つとして、河川法及び後進地域特例法に

より県の負担率を計算すると、負担率が13.75％

となるので、総事業費の事業負担は674億円とな
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り、今後発生する分はそのうちの369億円となり

ます。今後の資材の高騰や人手不足での工事日程

延長などでは、まだ増えると考えられます。

　ちなみに、来年度、国は、建設関連費として約

60億円を計上しています。また、完成後の維持管

理費もかかります。県の財政負担を考えると、本

当に費用対効果があるのか、疑問です。

　そこで質問です。

　今年度予算に既に予算が組まれているのですか

ら、着工となるのでしょう。費用対効果や県負担

などに疑問を持つ県民も多いと思います。この疑

問へのお考えを知事に伺います。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　私は、令和２年７月豪雨で甚

大な被害を受けた球磨川流域の一日も早い安全、

安心の実現、県民の命と暮らしを守るためには、

川辺川における新たな流水型ダムを含む緑の流域

治水の推進が必要であると考えております。

　まず、川辺川ダム建設事業の費用対効果につい

てお答えいたします。

　Ｂ／Ｃと呼ばれる費用便益比は、公共事業評価

において、事業の対応方針を判断する際に用いる

指標の一つです。これは、全国統一の技術指針に

基づき、経済的な評価として事業の投資効率性を

表すものです。

　技術指針では、２つのＢ／Ｃを算定することと

されています。

　１つは、事業の継続、中止の判断材料として、

残事業費により算定するＢ／Ｃです。川辺川ダム

建設事業については、国は、昨年７月に、今後新

たな流水型ダムとして実施する事業の数値が2.4

となったことを示しました。

　もう一つは、事業の透明性確保を図るものとし

て、総事業費により算定するＢ／Ｃです。国は、

同じく７月に、これまでの貯留型の旧川辺川ダム

計画に基づき実施してきた事業に、新たな流水型

ダムとして実施する事業を加えた数値が0.4とな�

ったことを示しました。

　これらのＢ／Ｃの数値に加え、最大孤立者数や

想定死者数の低減効果など、Ｂ／Ｃでは計測でき

ない効果や事業の進捗見込みといった複数の視点

を踏まえ、国は、球磨川水系学識者懇談会におい

て事業継続との対応方針案を示しました。

　この懇談会で審議され、了承を得た上で、九州

地方整備局が設置する事業評価監視委員会へ報告

し、昨年８月、国土交通省が事業継続の対応方針

を決定しております。

　なお、川辺川ダム建設事業のＢ／Ｃに関して

は、昨年６月及び12月の国会でも同様の質疑があ

り、技術指針では、残事業費によるＢ／Ｃが基準

値以上であれば、基本的に事業を継続する旨の答

弁がなされております。

　県としても、Ｂ／Ｃの数値やそのほかの効果な

どを含め、事業評価は妥当であると考えておりま

す。

　次に、県の負担についてお答えいたします。

　国の直轄事業に関する都道府県の負担は、道路

や河川等の土木施設の新設及び改良を行う際、そ

の利益を受ける地方自治体にも費用の一部負担を

求めることが法律で定められていることによるも

のでございます。なお、議員御指摘の維持管理に

係る費用に対する負担は求められません。

　国の直轄事業によって、私たちの暮らしの安

全、安心は守られているものと考えます。例え

ば、昨年、令和７年８月の豪雨では、緑川におい

て、河川整備と緑川ダムによる治水対策が講じら

れたことで水位低減効果が発揮されました。仮

に、これらの対策がなかった場合には、多くの場

所で浸水被害が発生した可能性があります。この

ことからも、直轄事業の効果は明確だと思ってお
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ります。

　県としては、球磨川水系河川整備計画に位置づ

けられた重要な事業の一つである新たな流水型ダ

ムに係る負担について、応分の負担を負うことは

必要であり、適切に対応してまいります。

　あわせて、国に対しては、新たな流水型ダムの

取組を着実に進め、可能な限り工期短縮、コスト

縮減に努めていただくよう求めるとともに、この

事業の経済効果を地域全体にもたらす取組を要望

してまいります。

　今後も引き続き、国や流域市町村と一体となっ

て、地域全体の総合力で新たな流水型ダムを含む

緑の流域治水を着実に推進してまいります。

　　 〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　御答弁いただきました。まあ、そ

うですかと引き下がるわけにはまいりません。

　改めて、あのときの豪雨災害でお亡くなりにな

られた方々には、心より哀悼の意を表します。

　これまで、流域住民の方々が、何度も何度も私

たちが記録していることについて話を聞いてほし

い、このことを国に申し入れてほしいと県に要請

をされてきました。また、公聴会でも、ダム反対

の立場での意見が出たのにもかかわらず、蒲島知

事が国にお願いをしたということで、どんどん突

き進んでいっています。この反対の立場で物をお�

っしゃっている方々の中には、親族を亡くされた

方もいらっしゃいます。

　知事が、今議会の議案説明のときに、緑の流域

治水の推進に向けては、流域住民の皆様と確認を

しましたと明言されましたが、本当にそうでしょ

うか。

　新たな流水型ダムの事業の方向性、進捗を確認

する仕組み会議では、12人の代表者が参加してお

られますよね。この方々を選んだのは県と各自治

体です。そして、スマホを開くたびに出てくる緑

の流域治水とはという広告、そして、新聞見開き

２面ですね、670万円ほどかかる広告、住民に寄

り添って、その思いに応えることができるように

全力で取り組むとおっしゃるならば、広告も大事

かもしれませんが、真摯に話を聞いていただきた

い、そういうふうに思っています。

　これから５年で県財政にも不安が出てくるとお

話をされています。しっかりと住民の御意見を聞

いて、吟味する時間が必要ではないかと私は思い

ます。国がするから、命と環境を守れるからの根

本をいま一度、この事業を疑問視している県民の

声を直に聞くべきではないでしょうか。

　多目的ダムから治水のダムと変更されました。

気候変動と山林の荒れ、人々の亡くなった原因を

もっともっと検証をしていくべきだと、いま一度

申し上げておきます。

　次の質問に移ります。

　熊本の宝、地下水を守る取組について伺いま

す。

　先日、熊本県の公式ラインで、ＧＯ！くまモン

ナビでの「水の安心を支える水質の保全につい

て」の案内があり、視聴しました。環境モニタリ

ング調査や有機フッ素化合物のことなどの説明

で、県民への不安払拭を目的とされていました。

　その中で、環境モニタリング委員会に触れられ

ていましたが、環境モニタリング委員会は、これ

まで４回開かれていて、10月８日の委員会の議事

録には、規制物質の調査結果は基準値以下であ

り、問題はない、海の調査については、河川で影

響がなければ海では影響ないので、海の結果の記

載はない、熊本市が水質汚濁防止法にのっとり常

時監視している、ＪＡＳＭ第２工場の稼働を見据

え、モニタリング調査は継続するとありました。

そして、米印の後に、規制外物質に係る議論につ

いては非公開とありました。
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　ソニーの新工場やＪＡＳＭ第２工場の排水を処

理する特定公共下水道の排水処理については、こ

れまでの議会でも質問がありました。昨日もあり

ました。

　土木部長は、従来の活性汚泥法による処理方法

に加え、全国の処理事例や下水道における処理技

術の開発動向等の情報収集や調査も行っていると

ころです、引き続き、環境生活部との緊密な連携

の下、今後実施される設計の中で、工場排水の水

質に応じた仕様を検討し、新たな下水処理場の一

日も早い完成に向け、しっかりと取り組んでまい

りますと、昨年の６月議会では答弁されました。

どのような検討がされているのか、気になりま

す。

　２月に入り、ＪＡＳＭ第２工場が、最先端の３

ナノの半導体を国内で初めて量産をすると発表さ

れました。これまでは７ナノの生産を計画されて

いました。

　この発表に対して、最先端ウエハー生産を喜ぶ

声とともに、もともと環境アセスメントも行われ

ていないまま、水や電力や廃棄物などに変化の大

きい変更で、水量、水質ともに心配する声も上が�

っています。

　私は、昨年、台湾を訪れ、環境団体や新竹市の

サイエンスパークにある清華大学などを訪れ、半

導体の工場と環境問題を勉強してきました。台湾

のＴＳＭＣの２ナノの生産工場が稼働開始した頃

です。

　日本に比べ、環境保全についてはあまり重要視

されていなかった台湾ですが、歴史を重ねるごと

に、水や電力、廃棄物の問題が噴出し、環境団体

や大学では、水や電力等を調査し、調査データを

基に直接企業と話をしているとお聞きしました。

話合いを踏まえ、水は海水を利用することになっ

ており、電力は火力と再生可能エネルギーに頼る

とのことでした。

　ナノの数値が小さくなるにつれ、水と電力の消

費量は大きくなります。私は、排水の規制物質も

変化の可能性もあるのではないかと思います。

　そこで、２点質問します。

　１点目ですが、環境モニタリング委員会におけ

る規制外物質の論議については非公開とされてい

る理由をお聞かせください。環境生活部長にお尋

ねをします。

　次に、土木部長にお聞きします。

　ＪＡＳＭ第２工場が完成するのは、報道では

2027年12月の予定ですが、熊本セミコン特定公共

下水道事業での排水処理が開設されるのはまだ先

であり、それまでは熊本北部浄化センターに排出

されることになると思われます。

　特定公共下水道については、熊本北部浄化セン

ターと同様の処理方法では心配だという県民の不

安に応えるべく、工場排水の水質に応じた仕様に

ついて、これまで検討されていることを教えてく

ださい。

　　 〔環境生活部長清田克弘君登壇〕

○環境生活部長(清田克弘君)　環境モニタリング

委員会の対応についてお答えします。

　半導体関連企業の集積に伴い、本県では、河川

及び地下水等について、法令等に基づく規制物質

の監視に加え、規制外物質についても、令和５年

８月から環境モニタリングを開始し、新たな工場

の稼働前後で変化がないか、確認しております。

　この結果については、環境調査や健康リスク等

の各分野の専門家で構成する委員会で検証し、委

員会の意見を添えて公表しております。

　委員会については、原則公開で開催しています

が、規制外物質の検証は、全国的にも例を見ない

取組であり、評価が定まっていない調査結果や公

開されていない法人の事業活動に関する情報を取
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り扱うため、その部分に限っては、委員長が委員

会に諮り、非公開での開催を決定したものです。

　なお、非公開の場で議論された内容のうち、変

化が確認された物質については、その検証結果を

委員会終了後の記者会見で発表しています。ま

た、委員会の意見については、後日取りまとめ

て、熊本県地下水保全推進本部や県ホームページ

などで公表しています。

　引き続き、環境モニタリングの実施、検証を継

続し、可能な限り情報の公開に努めてまいりま

す。

　　 〔土木部長菰田武志君登壇〕

○土木部長(菰田武志君)　特定公共下水道におけ

る排水処理のこれまでの検討状況についてお答え

します。

　県では、公共用水域の水質保全のため、現在建

設中のソニーの新工場とＪＡＳＭ第２工場の排水

を処理する新たな下水処理場の施設設計を進めて

います。

　半導体工場の排水は、有機物が少なく、窒素が

多く含まれているため、水質特性に応じた適切な

処理を行うことが重要です。

　これまで、本県と同様に先端半導体の工場排水

を処理する国内外５か所の下水処理場の調査を実

施し、処理方法や処理後の水質状況を含む運転管

理等について、情報収集を行ってまいりました。

　その結果、調査した全ての処理場で、活性汚泥

法を基本にした処理方法を採用していました。ま

た、３つの処理場においては、排水の特性に応じ

た独自の処理仕様による設備を付加するなどの取

組を実施されていました。

　これらを参考に、排水から窒素を除去する細菌

の動きを活性化させるための処理仕様を検討して

いるところです。

　今後は、昨日の髙木議員の質問で知事がお答え

したとおり、既存工場の排水を用いた実証実験を

行い、処理仕様の最適な条件を見出し、今後の施

設設計や運転管理に生かすこととしています。

　なお、規制外の有機フッ素化合物の一部につい

ても、活性炭処理などによる低減効果の検証も併

せて行います。

　引き続き、工場排水の水質に応じた適切な処理

に取り組み、公共用水域の水質保全を行ってまい

ります。

　　 〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　御答弁いただきました。

　熊本県のことで一番気になることは何といろん

な人に聞くと、やっぱり水とみんな言うんですよ

ね。ほとんどの方が、本当、水、水、水は心配と

いうふうに言われます。モニタリングの調査が続

けられること、安心材料なんですけれども、非公

開というところにも、なぜという声も大きいんで

すよね。１万種類以上の物質をいろいろ調べてい

らっしゃいますので、しっかりと公開することが

県民の安心につながるのではないかなと思いま

す。変化があったら公開する、できるだけ公開す

るというふうに答弁ありましたので、この辺考え

ていただきたいなと、原則公開でというふうに訴

えます。

　排水の問題なんですけれども、活性汚泥法を基

本にしても、排水の特性に応じた独自の処理方

法、まあ、いろんな処理方法ですね、実証実験の

話も出ましたし、活性炭による除去をやってみる

ということも出てきましたので、ぜひ安心につな

がるものにしていただきたいなと思っています。

　台湾に行った市民団体が、先日、ＪＡＳＭに公

開質問状を出しました。そうしたら、答えが返っ

てきまして、市民団体が県に排水、排気のクロー

ズドシステム化や監視についてＪＡＳＭに言って

くださいと要望をしたことを質問したんですけれ
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ども、県からの指導などは受けておりませんと、

法令を遵守しておりますとの回答でした。まあ、

ＪＡＳＭに遠慮されているのか、国に遠慮されて

いるのか分かりませんが、私たちのこの熊本県民

の要望を企業にぜひ伝えてほしいと思います。

　３ナノ工場については、まだ未定とのことです

が、先を見通していただいて、水についてはもち

ろん、廃棄物のことについても、非常に心配をし

ているところです。しっかりと取り組んでいただ

きたいと思っております。

　では、次の質問に移ります。

　困難な問題を抱える若年女性への支援について

伺います。

　県の子ども家庭福祉課が、昨年11月末に、福岡

市天神の警固公園の周辺に集まる家庭環境や貧困

などの課題を抱える若者に対して、声かけ活動や

相談、食料支援、宿泊支援などをされているＮＰ

Ｏ法人あいむの藤野荘子さんの講演会を企画され

たので、参加しました。

　藤野さんは、2019年から、不登校など何かしら

の課題を抱えた子供たちの支援を始められまし

た。それから、トー横キッズの福岡版と言われる

警固かいわいでの実態調査を始められ、2022年７

月から警固公園での夜回りや居場所づくりなどの

支援をされています。

　公園に集まる子供たちは、家にいづらい、経済

的な困窮、大人への不信感などを共通点にして集

まります。藤野さんは、それぞれの声を真摯に聴

きながら、面談や病院や役所や警察などへの同行

支援などをされています。

　そして、福岡県は、令和７年７月から、警固公

園に集まる子供、若者に対するアウトリーチ支

援、ここまどを開始されました。声かけ、相談な

どを定期的にされているようです。

　では、熊本ではどうなのでしょう。児童養護施

設などを退所し、就職や進学をする若者や家庭内

での問題で家にいれない状態にある若者が存在し

ています。自立シェアハウスＩＰＰＯの運営や相

談窓口、緊急シェルター、就労支援などを展開し

ている認定ＮＰＯ法人トナリビトの山下祈恵さん

が若者支援をされています。

　彼女からも話を聞きました。熊本では、トー横

キッズとか警固かいわいというエリアはないけれ

ども、夏は外、冬は屋内のどこか、女子なら、女

性のみ無料の店の中とかに集まるようです。寄り

添って、聞いて、つないでいく地道な活動をさ

れ、自立を促しておられます。

　2024年11月に県から公表された「こども・若

者、子育て当事者から意見を聴く取組みの結果に

ついて」を見てみると、子育て当事者の意見とし

て、子供が成長した後の中高生の居場所について

の不安の声や中高生からの声も出ています。

　また、2024年に、熊本市でこどもの居場所及び

その開設等の支援に関する調査研究が行われ、そ

の結果を見てみますと、中学生、高校生と年代が

上がるにつれ、家、学校、職場以外の居場所がな

いと回答する割合が増える傾向があり、特に中学

生は、他者と過ごせる場所を希望しています。ま

た、20代の若者には、相談できる場所を求める声

が目立っています。

　このように、年代が上がるほど家や学校以外の

居場所がないと感じる割合が高まるという調査の

結果もあり、中高生や20代の若者たちに特化した

支援は必要だと思います。特に、女性の場合、女

性であるがゆえに直面する問題が多様化している

ので、困難な問題を抱える若年女性にとっての居

場所支援は必要不可欠ではないでしょうか。

　そこで質問です。

　県は、昨年３月に、熊本県困難な問題を抱える

女性等に関する実態調査報告書を出されていま
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す。街に出られて実態調査をされています。そこ

で見えてきた課題を基に、困難な問題を抱える若

年女性への支援について、県としてどのように取

り組んでいかれるのかを健康福祉部長にお考えを

お聞きします。

　　 〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕

○健康福祉部長(下山薫さん)　県では、令和５年

度末に困難な問題を抱える女性への支援に関する

基本計画を策定し、ＤＶをはじめ様々な問題を抱

える女性への支援を行っていますが、とりわけ若

年女性が既存の支援制度に十分につながっていな

いことが大きな課題となっています。

　基本計画の中では、民間団体との協働を掲げて

おり、そうした若年女性が気軽に立ち寄れる居場

所の提供を開始するなど、官民が連携した支援を

進めていくこととしています。

　議員御紹介の実態調査は、課題となっていた若

年層との関係構築を得意とする民間団体と協力し

ながら、熊本市内の繁華街等で実施しました。

　その結果、本県においても、生活困窮、家族や

友人とのトラブル、帰る家がないなどといった困

難な問題を抱える若者が一定数確認され、そうい�

った若年層への支援としては、待つのではなく、

出向いて支援する、いわゆるアウトリーチ支援や

居場所の提供等の要望が多く聞かれました。

　特に、若年女性は、望まない妊娠や性暴力、性

被害、薬物依存等につながるリスクがあり、早期

に発見し、支援につなげることが極めて重要とな

ります。

　これらを踏まえ、若年女性に対するＳＮＳ相

談、アウトリーチ支援や居場所の提供等を含めた

相談支援を行うための予算を今定例会に提案して

います。

　この予算では、また、本県の実情に合った支援

ができるよう、詳細な実態を把握し、検証しなが

ら、効果的な支援の在り方を検討していくことと

しています。

　行政単独では支援が届きにくい若年層に対し、

複数の民間団体が持つそれぞれのノウハウを生か

しながら、官民が連携して若年女性支援に取り組

んでまいります。

　そこでは、支援者が当事者の話にしっかりと耳

を傾け、信頼関係を築きながら、息の長い伴走支

援を通じて自立につなげていくことが重要となり

ます。そのような支援を行うことで、問題の深刻

化を未然に防止し、早期に福祉施策等につなげて

いきたいと考えています。

　策定した基本計画を踏まえ、これまで以上に女

性相談センター、民間団体、市町村等が連携し、

支援体制を強化するとともに、当事者に寄り添

い、支え続けられるよう、しっかりと取り組んで

まいります。

　　 〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　御答弁いただきました。

　若年女性が支援制度と十分につながっていない

という大きな課題をしっかりと捉えていただいて

いることを感謝いたします。

　親にも頼れない、信じることができる大人がい

ない、そんな声を聞いてきました。信じられる、

頼れる大人もいるんだよと話してきています。つ

ながれば、何に困っていて、どうしたいのか、聞

くことができます。そこからどこかにつなげる取

組もできます。

　自立というのは、依存できる場所が増えること

というふうに言われています。助けてと言える場

所がたくさんあること、そういうつながりをつく

ることが自立の一歩だと私も思います。

　御答弁の中に、もう本当に行政あるあるの縦割

りではなくて、いろんな部署と民間と横のつなが

りを、連携を取るというふうなお話をされまし
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た。そういう取組を大変期待しています。

　私は、県が現場に出向いて調査をして、その実

態を把握したというところに、とてもやっぱり―

―それこそ現場主義だなと思っています。共に、

困難な問題を抱える、特に若者、若年女性に関し

ては、私も、望まない妊娠とかいろいろ問題があ

りますので、一緒に、共に私も頑張って解決して

いきたいなと思っておりますので、よろしくお願

いします。

　では、次の質問に移ります。

　プレコンセプションケア普及啓発推進事業につ

いてお伺いします。

　令和７年度の新規事業として、健康福祉部から

提案されていたプレコンセプションケア普及啓発

事業の一部である、県庁職員を対象としたＡＭＨ

検査モデル事業でしたが、昨年６月議会で知事が

見直しを指示されました。

　職員が再検討しているとのことでしたが、対象

者を広く一般県民に広げた形でプレコンセプショ

ンの普及啓発を行い、併せて実施するアンケート

において、今後の在り方について御意見をいただ

く方向で検討をしているとお答えになりました。

　プレコンセプションケアは、早くから自分の体

と心について正しく理解し、早くから健康的な生

活習慣を身につけることが、将来の健やかな妊

娠、出産にもつながっていくという考え方です。

だから、女性も男性も、より健康につなげるとい

うものです。

　将来、妊娠、出産を希望しない方でも、性や妊

娠、出産について科学的に正しい知識を持ってお

くことは、自分や相手を守るために必要です。栄

養管理、運動などの視点を持つことに加え、かか

りつけの医者をつくることなどが大切になってく

るのではないかと感じています。

　来年度の予算には、関連して、ライフデザイン

支援の推進ということで、約2,600万円の事業が

新事業として入っています。これについて、いろ

いろ調べてみると、人生には正解がないというこ

とを前提に、こうありたいとか、見直しをしなが

ら前に進む、自分自身を見詰めるということのよ

うです。

　しかし、若い人たちに、結婚や子育て、妊娠、

出産などの知識が不足していることや困難な家庭

の中で育っていることなどで、今後の人生が何な

のか見つけられないこともあるかもしれないなと

いう心配もあります。

　そこで質問です。

　プレコンセプションケア普及啓発推進事業の今

年度の進捗状況と来年度予算案の新規事業にある

ライフデザイン推進事業との関連性を含めた今後

の方針について、健康福祉部長にお尋ねします。

　　 〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕

○健康福祉部長(下山薫さん)　プレコンセプショ

ンケアとは、性別を問わず、適切な時期に性や健

康に関する正しい知識を持ち、将来に向けた健康

管理を行っていく概念であり、議員御指摘のとお

り、早くから健康的な生活習慣を身につけること

は、男女問わず、大変重要だと考えています。

　プレコンセプションケアを若い世代に広く知っ

てもらうためには、ＳＮＳを活用した情報発信が

有効であると考え、ショート動画の作成を進めて

おり、今月末に発信を開始します。

　動画は、医学的視点だけでなく、人権やジェン

ダーなど多角的な視点で有識者からの御意見をい

ただきながら作成しており、教育委員会とも連携

の上、高校等の授業でも活用していく予定です。

　さらに、性と健康に関する相談の方法について

も、来年度からＳＮＳのメッセージ機能やオンラ

イン通話機能を活用することで、より気軽に相談

できる体制を整えたいと考えています。
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　あわせて、価値観が多様化する中でも、若者が

早い時期から自分の人生と向き合い、自身の未来

を考える機会を提供していきたいと考えており、

関連する予算を今定例会に提案しています。

　これによって、性や健康に関する正しい知識を

早い段階から身につけ、健康管理を行っていくこ

とは、若者が将来のライフデザインを現実的に考

え、人生における様々な選択を主体的に行うこと

にもつながっていくものと考えています。

　今後も、熊本の全ての子供、若者が、幸せに暮

らし、成長し、将来の夢を実現できるよう、教育

委員会をはじめ関係部局とも連携しながら、取組

を進めてまいります。

　　 〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　御答弁いただきました。

　まずは、プレコンセプションケアとは何ぞやと

いうところからの啓発動画を作成すると、今月末

には出るということですけれども、産婦人科の先

生と懇談する機会があって、このプレコンセプシ�

ョンケアについてどう取り組んでいくのがいいで

すかねというふうに尋ねたことがあります。そう

すると、この事業を少子化対策にすぐつなげてし

まうとちょっとおかしな方向にいってしまうと、

基本健康管理であるということから、自分の体に

ついて知ること、そして専門医に気軽に相談でき

る体制をつくることかなというふうにおっしゃっ

ていました。

　とにかく、男女関係なく、誰もが自分の性に関

することを自分で決定できる、そういう権利を持�

っているんだということを前提に、ライフデザイ

ンを考える取組につなげられるといいなというふ

うに思います。

　ここでも、先ほど質問した、家庭環境が厳しか�

ったり、孤立したりする若年女性たちへの丁寧な

支援が必要となってきますので、動画提供や未来

を考える教材開発、そういうものとともに、人と

の充実、寄り添う人を充実させていただきたいな

というふうに思っています。よろしくお願いしま

す。

　それでは、次の質問に移ります。

　アウトバウンドの推進について伺います。

　熊本の在留外国人は約３万人です。ベトナム、

中国、フィリピンの方が多いのですが、近頃はミ�

ャンマー、インドネシア、台湾などから来られた

方が増えています。

　共同通信社が集計した結果によりますと、2015

年と2025年の１月１日時点の比較では、全国で1.�

78倍、熊本県は9,896人から２万8,883人と2.92倍

に拡大し、全国トップです。

　インバウンド政策をはじめ、技能実習生や特定

技能の受入れなど、熊本に外国人を呼び込む施策

はこれまで力を入れられてきたと思いますが、私

はアウトバウンドも大事だと思っています。

　先日、県教委が開催した学びの祭典にお邪魔し

ました。県内の高校生たちが、生き生きと今自分

たちが学んでいることを、展示や発表、ポスター

セッション、ワークショップなどで来場者に提示

をしていました。エネルギーを感じました。

　歩き回っていると、鹿本高校の生徒が山鹿のこ

とを知ってくださいと声をかけてくれたので、立

ち止まってお話を聞きました。山鹿灯籠のことや

不動岩のこと、シルクのことなど、山鹿の歴史や

文化を詳しく話してくれました。そして、今度修

学旅行で台湾に行くので、そこでこの山鹿のこと

を台湾で発表して交流するんですと言ってきまし

た。私は、それは楽しみだね、たくさん交流して

きてねと言って、外国への旅行を楽しみにしてい

る高校生の姿を見ました。修学旅行でパスポート

を取り、外国に行くことは、子供たちの大きな経

験になると思います。
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　私は、令和５年、経済環境常任委員会の中で若

者のパスポート発行率について質問したとき、

2020年の30歳未満の若者のパスポート発行率が、

全国平均1.5％で、熊本県が0.91％、九州では福

岡、沖縄に次いで３位であるとの答弁をいただき

ました。そのときは、ほかの委員からも、海外路

線維持のためにも県民にパスポートを持ってほし

い、取得の支援を幅広く検討してほしいという意

見もありました。

　2023年、令和５年頃から発行件数が増えてきて

いますが、最近公表された2025年12月31日現在の

データによると、本県の人口当たりのパスポート

保有率は12.4％で、全国平均の18.2％より5.8ポ

イント低く、おおむね８人に１人しかパスポート

を持っていないということになります。

　日本に来る外国人のことを理解するためにも、

外国へ出かけて滞在することで、ほかの国の文化

を知ったり、外国で迎えられる立場で交流をした

りすることは、とても大切なことではないかと思

います。

　そこで、企画振興部長に質問です。

　パスポート取得の支援等、アウトバウンドに対

する具体的な支援の取組があるのかについて伺い

ます。

　また、県内の子供たちや先生方の国際的な資

質、能力の向上に向けた取組の現状と今後の方向

性について、教育長に伺います。

　　 〔企画振興部長富永隼行君登壇〕

○企画振興部長(富永隼行君)　アウトバウンドの

推進についてお答えします。

　議員の御質問にありましたように、若い世代を

はじめ多くの県民が観光やビジネス、留学等で海

外へ渡り、多様な文化や価値観に触れ、知見を深

めることには、大きな意義があると考えていま

す。

　日本国内にいては得られない様々な体験を通じ

て、自立心や交渉力が養われるとともに、改めて

日本文化の良さを再発見する機会となることやグ

ローバルな人脈の構築によるビジネスチャンスの

拡大、新たな文化交流の創出など、将来の熊本県

の発展につながることも、大いに期待されるとこ

ろです。

　現在、阿蘇くまもと空港では、台湾、韓国の５

つの都市に週41便が運航し、さらに、３月31日か

らは台中市にも週３便が運航されるなど、国際線

ネットワークが拡大しています。

　各路線が80％前後の高い搭乗率を記録する一方

で、利用者に占める日本人の割合は10％前後にと

どまっていることから、路線の安定的な運航やさ

らなるネットワークの拡大を図る上でも、県民の

海外渡航を促進する必要があると考えています。

　そのような中、議員御指摘のとおり、県民のパ

スポート保有率は全国平均よりも低い状況であ

り、海外渡航の経験がない方も多いことが想定さ

れます。

　そのため、県が事務局を務める阿蘇くまもと空

港国際線振興協議会では、昨年11月から、「熊本

発で、人生初の、空へ」をキャッチフレーズに、

アウトバウンド利用促進キャンペーンを実施して

います。

　具体的には、就航先の魅力を県民にＰＲすると

ともに、阿蘇くまもと空港を利用する方を対象

に、パスポート取得支援として１人１万円、ま

た、台湾、韓国の空港を経由してさらに遠くの国�

へ旅行するトランジット利用支援として１人

5,000円のデジタルギフトをそれぞれ贈呈するこ

とにより、アウトバウンドの利用促進を図ってい

るところです。

　本キャンペーンは、大変好評であることから、

３月以降も事業を継続し、より積極的にＰＲを図�
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ってまいります。

　また、このほかにも、２人または３人以上のグ

ループで阿蘇くまもと空港を往復利用した方に１

人5,000円の支援を行うなど、県民の海外渡航の

後押しに努めているところです。

　県としては、県政の基本理念に掲げる世界へ羽

ばたく熊本の実現へ向け、熊本から世界へ広がる

交流の促進や、それによる将来の地域の活力の創

生に、引き続き積極的に取り組んでまいります。

　　 〔教育長越猪浩樹君登壇〕

○教育長(越猪浩樹君)　まず、子供たちや先生方

の国際的な資質、能力の向上に向けた取組の現状

についてお答えします。

　グローバル化が急速に進展する中、国際社会で

活躍できる人材の育成は、本県においても極めて

重要な課題であり、異文化理解やコミュニケーシ�

ョン能力、課題解決能力など、国際社会で求めら

れる資質、能力の育成が重要です。

　とりわけ直接的な体験が得られる海外研修は、

子供たちの国際感覚を養う上でも大変効果がある

ものと考えています。

　例えば、各県立高校の特色を生かした海外研修

としては、水銀に関する水俣条約第６回締約国会

議、ＣＯＰ６で水俣高校が発表いたしました。ま

た、スーパーサイエンスハイスクール、ＳＳＨの

指定校においても、マレーシア、シンガポール、

台湾で研修や研究発表等を実施しています。

　なお、今年度の修学旅行では、県立高校４校が

台湾やシンガポールを訪れました。

　参加した生徒からは、外国の大学生や高校生と

の対話を通して、異文化理解とは相手を知ろうと

する姿勢だと学びました、この経験をきっかけ

に、今後も国際交流に積極的に参加したいと思っ

ていますといった声があり、大きな成長が見られ

ました。

　このように、海外での学びは、生徒が生きた学

習の場として海外を捉え、自分自身がグローバル

な視点を持った国際社会の一員であるという自覚

を持つ機会となっています。

　次に、今後の方向性についてお答えします。

　本県と台湾との交流の活性化を背景として、昨

年、県教育委員会では、高級中等以下学校国際教

育交流連盟及び台北市教育局と、それぞれ教育交

流協力に関する覚書を締結したところです。

　これらの覚書を基に、台湾の子供たちとオンラ

イン等での交流を着実に進めていく必要があるこ

とから、学校の教員等30名を来年度台湾へ派遣す

る予定としています。

　派遣においては、教員が台湾と熊本の教育の違

いなどを学び、子供たちのために何が必要である

かを考え、各学校や地域での実践につなげていく

ことを期待しています。

　県教育委員会としては、研修の成果を県内全体

へ共有し、波及させることで、子供たちの国際的

な資質、能力の向上を図り、世界で活躍できる人

材の育成に引き続き取り組んでまいります。

　　 〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　企画振興部長にパスポート取得へ

の支援や県民の海外渡航の後押しなどに努められ

ていることを御答弁いただきました。

　パスポート５年取得で１万1,000円、10年取得

で１万6,000円かかりますので、アウトバウンド

利用促進キャンペーンでは、１人１万円の支援、

トランジット利用支援で5,000円のデジタルギフ

ト、グループでの阿蘇くまもと空港往復利用に１�

万5,000円の支援など、取り組まれていることが

分かりました。今話題のプレミアム商品券ではあ

りませんけれども、県民に公平に情報が届くよう

に希望します。

　今の円安状態と近隣諸国の経済成長、そして戦
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争の状況もありますし、簡単に海外渡航は厳しい

ことは分かっておりますけれども、部長もおっし�

ゃったとおり、海外に行ってみるということは、

大きな意義があると思うんですよね。ぜひ、経済

的な面で諦めている若い方々にチャンスをという

ふうに思っています。

　教育長からも御答弁をいただきました。

　生徒たちの渡航経験が、やっぱり異文化理解と

か、力の育成にはとても効果があるというふうに

言われました。子供の感想も披露していただきま

して、ありがとうございます。

　先生方が今度台湾に行かれるということで、と

てもいい取組ではないかなと思っています。知

事、最初の議案説明のときに、この世界が保護主

義と排外主義が顕著になっているというふうにお�

っしゃいましたよね。ほかとか外とかを知らない

ということから起きるんじゃないかなと私は思っ

ています。だから、ぜひこういう取組を進めてい

ただきたいなと思っています。

　先日、高校の先生で海外研修に行かれた先生の

話を伺う機会があって、彼女、退職をしてから行

かなきゃいけなかったんですが、今またこの熊本

県で先生として働いていらっしゃいます。で、辞

めずに研修ができるような何か仕組み、いろいろ

あると思うんですけれども、充実させていただけ

ればいいなというふうに期待をしております。

　それでは、次の質問に移ります。

　デジタル技術を活用した県庁の業務改革につい

て伺います。

　昨年９月議会の立山議員の県行政のデジタル化

の推進についての質問で、立山議員は、県庁職員

確保が厳しい今、デジタル活用で改革をと訴えら

れました。

　これに対し、知事は、令和７年３月に全面改定

した人事・人材育成基本方針で、全職員がコスト

意識や経営感覚を持ってデジタルを活用しながら

業務効率化に取り組むことや、各所属のＢＰＲ、

業務プロセス改革の推進役を担うデジタル人材の

育成を明記したこと、そして、現在、デジタル人

材の具体的な育成方針を策定中であると答弁をさ

れました。

　職員の不足は、熊本だけの問題ではありませ

ん。特に、土木技術職の職員不足は、ここ数年、

全国的にも問題となっています。

　先日、障害者の自立と政治参加をすすめるネッ

トワークの全国大会が、和歌山県田辺市で開催を

されました。行ってまいりました。田辺市は、和

歌山県で一番広い自治体で、人口は６万3,000人

ほどの市です。その田辺市で、昨年、国土交通大

臣賞を取られた取組をお聞きしました。

　田辺市デジタルツインプロジェクトを活用し、

防災、インフラ管理、産学官連携が全国のモデル

ケースとして高く評価をされた取組の内容を詳し

くお聞きしました。

　ここも土木技術職員が不足をしています。それ

を克服するために、仕事を楽に、現場を事務所に

とデジタル活用、特にドローンを使って業務時間

の短縮や災害被災発生時の状況把握を推進してこ

られたようです。職員の育成を重要視し、コスト

を削減している点も強調されました。

　災害がいつもあるわけではないので、デジタル

活用は、埋蔵文化財の把握や港湾整備、用地買

収、土木都市計画、空き家対策、建築認定などな

ど、多方向で活用されていました。

　熊本に帰ってから、熊本県の状況や全国のデジ

タル活用、特にＡＩ活用での自治体の取組をいろ

いろと調べてみました。

　熊本県が全国に先んじてデジタル化の取組をさ

れていることが改めて分かりましたし、各課での

好事例を横断的に学び合い、仕事の高度化、効率
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化、県民サービスの向上などにつなげることもで

きるような気がします。

　そこで質問です。

　デジタル化で職員の業務量の削減や人手不足を

補えているのでしょうか。また、外部の事業者頼

みではなく、庁内での内製化率の向上や専門性を

持つ外部人材の任用についてはいかがでしょう

か。

　この２点、デジタル戦略担当理事に伺います。

　　 〔理事坂本清貴君登壇〕

○理事(坂本清貴君)　まず、デジタル技術を活用

した業務量の削減等についてお答えいたします。

　今後の人口減少社会において、近年の全国的に

頻発する災害対応、児童相談所等の福祉行政にお

ける相談件数の増加に伴う対応など、複雑化、多

様化する行政需要に限られた人的資源で的確に対

応していくためには、デジタル技術を活用した業

務効率化の推進が極めて重要です。

　そのため、県では、昨年７月のデジタル化推進

本部会議において、全庁を挙げてデジタルの力を

活用した業務プロセス改革をさらに推進していく

ことを決定いたしました。

　現在、食品衛生管理や消費生活相談、道路管理

や発電設備の保安管理など、様々な分野で業務の

システム化やドローンなどのデジタル技術の導入

が着実に進んでおります。

　また、業務量の負荷が特に大きな業務を対象

に、民間企業と連携して、生成ＡＩの活用による

飛躍的な業務効率化の実現にもチャレンジしてお

ります。

　さらに、こうした取組をより一層推進すべく、

来年度から３年間を集中取組期間として、県政の

様々な分野で業務プロセスの抜本的な改革に取り

組むこととしており、今定例会に関連予算を提案

しております。

　デジタル技術の活用等により作業負担を軽減

し、一人一人の職員がより付加価値の高い行政サ�

ービスの提供に力を注ぐことができる環境を整え

てまいります。

　次に、内製化と外部人材の活用についてお答え

いたします。

　業務改革の原動力として何よりも重要なのは、

職員の高い業務改善意欲とデジタルスキルです。

今、県庁では、意欲ある職員による業務効率化の

取組が広がりつつあり、現在100を超える業務で

職員自らが開発した業務用アプリケーションが運

用されています。

　こうした取組を全庁的に広げることを目指し、

本県では、デジタル人材育成基本方針を今月中に

策定することとしており、全ての職員がデジタル

技術を活用して業務改善を進めることができる人

づくり、組織づくりをしっかりと進めてまいりま

す。

　また、高度なシステム開発や業務課題の分析な

ど、専門性が求められる分野においては、積極的

に外部の知見を取り入れていくことが重要です。

　デジタル戦略局では、令和４年度の設置当初か

ら、民間の専門人材をデジタル戦略監などとして

任用しており、庁内業務の改革のほか、県全体の

ＤＸ推進の牽引役として多大な貢献をいただいて

おります。

　また、今月から、デジタル分野の企業から職員

１名をデジタル戦略局に派遣いただき、庁内業務

改革の推進体制をさらに強化しております。

　今後も、将来にわたって県民サービスの向上に

つなげられるよう、外部人材の活用や内製化など

様々な取組を積極的、効果的に取り入れながら、

デジタル技術を活用した業務改革とこれを実践す

る人材の育成に力を入れてまいります。

　　 〔岩田智子君登壇〕
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○岩田智子君　デジタル担当理事に御答弁をいた

だきました。

　先日も、城下議員の質問で、ＡＩの活用で相当

時間短縮ができるようになったというふうな御答

弁がありました。私も、同時字幕が出るアプリと

か要約ができるアプリ、ありますよね。そういう

ものは、相談事のときとか研修とかでもよく使い

ます。少し前でしたら、録音して、テープ起こし

をして、それを聞くというような時間が必要だっ

たんですけれども、時間短縮が物すごくて、本当

にすごく発展しているなというふうに自分でも思

います。

　庁内での内製化について今日質問したんですけ

れども、職員開発のアプリなども活用されている

ということで、いいなと思います。県政の細かな

ところを知っている職員でやるというのを――や�

っぱり外部に安易に頼んでしまうと、その細かい

ところがなかなかうまくいかなくて、それがまた

時間が短縮じゃなくて延びてしまったりするよう

なこともあると思います。

　今後、デジタル人材育成基本方針にのっとって

さらなる取組を進めるというふうにあります。県

庁は、県庁の職員に応募する人たちはいらっしゃ

るんですけれども、やっぱり働いている間に病気

だったり、いろんな、休職したり、違う職種に就

いたりということで、そこで人員が足りなかった

りというようなことが多々あると思うんですけれ

ども、そういうところでも、こういうデジタルに

――使われるのではなくて、私たちがデジタルを

使って効率的にやるんだよということを徹底して

やっていただきたいなと思っています。

　それでは、最後の質問に移ります。

　健軍駐屯地の火薬庫建て替え計画と住民の安全

確保について伺います。

　防衛省は、健軍駐屯地の既存の火薬庫８棟を解

体し、建て替える計画を進めています。反撃能力

を持つ長射程ミサイル配備に伴うものとされてい

ます。覆土式弾薬庫２棟新築です。

　長射程ミサイルは、今年度中に配備されると言

われています。この長射程ミサイル配備で、大分

の敷戸弾薬庫も増設されるそうです。

　2025年８月に発表された内容ですが、具体的な

着工時期や総事業費は未定ですが、現在、設計業

務に１億5,000万で東京の建設コンサルタントが

落札をしています。来年３月15日までとなってい

ます。防衛省は、保安距離を確保していると回答

しています。

　さて、高圧ガスやＬＰガスの施設、貯蔵、処

理、燃焼設備から最優先で保護すべき第１種保安

物件として、学校、病院、収容人員300名以上の

劇場、百貨店、20名以上の老人ホーム等、公共性

が高く、不特定多数が利用する施設や重要文化財

が指定されています。健軍地区には、それらの多

くが密集しています。

　保安距離は確保していると防衛省は回答してい

ますが、そうしたところに火薬庫を設置すること

は、あまりにも危険ではないでしょうか。老朽化

のための建て替えですが、以前できた頃と今とで

は町の様相が変わっています。そのようなことも

踏まえて、きちんとした説明が必要なのではない

でしょうか。

　残念なことに、いまだかつて地域住民への対面

での説明会は開かれないままです。しかし、防衛

省は、全国一律で説明会を開かないということで

はないようです。

　これまでに説明会が開催されたところを見てみ

ると、2025年７月に、最大規模とされる火薬庫の

増設が計画されている京都の陸上自衛隊祝園の分

屯地のある地域で、防衛省は、地域住民への説明

会を開催しました。2026年１月には、南西諸島の
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防衛体制強化のための拠点整備として、火薬庫を

含む新たな施設が整備された鹿児島県瀬戸内町で

も住民説明会が開催されています。熊本でも開催

されるべきではないでしょうか。

　熊本でも、長射程ミサイル配備の中での火薬庫

の建て替えということで、不安も高まっているの

は現実です。

　そこで質問です。

　健軍駐屯地への長射程ミサイル配備と火薬庫建

て替えに係る計画について、熊本県としては、ど

こまで把握しておられるのでしょうか。地域住民

の不安があることは承知されているのですから、

防衛施設は国の管轄であっても、万が一の際、住

民の命を守るのは地方自治体の役割です。住民説

明会の開催は必要なのではないでしょうか。ま�

た、事故や火災が起きた場合の住民保護の具体的

な対策は講じられているのでしょうか。知事公室

長にお尋ねします。

　　 〔知事公室長深川元樹君登壇〕

○知事公室長(深川元樹君)　まず、健軍駐屯地へ

の長射程ミサイルの配備と火薬庫建て替えに係る

計画について、熊本県の把握状況をお答えしま

す。

　スタンドオフミサイルの配備については、昨年

８月に、九州防衛局から、今年度末から来年度に

かけ、健軍駐屯地に12式地対艦誘導弾能力向上型

を配備すると説明を受けています。

　改めて九州防衛局に確認したところ、具体的な

日程までは決まっていないとのことでしたが、誠

実かつ丁寧な対応をしていくということでした。

　また、火薬庫の建て替えにつきましても、九州

防衛局に確認しましたが、現在の火薬庫の老朽化

に伴う施設の更新であり、今年度から調査設計を

実施しているとのことです。火薬庫の整備におい

ては、火薬取締法等の関係法令に基づいて建て替

えが行われるとのことです。

　次に、火薬庫整備に係る住民説明会の開催につ

いてお答えいたします。

　国からは、説明会の開催につきましては、スタ

ンドオフミサイルなど、ほかの設備と同様に、個�

々の案件ごとに主体的に判断していると説明を受

けています。

　国防に関することは国の専管事項ではあります

が、県としては、県民の不安の解消に向け、分か

りやすく、丁寧な説明を国に求めてまいります。

　最後に、事故や火災が起きた場合の住民保護の

具体的な対策についてお答えします。

　火薬庫の設置について、九州防衛局では、幾重

にもわたる安全措置により、意図しない燃焼や爆

発が起こらないよう万全を期して保管しており、

その上で、万が一火災等が発生した場合は、自衛

隊員が直ちに初期消火に努め、消防等と協力して

周辺住民の安全確保に当たるなど、必要な措置を

講じるとのことです。

　なお、九州防衛局のホームページには、スタン

ドオフミサイル配備のほか、火薬庫整備について

もＱ＆Ａが掲載されております。

　引き続き、国に対しては、地域の方々への丁寧

な説明と安全対策の徹底を求めてまいります。

　　 〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　知事公室長に御答弁いただきまし

た。

　健軍駐屯地ができたのは、1954年の11月８日だ

そうです。今から72年前。その辺りの土地は、19�

41年、陸軍の要請で三菱重工熊本航空機製作所が

建設されることになって、膨大な土地が買収され

たとなっています。地主への退去命令とか、強制

収用に近い形で行われたと地元の方に聞きまし

た。その後、米軍に接収をされたんですね。その

後、1957年に陸上自衛隊健軍駐屯地となっていっ
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たそうです。私が生まれる５年前です。

　駐屯地内にある三菱重工業の組立て工場の建物

は、今も残っています。解体計画が進んでいると

のことで、この戦争遺構は消し去って、長射程ミ

サイルを配備し、火薬庫を建て替えるということ

です。負の歴史を消し去るつもりなのかと思いま

す。

　その頃のあの場所には、今あるものはほとんど

ありませんでした。そして、当時とは違う火薬が

配備されるんでしょう。何か起これば、土壌や水

にも影響があります。消火訓練などもされるでし�

ょう。消火剤にはＰＦＡＳなどの有機フッ素化合

物が含まれる可能性も大です。

　県が国へ説明会の実施を県民が要望していると

いうことを伝えているのは存じております。不安

を感じる県民に寄り添ってほしいと、それを願う

しかないんです。

　戦争が勃発している世界情勢を見れば、ここ熊

本に日本で最初に攻撃できるミサイル配備とセッ

トでの火薬庫建て替えについて、地域住民に説明

会の実施を、いま一度、本当にいま一度要望しま

す。

　３月末、今年度中ということは、３月末なんで

す。あと１か月もありません。その間に、本当に

対面で――Ｑ＆Ａ、丁寧にされているということ

ですけれども、アクセスできない人たちもたくさ

んいます。ぜひ対面での説明会をよろしくお願い

したいと思います。

　このことをいま一度要望して、質問を終わりま

す。

　御清聴ありがとうございました。(拍手)

○議長(髙野洋介君)　以上で通告されました代表

質問は全部終了いたしました。

　これをもって代表質問を終結いたします。

　明５日は、午前10時から会議を開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第５号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午前11時34分散会





第　５　号

（３月５日）
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令和８年３月５日(木曜日)

　　　議事日程　第５号

　　令和８年３月５日(木曜日)午前10時開会

　第�１　一般質問(議案に対する質疑並びに県の

一般事務について)

本日の会議に付した事件

　日�程第１　一般質問(議案に対する質疑並びに

県の一般事務について)

出席議員氏名(42人)

星　野　愛　斗　君

住　永　栄一郎　君

　亀　田　英　雄　君

幸　村　香代子　君

杉　嶌　ミ　カ　さん

立　山　大二朗　君

斎　藤　陽　子　さん

本　田　雄　三　君

岩　田　智　子　君

堤　　　泰　之　君

南　部　隼　平　君

前　田　敬　介　君

坂　梨　剛　昭　君

荒　川　知　章　君

城　戸　　　淳　君

池　永　幸　生　君

竹　﨑　和　虎　君

吉　田　孝　平　君

中　村　亮　彦　君

増　永　慎一郎　君

髙　島　和　男　君

松　村　秀　逸　君

岩　本　浩　治　君

西　山　宗　孝　君

河　津　修　司　君

楠　本　千　秋　君

緒　方　勇　二　君

髙　木　健　次　君

髙　野　洋　介　君

内　野　幸　喜　君

岩　中　伸　司　君

城　下　広　作　君

西　　　聖　一　君

山　口　　　裕　君

渕　上　陽　一　君

溝　口　幸　治　君

池　田　和　貴　君

吉　永　和　世　君

松　田　三　郎　君

藤　川　隆　夫　君

岩　下　栄　一　君

前　川　　　收　君

欠席議員氏名(５人)

髙　井　千　歳　さん

西　村　尚　武　君

前　田　憲　秀　君

橋　口　海　平　君

坂　田　孝　志　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職氏名

知 事　木　村　　　敬　君　

副 知 事　竹　内　信　義　君　

令和８年	 熊本県議会２月定例会会議録	 第５号
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副 知 事　亀　崎　直　隆　君　

知事公室長　深　川　元　樹　君　

総 務 部 長　千　田　真　寿　君　

企画振興部長　富　永　隼　行　君　

理　　　　事　阪　本　清　貴　君　

理　　　　事　府　高　　　隆　君　

健康福祉部長　下　山　　　薫　さん

環境生活部長　清　田　克　弘　君　

商工労働部長　上　田　哲　也　君　

観光文化部長　脇　　　俊　也　君　

農林水産部長　中　島　　　豪　君　

理 事　間　宮　将　大　君　

土 木 部 長　菰　田　武　志　君　

会計管理者　野　中　眞　治　君　

企 業 局 長　久　原　美樹子　さん

病 院 事 業
管 理 者
職務代理者

　鍬　本　亮　太　君　

教 育 長　越　猪　浩　樹　君　

警察本部長　佐　藤　昭　一　君　

人事委員会
事 務 局 長　城　内　智　昭　君　

監 査 委 員　小　原　雅　之　君　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　波　村　多　門

　　　　　　事務局次長
兼総務課長　鈴　　　和　幸

　　　　　　議 事 課 長　下　﨑　浩　一

　　　　　　議事課長補佐　岡　部　康　夫

　　午前10時開議

○議長(髙野洋介君)　これより本日の会議を開き

ます。

　日程第１　一般質問

○議長(髙野洋介君)　日程に従いまして、日程第

１、一般質問を行います。

　発言の通告があっておりますので、これより順

次質問を許します。

　なお、質問時間は１人60分以内の質疑応答であ

りますので、さよう御承知願います。

　荒川知章君。

　　 〔荒川知章君登壇〕（拍手）

○荒川知章君　皆様、おはようございます。自由

民主党・葦北郡選出・荒川知章です。今日ちょっ

と少ないということですけれども、体調不良の方

がいらっしゃると思いますけれども、今回で７回

目の一般質問となります。質問の許可を与えてい

ただきました先輩議員、そして同僚議員の皆様に

感謝を申し上げます。

　先日、２月28日土曜日に、くまもと★みなみお

れんじシーサイドライドが開催されました。私

は、開会式のみの参加の予定でしたが、髙野議長

のお誘いを受けて、実際に自転車に乗り、八代市

の球磨川河川敷スポーツ公園から芦北町の御立岬

公園まで約29キロを、髙野議長、吉永議員、そし

て亀崎副知事とともに走行をさせていただきまし

た。

　当日は天気もよくて、八代海の絶景を眺めなが

ら、すごく気持ちのいい走行ができました。電動

自転車をレンタルしての参加となりましたが、電

動自転車でも、もう最後上り坂がかなりきつく

て、電動が機能しているかどうかちょっと不確か

なぐらい本当きつくて、日頃の運動不足を痛感し

たところであります。

　今回参加したスポーツイベントを通じて、健康

増進でありますとか地域のにぎわい創出のイベン

トに参加できたことは、大変意義があったと思い

ます。

　今後も、こういった取組をぜひ広げていただけ

ればと思います。

　それでは、通告に従い、一般質問に入ります。
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　知事はじめ、答弁いただく教育長、部長におか

れましては、明快な答弁をよろしくお願いいたし

ます。

　まず初めに、環境大臣と水俣・芦北地域経済団

体との懇談の実施等についてお尋ねいたします。

　今年は、水俣病公式確認から70年という節目の

年になります。水俣病問題から真の解決を実現す

るためには、被害者の方々の救済とともに、水俣

病の発生により疲弊した地域の再生、振興を図る

ことが極めて重要です。国と県においては、地域

の声を把握し、地域の発展に向けた支援を引き続

き実施していただくことが何より大事であると思�

っています。

　令和６年６月定例会の吉永議員の質問におい

て、環境大臣と水俣・芦北地域の経済団体との懇

談会の開催を要望され、昨年５月、環境大臣と地

元経済団体、首長などによる懇談の場が、国と県

の共催で初めて開催をされました。

　地元からも強く要望されていた環境大臣との懇

談会が実現し、出席者の皆さんも地元の思いを直

接環境大臣にお伝えすることができ、貴重な機会

であったとおっしゃっていました。

　懇談の場は、地域の実情を国に伝える、大臣に

直接に伝える貴重な機会であり、今後も引き続き

開催していただきたいと思っています。

　環境大臣には、５月に開催予定の水俣病犠牲者

慰霊式に出席いただくとともに、ぜひ水俣にお越

しいただき、地元の意見を丁寧に聴く場を設けて

いただきたいと思っています。

　環境大臣の水俣訪問や大臣との懇談の場の設置

については、今年度も機会あるごとに、木村知

事、そして髙野議長から環境大臣に要望されてい

ると伺っておりますが、今後もあらゆる機会を通

じて国へ地元の思いを伝え、引き続き実現してい

ただきたいと思いますが、この点について知事の

考えをお尋ねいたします。

　そしてもう１点、今定例会に提案されている令

和８年度当初予算案の中には、水俣病問題への対

応についても予算計上されています。

　中でも、環境首都水俣・芦北地域創造事業につ

いては、平成24年から、環境負荷をなくしつつ、

経済発展する新しい形のまちづくりを目指して開

始をされました。先ほども申し上げましたとお

り、水俣病問題の解決には、水俣病で疲弊した地

域の再生と融和、そして地域の活性化と雇用の確

保の加速化が不可欠であります。

　環境首都水俣・芦北地域創造事業では、地域の

環境資源を生かした観光商品の開発、地域住民の

交流拠点の整備、環境関連産業の育成、生態系に

配慮した護岸整備など、様々な事業に取り組んで

いただきました。これまでの取組により、水俣、

芦北の地域づくりに大きく貢献してきたことは言

うまでもありません。

　国、環境省の補助が10分の８で、県や市町村の

地元負担が10分の２という手厚い財政措置により

実施されてきた環境首都水俣・芦北地域創造事業

の予算額を今後も確保していくことは、水俣・芦

北地域のこれからにとって極めて重要です。この

事業がなければ、水俣・芦北地域振興計画に掲げ

た取組も進みませんし、この予算が十分に確保で

きなければ、振興計画に掲げた事業は停滞をして

しまいます。

　県におかれては、このような状況を踏まえ、環

境首都水俣・芦北地域創造事業の十分な予算確保

を国に対して強く働きかけていただきたいと思い

ますが、この点についてどのようにお考えでしょ

うか。

　以上、知事にお尋ねいたします。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　荒川議員から、水俣・芦北地



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　第５号 （３月５日）

－ 102 －

域の振興について御質問いただきました。

　まず、環境大臣と水俣・芦北地域経済団体等と

の懇談会についてお答え申し上げます。

　経済団体等との懇談会につきましては、地元市

町からの要望と、先ほど議員からも御指摘いただ

きましたとおり、一昨年の令和６年６月定例会に

おける吉永議員の一般質問や県議会による国への

要望の後押しを受けまして、国と調整を重ねた結

果、昨年５月１日に、国と県との共催という形で

初めて実現に至りました。

　懇談会では、地元市町の首長、そして経済団体

の代表の皆様から、水俣・芦北地域の振興に向け

た思いと、交通網や施設の整備、産業振興への支

援など、具体的な意見や提案が述べられました。

当時の浅尾環境大臣は、その一つ一つに熱心に耳

を傾けられ、丁寧に御回答していただきました。

終始和やかな雰囲気の中で有意義な時間を過ごせ

たとの思いを私も持っております。

　また、懇談会でいただいた御意見を踏まえまし

て、本年４月からスタートする第八次水俣・芦北

地域振興計画の実施計画に具体的な施策を盛り込

み、各省連絡会議において、県から国に直接提案

するとともに、政策要望等を通じて、計画の推進

に必要な支援についても要望してまいります。

　経済団体等との懇談については、地元の皆様の

思いを直接環境大臣に伝え、地域課題や今後の展

望などを共有する大変貴重な場であると認識して

おり、今後も継続的に開催したいと考えておりま

す。そのため、今年１月に、髙野議長とともに石

原環境大臣と面会した際にも、懇談会の継続的な

開催について要望させていただき、大臣から前向

きな回答をいただいております。

　引き続き、来年度以降の継続的な開催に向け

て、国に働きかけてまいります。

　次に、環境首都水俣・芦北地域創造事業につい

てお答えいたします。

　この事業は、水俣・芦北地域における環境配慮

型の産業振興や公共空間などの整備による地域振

興及び地域経済の活性化を推進するものでござい

ます。水銀フリーや脱炭素の取組の着実な推進を

図りながら、地域住民の生活向上にも寄与する大

変重要な事業であり、議員御案内のとおり、国か

ら10分の８の財政支援を受けて実施しておりま

す。

　昨年の懇談会においても、地元首長から、引き

続き長期的な視点での支援に関する要望が出され

るなど、大変ニーズの高い事業でございます。

　これまで、不知火海の藻場再生や水俣駅前広場

周辺整備、また、各市町の公共施設のＬＥＤ化等

のハード事業に加え、低炭素型観光の推進等のソ

フト事業への支援を行ってまいりました。

　来年度は、芦北町体育施設などのＬＥＤ化、そ

れと地域の自然環境を生かした体験型コンテンツ

の造成などへの支援を予定しており、今定例会に

関連する予算を提案させていただいております。

　県としても、地元の皆様の思いをしっかり受け

止めて、水俣・芦北地域振興計画に掲げた施策の

実現に向けて、引き続き、十分な財政支援を継続

していただくよう、国に要望してまいります。

　以上です。

　　 〔荒川知章君登壇〕

○荒川知章君　昨年初めて開催された経済団体等

と環境大臣との懇談会の場は、有意義な時間であ�

ったとの答弁をいただきました。また、今年１月

には、懇談会の継続を髙野議長とともに石原大臣

に直接要望していただき、前向きな回答が得られ

たとのことで、大変心強く受け止めております。

　水俣病問題の真の解決とは、被害者の方々の救

済とともに、被害を受けた地域が誇りを取り戻

し、若い世代がこの地域に住み続けたい、新しい
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ことに挑戦したいと思える地域へと再生していく

ことにあると私は考えます。

　その意味でも、環境大臣との懇談の場は極めて

重要です。地元の経済団体や首長、関係者の方が

直接大臣に訴えかけるこの取組は、国の政策決定

を動かす、もしくは後押しする大きな力になりま

す。ぜひこの懇談会を継続的に開催し、単なる意

見交換にとどまらず、具体的な事業化や予算措

置、制度改善につながる実効性のある枠組みへと

発展させていただきたいと思います。

　また、環境首都水俣・芦北地域創造事業につい

ては、環境配慮型の産業振興や公共空間整備を通

じ、地域経済の活性化と住民生活の向上に寄与す

る極めて重要な事業であるとの認識を、改めて共

有することができたことを心強く思います。

　環境首都構想を掲げてきたこの地域が、脱炭素

や水銀フリーの先進地域として全国に発信してい

くためにも、予算の確保だけではなく、予算の拡

充と安定的な長期財源の担保が不可欠でありま

す。

　単年度要望にとどまらず、複数年を見据えた制

度の枠組みや予算規模の維持、拡充について、よ

り戦略的に国へ働きかけていただきたいと思いま

す。

　水俣・芦北地域は、環境先進モデルをつくる地

域であるという強いメッセージを、知事自らが先

頭に立って国に訴えていただくことを強くお願い

いたします。

　次に、第八次水俣・芦北地域振興計画に掲げた

取組の推進について質問をいたします。

　本定例会の髙木県議の代表質問においても、一

部議論されている部分もありますが、地元選出県

議としての日頃の思いも含めて質問をさせていた

だきます。

　昨年７月、令和８年度から令和12年度までの５

年間を計画期間とする第八次水俣・芦北地域振興

計画が策定されました。策定に至るまで、県で

は、地元市町の意見を丁寧に聴き、つくり上げて

こられました。これまで策定に関わってこられた

全ての皆様に心から感謝を申し上げます。

　今年３月末で、現在の第七次計画の計画期間が

終了いたします。第七次振興計画では、御立岬公

園や芦北マリンパーク、つなぎ温泉四季彩などの

整備が進み、また、水俣・芦北地域雇用創造協議

会において、地域資源のブランド化や販路開拓な

どの取組が進められてきました。

　そして、いよいよ４月から第八次計画がスター

トします。また、タイミングを同じくして、今年

は水俣病公式確認から70年の節目となります。

　今定例会冒頭の議案説明において知事は、水

俣・芦北地域の振興について、第八次水俣・芦北

地域振興計画に基づき、地元市町と一体となって

着実に取組を進めると述べられました。

　これまで、県では、昭和54年以降、七次にわた�

って振興計画を策定していただき、これまで47年

間、振興計画に基づくハード、ソフト両面から取

組を着実に進め、多くの取組が実を結んできまし

た。

　ただ一方で、ほかの地域に比べて、人口減少、

高齢化が著しく、また、所得水準も低く、観光入

り込み客数も少ないなど、水俣・芦北地域の振興

はまだまだ道半ばであり、これから第八次振興計

画に基づく取組が極めて重要となります。今後も

引き続き、地域経済の活性化、持続的な地域社会

の構築を実現し、水俣病の発生で疲弊した地域の

再生に取り組む必要があると考えます。

　水俣病公式確認から70年、そして第八次水俣・

芦北地域振興計画の計画期間がスタートするこの

時期に、第八次振興計画に込める思いと、計画期

間の開始に当たって、計画に掲げる取組の推進に
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向けた意気込みについて、企画振興部長にお尋ね

いたします。

　　 〔企画振興部長富永隼行君登壇〕

○企画振興部長(富永隼行君)　議員御紹介のとお

り、県では、昨年７月に、令和８年度から５年間

を計画期間とする第八次水俣・芦北地域振興計画

を策定しました。

　これまで取り組んできた第七次計画では、不知

火海を生かした地域の活力と魅力の向上を重点施

策として掲げ、ハード面では、御立岬のキャンプ

場整備や水俣市立総合体育館の空調整備等に取り

組んでまいりました。昨年10月には、つなぎ温泉

四季彩の宿泊施設がリニューアルオープンするな

ど、産業振興、交流促進の拠点となる施設の充実

が図られています。

　ソフト面では、水俣・芦北地域のファンを獲得

し、交流人口の拡大を図るため、タレントのさか

なクンに、みなまた・あしきたギョギョギョ大使

に就任いただき、水俣の海を題材としたアニメ、

ハコフグとみなまたの海の製作やさかなクンが地

域の魅力を紹介する動画の配信等を行いました。

また、水俣・芦北地域と福岡市で開催したアニメ

上映会やさかなクントークショーでは、計画期間

中に延べ6,600名に参加いただくなど、水俣・芦

北地域の魅力発信につながっています。

　さらに、水俣・芦北地域雇用創造協議会が中心

となって、和紅茶やマガキといった地域産品のブ

ランド化や販路拡大、地域内事業者の人材確保の

支援などに取り組み、地域を支える担い手の皆様

の力を原動力に、魅力ある資源を生かした地域産

業の活性化を推進しています。

　これまでの取組により、産業振興や観光振興、

交流人口の拡大に向けた基盤整備が進むととも

に、地域の魅力発信や資源の磨き上げが着実に進

展しており、ハード、ソフトの両面において成果

が現れてきています。

　この成果をさらなる振興につなげていくために

は、引き続き、県と地元市町で一体となって取組

を進めていく必要があります。

　来年度から新たに取り組む第八次計画では「地

域資源から活力を創出し、環境と共生しながら持

続していく地域づくり」を基本理念とし、重点施

策に「地域の活力の創出と誇りの継承」を掲げて

います。これまでの成果や自然環境、そして人材

を最大限に生かし、人口減少社会においても持続

可能な地域づくりを行うとともに、水俣病の歴史

と教訓を踏まえながら再生、発展してきた取組等

を地域の誇りとして次世代につないでまいりま

す。

　具体的には、第七次計画までに整備した御立岬

公園等をはじめとする地域振興拠点施設を活用

し、新たな体験、交流型の観光プログラムやスポ�

ーツ大会、合宿誘致等を展開し、交流人口の拡大

による地域の活力の創出に取り組みます。

　また、人口減少や高齢化に伴う第一次産業をは

じめとした地域産業を支える人材の不足に対して

は、水俣・芦北地域雇用創造協議会が中心となっ

て、多様な働き方につながる民間のサービスも活

用しながら、地域内外から幅広い人材を確保する

ための仕組みの構築を目指します。

　加えて、今年、水俣病公式確認から70年を迎え

るに当たり、企業や学校等の環境学習旅行の誘致

やさかなクンとのタイアップイベントの開催等を

通じて、水俣病の教訓や不知火海をはじめとする

水俣・芦北地域の魅力の全国に向けた発信にも、

さらに力を入れてまいります。

　引き続き、地元市町と緊密に連携し、地域の声

に寄り添いながら、共に水俣・芦北地域の振興を

進めてまいります。

　　 〔荒川知章君登壇〕
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○荒川知章君　第七次計画におけるハード、ソフ

ト両面の取組が着実に成果を上げ、第八次計画で

は「地域資源から活力を創出し、環境と共生しな

がら持続していく地域づくり」を基本理念に掲げ

てスタートされるとの明快な答弁を心強く受け止

めました。

　第八次計画の５年間は、これまで以上に真価が

問われる期間になると感じております。第八次計

画が、地域の誇りを未来へとつなぐ計画となるこ

とを強く期待しております。

　また、理念の共有にとどまらず、取組の成果を

一つ一つ積み上げ、県民に見える形で示していく

ことが重要であります。地元市町と緊密に連携

し、地域の声に寄り添いながら、水俣・芦北地域

にとって持続的な発展への礎となることを期待い

たします。

　次に、本県の農林水産業を取り巻く課題を踏ま

えた来年度の取組について質問いたします。

　本県の基幹産業である農林水産業について、知

事は、知事選のマニフェストの中で「熊本の豊か

な食文化を活かし、高付加価値化を進めること

で、稼げる農林水産業を実現」するとされていま

す。知事の任期も折り返しを迎え、後半２年間

で、県はどのような農業施策を展開していかれる

のでしょうか。

　本県の令和６年の農業産出額は4,116億円で全

国６位、34年ぶりに4,000億円を超える高水準と

なっています。本県の農業は、農産品の種類のバ

ランスもよく、品質もよい全国有数の産地であ

り、知事は常々、日本一のポテンシャルがあると

言われています。

　一方で、農業を取り巻く環境は、高止まりする

生産コストや頻発する気象災害、担い手の減少な

ど、多くの課題が山積をしています。

　一例として、農林業センサスという統計調査の

結果を見てみますと、本県の基幹的農業従事者

は、この５年間で、５万1,000人から３万9,000人

に、約１万2,000人も減少をしています。また、

野生鳥獣による農作物被害は、この１年で５億

3,000万円から６億8,000万円に、約１億4,000万

円増加しています。

　鳥獣被害対策については、地元農業者の悩みは

深刻であるため、私も、これまで、一般質問の機

会を通じて、広域での処理施設の建設などを度々

訴えさせていただきました。その後、芦北地域で

は、県、市町村、ＪＡなど、関係機関による協議

会を立ち上げていただき、有効な鳥獣被害対策に

ついて議論が進んでいると聞いております。

　また、水産業においては、特に漁船漁業は後継

者確保が難しいなど、将来を心配する声も聞かれ

ています。

　これからも稼げる農林水産業を実現していくた

めには、生産現場の課題に寄り添いながら、課題

の一つ一つを解決するための支援をさらに強化し

ていく必要があると思っています。

　そこで、県では、担い手の確保、鳥獣被害対策

などの課題をどう認識されているのか。その上

で、認識されている課題に適切に対応し、稼げる

農林畜水産業を実現していくために、来年度、県

ではどのような取組を進めていく方針なのでしょ

うか。今月末に御勇退される農林水産部長に、来

年度事業を実施していく後輩職員に託す思いも込

めて答弁をお願いいたします。

　　 〔農林水産部長中島豪君登壇〕

○農林水産部長(中島豪君)　本県の農林畜水産業

は、トマトやデコポン、ヒノキ、干しシイタケ、

マダイ、タチウオなど、多くの品目の主産県とし

て、我が国の農林畜水産業を牽引する重要な役割

を担うのみならず、食料安全保障の確保にも大き

く貢献しています。
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　一方、議員御指摘のとおり、担い手対策や鳥獣

被害対策など、今後の農林畜水産業の維持、発展

には多くの課題があることも認識しており、来年

度も、これらの課題に対応するための取組を進め

ていくこととしています。

　まず、担い手対策についてお答えします。

　県では、農林畜水産業の担い手確保、育成を食

のみやこ熊本県創造の要と位置づけ、親元就業を

はじめとした就業希望者に対して、相談窓口の設

置や就業体験、研修会の開催、就業に必要な資金

や資材の支援など、切れ目なく取り組んでまいり

ました。

　来年度は、これまでの取組に加え、農業分野で

は、構成員の高齢化が進む地域営農組織への支

援、果樹園を次世代に引き継ぐ芦北地域のリリー

フ園制度のような地域独自の取組へのサポートな

どを強化することとしています。また、林業分野

では、地域をリードし即戦力となる人材を育成す

るための林業大学校の機能拡充、水産分野では、

若手漁業者向けの水産研究センターにおける研修

の充実を図ることとしています。さらには、本県

の一次産業の将来を担う小学生を含めた若年層へ�

の就業啓発や農林水産関係高校との連携強化な

ど、担い手の確保、育成に向けた取組を加速して

まいります。

　野生鳥獣による農作物被害は、近年増加傾向で

あることに加え、令和６年度は八代・芦北地域で

ヒヨドリによる被害が急増するなど、要因も多様

化しており、その対策は喫緊の課題となっていま

す。

　これまでも、野生鳥獣が生息しにくい環境整備

などを地域ぐるみで行う「えづけＳＴＯＰ！」対

策を基本として、侵入防止柵の設置や捕獲、ジビ

エ利活用など、総合的な対策を推進しておりま

す。

　来年度は、これに加え、捕獲確認アプリなどＩ

ＣＴの活用促進や広域的な捕獲体制構築の検討、

捕獲従事者に対する技術向上研修会の開催など、

より効果的な取組を積極的に進めるとともに、捕

獲した鳥獣の活用や処理についても関係者と連携

して対応してまいります。

　今後とも、徹底した現場主義の下、担い手の確

保、育成や鳥獣被害対策などの課題を丁寧にお聞

きするとともに、課題解決への道筋をお示しし、

担い手の皆様が安心して生産活動に取り組める環

境づくりを続けていくことにより、本県の稼げる

農林畜水産業の実現につなげてまいります。

　　 〔荒川知章君登壇〕

○荒川知章君　本県の農林畜水産業は、知事も常�

々言われているとおり、日本一のポテンシャルと

伸び代があると私も思っています。それと同時

に、食料供給はもとより、地域経済や地域社会を

支える極めて重要な基幹産業です。

　一方で、多彩な農林畜水産業がバランスよく生

産される本県では、そのポテンシャルを生かし切

れないという状況にもあります。食のイメージが

ある県ランキングや食事がおいしい県ランキング

では、47都道府県中いずれも25位程度で、全ての

都道府県の中で真ん中辺りにあり、豊富な素材を

生かし切れていない課題があります。

　今後は、食のみやこ熊本県の創造に向けて、高

付加価値化と販路拡大の取組をしっかりと進め、

稼げる農林畜水産業の実現につなげていただきた

いと思っています。

　また、先ほど申し上げましたように、担い手の

減少や鳥獣被害の拡大など、生産現場では依然と

して厳しい状況が続いており、特に中山間地域で

は、農地を守ること自体が難しくなりつつあると

いう切実な声も聞かれます。

　県におかれては、木村知事が基本にされている



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　第５号 （３月５日）

－ 107 －

現場に課題があるという姿勢を徹底され、ぜひ現

場の声にこれまで以上に耳を傾ける現場主義を徹

底していただきながら、地域の実情に応じたきめ

細かな施策を進め、担い手の皆様が、将来に希望

を持って農林畜水産業に取り組む意欲の高まる環

境づくりを一層進めていただくことを期待いたし

ます。

　次に、学校給食費の負担軽減に伴う県の取組に

ついて質問をいたします。

　御承知のとおり、令和８年度から、全国の公立

小学校で学校給食の抜本的な負担軽減いわゆる給

食無償化が開始をされます。子育て世帯の経済的

負担軽減を目的に、所得制限なしで１人当たり月

額5,200円の基準額を国と県が２分の１ずつ負担

し、自治体に補助する仕組みです。

　これまでは、学校給食の負担軽減については、

自治体の取組によって差がありましたが、今後

は、全国の公立小学校において、一律に負担軽減

されることとなります。これは、子育て世帯への

経済的支援としても画期的なことであり、また、

地域の個性ある食育の充実に向けても、大きなア

クセルとなり得るものと思います。

　学校給食は、市町村が実施主体として進めてい

くものであり、そもそも細かい点は市町村ごとに

決定されています。県内では、給食で提供する米

や野菜に地元産の物を使用したり、オーガニック

野菜を取り入れたりする市町村も見られるなど、

地産地消や特色ある給食を積極的に行う市町村が

多くあります。

　このような取組は、地元のおいしい食材を四季

を通じて味わうことの尊さ、そして郷土愛を育む

ことにもつながり、学校現場での食育の機会とし

て、とても大切なことだと思います。

　県で調査された県内市町村の給食費は、現在、

１か月当たり4,300円から5,700円まで市町村ごと

に幅があります。

　そこで、この議論で大事になるのは、単に給食

費を無償化するのではなく、子供たちの成長のた

めに、よりよい給食を提供すること、そして、栄

養価の高いおいしい給食をいかに提供していくか

という本来の目的をしっかりと踏まえて進めるこ

とだと思っています。

　今回、国の補助基準額が１か月5,200円となり

ましたが、一方で、市町村がこれまでどおり創意

工夫をし、子供たちのために、よりよい給食、地

元産品で栄養価の高い特色あるおいしい給食を提

供し続けるために、仮に国の補助基準額より高い

月6,000円が必要となる場合にどうするのか。

　市町村によっては、特色ある給食を断念する自

治体、すなわち月5,200円で提供可能な給食を提

供する自治体があるかもしれません。または、

6,000円かけて、市町村の追加負担が生じても、

よりよい給食を提供すると考える市町村もあるか

もしれません。

　その際、今回、国の補助制度が導入されたこと

によって、結果的に、これまで提供していた給食

から質が落ちてしまうことになってはならないと

思っており、その点私は大変危惧をしておりま

す。

　私は、小学校、そして中学校のときも、給食の

時間がとても楽しみでした。毎日の給食がとても

おいしかった思い出しかありません。

　公立小学校における学校給食費の負担軽減にと

どまらず、中学校を含めた義務教育段階における

負担軽減の実現に向けても、今後、県として、国

への要望などを含めて、引き続き取り組んでいく

必要があるのではないでしょうか。

　そこで質問ですが、これまで学校給食の無償化

に向けて行ってきた国への要望などの取組の内容

についてお尋ねするとともに、今後、学校給食の
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質の確保や学校における食育の充実のために、県

としての支援をどのように進めていくのか、教育

長にお尋ねいたします。

　　 〔教育長越猪浩樹君登壇〕

○教育長(越猪浩樹君)　まず、国への要望等を含

むこれまでの県の取組についてお答えします。

　昨年12月、国は、子育て世帯への支援を強化す

る観点から、自治体の支援を通して保護者負担の

軽減を図ることを目的に、小学校段階での学校給

食費の負担軽減の方針を示しました。

　この国の方針について、県内市町村から、予算

の制約による給食の質の低下を危惧する声や中学

校にも早急に導入してほしいといった意見が出さ

れました。

　そこで、県教育委員会では、市町村の意見を取

りまとめ、本年１月27日、文部科学大臣に対し、

実態に即した基準額の設定、学校給食の質と量の

確保並びに地産地消など地域の特色ある取組を維

持するための交付金の充実、中学校についても速

やかに検討することなどを、知事との連名で直接

要望したところです。

　次に、学校給食の質の確保や食育の充実につい

てお答えします。

　議員御指摘のとおり、学校給食の質の確保や食

育の推進は、子供たちが健やかに成長するために

大変重要であると認識しています。

　そこで、県教育委員会としては、国の学校給食

費の負担軽減に伴い、来年度から、県内全域の給

食実施校を対象に、県独自で学校給食の栄養摂取

状況調査の実施を検討しています。その結果を分

析し、栄養教諭等への研修を充実させながら、給

食の質の確保に努めるとともに、県産食材を活用

した給食や食育教材の開発を行うなど、食育の充

実に向け、引き続き市町村を支援してまいりま

す。

　　 〔荒川知章君登壇〕

○荒川知章君　給食の質の確保に向けて、県独自

に栄養摂取状況調査を検討されているということ

は、大変意義のある取組だと思います。無償化が

目的化し、その結果として給食の質が事実上抑制

されてしまうような状況が生じてはいけません。

子供たちにとって給食は、単なるお昼御飯ではな

く、成長を支える栄養の源であり、郷土の味を知

る機会、そして何より毎日の学校生活の中の楽し

みでもあります。

　仮に、国の基準額5,200円という枠組みが、事

実上の上限のように受け止められ、市町村が創意

工夫や地産地消の取組を縮小せざるを得ないよう

な事態が生じるとすれば、それは本末転倒であり

ます。

　県が実施を検討されている栄養摂取状況調査は

重要ですが、調査にとどまらず、しっかりとその

後の状況をモニターしていただき、仮に質の低下

や格差の兆候が見られた場合には、県としてどの

ように補完し、支えていくのか、その具体的な支

援策の方向性も、今後明確にしていただきたいと

思います。

　無償化が、質の低下ではなく、質の向上につな

がる制度となるよう、県の主体的な関わりと継続

的な支援を強く要望いたします。

　次に、障害者支援施設で働く人材の確保につい

て質問をいたします。

　今定例会冒頭の議案説明の中で、知事は、熊本

で働く外国人材については、各種産業における人

材確保に向けた取組を支援すると述べられまし

た。

　私は、障害者支援施設を運営されている方か

ら、必要な介護人材の確保が難しい、どうにかな

らないだろうかという悩みの声をよくお聞きしま

す。
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　地元の県立芦北高校には福祉科がありますが、

定数30人に対して、３年生は14人と少なく、例年

このような状況が続いており、安定して介護人材

を輩出することが難しい状況にあります。

　そこで、施設では、現在、外国人技能実習生な

どを受け入れているのですが、このような実態

は、県内どの地域にでもあるのではないでしょう

か。

　その上で、今現場の喫緊の課題は、外国人材へ

の支援についてです。

　まず、技能実習生として日本に来て就業した方

の場合、就業期間３年、最長でも５年の間、一生

懸命頑張って技能を習得され、そして期間終了後

には習得した技能を本国に持ち帰り、本国で活躍

されます。

　また、特定技能介護の在留資格で日本に来て就

業された方も、通算５年で帰国となります。

　ただ一方で、日本が好きになった、育ててもら�

った日本で引き続き事業所に恩返しがしたいな

ど、在留期間終了後も日本で頑張りたいという方

がいるのも事実です。また、事業所経営者として

は、人手不足という実態があるため、引き続き残�

って戦力として活躍してほしいという切実な思い

もあります。

　しかしながら、技能実習生または特定技能とし

ての在留期間が終了するまでの間に、介護福祉士

国家資格の試験に合格しなければ、在留期間終了

後に引き続き日本で働くことができないという事

情を抱え、せっかく育成した介護人材を失ってし

まうことになります。

　また、介護福祉士の資格を取得すれば在留期間

の制限はなくなりますが、試験は日本語で行われ

るため、技能実習生にとっては、介護専門職とし

ての知識を高めること以前に、日本語能力を高め

る必要もあり、働きながら学びを深めるためには

相当の御苦労があるようです。

　高齢者支援のための外国人材の育成、確保につ

いては、資格取得に向けた学習支援や住居確保支

援など、国の施策に基づいた県の取組がありま

す。

　今定例会に提案されている来年度当初予算に

は、外国人介護人材住居借上支援事業が計上され

ています。介護人材の確保は喫緊の課題であり、

外国人材の重要性が一層高まっているとの課題認

識の下、国の地域医療介護総合確保基金を活用

し、外国人材を雇用する高齢者施設が借り上げる

住居の家賃を補助するというものです。

　高齢者施設には、このほかにも、この基金を財

源にして、外国人材の育成、確保に対する支援事

業が講じられていますが、障害者支援施設に対し

ては、現在、国の補助を財源にした基金がないた

めか、何の支援もなく、その支援の在り方に差が

あります。

　地域において、福祉、介護職員を必要とする福

祉サービスを、一定程度維持していくことは大変

重要であり、福祉、介護人材の育成、確保という

広い視点に立てば、それが高齢者のためであろう

と、障害者のためであろうと、その必要性は同じ

はずです。県単独での事業実施が難しいとして

も、障害者支援施設に従事する福祉、介護職員の

処遇改善や、さらには外国人材の確保に向けた支

援策も検討し、国に要望をするべきだと考えま

す。

　特に、外国人材の住居確保支援は、人口減少が

進む地方部においては、外国人材を確保し定着を

図っていく上では併せて考えていくべき大事なこ

とであると思います。

　郡部の地域においては、都市部よりも少子高齢

化が加速化している状況の中で、今後の福祉サー

ビスの維持は深刻な課題となっていますが、県は
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どのような認識でおられるのでしょうか。

　また、外国人材の確保に関して、そもそも障害

者支援施設と高齢者支援施設で取り巻く状況、課

題に違いがあったり、それぞれ今後の在り方に何

か違いがあったりするのでしょうか。

　障害者支援施設においても、高齢者施設と同様

に、外国人材に対する何らかの支援を実施できな

いものでしょうか。

　障害者支援施設における人材確保に向けて、県

の取組と今後の方向性について、健康福祉部長に

お尋ねいたします。

　　 〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕

○健康福祉部長(下山薫さん)　障害、介護分野に

かかわらず、これらの福祉サービスの維持に当た�

っては、人材の不足や他産業との賃金格差の解消

などが共通の課題としてあり、特に地方において

は、若者の都市部への流出も進み、本県でも一段

と厳しさを増していると認識しています。

　このような中、医療及び介護分野では、平成26

年度に創設された地域医療介護総合確保基金にお

いて、外国人材の確保、受入れ環境の整備等に向

けた取組を国がメニュー化しており、高齢者施設

の介護に直接携わる外国人材が増加してきまし

た。一方、障害分野においては、外国人材の確

保、受入れ環境の整備等に活用できる国の補助メ

ニューが一部しかないといった違いがあります。

　実態としては、障害分野においても外国人材に

対するニーズは高まっており、県内の障害者支援

施設を対象に調査した結果、令和８年２月１日現

在、63施設のうち19施設で合計80名の外国人の方

が雇用され、その数は職員全体の５％を占めてい

ます。

　これらの状況を踏まえ、昨年秋の政府要望にお

いて、介護分野と同様の補助制度の整備を要望し

たところであり、今後さらに現場の実情やニーズ

を把握し、障害分野における制度の充実を求めて

まいります。

　なお、本県の総合的な人材確保、定着に向けた

取組として、これまでも国の制度を活用し、職員

の賃上げ等の処遇改善に向けた支援や現場の負担

軽減、業務効率化につなげるためのＩＣＴ、ロボ�

ット導入支援などに取り組んでまいりました。

　昨年11月の定例会で議決いただいた国の経済対

策を受けた福祉職員等の賃上げに向けた事業で

は、令和７年12月から６か月間、職員１人当たり

月１万円相当を支援することとし、先月から申請

受付を開始したところです。

　あわせて、熊本県社会福祉協議会と連携し、施

設側と就業を希望される方とのマッチングを行う

無料職業紹介のほか、人材確保に向けた施設の優

れた取組の紹介も行っています。

　県としては、今後も障害者支援施設が安定的に

運営され、障害のある方が安心して住み慣れた地

域で暮らすことができるよう、人材確保に向けた

取組をはじめ様々な支援をしっかりと行ってまい

ります。

　　 〔荒川知章君登壇〕

○荒川知章君　障害分野、介護分野に共通する人

材不足の深刻さ、そして地方における状況の厳し

さについて、県として強い危機感を持っておられ

ることは理解をいたしました。

　高齢者支援施設では、基金を活用した住居支援

など具体的な支援メニューがある一方、障害者支

援施設では、同様の制度がなく、結果として現場

が自助努力に委ねられている現状があります。

　現場で働く職員の役割、そして支えられている

利用者の権限に高齢者か障害者かという違いはあ

りません。人材確保の必要性に差や違いがない以

上、支援制度の在り方にも差や違いがあってはな

らないのではないでしょうか。
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　国の制度の制約があることは私も承知の上で、

繰り返しになりますが、熊本で働く外国人材につ

いては、各種産業における人材確保に向けた取組

を支援するという知事の議案説明にもあったよう

に、県としても、制度創設を待つだけではなく、

障害者支援施設と高齢者支援施設に対する支援の

在り方の差や違いの部分を少しでも埋めるための

一歩踏み込んだ対応策の実行をお願いいたしま

す。

　次に、地域における移動交通手段の確保に向け

て質問をいたします。

　現在、本県のみならず、全国の大部分の市町村

において、人口減少が急速に進行しております。

特に中山間地域や沿岸部の地域では、若年層の流

出と少子高齢化が同時に進み、地域社会の担い手

不足が深刻化しています。

　総人口の減少に加え、生産年齢人口の減少は、

地域経済や医療、福祉、教育、さらには公共サー

ビスの維持そのものに大きな影響を及ぼしており

ます。これは、単なる数字の問題ではなく、地域

で暮らし続けられるかどうかという住民一人一人

の生活基盤に直結する課題であります。

　このような中、路線バスの運転手不足や利用者

の減少などで採算が取れず、バス路線の廃止や減

便につながり、日常生活を支える移動手段の確保

が町民の暮らしに直結する大きな課題となってい

ます。

　私の周りでも、自家用車の運転が難しくなった

高齢者を近所の住民が病院や買物へ送迎している

姿をよく目にします。地域の助け合い、共助によ

る移動支援に支えられている面もありますが、高

齢者のみの世帯が増える中で、地域公共交通は重

要なサービスであり、地域の住民が今後も引き続

き不自由なく生活していくためには欠かせないも

のとなります。

　一方で、今日においては、もはや路線バスのみ

で住民の移動手段を確保できるものではありませ

ん。路線バスやタクシーをはじめ、これからは幅

広く、例えばスクールバスやデイサービスなどの

福祉車両なども含めて、それぞれの持つ稼働可能

な時間の中で、空いている時間がないのか考えて

いくべきだと思っています。もし空いている時間

があれば、それぞれが持つ空いている時間を組み

合わせて、何か地域公共交通の新しいモデルとな

るものができないのかという視点でアイデア出し

をしていくことが重要です。

　先月、２月20日、県では、市町村や企業が所有

する医療、教育、福祉などの業務車両を住民の移

動手段として有効活用するため、県内７市村とと

もにプロジェクトチームを立ち上げられたと聞い

ています。今後の活発な議論を期待したいと思い

ます。

　また、芦北町では、既に「ふれあいツクールバ

ス」というものを実施しています。一つのバスを

小学校の登下校時はスクールバス、それ以外の時

間帯はコミュニティー交通として運行され、児童

生徒だけではなく、高齢者や車を所有していない

町民の方の移動手段としても有効活用されていま

す。昼間はＡＩオンデマンド交通、夜間は公共ラ

イドシェアの実証実験を行うなど、先進的な取組

も行っており、すごく便利になったと住民の方か

らも好評を得ています。

　そこで、今定例会には、予算案として新たにコ

ミュニティ交通活性化総合交付金事業２億4,000

万円が提案されていますが、県では、現在、各地

域、特に都市部を除く地域における住民の移動手

段の実態について、どのような認識を持ち、どの

ような課題があると考えられているのでしょう

か。その上で、その課題を解消するために、どの

ような対策を講じていくつもりなのでしょうか。
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　今回新たに予算計上されている事業を含め、具

体的にどのように進めていくお考えか、企画振興

部長にお尋ねいたします。

　　 〔企画振興部長富永隼行君登壇〕

○企画振興部長(富永隼行君)　人口減少の急速な

進行に加え、近年の運転手不足や物価高騰により

交通事業者の事業縮小、撤退が発生し、各地域で

はバス路線の減便、廃止が進むなど、移動手段の

確保が課題となっています。

　特に、都市部を除く地域では、交通事業者によ

るサービス供給が限られることから、交通空白の

発生やコミュニティー交通の利便性低下などが生

じています。さらに、公共施設や商業施設等の統

合、集約が進み、広域での移動需要が高まるな

ど、地域で暮らし続けられる前提となる移動手段

の確保がより一層重要な課題となっています。

　そこで、これらの課題に対応するため、現在策

定中の次期熊本県地域公共交通計画では、誰一人

取り残されず、行きたいときに行きたいところへ

行くことができる社会の実現を目指し、各地域に

おける目指すべきサービス水準の設定やコミュニ

ティー交通の利便性を高める取組を進めることと

しています。

　今後、各交通モードについて目指すサービス水

準を設定する過程への伴走支援を行うほか、広域

連携や他分野との連携など、地域課題の解決に向

けた優れた取組を進める市町村への重点的な支援

を行うコミュニティ交通活性化総合交付金の創設

を予定しており、今定例会に関連予算を提案して

います。

　また、議員御紹介のとおり、本年２月には、交

通部局に加えて、健康福祉、観光、教育部局が連

携して、地域の移動手段を確保、改善する取組を

進めることを目的とした地域輸送資源フル活用推

進プロジェクトチームを設置しました。

　このプロジェクトチームでは、福祉施設の送迎

車両やスクールバスなど、交通事業者以外が所有

する車両の空き時間を活用した取組などについ

て、実現可能性を議論するとともに、今後そのよ

うな取組を進める市町村への支援の在り方などに

ついても検討してまいります。

　さらに、限られた人材で多様化する移動ニーズ

に応えていくためには、コミュニティー交通の運

営の効率化を図る必要もあります。このため、Ａ

Ｉオンデマンドシステムなどのデジタル技術の活

用も視野に入れた地域の実情に応じた支援につい

ても検討してまいります。

　県としては、これらの取組を通じて、誰もが自

分の住みたい地域で暮らし続けられるよう、引き

続き全力で取り組んでまいります。

　　 〔荒川知章君登壇〕

○荒川知章君　地域公共交通を取り巻く現状は、

運転士不足や交通事業者の事業縮小などを背景

に、特に都市部以外の地域において交通空白が生

じていると言われており、まさに私たちが日頃か

ら地域で実感をしています。

　そのような中で、県において新たな交付金制度

を創設し、市町村の取組を重点的に支援していこ

うとされていること、また、部局横断のプロジェ

クトチームを設置し、医療、福祉、教育など、様�

々な分野と連携した検討を進めていくとの方針

は、大変重要な取組であると受け止めています。

　一方で、地域の移動手段の確保については、そ

れぞれの地域ごとに置かれている状況が大きく異

なります。路線バス、タクシー、スクールバス、

福祉車両など、既に地域に存在する様々な資源を

どのように組み合わせていくのか、まさに地域の

実情に応じた柔軟な発想と支援が求められると感

じています。

　執行部におかれては、先進的な取組も参考にし
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ながらも、熊本県から全国にモデル的な取組を発

信していくという意気込みを持って、各市町村が

それぞれの地域に合った交通モデルを構築できる

よう、引き続きしっかりと支援していただくこと

を期待いたします。

　最後に、津奈木町における廃棄物焼却施設の建

設計画について要望をいたします。

　現在、津奈木町において廃棄物焼却施設の建設

が計画をされています。この施設では、医療機関

や介護施設などから出されるおむつや注射器など

の焼却が主な目的と聞いております。

　建設に当たっては、大気汚染物質の排出や水質

の汚濁、大型運搬車両の通行など、生活環境や事

業活動への深刻な影響が懸念をされています。

　また、建設予定地周辺は、町の基幹産業である

かんきつ栽培や水稲栽培、環境または健康に配慮

した農業が盛んな地域であり、令和６年には、皇

居に献上する米、いわゆる献穀米を育てる水田に

選ばれた農地も含まれるとともに、日本最南端の

酒蔵、亀萬酒造で使用する酒米「山田錦」も生産

されています。

　地元住民は、このような状況を聞くにつれ、こ

れまでの平穏な生活環境が脅かされるのではない

かと大きな不安を抱え、この場所の選定は企業の

質を疑わざるを得ないという声も耳にしていま

す。

　昨年12月には、津奈木町議会から、髙野県議会

議長宛てに、地方自治法に基づく意見書が提出さ

れるとともに、先月24日には、津奈木町議会、区

長など住民の代表から、県及び県議会に対して切

実な要望が出されました。

　そこで、私からの要望です。

　施設の建設に対しては、設置事業者としてきめ

細かに丁寧な対応が求められると思っています。

　津奈木町における廃棄物焼却施設の建設計画に

ついて、住民の心配、不安の声に対して、事業者

から、その不安を払拭するような科学的根拠に基

づいた十分な説明がなされない限り、建設を許可

するべきではないと考えます。

　許可権者である県におかれましては、施設建設

の許可要件にもあるように、周辺環境に配慮され

ているかという点をいま一度しっかりと見極め、

賢明な判断をいただきますようお願いいたしま

す。

　以上をもちまして、私の質問及び要望は全て終

了いたしました。

　国際情勢もこの１週間で大変緊迫をしておりま

す。我が国の経済も物価高や先行きが見通せない

など厳しい状況にあります。

　こういった中において、私は、地方行政に携わ

る県議会議員として、しっかりと腰を据え、地域

の皆様が安全で安心した生活ができ、また、若者

が希望を持って生活できる地域の創出、そして県

政の発展に、これからも誠心誠意全力で取り組ん

でまいります。

　御清聴誠にありがとうございました。（拍手）

○議長(髙野洋介君)　この際、５分間休憩いたし

ます。

　　午前10時58分休憩

　　午前11時９分開議

○副議長(緒方勇二君)　休憩前に引き続き会議を

開きます。

　岩中伸司君。

　　 〔岩中伸司君登壇〕（拍手）

○岩中伸司君　新社会党の岩中です。これまでの

質問、代表質問３名の方、先ほどの一般質問もそ

うですが、すばらしい質問ばかりで、非常に私自

身、本当にああいう質問ができるのかなという心

配をしながら壇上に立たせていただきました。
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　最近のこの状況は、先ほども触れられましたけ

れども、非常に危ない世の中になっているなとい

うふうなことを思います。国内もそうですけれど

も、アメリカの動き、イスラエルと一緒にイラン

を爆撃してずっと続いて、中止かなと思ったらま

た輪をかけて、今朝のニュースでしたか、小学校

にそういう爆弾が落とされた。

　よく考えたら、戦争というのは、小学校だろう

が、私のような年寄りだろうが、何も関係なく攻

撃してくるのが戦争。だから、私は戦後生まれで

すよ。こうしても戦前じゃないです。戦後生まれ

ですけれども、戦前の状況は、いろいろな人に聞

いたりして、悲惨な状況がたくさんこの日本でも

あった。その後、絶対に戦争だけは起こしちゃな

らぬということで、今の憲法ができたんですね。

　ですから、特に私のようなちっちゃな党では力

になりませんが、熊本県議会は自民党の方々が圧

倒的多数ですね。そういう人たちに、ぜひこの憲

法を守って、一緒に平和な社会をつくっていくた

めに力を尽くしていただきたいな、このような思

いをしているところです。ぜひよろしくお願いし

ておきたいと思います。

　それでは、早速質問に移らせていただきます。

　まず１番目に、水俣病被害者救済についてお尋

ねをいたします。

　水俣病が公式に確認されてから、今年５月で70

年という節目を迎えます。この長い年月の間に、

多くの方々が健康を損ない、平穏な暮らしを奪わ

れました。私たちは、この歴史の重みを片時も忘

れることなく、残された課題の解決に向けて真摯

に向き合わなければなりません。そうした観点か

ら、知事に２点、環境生活部長に１点質問をさせ

ていただきます。

　まず第１点目は、現行制度の枠組みから漏れて

いる方々の救済についてです。

　前回の質問でも指摘したとおり、救済を待ち望

んでいる方々にとって、時間は決して十分にある

わけではありません。こうした中、昨年国会に提

出された水俣病救済新法案は、これまでの救済策

では対象とならなかった被害者や潜在的な被害者

も含めて、より幅広い救済を目指すものでした。

　この法案は、医学的知見に基づきながら、居住

地域や年代といった一律の壁を乗り越えようとす

る一つの明確な方向性を示すものであったと考え

ます。

　具体的には、国の責任において給付金などを支

給することや、メチル水銀の暴露地域や年代の拡

大、恒久的な救済措置の提供、そして住民健康調

査の実施と結果の丁寧な説明などが盛り込まれて

いました。

　残念ながら、衆議院の解散により廃案となりま

したが、そこに掲げられた全面救済や申請期間の

撤廃といった理念は、今もなお解決を待つ方々に

とって大きな希望となっていたはずです。

　廃案になったとはいえ、この新法案が示した救

済ルールの転換という方向性や理念について、知

事としてどのように受け止め、今後の県政や国へ

の要望にどう生かしていこうと考えておられるの

か、お伺いいたします。

　次に、第２点目として、認定患者への支援につ

いてお伺いいたします。

　環境省が、2026年度予算案において療養手当の

増額などを盛り込んだことは、本県が現場の声に

耳を傾け、国に対して粘り強く要望を重ねてきた

一つの大きな成果であると受け止めています。

　しかしながら、被害者の方々は著しく高齢化さ

れています。現在直面しているのは、金銭的な支

援の問題だけではありません。日々の暮らしを支

える介護や福祉、そして健康管理など、より生活

に密着した課題が深刻化しています。特に、水俣
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病特有の症状を抱えながら高齢期を過ごすことの

困難さは察するに余りあります。

　この節目を機に、県として金銭的支援にとどま

らず、高齢化する認定患者の皆様が直面する介

護、福祉の課題に対し、より踏み込んだ実効性の

ある生活支援策を打ち出すお考えはないでしょう

か。地域で安心して暮らせる体制をどう構築して

いくのか、知事の考えをお伺いいたします。

　次に、環境生活部長に１点お伺いいたします。

　水俣病問題の正しい理解と風化防止についてお

尋ねいたします。

　県が市町村職員向けに研修を実施してきたこと

は、行政サービスの質の向上において大変重要で

す。しかし、被害者の方々への偏見をなくし、こ

の問題を風化させないためには、周知の対象をさ

らに社会全体へと広げていく必要があります。

　そのための一つとして、県内の経済を支える企

業に対し、社員研修などの機会に、水俣病問題を

積極的に取り入れるよう促すべきではないかと考

えます。企業がこの歴史を正しく学び、人権意識

を高めることは、社会全体の理解を深める大きな

一歩になるはずです。これに対する具体的な方策

はあるのでしょうか。

　また、被害の実態を最もよく知る熊本県とし

て、県内外の若い世代や大都市圏に対し、ＳＮＳ

などのデジタル媒体も活用しながら、水俣病は決

して過去のものではなく、現在進行形の課題であ

るという認識を広めていくための戦略をどう描い

ているのでしょうか。環境生活部長にお聞きいた

します。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　岩中議員から、水俣病被害者

救済についてお尋ねいただきました。

　まず、廃案となった法案への受け止めと今後の

県政や国への要望への生かし方についてお答え申

し上げます。

　昨年６月に国会に提出された法案が、衆議院解

散に伴い廃案になったことは承知しております。

法案は、国会で議論されるべきものであり、成立

に至らなかった法案について、県としての所見を

お答えすることは差し控えさせていただきます。

　一方で、これまで県では、離島加算や療養手当

の増額について、何度も国に要望し、実現に結び

つけてきました。

　今後も、これまでの水俣病の歴史を踏まえなが

ら、丁寧、着実な認定審査の実施や患者被害者と

御家族の方々の安全、安心な暮らしの確保、偏

見、差別の解消、地域振興や再生、融和などに国

と連携して取り組んでまいります。

　次に、認定患者の方々への支援についてお答え

申し上げます。

　県では、高齢化が進み、御心配な思いを抱き抱

えながら日々暮らしておられる患者、御家族の皆

様の下、県の担当職員ができるだけ出向いて、顔

の見える関係性を築いてまいりました。

　私自身も、慰霊式の前には、胎児性・小児性の

患者や支援者の方々と面会し、直接お話を聞かせ

ていただいております。

　このような中で、遠方の医療機関への通院を必

要とされる方々が増えている実情を踏まえ、その

ための移動支援を来年度から実施したいと考えて

おります。

　これまでも、皆様からの御要望を踏まえ、福祉

サービスの充実やグループホームの整備などに取

り組んでまいりました。

　引き続き、皆様のお声を丁寧にお聴きしなが

ら、住み慣れた地域で安心して暮らしていただけ

るよう、国や関係市町、地元関係者の方々と連携

し、きめ細かな支援に取り組んでまいります。

　　 〔環境生活部長清田克弘君登壇〕
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○環境生活部長(清田克弘君)　水俣病問題の正し

い理解と風化防止についてお答えします。

　まず、県内企業に対する啓発促進については、

水俣病の教訓を次世代に継承し、同じ過ちを二度

と繰り返さないためにも、民間企業の社員教育等

で水俣病問題を取り上げていただくことは大変重

要であると考えております。

　昨年、民間企業や県内市町村が、水俣病に関す

る誤った情報を発信したことを受け、県として

も、本年１月に市町村職員を対象とする現地研修

を初めて実施し、水俣病語り部の方による講話や

水俣病資料館、ＪＮＣ水俣製造所の見学等を通

じ、水俣病の教訓の継承と職員の意識向上に取り

組んだところです。

　来年度からは、県内民間企業も対象とする新た

な研修を開始することとしており、多くの企業等

において水俣病の教訓を人材育成に生かしていた

だけるよう取り組んでまいります。

　また、県内外の若い世代や大都市圏への情報発

信については、水俣病原点の地とされる百間排水

口に関し、メチル水銀を含む工場排水が流されて

いた当時の様子を、ＶＲ技術も活用したＣＧ映像

として再現し、動画で配信するなど、デジタル技

術を活用した県内外への情報発信にも努めていま

す。

　来年度は、公式確認70年を契機とするシンポジ

ウムをライブ配信するなど、ＳＮＳを含む様々な

広報ツールの活用も検討しています。

　県としては、様々な媒体や手法を活用しなが

ら、引き続き、水俣病の教訓や経験を広く国内外

に発信してまいります。

　　 〔岩中伸司君登壇〕

○岩中伸司君　前向きな答弁をありがとうござい

ます。

　知事の答弁では、先ほど、離島加算や療養手当

の増額について、これまでずっと国に要望しなが

ら実現に結びつけてきた、これまでの経過も成果

が上がっているというふうに思います。今後も、

さらにいろんな取組を強めていくという答弁がご

ざいまして、ありがたいことだな、さらにそれを

もっと強化していただきたい、そのように思いま

す。

　来年度から民間企業も対象にする新たな研修を

開始すると部長の答弁もございました。

　水俣病問題は、現在も大変重要な課題を持った

ものですので、ぜひ執行部としても、今後も全力

で取り組みながら、本当に暮らしやすいまちをつ

くっていただきたい、このように思います。

　それでは、次の２番目の川辺川ダム建設問題に

ついてお尋ねをいたします。

　川辺川ダム建設計画は、2008年に当時の蒲島知

事が白紙撤回を表明しましたが、2020年の水害を

受けて、国に対して、穴空きの流水型ダムとして

建設を要望しました。通常は水をためず、豪雨時

にのみ水量を調整するという形式です。

　国は、川辺川ダム建設の方向性を示し、事業が

進められようとしています。しかし、近年の豪雨

災害の特徴は、従来の想定とは大きく異なってい

ます。

　特に、線状降水帯による集中豪雨は、降雨地点

が局地的で、ダム周辺に雨が降らなければ治水効

果が十分に発揮されないとの指摘があります。

　また、線状降水帯は発生予測が難しく、ダム操

作の判断が遅れれば、期待される治水効果が得ら

れない可能性も指摘されています。

　つまり、ダム建設の前提となっていた広域的で

予測可能な豪雨という気象条件そのものが、既に

現実と乖離しつつあります。

　川辺川を守る県民の会の集会に山形よりズーム

参加の現地の人から、穴空きダムの事例報告があ
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りました。

　山形県の最上小国川の穴空きダムは、2020年に

運用が開始され、高さが33メートルという川辺川

ダムの３分の１ぐらいで、河床勾配は72分の１で

すと。それで上流で護岸が崩れることがあります�

が、200年前のカルデラが崩壊して流れてきま

す。洪水になると、ダムはダム湖をつくります

が、そのダム湖より上流側では泥が一切たまって

なくて、砂しかたまっていない状況です。それが

ダム湖に入ると、細かい砂はダムに入ったところ

でとどまります。一方で、ダムの底を流れた泥

は、洪水になったときは上流から流れてきてダム

湖の流域にたまります。それから水は引いていき

ますが、泥はたまり、下流には運ばれていかない

ということが実証されました。ダム湖の上流と下

流にいろいろ影響を与え、汚すということが明ら

かになりました。これが100メートルもあるよう

な大きな川辺川ダムでは、河床勾配が110分の１

という極めて緩いところになると、川底の環境が

劇的に変化すると思います。川辺川ダムは絶対に

造るべきではないと思っていますと、山形から流

水ダムの現状を報告されています。

　一方で、森林整備、田んぼダム、遊水地、河道

掘削など、いわゆる緑の流域治水は、降雨地点が

偏っても分散的に効果を発揮し、操作の遅れとい�

ったリスクもありません。国費も多く投入されて

おり、県としても積極的に進めています。

　しかし、現行の治水計画はダムありきで構成さ

れており、ダムが十分に機能しない可能性がある

にもかかわらず、計画全体の再検証が行われてい

ないという問題があります。

　そこで、木村知事に３点伺います。

　１点目です。

　線状降水帯など予測困難な豪雨が主流となる

中、川辺川ダムが十分な治水効果を発揮できない

可能性について、どのように評価しているのでし�

ょうか。

　２点目ですが、ダム操作の遅れや降雨地点の偏

りなど、ダム特有のリスクが顕在化している現状

を踏まえ、ダム建設の前提条件が崩れているので

はないでしょうか。県として再検証を国に求める

考えはあるのでしょうか。

　そして、３点目ですが、緑の流域治水は、国費

も多く投入され、分散型で現状の豪雨に適した対

策であると思います。ダム建設を前提とせず、緑

の流域治水を中心としたダムによらない治水を再

度選択肢として検討し、ダム建設の中止を国に求

める考えはないのでしょうか。

　以上、木村知事にお尋ねいたします。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　岩中議員から御質問いただき

ました。ちょっと丁寧にお答え申し上げ、多少長

くなりますが、お許しください。

　まず、ダムの治水効果についてお答え申し上げ

ます。

　球磨川流域は、約８割の面積を森林が占めてお

り、山地に降った雨が、すり鉢状の人吉・球磨盆

地に集まり、盆地中央部を東西に流れる川辺川と

合流する地形となっています。また、人吉水位観

測所から上流の河川の長さ及び流域面積では、川

辺川と球磨川でほぼ同程度となっています。

　令和２年７月豪雨をはじめ、これまでの球磨川

流域に被害をもたらした洪水では、人吉市上流の

合流点において、川辺川と球磨川の水位がほぼ同

時にピークに達し、人口が密集している人吉市を

はじめ、中流域、下流域の広範囲で甚大な被害が

発生しております。

　このことから、球磨川流域では、川辺川の水を

一時的にため、流量がピークになる時間をずら

す、そして流量を減らす対策が有効とされていま
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す。

　新たな流水型ダムは、川辺川流域の約470平方

キロメートルに降った雨を一時的にためることが

できます。この470平方キロメートルという面積

は、球磨川流域全体約1,880平方キロメートルの2�

5％程度を占め、阿蘇外輪山の約380平方キロメー

トルよりも広大でございます。

　新たな流水型ダムの洪水調節によって、令和２

年７月豪雨のような大雨の際に、ダム下流から河

口までの全域にわたり、ピーク時の水位をおおむ

ね１メートルから３メートル低下させることがで

きます。

　新たな流水型ダムの洪水調節が治水効果を発揮

することは、球磨川水系学識者懇談会において、

専門的な観点から確認されており、球磨川流域の

氾濫リスク、被害を軽減すると、私は考えており

ます。

　次に、ダム建設の前提条件についてお答え申し

上げます。

　令和２年７月豪雨では、球磨川流域の各地点に

おいて、観測史上最大の降雨量、最高の水位が確

認され、流域を中心に大きな被害をもたらしまし

た。

　そのため、まず、国や流域市町村とともに、被

害の状況、観測雨量、河川の観測水位、氾濫の形

態、初動対応などについて、科学的、客観的な検

証を行いました。

　その後、球磨川水系河川整備基本方針が、令和

２年７月豪雨をはじめとする球磨川流域で過去に

発生した複数の降水パターンや、将来の気候変動

の影響による水害の激甚化、頻発化を踏まえたも

のへと見直しをされました。

　この基本方針に沿って、新たな流水型ダムを含

む球磨川水系河川整備計画が、令和４年８月に策

定されました。

　計画策定に際しては、パブリックコメントや公

聴会でいただいた御意見を反映し、学識者懇談会

において、専門的観点から科学的、客観的に確認

を行っております。

　また、この新たな流水型ダムは、その構造や操

作方法に関して、様々な科学的、技術的検討が進

められています。

　例えば、１つ目には、ダム地点の放流量を毎秒

200トンまで抑えることで、遊水地などの他の施

設による洪水調節と合わせて、人吉地点のピーク

流量を河道への配分流量である毎秒4,000トン以

下にし、洪水被害の防止、軽減を図ることができ

ます。

　また、２つ目には、河床部放流設備、いわゆる

穴空きダムの穴ですね。その穴の底面、底の面の

高さの設定に当たっては、下流河川の早瀬の高さ

と同等の高さに設定して、水深を確保いたしま

す。これによって土砂環境の連続性や生物の移動

経路を確保することができます。

　３つ目に、水をためた後、濃い濁りが極力発生

しないよう、下流の安全性を確保しながら、ため

た水を速やかに放流し、ダム上流の石や砂を流す

ダム操作を検討しており、これにより、次の大雨

に備えることも可能となります。

　以上のことなどから、新たな流水型ダムは、命

を守るとともに、環境に極限まで配慮し、清流を

守るための様々な工夫が凝らされていると考えら

れ、事業の再検証を国に求める考えはございませ

ん。

　最後になりますが、令和２年７月豪雨災害のよ

うな被害を二度と繰り返さないためにも、今後

も、河川整備計画に基づき、国や流域市町村と一

体となって、流域全体の総合力で、新たな流水型

ダムを含む緑の流域治水を着実に推進してまいり

ます。
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　そのため、これまでと同様のお答えにはなりま

すが、議員から御質問いただきましたので、改め

てお答え申し上げますと、令和２年７月豪雨災害

のような被害を二度と繰り返さないためにも、新

たな流水型ダムの建設中止を求める考えはござい

ません。

　　 〔岩中伸司君登壇〕

○岩中伸司君　答弁をいただきました、

　流水型ダムを歓迎をする方向で、これを中止す

ることは求めないという、今知事の決意ですが、

そうだろうなと思いながら、はい、分かりました

とはちょっと私も言いにくいところがあります。

　ちょっと前段で話をしたとおり、この川辺川ダ

ムが本当に必要なのかという原点に戻って、先ほ

ど山形の例も出したんですが、流水型ダムも全国

あちらこちらにできてますが、成果になっている

ところもあるんですけれども、それがやっぱり緑

の流水にはなってないというふうなところも山形

のような例が報告されてますので、私は、多額の

5,000億、6,000億と言ったかな、かなりそういう

かけて造る必要はなくて、もっとやっぱり河川改

修等々を進めながら、そういう災害を招かないよ

うな、そういう地域をつくっていくことが大事。

　特に、この令和２年の人吉の災害は、この前の

質問のときも言ったんですが、やっぱり支流山田

川で起きたやつで、本流ではちょっとない。その

本流が水が上がったのは１時間後というふうなこ

とで報告を聞いてますので、そういうことで、ダ

ムについては、知事とはちょっと違う考え方でこ

れからも行きますが、よろしくひとつお願いして

おきたいと思います。

　続きまして、阿蘇くまもと空港へのアクセス鉄

道についてお尋ねをいたします。

　空港へのアクセス鉄道計画は、バスやタクシー

など道路交通への依存を軽減し、利便性を向上さ

せることが主な発端であり、県では、空港アクセ

ス改善のための調査を1997年から実施してきまし

た。

　2005年から2007年まで、ＪＲ豊肥線からの延伸

案を中心に、熊本市電延伸等々が検討されました

が、2008年に、採算性が困難であるとして、一時

的に計画が凍結をされました。

　10年後の2018年に、改めて概略調査で航空機利

用者の増加など環境変化があり、再検討案とし

て、豊肥本線延伸、熊本駅からのモノレール、熊

本市電延伸、この３つの案が検討され、豊肥本線

延伸が最も効果的かつ早期に実現できる可能性が

高いと判断され、現在に至っています。

　一方では、空港アクセス道の改善が積極的に進

められています。県道熊本高森線の４車線化が益

城町まで進むことで、熊本市内から熊本空港への

アクセスは多様化することになります。課題とな�

っている第２空港線、県道熊本益城大津線の渋滞

緩和にもつながりそうです。さらに、第２空港線

の南側で並行する県道熊本高森線の４車線化が完

了すれば、熊本市から空港へ向かう際の新たな道

路にもなります。さらに国道443号は、現在菊陽

町周辺で４車線化も進められています。

　県は、2023年９月の議会答弁で、空港アクセス

改善は、私が提案してきた大空港構想を実現する

ために必要な取組であると。空港アクセス鉄道な

くして熊本の発展なしとの意気込みを持って国や

ＪＲ九州との協議を進め、早期実現に向けて全力

で取り組んでいくと、県としては空港アクセス鉄

道建設には積極的な方針であることを明らかにし

ています。

　この方針は現在も変わりなく推進していくよう

で、2026年度当初予算では、阿蘇くまもと空港ア

クセス鉄道整備の推進として４億5,000万円が計

上されています。
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　昨年９月議会で、私の質問に対して、空港アク�

セス鉄道の整備費用は約670億円との答弁があ

り、高額に驚きました。

　空港アクセス鉄道整備推進に向けて、県が主体

となる第三セクターを組織し、鉄道の設備の所有

や管理を担うようですが、どのような第三セクタ�

ーの組織形態になるのでしょうか。県とＪＲ九州

は、上下分離方式で運営していくようですが、乗

車料金等はどのように配分されていくのか、企画

振興部長に伺います。

　　 〔企画振興部長富永隼行君登壇〕

○企画振興部長(富永隼行君)　空港アクセス鉄道

整備に向けた第三セクターの設立についてお答え

します。

　空港アクセス鉄道は、空港へのアクセス改善に

よる空港機能の強化と空港周辺地域の活性化、さ

らには半導体関連産業集積地における企業活動の

円滑化に不可欠なインフラとして整備を進めてい

ます。

　昨年10月には、空港アクセス鉄道の運行形態を

上下分離方式とすることでＪＲ九州と合意し、Ｊ

Ｒ九州は、第二種鉄道事業者として既存の路線と

の一体的な運行と運賃徴収を担い、県が中心とな�

って設立する第三セクターは、第三種鉄道事業者

として鉄道施設の整備と維持管理を担うこととな

ります。

　令和８年度は、鉄道事業許可の取得を目指し、

詳細設計を着実に進めるとともに、整備主体であ

る第三セクターを株式会社として設立することと

しています。

　この第三セクターの運営に当たっては、整備し

た鉄道施設を、運行主体であるＪＲ九州に貸し付

け、使用料を徴収するとともに、ＪＲ九州の既存

路線で生じる増益額から総事業費の３分の１を上

限として負担金を受け取り、整備財源等に充当す

ることとなります。

　県としては、ビジネスや観光、スポーツ、文化

活動等、あらゆる場面において世界に開かれた活

力ある熊本を目指し、その実現に欠かすことので

きない空港アクセス鉄道の整備に向けた取組を着

実に進めてまいります。

　　 〔岩中伸司君登壇〕

○岩中伸司君　企画振興部長の答弁は、積極的に

このアクセス鉄道を進めていくという決意表明の

ような答弁がございました。

　この空港アクセス鉄道については、これまでも

私も何回も質問をしたんですけれども、１つ、直

接は関係ないんですが、空港ライナーの問題で、

代表質問で自民党を代表して髙木議員が質問され

ました。空港ライナーについては、熊日新聞にも

載ってましたけれども、今年の夏から有料になる

方向が示されているようです。

　このアクセス鉄道を造るために、空港ライナー

が2011年の10月１日よりスタートしたんですが、

無料運行ですよね。試験運行という期間で、ずっ

と2017年の春まで空港ライナーが運行されまし

た。私は、試験運行が済んだなら、これは有料の

──ちょうど肥後大津から空港まで７キロはある

わけですからこれを無料で、しかし、その後も正

式な運行になってからも無料でずっと運行され

て、２日前の髙木議員の代表質問で、ばしっと抑

えて有料になるというふうなこと、夏ぐらいから

有料にしていくというふうな動きでした。

　私は、この空港ライナーの客をずっと増やして

いけば、この鉄道を敷くという、600億を超える

事業費がかかる、この事業がスムーズに行くんだ

というふうなやっぱり見方があったのではないか

というふうに、私の想像どおりで進んできている

んですね。

　ですから、もう今に至っては、この鉄道を造っ
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ていかなければならないというふうな動きになっ

ているようですけれども、ぜひ、これも先ほど知

事とはちょっと意見が違うということで、部長の

答弁とも、はい、分かりましたということにはな

かなかならないということを付け加えておきたい

と思います。

　ぜひ地域の方々が安心して暮らせるように、便

利な世の中になるようによろしくお願いしておき

たいと思います。

　それでは、４つ目の有明医療センターの支援に

ついてお尋ねをいたします。

　玉名・荒尾地域の二次医療圏の要である有明医

療センターの経営状況を踏まえた今後の支援の在

り方について質問をいたします。

　老朽化が著しかった荒尾市民病院の後に、最新

の機能を備えた有明医療センターとして2023年10

月オープンしました。しかし、オープン当初か

ら、その経営状況は極めて深刻な事態に陥ってい

ます。

　旧病院時代、現場スタッフの献身的な努力によ

り、2022年度までは14期連続で黒字を維持してき

ました。しかし、開院した2023年度は約８億円の

経常赤字に転じ、実質的なフル稼働初年度となる

2024年度は、24億円もの巨額な経常赤字を計上す

る見通しとなっています。

　この赤字は、放漫経営の結果ではありません。

70年以上経過した旧施設から、最新鋭の高度医療

機関へと脱皮するために避けて通れなかった構造

的な重荷が要因です。新病院建設に伴う減価償却

費の急増、物価上昇、さらには建物に係る消費税

の一括償却、これらが一気に押し寄せ、かつての

優良な経営基盤を根底から揺さぶっているので

す。

　現在、病院側は診療報酬の充実や収益確保に努

め、現行体制での早期黒字化を目指す経営改善実

行計画を、市町村課の協力を得ながら策定中と伺�

っています。

　しかし、現場では医師や看護職員の確保が極め

て困難な状況にあります。どんなに立派な器をつ

くっても、そこで働く医療従事者がいなければ、

高度な医療機能は宝の持ち腐れとなります。人手

不足によって病床稼働率が上がらず、それがさら

なる収支悪化を招くという負の連鎖を断ち切るに

は、荒尾市単独の努力だけでは限界があります。

　そこで、地域の医療提供体制を守るため、健康

福祉部長に、以下２点について伺います。

　収益改善のためには、医師、看護職員の確保が

不可欠です。県として、医師、看護職員不足につ

いて、どのような支援がいただけますか。また、

財政的な支援として、どのような支援が期待でき

ますか。御答弁をよろしくお願いします。

　　 〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕

○健康福祉部長(下山薫さん)　まず、医師及び看

護職員確保のための支援についてお答えします。

　有明医療センターは、荒尾・玉名地域におい

て、救急医療、災害医療、周産期医療等の拠点と

して大変重要な機能を担っていると認識していま

す。

　県では、こうした地域医療を支える医療機関の

機能が維持できるよう、医師や看護職員の確保に

向けた支援に取り組んでいます。

　具体的には、熊本大学医学部に設置した、いわ

ゆる地域枠で養成した医師などを、医師が不足す

る地域に派遣しています。

　この取組により、有明医療センターにおいて

は、令和３年度からの５年間で６名の医師を確保

することができています。

　看護職員については、学生を対象に、看護師等

修学資金貸与制度を実施し、就学を支援していま

す。この５年間で貸与を受けた学生のうち７名が
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有明医療センターに就業しています。

　このほか、専門職としてのキャリア形成を支援

するため、より専門性の高い認定看護師や特定行

為看護師の育成に取り組み、看護職員の資質向上

や定着支援を図っています。

　次に、財政的な支援についてお答えします。

　近年、物価高騰や人件費の増加などを背景に、

有明医療センターをはじめ地域の医療機関を取り

巻く経営環境は一段と厳しさを増しています。

　このため、国は、令和８年度診療報酬改定にお

いて、引上げの方針を決定いたしました。

　また、これに先立ち、国においては、財政的な

支援として、賃上げや物価高騰への対応に必要な

経費に加え、地域住民の安全、安心に直結する救

急医療に係る経費について、病院に対し直接給付

することとされています。

　県でも、同様に、医療機関における職員の処遇

改善や業務効率化などの取組を支援しています。

　加えて、県独自で、地域における周産期医療の

中核病院である有明医療センターを中心とした新

たな連携体制の支援にも取り組んでいます。

　特に荒尾市では、分娩数の減少や人材不足等に

より、産科クリニックが分娩の取扱いを継続する

ことが難しい状況でした。これに対応して、地域

の分娩機能の維持を図るため、地域のクリニック

と連携し、有明医療センターに分娩を集約する、

いわゆるオープンシステムを導入する経費を助成

しています。

　今後、持続可能な医療提供体制を構築していく

ためには、医療関係者、行政、県民の皆様が一体

となってビジョンを共有し、それぞれが主体的に

取組を進めていくことが何より重要であると考え

ています。

　県としては、地域医療を支える医療機関として

の機能が確実に発揮できるよう、有明医療センタ�

ーにおける人材確保及び経営改善に向けた取組

を、熊本大学病院や地域医療に携わる関係機関と

連携して、しっかりと支援してまいります。

　　 〔岩中伸司君登壇〕

○岩中伸司君　答弁ありがとうございました。

　県として、支援を具体的に進めてきたと、今部

長から答弁がございました。

　県として、医師、看護職員の確保に向けて、支

援を具体的に取り組んできた、有明医療センター

には、令和３年度から５年間で６名の医師を確保

することができていると、さらに、看護職員につ

いては、５年間で７名が就業していると、具体的

な支援の成果が答弁されました。

　財政的な支援についても、国の支援や、県とし

ても同様に、医療機関における職員の処遇改善や

業務効率化等の取組を支援しているということ

で、ぜひとも、この有明医療センターに対する御

支援、アドバイスをよろしくお願いしておきたい

というふうに思います。

　昨日、私は、荒尾・玉名地域の有明地域保健医

療推進協議会の会議があったので、それに出席を

させていただきましたけれども、その中で、こう

いった有明医療センターだけでなくて、医療をめ

ぐる問題が、今地域のほうでは──都会ではない

ようですけれども、ここで言われたのが、昨日の

会議の中で、玉名郡市代表の先生から医療の現状

について話されたのは、これまで、玉名郡市で６

つの医院が閉院をしたと。今後も予想で12ぐらい

の医院が閉院をする可能性があると、減っていく

可能性があるというのが、この協議会の会議の中

でおっしゃられまして、隣に座っていらっしゃっ

た荒尾市の医師会長さんからも、荒尾でも、10年

後には今の病院の半分ぐらいになるのではないか

と、こういう話もされました。医師の高齢化、人

手不足、人口減少、地方では厳しい医療の現状が
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あることを、改めて私は認識をさせられたところ

です。

　県としても、可能な限りこういうことに対して

も目を配らせながら、御支援のほどよろしくお願

いをしていきたい、このように考えます。

　それでは、５つ目の本県農業の持続可能性と食

料安全保障の強化についてお尋ねをいたします。

　現在、我が国の食料自給率はカロリーベースで

38％と低迷を続けています。国際情勢の不安定化

や資材価格の高騰は、食料安全保障が単なる概念

ではなく、国民の生存に関わる喫緊の課題である

ことを浮き彫りにしました。

　本県は、全国６位の農業産出額を誇る圧倒的な

農業県であり、日本の台所を支えています。しか

し、御存じのとおり、気候変動や担い手不足、さ

らには産業構造の変化という荒波に直面をしてい

ます。大げさではなく、本県の農業を守り抜くこ

とは、日本の食を守り抜くことと同義であるとも

言えると思います。

　そこで、３点農林水産部長にお聞きいたしま

す。

　まずは、地球温暖化に伴う農業への影響とその

対策についてです。

　私の地元の荒尾市でも、特産である新高梨の栽

培において、記録的な猛暑によるみつ症の発生や

冬場の高温による発芽不良など、深刻な被害が出

ています。丹精込めて育てた果実が商品にならな

い現実を前に、将来への希望を失い、廃業を選択

する農家の方も少なくありません。

　特に、果樹においては、一度失われたならば、

再度復活させるまで膨大な年月を要します。

　県として、これら温暖化の影響を受ける品目に

対し、どのように対策を進めておられるのか、伺

います。

　次に、ＴＳＭＣの進出等に伴う農地の減少等へ

の対応について伺います。

　半導体関連企業の集積は、本県経済に千載一遇

のチャンスをもたらす一方で、周辺地域では優良

農地の転用が進み、農業基盤の縮小が懸念されて

います。また、地価や人件費の高騰は、農業経営

を圧迫する要因にもなり得ます。

　産業の活性化と農業の持続性は、決して二者択

一ではありません。失われる農地を補塡するため

の基盤整備の加速や工業と農業が共生できる仕組

みづくりが不可欠です。

　県は、この歴史的な転換期において、農地の減

少をどう防ぎ、農業をどう維持していくお考えな

のか、伺います。

　最後に、担い手の確保、育成について伺いま

す。

　農業の最大の課題は、人です。高齢化により耕

作放棄地が増加する中、意欲ある新規就農者の確

保は待ったなしの状況です。

　本県は、これまでも新規就農支援に注力してき

ましたが、今後どう取り組んでいくのか、お尋ね

をいたします。

　　 〔農林水産部長中島豪君登壇〕

○農林水産部長(中島豪君)　まず、地球温暖化に

伴う農業への影響とその対策についてお答えしま

す。

　令和６年の夏は、熊本地点の８月の平均気温が

観測史上初めて30度を上回るなど、記録的な高温

となり、水稲の白未熟粒やかんきつの日焼け果の

発生、酪農における乳量の減少など、農畜産物の

生産量や品質に大きな影響が発生したため、生産

現場や農業団体からは対策を求める声が多く寄せ

られました。

　そこで、県では、農業団体と連携してプロジェ

クトチームを立ち上げ、令和７年３月までに、品

目ごとの短期的な対策から中長期的な対策、各種
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支援制度などを取りまとめるとともに、ホームペ�

ージでの公表や各地域の講習会等による周知徹底

に取り組んでまいりました。

　昨年の夏も猛暑となりましたが、各品目での遮

光や適期定植などの対策技術の実践により、かん

きつの日焼け果の減少やイチゴの年内収量確保な

ど、一定の成果も確認されました。

　一方で、梨「新高」のみつ症など、一部の品目

ではいまだに影響が生じていることを踏まえ、今

後も引き続き、新たな技術情報や現地試験等で得

られた成果を速やかに農業者に提供していくとと

もに、水分管理の徹底や品種転換、遮光資材の導

入など、地域の実情に応じた総合的な対策を進め

てまいります。

　次に、ＴＳＭＣの進出等による農地の減少への

対応についてお答えします。

　農地が減少している菊池地域では、多くの農業

者から代替農地を求める声が寄せられるなど、農

地の確保が喫緊の課題となっております。

　これまで県では、代替農地を希望される農家へ

の農地を紹介するマッチングを進めるために、農

業者へのニーズ調査結果を基に、2,300筆に及ぶ

代替農地の候補地を把握するとともに、くまもと

水土里ＧＩＳを活用したデータベース化に取り組

んでまいりました。

　この結果、菊池地域では、昨年10月時点で、農

家同士のマッチングを含め、約94ヘクタールの代

替農地が確保されるなど、営農継続につながって

おります。

　今後も、新たな開発による農地の減少が想定さ

れることから、これまでの取組の継続はもとよ

り、マッチングの加速化に向けた簡易整備の支援

や、新たな代替農地の確保として旧大津牧場跡地

における県営モデル事業を推進するなど、市町や

関係機関と一体となって営農継続に向けた取組を

進めてまいります。

　最後に、担い手の確保、育成についてお答えし

ます。

　これまで県では、稼げる農業の実現に向け、担

い手の確保、育成を最重要課題と捉え、様々な取

組を講じてまいりました。

　今年度は、親元就農をはじめとする新規就農者

の確保、育成を強化するために、新たに設置しま

した熊本県農業経営・就農支援センターにおいて

相談窓口のワンストップ化を図るとともに、きめ

細やかな就農支援策である新しい熊本農業のリー

ダーズ共創事業を展開し、若年層の就農啓発か

ら、相談対応、研修、就農定着、経営発展、継承

に至る切れ目のない支援の充実を図ってきたとこ

ろでございます。

　来年度は、小学生をはじめとした就農啓発や若

年層の農業教育の充実、構成員の高齢化が進む地

域営農組織への支援強化など、担い手の確保、育

成にさらに取組を加速してまいります。

　今後とも、このような取組をしっかりと進める

ことにより、本県農業を持続的に発展させ、ひい

ては我が国の食料安全保障の確保に貢献してまい

ります。

　　 〔岩中伸司君登壇〕

○岩中伸司君　御答弁ありがとうございました。

　農業問題についても、この農業県熊本にとって

一番大事なことだろうというふうに思います。地

球温暖化が進んでいる中で、大変な農家の方々の

苦労が分かります。

　私も農業をかなりもう一番の宝にしていますの

で、木村知事も現場主義ですけれども、本当に現

場に行って農作業をやれば、どういう状況か、昨

年の暑さの中では、種をまいても芽が出ない、そ

ういう状況がずっと続いたんです。農家の方々

は、非常に大変な生活だったんじゃないかなとい
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うふうな一面で心配をしているところです。これ

からも、県として積極的な農家に対する支援をお

願いしていきたいというふうに思います。

　私も大変緊張して質問をして、皆さん方には迷

惑ばっかりかけたんじゃないかというふうに思い

ます。今日で41回目の質問になるんですけれど

も、だんだん駄目になっていってますね。年は取�

ってますが、気持ちは皆さんより若いです。もう

絶対若さ、気持ちを持って、健康でやっぱり頑張

らないと政治活動もできないのではないかな。

　これからも積極的にこの熊本県を支え、県民の

皆さん方の暮らしを守っていく。私はもう高齢に

なってますけれども、一緒になって、この熊本県

を支え、木村知事を中心に頑張っていかなければ

ならないというふうに思います。

　本当に御清聴ありがとうございました。（拍�

手）

○副議長(緒方勇二君)　昼食のため、午後１時10

分まで休憩いたします。

午後０時５分休憩　　

　　午後１時９分開議

○議長(髙野洋介君)　休憩前に引き続き会議を開

きます。

　亀田英雄君。

　　 〔亀田英雄君登壇〕（拍手）

○亀田英雄君　皆さん、こんにちは。八代市・郡

区選出・無所属の亀田でございます。本日は、最

強開運日ということでありますし、先輩方を見習�

って、幸せの黄色いネクタイをつけてきました。

そして、先ほどは幸せの黄色い缶バッジをいただ

きましたので、頑張って標準語でなるだけしゃべ

りたいと思いますので、眠い時間ですが、どうぞ

よろしくお付き合いください。

　早いもので、今回、一般質問５回目の登壇とな

ります。先月の14日、坂本町におきまして、令和

２年７月豪雨災害で被災した坂本橋と坂本橋まで

の国道219号の完成式、住民サービスの拠点とな

る坂本支所、八代消防署坂本分署、町内最後とな

る災害公営住宅、球磨川坂本地区河川防災ステー

ションの完成式が執り行われました。

　式典には、金子国土交通大臣、木村知事、髙野

議長をはじめとする多くの皆様にお運びいただき

ました。オープニングで八竜小学校の全生徒18名

による元気でかわいい合唱が披露され、和やかに

始まり、とてもよい雰囲気の式典となりました。

　多くの時間とお金を投じていただき、たくさん

の人にお世話になり、大きな節目を迎えることが

できました。ちょうどバレンタインデーというこ

とで、とてもすてきなプレゼントをいただいたよ

うな気分でありました。

　あの絶望の日々から５年８か月が過ぎ、人口は

減り、商店はなくなり、国による宅地かさ上げ工

事は現在進行形ということで、町の風景は大きく

変わりましたが、それでも、引き続き住民に寄り

添い支援していくと、壇上から知事よりかけられ

た温かい力強い言葉は大変ありがたいものであり

ました。地元に住む者の一人として感謝とお礼を

申し上げます。

　地元マスコミにも大きく取り上げられ、復興事

業が大きく進捗しましたが、道の駅があと１年

半、肥薩線の復旧、県のかさ上げ工事もまだこれ

からとなります。引き続き、豪雨災害の被災地に

目を向けていただきますよう、よろしくお願いを

いたします。

　まず最初に、人口減少時代の認識とこれからの

取組、対策について伺います。

　日本で、熊本で急速に進む人口減少は、今や静

かなる有事と呼ばれているようです。人口減少時

代という言葉もありますし、目に見えにくいもの
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ですが、人口減少が著しい周辺部、山間地の過疎

地では、暮らしを支える経済や社会機能に多大な

影響が既に発生しているので、そう遠くない時期

にいろんな場面で向き合うようになる様々な課題

が発生してくると思っています。

　これまでも、人口減少対策については、地方創

生とセットで多くの議員から質問が行われてきま

したが、抽象的な答弁が多かったように思ってい

ます。地方創生の取組は、当時の安倍政権が始め

た総合対策で、東京一極集中の是正、若い世代が

希望を持てる社会づくりに取り組まれたものです

が、芳しい成果は人口統計を見ても現れていない

ようです。

　首相が交代すると、スローガンや重点施策が変

わり、中途半端な印象で、政策効果の検証も不十

分だと、マスコミの指摘もあります。高市首相

は、昨年の11月に、子供、子育て政策を含む人口

減少対策を総合的に推進するために、内閣に自ら

を本部長とする人口戦略本部の設置を閣議決定さ

れました。

　このように、これまで人口減少対策は、国の主

導で国の施策によって行われてきましたが、人口

が減っても、暮らしや社会機能を維持するための

具体策は、その地域の実情に精通した地方自治体

が、生活に密着した施策を、そこの地域に合った

やり方で、自分事として具現化していくほうがよ

り効果的ではないかと思っています。

　もちろん、地方自治体の様々な施策は、住民の

誰もが幸せに安定した生活が送れるように、社会

福祉の提供が行われるものですが、それでも人口

減少が進展していく地域社会の中で、人口ができ

るだけ減少しないようにという、はっきりと意識

した観点からの具体的な施策が必要ではないで

しょうか。

　コロナ禍を経て、オンライン技術も進展、仕事

の勤務体制も多様化し、地方の豊かな自然の中で

暮らしながら、オンラインで業務を行うことも可

能になってきていて、リタイアした世代が豊かな

第二の人生を過ごすのは、都会ではなくてもよい

ように思われます。

　その選択肢となるためには、人口が減っても、

そこに住み続けられるように、過疎の地域でも持

続可能で、暮らしや社会機能を維持するための生

活に密着した対策が必要であると考えます。

　人が少なくなってきたことで、土地の管理、山

林の管理、家屋の管理などについても、大小様々

な課題が発生していますが、この点についても、

何らかの考え方の整理、行政の支援なども必要な

事例が発生しています。

　これからの人口が減少していく社会、特に課題

が大きな過疎地域についてどのように考え、どの

ような考え方の下、取り組まれ、対策されていく

のか、企画振興部長に伺います。

　　 〔企画振興部長富永隼行君登壇〕

○企画振興部長(富永隼行君)　人口減少は、これ

からの日本が直面する最大の課題であり、特に著

しい生産年齢人口の減少という事態を正面から受

け止めた上で、社会を機能させ、活力を維持する

適応策を講じる必要があると考えています。

　本県においても、人口減少により、消費市場の

規模縮小、各種産業における担い手不足や技術、

技能の継承、さらには地域文化や地域コミュニテ�

ィーの維持、存続など、様々な面で支障が出るお

それがあり、早急に課題解決や活性化に向けた対

策を進める必要があります。

　特に過疎地域においては、地域住民の高齢化と

人口流出に伴い、集落機能が低下し、多くの課題

が顕在化しています。

　一方で、過疎地域は、豊かな自然や歴史、文化

に恵まれており、県土の保全や食料供給、水資源



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　第５号 （３月５日）

－ 127 －

の涵養など、県民全体の安全、安心な生活を支え

る重要な多面的、公益的機能も有しています。

　県では、このような過疎地域の特徴を踏まえ

た、過疎地域の持続的発展に向けた対策の大綱と

して、昨年12月に、令和８年度から５年間を対象

期間とする新たな熊本県過疎地域持続的発展方針

を定めました。また、今月中に、その実施計画で

ある熊本県過疎地域持続的発展計画を策定するこ

ととしています。

　発展方針では、過疎地域に暮らす住民が誇りと

自信、愛着を持てるよう、持続可能な地域づくり

を目指すことを基本方針とし、人材の確保、育

成、持続可能な地域経済活動の実現、安全、安心

な暮らしの確保の３つの視点で過疎地域の持続的

発展に向けた振興策を展開することとしていま

す。

　１つ目の柱である「人材の確保、育成」につい

ては、地域で不足する人材を外から呼び込むた

め、移住、定住、地域交流の促進を中心に取組を

進めることが重要と考えています。

　例えば、移住、定住の促進を図るために、東

京、大阪、福岡、熊本に、移住、定住及びＵＩＪ

ターン就職に関する窓口を設置し、熊本での暮ら

しや仕事に関する相談に応じる体制を整えていま

す。また、移住希望者が市町村の担当者と直接面

談できるよう、移住相談会を開催しています。

　２つ目の柱である「持続可能な地域経済活動の

実現」については、多様な人材を呼び込み、地域

課題の解決や新たな地域の活力となる人材を確保

することが重要であると考えています。

　例えば、八代市の坂本地区では、県外から移住

した方が地域おこし協力隊として活動されてお

り、特産品の販路拡大等に取り組まれています。

　地域おこし協力隊の制度は、現在、県及び39市

町村で活用されており、西日本一となる約300名

の隊員が県内各地で活動しています。

　県では、着任された隊員の方々が、地域の中で

円滑に活動を行い、退任後も地域に定着して引き

続き活躍してもらえるよう、協力隊の初任者に対

する研修、退任後の起業に向けた研修、隊員同士

の人的ネットワークを広げてもらうための支援な

どを行っています。

　３つ目の柱である「安全・安心なくらしの確

保」は、子育て環境や医療体制、地域交通の確保

など多岐にわたり、様々な取組を進めていく必要

があります。

　その中で、議員から御紹介のあった家屋の課題

に対する取組の一例としては、移住される方を想

定した空き家の活用に取り組んでいます。

　具体的には、移住者が空き家を改修する際の支

援として、市町村が行う移住者向けの施策に対す

る補助制度や、空き家バンクプラットフォームで

市町村の空き家情報を集約して情報発信するな

ど、市町村と連携して受入れ体制の充実に向けた

取組を進めているところです。

　人口減少が進む中でも、持続可能な地域社会を

維持していくため、引き続き、市町村と協力し

て、一人でも多くの方に、熊本県そして過疎地域

で暮らす選択をしてもらえればと考えておりまし

て、そのようにしっかりと取組を進めてまいりま

す。

　　 〔亀田英雄君登壇〕

○亀田英雄君　著しい生産年齢人口の減少を正面

から受け止め、熊本県過疎地域持続的発展方針を

定め、人口減少が進む中でも地域社会を維持して

いくため、市町村と協力し、一人でも多く過疎地

でも暮らす選択をしてもらえるように取り組む

と、力強く結んでいただきました。

　また、知事の施政方針では、困難に直面してい

る県民の皆様に寄り添い、その思いに応えること
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ができるように全力で取り組む、特に若い世代を

中心とした人材の育成が重要だと、人口減少問題

に言及されました。策定されました方針にのっと

り、様々な施策を展開しながら、その効果を発揮

し、熊本ならではの人口減少対策をしっかりお願

いいたします。

　行政の持続可能性が危ぶまれる小規模市町村も

あります。様々な議論が必要ですし、将来を見越

した人口動態は、あらゆる施策の基盤ですので、

しっかり注視する必要があります。

　令和６年10月１日現在の熊本県の人口動態を見

ますと、何と県45市町村のうちの半数、23の自治

体において出生数は50名以下なんです。一桁の自

治体が４つあります。ゆゆしき事態に直面してい

ると思っています。

　周辺過疎地域では、これまでの様々な活動がで

きなくなってきています。人口が減少することを

前提に、それでも地域社会に人が住み続けること

ができるような、地域おこしならぬ、いかに地域

を存続させていくのか、地域残しという考え方

も、これから必要になってくるのではないかと考

えています。

　今回私がこの質問に至りましたのは、肥薩線の

球磨川第一橋梁が見える地区にお邪魔したときの

話です。

　話があるということで御案内をいただきました

ので、何でしょうかと話をしました。そしたら─

─ここから先は、ちょっと八代弁が交じっとです

けれども、あんたに話があるということで伺った

んですが、あそこにある木を切ってくれと言われ

ました。で、切ればいいんじゃないですかと言っ

たんですけれども、あなたに頼みたい、もう私で

はできないと。あなたに頼めば費用が要る、そし

て持ち主が分からなくなったので頼めないかな

と、自分たちは、撮り鉄のために、撮り鉄が来る

ので──そこが撮り鉄のビューポイントだったら

しいんです。撮り鉄のために、地域を挙げて持ち

主の分からない木の枝を打っていたらしいんです

けれども、もうそのこともできなくなると。人口

が減って撮り鉄も来なくなるよね、寂しいねとい

うような話を伺って、何とも寂しい気持ちになっ

たということから、この質問に至りました。

　初日の城下議員の代表質問にもありましたが、

所有者不明の土地、建物の問題は深刻です。先ほ

ど部長からありましたように、空き家対策もしっ

かり進めていただきたいというふうに思います。

　また、買物難民対策も大事です。私の地元で

も、移動販売の車が週１回巡回してくれますの

で、大変助かっていますが、様々な課題も抱えて

います。

　また、冒頭申しました坂本支所周辺の整備がで

きて、皆さん喜んでいらっしゃいますが、今度は

この近くで買物ができるようになったらいいねと

聞きます。

　福岡県八女市星野村では、行政の支援により、

地域共創型店舗と銘打ったコンビニが開店してい

ます。他の自治体でも、行政の働きかけにより、

過疎地にコンビニが出店する例が相次いでいま

す。

　このような事例もありますので、持続可能な地

域社会を維持していくための取組をしっかり進め

ていただきますように重ねてお願いをいたしまし

て、この項を終わります。

　次に、子供を育てる環境の充実について質問し

ます。

　最初に、こどもまんなか熊本政策推進の現状と

課題について伺います。

　冒頭の話でも申しましたが、坂本町で行われた

豪雨災害後のインフラ復旧の式典では、地元小学

校の生徒がオープニングを飾ってくれ、とても和
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やかな中に開式されました。大きな声で自分が書

いた字を紹介したり、坂本に対する思いを述べた

り、校歌を一生懸命歌う姿はとてもほほ笑まし

く、まさに地域の宝です。

　こんな場面一つ取っても、子供たちの存在はと

てもありがたいものです。大切にしてあげたいと

改めて思いましたし、子供が少なくなっている時

代の中でも、子供や若者が輝き、いつも笑顔で幸

せを感じる社会でなくてはなりません。

　熊本県では、子供たちの利益を最優先に考え、

こどもまんなか熊本の実現を県政の最重要課題の

一つに位置づけ、こどもまんなか熊本・実現計画

を策定され、全国に先駆けて、こどもまんなか熊

本を実現するための計画を県民に提示されまし

た。

　この計画では、全ての子供、若者が幸せに暮ら

し、成長できることを大切にし、そして、そのた

めにも、それを支える家庭、子供、若者、子育て

当事者に関わる方を支援することが重要であると

されています。

　また、知事の思いを表すことができた計画とい

うことで、全庁一丸となって計画を遂行する環境

を整えているとされ、共にこどもまんなか熊本を

実現していきましょうと呼びかけられています。

　この計画に基づき、オール熊本で計画を進め、

今後の予定として、関係者の意見を伺いながら、

毎年取組の見直しを行ってまいると結ばれていま

す。

　熊本の子供たちを大切に育て、支援していくた

めの計画が、どのように進んでいるのか、初年度

の総括と現状の課題、これからの取組の進め方、

考え方について、健康福祉部長に伺います。

　　 〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕

○健康福祉部長(下山薫さん)　こどもまんなか熊

本の実現に向けては、令和７年３月に策定したこ

どもまんなか熊本・実現計画に沿って、全庁を挙

げて取組を進めています。

　計画の初年度に当たり、まず、知事をトップと

する全庁横断の「こどもまんなか熊本」推進本部

を立ち上げ、各部局が連携して施策に取り組むた

めの推進体制を整備いたしました。

　その上で、県内企業、団体においても、主体的

に取り組んでいただけるよう、意見交換を重ねて

います。さらに、計画策定の段階から実施してき

た子供、若者、子育て当事者、その方々を支える

関係者からの意見聴取を継続し、それぞれの立場

から率直な生の声をお聴きしています。

　このように進めてきた中で、来年度から早急に

着手すべき取組の方向性が見えてまいりました。

　まず、結婚、子育てなどの将来に不安があって

積極的になれないといった若者の意見等を踏ま

え、子供、若者に自分の将来を主体的に考える機

会を提供する新たなライフデザイン支援にチャレ

ンジしたいと考えています。

　また、県内企業、団体との意見交換を通して、

従業員の仕事と子育ての両立をいかにサポートす

るか苦心されている実態が明らかになりました。

　そこで、多様な働き方を推進する民間企業への

支援を拡充して労働環境の改善を図るとともに、

より安心して働き続けられる職場環境づくりを宣

言する「よかボス」の普及啓発も強化し、職場風

土、意識の改革を推進してまいります。

　さらに、こどもまんなか熊本の取組を、年代、

性別を問わず、より広く県全体に浸透させるた

め、子供・子育てサイトの構築による情報発信の

強化と一層の機運醸成を図っていきたいと考えて

います。

　これら推進本部において協議した施策は、関連

予算を今定例会に提案するとともに、毎年度見直

すこととしている計画の具体施策編において、令
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和８年度の改訂として盛り込みたいと考えていま

す。

　今後も、県民の御意見を広く、そして丁寧にお

聴きしながら、市町村や企業、団体等とも連携の

上、子供、若者や子育て家庭の希望をかなえる支

援をオール熊本で進めてまいります。

　　 〔亀田英雄君登壇〕

○亀田英雄君　この計画は、知事肝煎りの政策で

もありますし、県民とともに未来を創るという知

事の思いが籠もった計画とされています。これか

らの社会を担ってくれる子供たちが、幸せに人生

を送ることができるということは、私たち大人の

最大の責任だと考えます。

　一朝一夕に結果が出る話ではありませんし、答

えが簡単に見つかるものでもありませんが、地に

足をつけて、しっかりした取組が望まれます。ま

だこれからの取組でありますので、なお一層の奮

闘をお願いいたします。

　次に、子供会の現状と課題、これからの取組に

ついてお尋ねします。

　子供会の活動を頑張っている方から、現在の子

供会の在り方について深刻な相談をいただきまし

た。全国的な人口減少により、様々な地域の組織

自体が縮小される中、少子化により子供会の存在

自体が危ぶまれています。

　子供会は、地域の子供たちの健全な育成を目標

とし、遊びや様々な活動を企画、実現する重要な

担い手として位置づけられているとのことです

が、あくまで任意の団体であり、その存在、運営

は様々で、都市部と地方部、それぞれ存続に対す

る課題を抱えています。

　所在する地域によって、行政の支援体制の格

差、事務局機能の格差、財政支援などの格差もあ

り、様々な課題に直面しているようです。子供た

ちを取り巻く環境も変わってきており、子供を育

てる、見守る子供会の在り方を、いま一度見直す

機会が必要ではないでしょうか。

　子供たちに対する社会教育の定着と啓発を図る

動きについて、どのようにすればよいのかと考え

ます。

　子供を育てる環境をどのようにしてつくってい

くのか。地域の自主性を尊重、重んじることは重

要ですが、格差を生じさせないための一定の支援

を含めた行政のてこ入れ、応援は必要ではないで

しょうか。

　こどもまんなか政策を推進する中で、子供会の

位置づけ、実現するための体制の考え方、子供会

について、今後どのような取組を展開されていく

のか。現状認識と課題、これからの取組について

教育長に伺います。

　　 〔教育長越猪浩樹君登壇〕

○教育長(越猪浩樹君)　子供会は、地域を基盤と

した主に小中高校生が集まり、指導者や保護者の

支援の下、遊びや様々な体験活動を通じて、健全

な成長を促す団体です。

　現在、県内には523の子供会があり、32の子ど

も会連合会が組織され、約１万7,000人が登録さ

れています。

　具体的な活動については、季節の行事や地域の

祭りを体験、継承する社会的活動や地域の清掃活

動などの奉仕的活動、体力向上と協調性などを養

うスポーツ、レクリエーション活動などを行うこ

とで、子供たちの健やかな成長と地域づくりに大

きく貢献しています。

　しかしながら、議員御指摘のとおり、子供数の

減少、保護者の共働き世帯の増加に伴う地域にお

ける人と人との関係性の希薄化などを背景とし

て、年々加入者数が減少し、解散する子供会も増

えています。

　県教育委員会では、子供たちの健全育成、異な
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る年齢の子供同士が集える居場所づくりの拠点と

なる子供会は、大切な団体であると認識してお

り、財政的支援や事務局運営の支援を行うこと

で、県内各子供会活動を支援しています。

　また、県子ども会連合会と連携し、昨年11月に

熊本市で開催された全国子ども会育成中央会議・

研究大会において、家庭教育支援の分科会を担当

し、子供会における家庭教育支援の役割や今後の

在り方など、子ども会連合会の活性化に向けた協

議を行ったところです。

　引き続き、未来を担う子供たちを地域全体で健

やかに育むため、子供会活動の好事例の紹介や子

供会の意義等を広く周知するなど、県子ども会連

合会等と連携し、子供会活動をしっかりと支援し

てまいります。

　　 〔亀田英雄君登壇〕

○亀田英雄君　教育長に御答弁いただきました。

　私が子供の時代、といっても、もう50年前にな

りますが、子供会の大会とか、公民館に集まっ

て、いろんな行事に参加していた記憶がありま

す。キャンプに行って、飯ごうで御飯を炊いた

り、キャンプファイヤーをやったり、ゲームをし

たりなど、楽しく懐かしい思い出もたくさんあり

ます。

　当然のように、そのような活動をしていたもの

ですが、現代社会ではやり方も工夫しなければな

りません。それでも、地域の担い手としてはもち

ろん、社会性を養う教育の在り方は、子供の成長

の過程においてとても重要なものです。

　頑張って子供会を続け、熱い気持ちを持ち続

け、地域の伝統を守り、子供を見守っていただく

方がいらっしゃいます。大切な団体と認識される

のであれば、そんな現場の声も大事にしながら、

どのように進めるべきものか、いま一度しっかり

御検討いただきたいと思います。

　また、こどもまんなか政策を推進する中で、子

供会の位置づけなどについても伺ったんですが、

教育長の答弁ではうかがい知ることはできません

でした。

　この質問を通じて感じたことですが、こどもま

んなかの取組は始まったばかりで仕方のない部分

はあるかもしれませんが、知事の熱量、思いに対

して、それを具現化しようとする現場の担当者の

熱いものを感じることができませんでした。もう

少し具体的な方向性であったり、具体的な政策を

聞けると期待していただけに残念です。あえて苦

言を呈したいと思います。

　小中高生の自殺が統計以降最多となり、こども

家庭庁は支援を模索しています。そんな大変な時

代の中で、熊本の子供や若者、子育て世代が笑顔

にあふれ、幸せになることは、私たちの願いで

す。どうかいま一度気合を入れていただき、そし

て、全国に先駆けて、こどもまんなかの取組を進

め、所期の目的を達成されますようにお願いいた

しまして、この項を終わります。

　次に、第３項目め、八代市二見地区産業廃棄物

処分場について質問します。

　八代市二見地区の産業廃棄物最終処分場建設に

ついては、当該地区では以前から当処分場の設置

について反対運動が行われてきた経緯がありま

す。私が市議会在任中も地元の議員が何回となく

質問を行われましたので、皆さんの不安の声は知�

っていたのですが、これまで集会に参加する機会

に恵まれませんでしたので、地元の熱量をはかり

かねていました。

　今回、議会開会日の17日に、熊本県が審査の一

環で実施する地域住民への意見聴取に向けて、二

見地区を挙げての処分場建設反対のための住民集

会が開催され、御案内をいただきましたので出か

けてきましたが、マスコミ報道でもありましたよ�
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うに、100名を超える地区の皆さんの参加があ

り、驚きました。

　開会の代表挨拶では、郷土に対する気持ち、処

分場建設への不安、地元に住む者ならではの話が

ありましたし、来場された住民の方からは、それ

ぞれの立場、なりわいからの切なる気持ちを伺

い、圧倒されました。

　髙野議長は、公平な立場として出席されてお

り、議長宛てに処分場建設に反対する1,300名余

の方の署名が渡されました。住民の意思は、明確

に反対とあります。

　その理由として、１つ目に、当該地区には現在

上水道の設置はなく、将来の予定もない、ライフ

ラインとして最も重要な生活用水は地下水に頼っ

ている、農作物用水は河川水、雨水によって賄わ

れているとのことです。

　住民が生活を営む上流に処分場の建設は予定さ

れています。処分場予定地は、採石業者が35年に

わたって採石を続けた鉱山跡地であり、ダイナマ

イトをもって岩盤を破砕して採石してきたもの

で、そのことから地下にひび割れなどの変動が起

きているのではないかとの不安で、地下水が汚染

されれば暮らせなくなると心配されています。

　近くに住む方からは、以前は水がたまって排水

していたところでも、深いところを砕石するよう

になって、水害のときでさえ水はたまることな

く、間違いなく地下へ浸透しているので、将来は

必ず影響が出るとありました。

　２つ目に、二見地区は、海、山、川の自然環境

に恵まれた郷土であり、これからも農業を営み、

漁業を続け、将来ともにここに住み続けたい、処

理場が建設されると、風評被害は必ずあり、生活

が成り立たなくなるということです。

　そして、３つ目は、二見地区の自然環境はすば

らしく、それにより、この地に帰ってきて、友人

なども案内している、住民共通の財産として子々

孫々まで引き継ぐ責任が私たちにはあるとされま

した。

　そこで、予定施設、計画の概要や現在の状況、

段階、県が行った環境保全措置の要請に対して十

分な対応はされているのか、また、地元住民の不

安の声に対してどのように答えているのか、万が

一のときの対処の責任について、環境生活部長に

伺います。

　　 〔環境生活部長清田克弘君登壇〕

○環境生活部長(清田克弘君)　産業廃棄物処分場

の設置計画に関する現状と対応についてお答えし

ます。

　事業者が八代市二見地区に計画している施設

は、性質が化学的に安定しているとされる廃プラ

スチック類、金属くず、瓦礫類などを処分する産

業廃棄物安定型最終処分場であり、埋立容量は約

85万立米とされています。

　議員御指摘のとおり、当該地区では、上水道の

設置がなく、飲料水や生活用水は地下水で賄って

います。また、事業区域の地盤の透水性が高いこ

とが専門家から指摘されており、埋め立てた廃棄

物から汚水が発生した場合、周辺地下水を汚染す

る可能性も否定できません。

　このような状況を踏まえ、県では、県条例に基

づく環境アセスメントの手続の最終段階におい

て、遮水シート等の構造や設置等の範囲の再検討

のほか、事業区域下流での地下水の水位や流向調

査の実施など４項目について、県内で初めてとな

る環境保全措置の要請を事業者に対して行い、環

境アセスメントの手続を終えました。

　現在は、廃棄物処理法に基づき、施設設置許可

申請書が提出されています。この中で、事業者か

らは、県による環境保全措置の要請に対して、遮

水シート等の再検討の要請については、新たに埋
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立区域の底面に一重の遮水シートを施工し、のり

面部の南側をモルタル施工に変更すると回答され

ています。

　また、事業区域下流の地下水調査の要請につい

ては、事業区域内の調査結果から、地下水の流れ

は南西方向であり、下流集落の地下水への影響の

おそれはないことから、追加の地下水調査は必要

ないと回答されています。

　この申請書の内容に関しては、県において２月

上旬から１か月間縦覧を行い、今月16日まで、周

辺住民から、生活環境の保全上の見地からの意見

を受け付けているところです。

　施設の設置許可に当たっては、国が定める技術

上の基準に適合しているか、周辺地域の生活環境

の保全に適正な配慮がなされたものであるか等の

許可要件について、県が審査することとされてい

ます。

　県としては、環境アセスにおける環境保全措置

の要請に対する考え方を含む事業者の計画内容に

ついて、環境、廃棄物分野の専門家、関係市町、

そして周辺住民からの意見を踏まえ、許可要件を

満たしているか、慎重かつ丁寧に審査を行ってい

るところです。

　地下水や自然豊かな環境を守り、将来に引き継

いでいくことは、今を生きる私たちの責務です。

　引き続き、県において、廃棄物処理法をはじめ

とした関係法令を適切に運用し、環境の保全にし�

っかりと取り組んでまいります。

　　 〔亀田英雄君登壇〕

○亀田英雄君　処分場建設の判断は最終段階に来

ています。地元住民の声を知事に届けようと、様�

々な人が意見を寄せられています。先日の集会も

その一環でありました。

　皆さんのこれからの生活、とりわけ、ふだん利

用する地下水の安全の懸念、汚染不安は大きなも

のがあります。命に関わることです。

　また、環境保全措置の要請は、完全に実施され

ているものではありません。地元に住む人への納

得できる説明、やり方が行われないまま進むとい

うことがあれば、不安は解消されないばかりか、

ますます増大していきます。

　人口減少が著しい地区ではありますが、農業で

生計を立てられている若手もしっかりいますし、

ここに住み続け、子供を育て、きれいな環境を後

世に残したいという地元住民の願いは、純粋で強

烈なものがありました。

　真摯に皆さんの声に向き合っていただき、賢明

な答えを導かれますようにお願いして、この項を

終わります。

　次に、第４項目め、木材の需要拡大について伺

います。

　私は、木材に関係する仕事をしていますので、

業界の知人の話を聞く機会は多いのですが、最近

の様子はちょっと違います。木材需要の落ち込み

は、以前にも増して著しいものがあるように感じ

てなりません。話していても元気がありませんの

で、かける言葉を迷うくらいです。

　工務店などの関連する地場産業の疲弊、衰退は

著しいものがあります。建築様式の変化で一般住

宅に木材の使用が少なくなってきているものです

が、このままでは忍びないですし、よいわけがあ

りません。

　木材は、成長過程で二酸化炭素を吸収し、加工

時の二酸化炭素の排出量も比較的少なく、そして

唯一人間の手で再生、循環できる資源です。

　戦後植林され、熊本県内の民有林の83％は樹齢

46年以上の利用期を迎えて森林資源は充実してき

ており、地域資源である木材の需要拡大は地場産

業の活性化につながります。

　木造は地震や火災に弱いイメージがあります
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が、最近では、資材の工夫や建築工法の進化によ

り随分改善されてきているようでありますし、さ

らに、最近では、建築資材の高騰を背景に、コス

ト削減の選択肢として注目されているとか、中高

層や非住宅分野で木造住宅が広がりつつあり、需

要拡大のチャンスと言われるのですが、新設住宅

の着工が増える観測はありませんし、最前線の現

場にはまだそんな空気感はありません。

　木材の需要拡大に対する現状の認識と課題の認

識を伺いたいと思いますし、木材の需要拡大に向

けて、さらに取組を加速すべきだと考えますが、

いかがお考えか、そしてどのように取り組まれて

いくのか、農林水産部長に伺います。

　　 〔農林水産部長中島豪君登壇〕

○農林水産部長(中島豪君)　木材の需要拡大につ

いてお答えします。

　本県の森林資源は、成熟して本格的な利用期を

迎えており、この森林資源を切って、使って、植

えて、育てるという形で循環利用していくために

は、県産木材の利用拡大が重要な鍵となります。

　また、森林から生産される木材を建築物等に活

用することは、林業、木材産業、建設業をはじめ

とする地域産業や経済の活性化に大きく貢献する

だけでなく、炭素を長期間にわたって貯蔵するこ

とにつながり、地球温暖化の防止にも貢献いたし

ます。

　こうした中、木材需要の大半を占める住宅分野

においては、今後、人口減少等に伴い、住宅着工

戸数が減少することが見込まれています。

　また、建築物の木造率を見ると、３階建て以下

の低層住宅では木造率が８割であるのに対し、そ

れ以外の非住宅及び中大規模建築物においては、

木造率は１割弱と非常に低くなっております。

　このため、県では、引き続き住宅分野における

県産木材の利用拡大に取り組みつつ、非住宅及び

中大規模建築物への木材利用促進に重点的に取り

組んでいく考えです。

　具体的には、非住宅及び中大規模建築物を木造

で設計するに当たり、構造計算などに木造特有の

専門知識が求められることから、建築士等を対象

とした設計、施工に関する研修会を開催する人材

育成の取組や、建築物の木造化を検討している施

主の元に木造設計アドバイザーを派遣する取組な

どを行っております。

　さらに、一定規模以上の民間建築物の木造化に

ついては、設計段階からのアプローチが重要であ

ることから、来年度からは、設計者に対して設計

費の一部を補助するような支援制度を見直しいた

します。

　一方、非住宅及び中大規模建築物の木造化を進

めるためには、強度などの品質や性能を明らかに

するＪＡＳ格付がなされた製材品、いわゆるＪＡ

Ｓ製材品の生産拡大が重要です。

　しかしながら、中小の製材工場が多い本県にお

きましては、ＪＡＳ製材品の生産拡大が進まない

のが現状です。

　このような中、地域の木材流通の中核を担う木

材市場が、中小製材工場から一次加工した荒材を

仕入れ、乾燥、仕上げ加工し、ＪＡＳ製材品を販

売する取組が始まっております。

　県としましても、地域の関係者の協業による需

要に応じた高品質な製材品を安定供給する体制の

構築を支援するとともに、県内の製材工場に対し

て加工機械等の整備への支援を行ってまいりま

す。

　全国的に見ても、令和３年度に施行された都市

の木造化促進法に基づき、脱炭素社会への貢献な

どの観点から、公共建築物のみならず、民間建築

物等への木材利用を進める機運が高まっておりま

す。
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　本県におきましても、脱炭素社会への貢献を見

える化することを通じて、民間建築物における県

産木材の利活用を促進するくまもと県産木材炭素

貯蔵量認証制度を今年度創設いたしました。現時

点で、事務所や商業施設など４件の木造建築物に

使用された県産木材435立方メートルに対して、

二酸化炭素換算で294トンの貯蔵量を認証したと

ころです。

　循環型社会や脱炭素社会の構築、地域経済の活

性化が課題となる中、木造建築物の果たす役割は

大変重要となっておりまして、豊富な森林資源を

有する本県におきましても、近年、人の集まる空

港や駅など幅広い建築物で木材利用が進みつつあ

ります。

　このような木材利用への関心の高まりを追い風

と捉えまして、引き続き木材の需要拡大に取り組

んでまいります。

　　 〔亀田英雄君登壇〕

○亀田英雄君　住宅分野の利用拡大に取り組みつ

つ、非住宅、中大規模建築物への利用促進に取り

組み、支援していくという方針を伺いました。

　循環型社会、脱炭素社会の構築、地域経済の活

性化には、木材の利用は重要なテーマになりま

す。現在では、ＣＬＴとかＢＰ材とか様々な木材

加工のやり方もありますし、様々な建築のやり方

もあります。

　木材建築は、軀体が軽量になることから、基礎

工事のコスト面で優位になるという話も伺いまし

た。来年１月には、東京日本橋に18階建て木材オ

フィスビルが完成するとのことで、技術の進歩を

実感しています。

　それでも、それはまだ一部の成功例、象徴であ

り、現実的には、鉄骨造りの一部にでも木材利用

を考えてもらい、木材のよさと生活に直結する効

果をアピールし、建築主や設計者に木材を使っ

て、すてきな建築物を造ってもらえるよう、地道

に木材の需要が拡大するように進めていただきた

いと思います。

　このような取組が、地域や林業の衰退を食い止

めることにつながり、防災や温暖化防止に資する

様々なよい効果を生み、地場産業を活性化し、人

口減少の抑制につながりますので、よろしくお願

いいたします。

　初日の髙木議員のスポーツ施設の質問に、知事

は前倒しでの整備の方針を示されましたが、どち

らの施設にもぜひ熊本の木材をふんだんに活用し

ていただきたいものですし、特にアリーナについ

ては、環境立県熊本の象徴となるような木造の建

物になることをお願いして、この項を終わりま

す。

　最後は、仮称坂本スマートインターチェンジ設

置に向けた課題と今後の取組について質問しま

す。

　令和２年７月豪雨災害から６年目を迎え、復

旧、復興工事も随分進み、冒頭申し上げました

が、先日は主立った施設の完成式も行われまし

た。その日から国道の全面通行止めの表示が変わ

り、バリケードも外されましたので、日常がまた

一つ戻ってきたといううれしい実感がありまし

た。

　先日は、スマートインターチェンジの設置に向

けた第１回準備会の開催が発表されました。

　設置が予定されている坂本パーキングエリアで

は、発災直後から、孤立した坂本地区などの支援

のため、被災者支援車両や坂本地区などの住民を

対象に車両の乗り降りが可能とされてきました。

　現在は、球磨川流域の復旧工事の進捗を図るた

めの工事用道路も完成し、許可を受けた地元住民

も無料で利用可能です。このおかげで、工事中の

一般道路の渋滞や一方通行、工事用の仮設信号な
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どの不便を気にすることなく大変助かっていま

す。

　八代市坂本町は、九州縦貫自動車道のインター

チェンジ間の距離が長い八代─人吉間に位置し、

以前から高速道路へのアクセス確保も課題とされ

ていました。

　今現在、工事用道路と呼んでいるものを、スマ�

ートインターチェンジとして活用するとのことで

すが、坂本村時代にインターチェンジ建設を検

討、要望しながらも、費用面、難易度の高い工事

ということもあって断念したということもあり、

今回の工事に地元の期待が大きいのですが、狭隘

な地形の中に勾配もある県道からの接続になり、

どんな構造になるのか、また、いつ開通するのか

と期待と不安を持って見ています。

　そこで、坂本スマートインターチェンジ設置に

向けた課題と今後の取組について、土木部長に伺

います。

　　 〔土木部長菰田武志君登壇〕

○土木部長(菰田武志君)　坂本スマートインター

チェンジ設置に向けた課題と今後の取組について

お答えします。

　八代市は、令和２年７月豪雨による坂本町の甚

大な被害や集落の孤立などの状況を踏まえ、災害

に強い地域づくりのための施策として、坂本パー

キングエリアを利用したスマートインターチェン

ジの設置を復興計画に位置づけました。

　県としましても、この施策は、新たなアクセス

道路及び道路ネットワークの構築につながるもの

であり、地域の防災力向上や振興に資する取組で

あると認識しております。

　これまで、八代市においては、スマートインタ�

ーチェンジの整備効果について、防災機能や医療

活動、地域活性化などの観点から検討を重ねてこ

られました。

　これらを踏まえ、国は、その必要性が確認でき

る箇所として、昨年12月に、準備段階調査箇所に

選定し、本年１月には、国、県、八代市、交通管

理者、ＮＥＸＣＯ西日本で構成する準備会を設置

し、工事用道路の活用を前提に、事業化に向けた

具体的な検討が開始されました。

　設置に向けた課題については、議員御指摘のと

おり、現地の地形条件や接続する県道坂本人吉線

との高低差が著しいことから、既に整備されてい

る工事用道路を活用する際、より安全性の高い道

路にする必要があります。

　今後、準備会において、具体的な対応策を議論

し、着実に事業化へつなげていくことが必要で

す。

　現段階で具体的な開通時期は示されていません

が、県としましては、引き続き、国や八代市など

関係機関と緊密に連携し、スマートインターチェ

ンジの早期実現を支援してまいります。さらに、

治水対策や国道219号等の強靱化を国とともに進

めるなど、坂本町の安全、安心の確保と創造的復

興に全力で取り組んでまいります。

　　 〔亀田英雄君登壇〕

○亀田英雄君　いろんな人の働きかけ、たくさん

の尽力、心尽くしでこのような工事が施され、ス

マートインターチェンジとして提供されることに

なったんだなと心から感謝申し上げます。事故な

きように大事に利用しなければと呼びかけたいと

思います。

　令和２年の災害時に私たちの地区も孤立しまし

たので、高速道路のバス停を開放していただき、

高速道路を使って避難しました。初めてのこと

で、これからの生活に不安はありましたが、避難

できることの安心感を今でもしっかり覚えていま

す。

　今回、このスマートインターチェンジが完成す
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ることによって、地元住民の利便性向上はもちろ

んのこと、防災面においても大きな安心感を与え

てくれるものになりますし、今後、復興が進み、

球磨川が復活し、肥薩線が復旧した暁には、この

地を訪ねてこられる観光客にもたくさん利用して

もらえるものになりますので、復旧、復興に弾み

がついていくものと大変楽しみにしています。あ

りがとうございました。

　最後に、災害後の被災地の住宅再建の不安につ

いてということで、要望を１ついたします。

　現在、坂本町では、様々なインフラ整備の進捗

とともに、球磨川沿岸では国によるかさ上げ工事

が進み、家を再建しようという動きになっていま

す。そんな矢先に、移転補償費は全て所得税の対

象になるという、それまでの説明とは違う見解が

税務署より示されました。

　契約以前に国交省から補償費の説明が行われ、

補償金より再建費用を差し引き、残高に対する課

税と何度も確認され、その説明内容に合意し補償

契約されたとのことでしたが、この説明が違って

いたとのことで、この過ちを国交省も認めていま

す。

　本来であれば、契約破棄となり得るほどの間違

いであり、家の再建の計画にも影響すると、八代

市、国土交通省八代河川国道事務所へ問題解決の

ための要望活動は重ねられるものの、一向に何も

進展しません。

　所得に課税される住民税、県民税、国民健康保

険税などの増額も予想されますし、これからの生

活に不安を抱かれています。何のための誰のため

の復旧、復興なのでしょうか。被災者に寄り添う

とはどのようなことでしょうか。人が帰り、企業

が帰り、町は再建されていくものではないのでし�

ょうか。

　これからの生活に皆さん多くの不安がありま

す。当該地区に住む者の不安の声、向き合う課題

について、次の２項目について、木村知事、復興

局に要望いたします。

　まず１つ目、最近の建築資材高騰もあり、建築

費用は高騰し、また、工事が遅延している間にも

高騰を続け、再建のための資金計画に苦労されて

います。既に、当初の補償契約を基に家の建設契

約を結ばれた方もいらっしゃいます。また、これ

から建設される方は、建築費用の高騰で建設計画

を心配されています。移転補償契約に物価スライ

ドを検討されるよう、国土交通省と御協議くださ

い。

　次に、２つ目、市民税、県民税、国民健康保険

税の課税について、せめて前年度並みの課税に減

免いただきますよう、関係者と協議、検討くださ

い。

　一時的な極端な所得の増大であり、工事のため

の移設であります、望んだものではありません。

借金して税金を払うということは想像もつきませ

ん。被災者の不利益がない制度に改正をお願いし

ます。

　皆さん、復興事業に協力を惜しまれるものでは

ありませんが、将来の見通しが不明確で……

○議長(髙野洋介君)　残り時間が少なくなりまし

たので、発言を簡潔に願います。

○亀田英雄君(続)　分かりました。これからの生

活に大きな不安を抱えられております。確定申告

の期限が迫ってきて、このまま泣き寝入りしなけ

ればならないということは、余りにふびんであり

ませんか。

　工事が進捗していく中で、このような状態にあ

ることも御理解、御認識いただき、様々な悩みを

持った市民に寄り添い、これからこの地域に住み

続け、生活を再建していこうとする者が、少しで

も頑張っていけるような支援策を講じていただき
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ますようにお願いいたします。

　これで予定していました質問と要望を終わりた

いと思います。途中、時間が押しましたので、大

変慌てましたが、無事に終わることができまし

た。

　御清聴ありがとうございました。（拍手）

○議長(髙野洋介君)　以上で本日の一般質問は終

了いたしました。

　明６日は、午前10時から会議を開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第６号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

午後２時９分散会



第　６　号

（３月６日）
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令和８年３月６日(金曜日)

　　　議事日程　第６号

　　令和８年３月６日(金曜日)午前10時開会

　第�１　一般質問(議案に対する質疑並びに県の

一般事務について)

本日の会議に付した事件

　日�程第１　一般質問(議案に対する質疑並びに

県の一般事務について)

出席議員氏名(43人)

星　野　愛　斗　君

髙　井　千　歳　さん

住　永　栄一郎　君

　亀　田　英　雄　君

幸　村　香代子　君

杉　嶌　ミ　カ　さん

立　山　大二朗　君

斎　藤　陽　子　さん

本　田　雄　三　君

岩　田　智　子　君

堤　　　泰　之　君

南　部　隼　平　君

前　田　敬　介　君

坂　梨　剛　昭　君

荒　川　知　章　君

城　戸　　　淳　君

池　永　幸　生　君

竹　﨑　和　虎　君

吉　田　孝　平　君

中　村　亮　彦　君

増　永　慎一郎　君

髙　島　和　男　君

松　村　秀　逸　君

岩　本　浩　治　君

西　山　宗　孝　君

河　津　修　司　君

楠　本　千　秋　君

緒　方　勇　二　君

髙　木　健　次　君

髙　野　洋　介　君

内　野　幸　喜　君

岩　中　伸　司　君

城　下　広　作　君

西　　　聖　一　君

山　口　　　裕　君

渕　上　陽　一　君

溝　口　幸　治　君

池　田　和　貴　君

吉　永　和　世　君

松　田　三　郎　君

藤　川　隆　夫　君

岩　下　栄　一　君

前　川　　　收　君

欠席議員氏名(４人)

西　村　尚　武　君

前　田　憲　秀　君

橋　口　海　平　君

坂　田　孝　志　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職氏名

知 事　木　村　　　敬　君　

副 知 事　竹　内　信　義　君　

令和８年	 熊本県議会２月定例会会議録	 第６号



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　第６号 （３月６日）

－ 140 －

副 知 事　亀　崎　直　隆　君　

知事公室長　深　川　元　樹　君　

総 務 部 長　千　田　真　寿　君　

企画振興部長　富　永　隼　行　君　

理　　　　事　阪　本　清　貴　君　

理　　　　事　府　高　　　隆　君　

健康福祉部長　下　山　　　薫　さん

環境生活部長　清　田　克　弘　君　

商工労働部長　上　田　哲　也　君　

観光文化部長　脇　　　俊　也　君　

農林水産部長　中　島　　　豪　君　

理 事　間　宮　将　大　君　

土 木 部 長　菰　田　武　志　君　

会計管理者　野　中　眞　治　君　

企 業 局 長　久　原　美樹子　さん

病 院 事 業
管 理 者
職務代理者

　鍬　本　亮　太　君　

教 育 長　越　猪　浩　樹　君　

警察本部長　佐　藤　昭　一　君　

人事委員会
事 務 局 長　城　内　智　昭　君　

監 査 委 員　小　原　雅　之　君　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　波　村　多　門

　　　　　　事務局次長
兼総務課長　鈴　　　和　幸

　　　　　　議 事 課 長　下　﨑　浩　一

　　　　　　議事課長補佐　岡　部　康　夫

　　午前10時開議

○議長(髙野洋介君)　これより本日の会議を開き

ます。

　日程第１　一般質問

○議長(髙野洋介君)　日程に従いまして、日程第

１、昨日に引き続き一般質問を行います。

　杉嶌ミカさん。

　　 〔杉嶌ミカさん登壇〕(拍手)

○杉嶌ミカさん　皆様、おはようございます。自

由民主党・第一選挙区選出・杉嶌ミカです。今回

で３回目の質問となります。この質問の機会を与

えていただきました先輩議員の皆様、同僚議員の

皆様には心から感謝申し上げます。

　今回は、時間の都合もあり、動物愛護に関する

質問はいたしませんが、先月２月22日に「猫の

日」に発表された県営住宅におけるペット共生の

取組は、知事が当選時に掲げられた新時代という

キャッチフレーズを着実に形にされている施策の

一つであると受け止めており、大変心強く、うれ

しく感じております。今後も、木村知事らしい視

点と決断力で、本県の未来を切り開く改革が進む

ことを期待申し上げ、早速質問に移ります。

　世界に開かれた活力あふれる熊本の文化芸術振

興について。

　私は、熊本の文化芸術を心から誇りに思ってい

る一人です。阿蘇の雄大な自然、歴史ある城下町

の風景、私のふるさとである港町、そして地域に

根差した伝統工芸や祭り、音楽、美術、漫画、ア

ニメといった多彩な文化は、熊本の個性そのもの

であり、県民みんなの心のよりどころであると思

います。

　文化芸術は、単なる鑑賞の対象ではなく、人と

人、地域と世界をつなぐ力を持ち、地域経済や観

光振興、さらには次代を担う子供たちの感性を育

む土壌ともなり、大げさかもしれませんが、愛と

希望を育みます。知事が掲げられる世界に開かれ

た熊本を実現するためにも、文化芸術の振興は極

めて重要であると考えます。

　さて、本年10月より、県立劇場は、大規模改修

工事に伴い、長期休館に入ると伺っております。

本劇場は、県内における歴史と実績を有する中核
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的な文化拠点であり、多くの県民に親しまれてき

た施設であります。

　芸術文化は、県立劇場のような施設とともに、

舞台に立つ演者だけでなく、音響、照明、美術、

舞台機構など、舞台を支える専門技術者の存在が

あってこそ、質の高いものとなると思います。こ

れらの方々は、文化芸術を支える重要な担い手で

もありますが、社会的にあまり注目されず、近年

は担い手不足も深刻化しております。

　県立劇場改修工事に伴う長期休館期間において

も、本来県立劇場を拠点として活動されている芸

術団体や技術者、運営スタッフの皆様の活動機会

を確保し、その技術や経験の継承を途切れさせな

いことが極めて重要であると考えます。

　どの分野においても人材不足が課題となってお

りますが、平成音楽大学においては、令和９年度

より、舞台機構調整技能士資格取得を目指す科目

が新設されるなど、舞台技術者を含めた文化芸術

人材の育成に向けた新たな取組も始まろうとして

います。

　私としては、ぜひ、県立劇場の活動において、

このような若者の経験の場を作っていただきたい

と思っていますし、今後の文化芸術を支える専門

家を育成していただけるものと大きな期待を寄せ

ています。

　そこで、１点目お尋ねいたします。

　休館期間中における文化芸術活動の継続支援及

び人材育成の観点から、県としてどのように取り

組んでいかれるのか、観光文化部長に所見をお伺

いいたします。

　そして、次に、私は、前回、熊本県伝統工芸館

の改修に伴う長期休館中の活動継続についてお尋

ねいたしました。休館という困難な状況の中で

も、県内各地での展示やイベント開催など様々な

工夫を凝らし、熊本の文化芸術や伝統工芸の光を

絶やすことなく、つないでこられたことに、まず

は心から敬意を表したいと思います。

　いよいよ約２年にわたる改修を終え、リニュー

アルオープンを迎えられることになりますが、単

なる施設の再開にとどまらず、新たな価値を創出

する拠点としての役割が期待されていると思いま

す。展示機能の充実はもとより、体験型プログラ

ムの拡充、若手作家や職人の育成、発信の場づく

り、国内外の観客を引きつける魅力的な企画展の

開催など、活用の可能性は大きく広がっていま

す。

　そこで、２点目の質問です。

　半導体関連企業の進出などにより海外からの人

材も増える中で、熊本の文化を世界に発信する拠

点としての役割も期待される中、地域の学校教育

との連携やデジタル技術を活用した情報発信など

も含め、どのようなビジョンの下にリニューアル

後の伝統工芸館を活用していかれるのか。

　以上２点を観光文化部長にお尋ねいたします。

　　 〔観光文化部長脇俊也君登壇〕

○観光文化部長(脇俊也君)　まず、熊本県立劇場

の休館中の活動の考え方についてお答えをいたし

ます。

　県立劇場は、保全計画に基づく大規模改修工事

に伴い、本年10月から約１年５か月にわたり休館

となります。県としても、議員御指摘のとおり、

休館中も文化芸術の発表の場を確保し、芸術家は

もとより、舞台芸術を支える専門スタッフの活動

機会を絶やすことなく、継続的に文化芸術活動を

推進する必要があると考えています。

　そこで、令和８年度は、通年で実施している大

型公演を、回数を減らすことなく、休館前の上半

期に集中して県立劇場で実施します。また、休館

中の下半期は、県立劇場の外での活動を拡大し、

これまで以上に、演奏家の学校等への派遣や市町
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村ホール等での舞台芸術公演などを実施し、専門

スタッフの活動機会を維持するとともに、県内全

域での活動を強化してまいります。

　また、舞台芸術を支える人材の育成について

も、全国の専門家を講師として招聘する実践研修

を継続して実施することとしています。

　このように、休館中も文化芸術の人材育成を行

うとともに、県内各地で質の高い実演芸術に触れ

る機会を創出し、本県の文化芸術のさらなる振興

に向けて取り組んでまいります。

　次に、熊本県伝統工芸館のリニューアルと今後

の活用についてお答えをいたします。

　昭和57年の開館以来初となる大規模改修工事に

伴い、令和６年９月から休館中の伝統工芸館は、

いよいよ今月20日にリニューアルオープンいたし

ます。

　本県の伝統的工芸品産業を取り巻く環境は、作

り手や顧客の高齢化が進む一方、若年層やインバ

ウンドなど、新たな顧客を十分に取り込めていな

い状況にあります。

　そこで、今回のリニューアルでは、伝統的工芸

品産業のさらなる振興のため、顧客ニーズに沿っ

た新たな魅力の発信や、来館を促す企画、商品販

売などの実施により、顧客層の裾野の拡大を目指

しています。

　このため、２階の展示室を２室から６室に拡張

し、間仕切りを可動式にすることでフレキシブル

な活用ができるように改修し、この配置を生かし

て、集客が見込める大規模な企画展の開催や巡回

展の誘致、伝統的工芸品はもとより、ものづくり

を行う若手作家の展示など、幅広い年齢層に工芸

に親しんでもらえるよう工夫することとしていま

す。

　その一例として、リニューアルオープンの特別

企画展では、世界的に著名な県出身作家によるミ

ニチュアアートと伝統的工芸品とのコラボ作品の

展示を行い、若年層やインバウンドなど、新たな

誘客につなげてまいります。

　さらに、ショップも売場面積を拡張し、魅力あ

る空間として演出するとともに、気軽に工芸体験

ができる工房のリニューアルや、伝統的工芸品を

使用するカフェも新設しました。子供から大人ま

で、幅広い世代が伝統的工芸品の魅力に触れる場

として活用していきます。

　新しく生まれ変わる伝統工芸館を拠点として、

新たな顧客層にも訴求する企画の実施や、ＳＮＳ

等を活用した情報発信にも取り組み、本県伝統的

工芸品産業の振興にしっかりと取り組んでまいり

ます。

　　 〔杉嶌ミカさん登壇〕

○杉嶌ミカさん　御答弁ありがとうございまし

た。

　文化芸術活動を絶やさないとの力強いお言葉

に、大変心強く感じております。施設整備だけで

なく、進化する照明、音響などの専門技術、そし

て、それを担う人材育成への継続的な投資こそ

が、本県文化の質を左右すると考えます。

　芸術家と専門スタッフが誇りを持って挑戦でき

る環境を整えることが、結果として県民の感動と

満足度を高め、持続可能な文化振興と利用率向上

につながるものと思います。

　また、伝統工芸館については、長い改修工事を

終えて今月20日にリニューアルオープンとのこと

で、大変うれしく思います。リニューアルオープ

ンの特別企画展や、ショップやカフェの併設等、

再開を心待ちにしていた多くの皆様に喜んでいた

だけるのではないかと思います。ぜひ、このカフ�

ェにおいては熊本の自慢の食材を使っていただく

など、熊本の発信にも、またさらに努めていただ

ければと思います。幅広い世代が伝統的工芸品の
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魅力に触れる場として、さらなる活用がなされま

すように引き続きどうぞよろしくお願いいたしま

す。

　それでは、次の質問に移ります。

　世界に開かれた活力あふれる熊本の文化芸術振

興について。

　 『ONE PIECE』 熊本復興プロジェクトについて

質問いたします。

　今年は、熊本地震から10年という大きな節目の

年であります。この10年、熊本の復興の歩みにお

いて、文化芸術は人々の心に寄り添い、勇気と希

望を与え、地域の誇りを取り戻す大きな力となっ

てきました。文化の力が、単なる復旧ではなく、

創造的復興を後押ししてきたことは間違いありま

せん。

　さらに、現在では、文化芸術と一くくりにされ

がちな分野も、映像、音楽、光、アニメ、スポー

ツなど多様な分野と伝統的な文化芸術がコラボレ�

ーションすることで、さらなる価値を創出し、互

いに高め合いながら進化していくことが求められ

る時代となっています。

　漫画、アニメといったコンテンツ分野に力を入

れてきた熊本は、漫画家・尾田栄一郎先生の温か

い御支援の下、ワンピースのキャラクター像を県

内各地に設置し、復興のシンボルとして国内外か

ら多くの方々をお迎えしてきました。

　一昨年の11月に発表されたナビタイムジャパン

の発表では、外国人の滞在増加率が、全国で熊本

が１位となりました。また、驚くことに、１位か

ら９位までが全てワンピース像の設置市町村であ�

ったとのことでした。このことは、まさしくアニ

メコンテンツと地域のコラボレーションによる効

果と言えるのではないでしょうか。

　まさしくこれらの取組は、被災地を元気づける

だけでなく、観光振興や地域経済の活性化にも大

きく貢献してきたものであり、改めてアニメコン

テンツの威力を目の当たりにした取組であると思

います。

　創造的復興から10年を迎えた今、これまで多く

の皆様に応援をいただいてきたこの取組を、今後

どのように発展させ、持続可能な形で次の世代へ

とつないでいかれるのか、単なる観光資源として

ではなく、文化政策の柱としてどのように結びつ

けていくのか、観光文化部長にお尋ねいたしま

す。

　　 〔観光文化部長脇俊也君登壇〕

○観光文化部長(脇俊也君)　漫画、アニメ等のコ

ンテンツが人々の心に与える影響は、文化芸術の

持つ力に決して劣るものではありません。漫画

『ONE PIECE』の作者である尾田栄一郎先生から

震災直後に届けられた温かいメッセージは、多く

の県民に勇気を与え、その後の歩みを支える力と

なりました。

　また、『ONE PIECE』熊本復興プロジェクトにお

いて県内に設置された麦わらの一味の銅像は、復

興の象徴として県民の心に寄り添い、そのキャラ

クターと地域の魅力が結びついて育まれた価値

は、新たな地域資源として多くのファンや観光客

を引きつけてきました。

　本プロジェクトも今年で10年の節目を迎えま

す。プロジェクトを持続的に発展させ、次の世代

へ確実につないでいくためには、これまで築いて

きた版権元との信頼関係を大切にしながら、地域

の実行力を高めていくことが重要です。作品の世

界観とクオリティーの維持を念頭に置いたストー

リーづくりや仕掛けの実現とともに、銅像と周辺

観光地のさらなる連係、相互補完により、銅像の

設置効果の最大化を図ります。

　その第一歩として、今般、この10年の歩みを振

り返り、改めて、漫画、アニメが果たしてきた役
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割とその力を広く知っていただくため、今月20日

から 『ONE PIECE』 熊本復興プロジェクト10年展

を開催いたします。

　企画展では、これまでの取組を丸ごと展示し、

コンテンツの力によって熊本地震からの創造的復

興を後押ししてきた本プロジェクトの10年の軌跡

を後世に引き継ぐとともに、これまでの支援で力

強く復興に向けて歩み、活気づく熊本の姿を、感

謝とともに発信いたします。

　また、議員御指摘の文化芸術とのコラボレーシ�

ョンの一例として、伝統芸能である清和文楽の演

目としてワンピースを舞台化した取組は、現在も

清和文楽館で定期公演が行われており、新たな集

客コンテンツとなっています。

　こうした伝統芸能や工芸品等との掛け合わせ

は、新たな芸術表現や体験、世界観を創出し、県

民にとっては、文化への親しみと誇りに、熊本を

訪れる人にとっては、新たな熊本の魅力につなが

ります。

　このような取組を通じ、熊本の文化芸術の魅力

を向上させ、子供たちをはじめ、幅広い世代が文

化芸術に触れる機会を拡充することで、地域経済

の活性化だけでなく、文化芸術を担う次世代の育

成や文化の継承にもつなげてまいります。

　復興の象徴としてこれまで築いてきた価値を大

切に守りながら、『ONE PIECE』 熊本復興プロジェ

クトを、復興の象徴としてだけでなく、熊本の文

化政策の柱として、未来につなぐ力強い取組へと

育ててまいります。

　　 〔杉嶌ミカさん登壇〕

○杉嶌ミカさん　観光文化部長より答弁をいただ

きました。

　10年の歩みを振り返り、その軌跡をしるしとし

て残す企画展の開催、また、伝統工芸との連携な

ど新たな展開を進められるとのお話は、大変心強

く感じました。

　今後、この取組を文化政策の柱として位置づけ

ていくのであれば、単発の事業ではなく、継続的

な戦略が重要であると考えます。例えば、国内外

からの誘客目標や経済波及効果の検証、人材育成

や県内クリエーターとの連携など、より踏み込ん

だ展開が求められるのではないでしょうか。

　加えて、こうしたコンテンツ活用に当たって

は、著作者の権利や創作に込められた思いを丁寧

に尊重しながら進めていく視点も欠かせないと考

えます。作り手への敬意があってこそ文化は持続

し、真の価値を生み続けるものです。

　このアニメ分野、特にワンピースは、県民の期

待はもとより、国内外の多くのファンの皆様から

も大きな注目と期待を集めております。本県が誇

る貴重な文化資源として、その可能性を最大限に

生かしながら、次の10年に向けて、さらなる飛躍

を目指していただきますことを強く期待していま

す。

　次の質問に移ります。

　農福連携の取組について質問します。

　私は、昨年12月12日に、熊本県農福連携協議会

と熊本県が主催する「第２回ハートでつながる♡

農福マルシェｉｎ県庁プロムナード」に参加しま

した。

　県内の各事業所がブースを構え、農産品や特産

品を所狭しと店先に並べ、施設の皆様が笑顔で販

売やＰＲをされており、にぎわいと併せて、各事

業者の皆様との交流もできるすばらしい機会であ�

ったと思います。

　事業者の皆様にお話を聞かせていただいたとこ

ろ、福祉事業者の皆様は障害を持つ方の就労機会

の拡大を図っているが、なかなか難しい、このよ

うな中で農福連携の事業に取り組んでみたとこ

ろ、広い自然の中で伸び伸びと働き、収穫をする
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うれしさや、繰り返し作業をすることで、一人一

人のできることが増えたという事例もあり、農業

との連携に大きな可能性を感じているとの声を聞

かせていただきました。

　また、私は、これまでの活動の中で、障害を持

つ保護者の方から、事業所に通ってはいるが、工

賃はほとんどなく、将来の自立につながる収入と

は言えない、この状況を改善してほしいと切実な

声をいただいております。

　このような課題をどうすれば改善できるのか、

様々な事例を調査研究してまいりましたが、制度

や報酬体系の壁もあり、抜本的な解決策を見いだ

すことは容易でないのが現実でした。

　しかし、福祉の視点だけでこの課題を考えるの

ではなく、農業という分野と連携して考えると様�

々な可能性が見えてくる、まさしく農福連携の取

組に私は大きな期待を寄せています。

　現在、各県の農福連携の取組は、県が策定した

くまもと新時代共創総合戦略において、障害者や

高齢者など多様な人材の農林畜水産業への参画を

通じ、就労や社会参加の促進、さらには担い手確

保を図る重要な施策として位置づけられており、

農福マルシェの開催、ジョブトレーナーの育成、

新たなマッチング支援など、木村知事の副知事時

代からの力強いリーダーシップにより着実に取組

が進められていることに、改めて敬意を表しま

す。

　また、国においても、令和６年に改定された農

福連携等推進ビジョンにおいて、対象を障害者に

とどめず、生活困窮者やひきこもり状態にある

方、さらには罪を犯した方など、社会的支援を必

要とする方々へと広げる方向性が明確に示されま

した。加えて、農業分野のみならず、林業や水産

業との連携も重要であるとされており、農福連携

は、今後さらなる広がりと深まりを求められる段

階に入っていると感じております。

　しかしながら、農福連携の取組においては、福

祉という高い専門性が求められる分野と農業とい

うなりわいとしての専門性、経営性が問われる分

野を結びつけ、持続可能な形にしていくことは決

して簡単にできることではなく、大きな挑戦であ

ると思います。さらに、単なる労働力確保や福祉

的就労の場の提供にとどまらず、双方にとって価

値ある連携へと高めていく視点が不可欠であると

思います。

　今後、対象の拡大や分野横断的な取組を進める

ために、取組のきっかけづくりや認知度の向上、

人材育成、地域全体での受入れ体制づくりなど、

より戦略的な取組が求められると考えます。

　決して簡単なことではありませんが、私は熊本

だからこその取組ができるのではないかと思って

おります。

　そこで質問いたします。

　熊本県の農福連携の取組を今後さらに推進する

ためにどのように取り組んでいかれるのか、農林

水産部長の所見をお伺いいたします。

　　 〔農林水産部長中島豪君登壇〕

○農林水産部長(中島豪君)　県では、農業分野で

深刻化する人手不足の解消と障害のある方が活躍

できる就労の場づくりを進めるため、農福連携を

重要な施策として位置づけております。

　県においては、平成29年度に庁内関係部局で構

成する農福連携推進会議を設置したほか、令和３

年度には、同会議で熊本県農福連携推進方針を策

定し、健康福祉部と農林水産部が中心となって、

機運醸成や働きやすい環境整備などに取り組んで

まいりました。

　特に、障害のある方が農業現場で働くために

は、障害の特性に応じた作業工程の細分化や就労

時間などの条件面での調整が重要となります。そ
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のため、農業側と福祉側の双方にコーディネータ�

ーを配置し、現場で様々な課題に対応しながら取

り組んだ結果、令和３年度の取組開始以降、約

250件の契約につながっております。

　また、農業者から、受入れへの漠然とした不安

や作業の頼み方が分からないなどの声があったこ

とから、令和６年度にお試し農福連携支援事業を

創設いたしました。この事業では、初めて障害の

ある方を雇用する農家を対象に、コーディネータ�

ーによる助言に加え、１週間程度の工賃や交通費

の支援を行っており、取り組む意向のある農家の

後押しにつながっております。

　例えば、宇城市の若手農業者グループでは、本

事業を活用して、現場作業の細分化や障害につい

ての勉強会、作業工賃の試算などを行いました。

その結果、ミカンの収穫や袋詰め作業などは安心

して任せられると、丁寧で確実な仕事ぶりが高く

評価され、福祉事業所への依頼が徐々に増えつつ

あります。一方で、福祉事業所からは、就労に対

する意欲だけでなく、体力や集中力が向上したな

ど、心身の健康面にもよい効果があるとの意見が

寄せられています。

　また、今年度は、作業工程の見直しや現場指導

を行う専門人材を育成するため、国が認定する農

福連携技術支援者の研修会を開催し、福祉事業所

などから13名が受講認定されました。今後、地域

の農福連携を支える指導役として、現場に密着し

た活躍を期待しております。

　さらに、取組の輪を広げるため、林業において

も就業へ一歩踏み出す足がかりとして、特用林産

に関心のある障害者を対象とした体験の場の提供

を開始いたしました。加えて、農福連携のメリッ

トや疑問点等をまとめたガイドブックを活用し、

認知度向上にも取り組み始めたところです。

　引き続き、関係機関と連携しながら、コーディ

ネート体制の強化とともに、障害者、高齢者等多

様な人材の育成など、生産側と福祉側の双方から

取組を進めます。

　今後とも、現場の人手不足の解消や経営発展に

寄与しつつ、障害のある方々の就労支援や経済的

自立により、お互いの達成感や生きがいにもつな

がる取組となるよう推進してまいります。

　　 〔杉嶌ミカさん登壇〕

○杉嶌ミカさん　農林水産部長より御答弁をいた

だきました。

　まずは、農福連携の取組を着実に進めていただ

けていることに、心より感謝申し上げます。約

250件の契約実績やお試し農福連携支援事業の創

設、技術支援者の育成など、現場に寄り添った具

体的な施策が展開されていることを大変心強く感

じました。

　県では、農福連携推進会議を設置し、各関係部

局が連携して取り組まれているとのことですが、

今後は、ぜひワーキンググループを積極的に動か

し、農業者や福祉事業所、さらには実際に働いて

おられる当事者やその家族も交えた意見交換の場

を設けていただきたいと存じます。現場の声を丁

寧にすくい上げることが、取組の質をさらに高

め、持続可能な仕組みへと発展させる力になると

考えます。

　農福連携は、障害を持つ方やその御家族、関係

者の皆様にとっても、大きな可能性と希望を感じ

られる取組でもあります。もちろん課題も多く、

御苦労もあるかとは存じますが、熊本だからこそ

実現できるモデルを築いていただけるよう、今後

のさらなる推進を心から期待しております。

　次の質問に移ります。

　県立高校の魅力化について質問いたします。

　私は、毎年、学校公演として県内の各学校を訪

問させていただいており、音楽を通して子供たち
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と交流できることをとても楽しみにしています。

特に、出身地であります上天草の中学校には必ず

訪問をさせていただいており、ふるさとでの子供

たちの成長や懐かしい学校の様子を実際に感じら

れる機会をいただいております。

　私は、上天草で生まれ育ち、自然豊かなふるさ

とを誇りに思っていますが、高校進学を考えたと

き、地域における選択肢が限られている現実につ

いては、これまでも繰り返し訴えてまいりまし

た。

　熊本においても人口減少が進む中で、地域から

高校がなくなることは、教育環境の縮小にとどま

らず、地域の活力や将来世代の定着にも大きな影

響を及ぼします。子供たちがどれほど大きな夢を

描いても、それを具体的な進路として考えた瞬

間、地理的条件や学科の設置状況によって選択肢

が狭まってしまう状況を、今の時代だからこそで

きることがあるのではないかと、いろいろ想像を

膨らませ、いつも考えています。

　熊本県にとって県立高校の魅力化の取組は、教

育政策であると同時に地域政策でもあり、まさし

く熊本の未来にとって重要であると考えます。

　また、近年の高校授業料無償化の政策により、

経済的負担の差が縮小する中で、私立高校を志望

する生徒が増えているとの報道も目にします。生

徒にとっての選択肢が広がること自体は望ましい

のですが、その一方で、県立高校の存在意義や役

割が改めて問われているのではないでしょうか。

生徒一人一人に選ばれる県立学校とはどのような

学校であるのか、まさにその方向性が問われてい

ると感じています。

　熊本県においては県立高校あり方検討会を立ち

上げ、有識者の皆様からの提言を受けて、様々な

視点で事業に取り組んでおられます。これについ

ては、県議会においても一般質問等で取り上げら

れており、私も期待を含めて注目している政策で

す。

　現在県が進めている高校魅力化の取組の一つと

して、地域コンソーシアムの立ち上げを推進し、

現在、県内６つの地域において取組が始まってい

るものと承知しています。この地域コンソーシア

ムとは、自治体、企業、大学、ＮＰＯなど多様な

団体や個人が参画し、地域の中で県立高校がどの

ような価値を持つのか、また、どのような取組が

求められているのか、県立高校の可能性等につい

て地域で考え、みんなで学校をつくっていくこと

であると私は解釈しており、これまで学校や教育

委員会を中心として運営されていた学校に新たな

視点が生かされるこの取組に、大きな期待を申し

上げるものでもあります。

　また、熊本市内の大規模校を含む募集定員の見

直しの取組も始まっています。昨年12月には、将

来的な人口減少を見据え、令和９年度と10年度の

２年間で、募集定員を400人減らす計画が公表さ

れました。今後の生徒数の減少を考慮すると、や

むを得ない措置であると思います。このほかに

も、高校魅力化への取組は進められているものと

思いますが、子供たち、保護者、先生、地域、小

学校、中学校、高校、大学と、多様な視点で捉え

ていくべきであると思います。

　そこで、１点目の質問です。

　現在、昨年９月に県立高等学校あり方検討会か

らの提言が基となり、地域コンソーシアムや募集

定員の見直しは既に始まっていますが、高校魅力

化の全体像が分かりにくい状況でもあるかと思い

ます。

　県教育委員会として、そのほかの取組も含め、

今後、県立高校改革をどのような方針の下、どの

ように行っていくのか、教育長にお尋ねいたしま

す。
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　次に、熊本県で開催されている学びの祭典につ

いて質問いたします。

　私は、今年開催されました学びの祭典に参加

し、県立高校のポテンシャルの高さに驚きまし

た。県内の各高校の生徒がそれぞれの特色や強み

を発信し、生徒自らが主体となってブースを運営

する姿や、学会さながらのポスター発表、堂々と

したステージ発表など、生徒の生き生きとした姿

に大きな可能性を感じました。学校によっては、

先輩から脈々と引き継がれているテーマを在学生

が継続して研究している発表もあり、まさしく各

高校の魅力が可視化され、生徒自身が誇りを持っ

て学んでいる様子が伝わる、大変意義深い取組で

あると評価しています。

　一方で、参加者は学校関係者や保護者が多い印

象を受けました。進路をこれから選択する中学生

にこそ、このような機会を届けるべきではないで

しょうか。実際に高校生の姿に触れ、探求活動の

成果や学校の雰囲気を体感することは、進路選択

の質を高めることにつながります。特に、私学志

向が高まる中で県立高校の魅力を直接伝える場の

充実は、ますます重要になると考えます。

　そこで、２点目の質問です。

　この学びの祭典を中学生の進路選択支援の場と

してどのように位置づけているのか、また、中学

生が参加しやすい仕組みづくりや予算措置を含

め、県立高校の魅力を広く発信する取組として、

今後どのように発展させていくのか。

　以上２点を教育長にお尋ねいたします。

　　 〔教育長越猪浩樹君登壇〕

○教育長(越猪浩樹君)　まず、県立高校改革に向

けた今後の方針等についてお答えします。

　国においては、いわゆる高校無償化と一体とな�

った高校教育改革に伴う公立高校等への支援拡充

策が予算化されるとともに、2040年に向けた高校

教育改革に関する基本方針であるグランドデザイ

ンが先月策定されました。これを受け、都道府県

には、このグランドデザインに基づく高校教育改

革実行計画の策定が求められています。

　そこで、県教育委員会では、昨年９月の県立高

等学校あり方検討会の提言内容に、国のグランド

デザインの考え方も踏まえながら、令和８年度中

に本県の高校教育改革実行計画を策定し、継続的

な高校魅力化に取り組むこととしています。具体

的には、議員御紹介の高校魅力化コンソーシアム

の構築モデルを県内に波及させる取組や、専門高

校の機能強化、理数系人材の育成など普通科の改

革、ＩＣＴの活用による遠隔教育の充実などによ

り、県立高校のさらなる教育改革に取り組みたい

と考えています。

　次に、学びの祭典の活用による高校の魅力発信

についてお答えします。

　学びの祭典については、県立高校50校の特色や

探求活動の成果等を知っていただく重要な進路選

択の場の一つと位置づけ、令和４年度から毎年グ

ランメッセ熊本で開催しており、今年度で４回目

を迎えました。

　昨年12月の第４回学びの祭典では、小中学生の

優秀作品を展示する県教育センター主催の科学展

との同時開催や中学校による探求発表、企業のＰ

Ｒブースの設置など、新たな取組も行った結果、

これまでで最も多い5,400人の方々に来場してい

ただきました。

  しかし、熊本市近郊での開催で参加が困難な地

域もあったことから、議員御指摘のとおり、中学

生やその保護者の参加については、想定よりも少

なかったという声も聞かれました。

　今後、中学生やその保護者に対して同祭典に関

する広報を充実させるとともに、本年１月、天草

地域で管内の小中高生が地域の県立高校の特色を
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知る機会として実施された教育推進フォーラムの

ような取組を好事例として、県内各地に発信して

まいります。

　引き続き、市町村教育委員会や児童生徒の意見

もお聴きしながら、県立高校の魅力発信のさらな

る充実に向け、しっかりと取り組んでまいりま

す。

　　 〔杉嶌ミカさん登壇〕

○杉嶌ミカさん　御答弁ありがとうございまし

た。

　国のグランドデザインを踏まえ、本県として実

行計画を策定されるとのこと、大変重要な局面で

あると感じております。しかしながら、計画の策

定そのものが目的化するのではなく、子供たち一

人一人の人生にどう結びつくのかという視点をよ

り明確に持っていただきたいと考えます。これま

でも県立高校改革に継続的に取り組んでこられた

ことは承知しております。しかし、社会の変化が

激しい今、今回の受験状況にも現れているよう

に、これまでの延長線上の改革では変化に追いつ

けず、結果として選ばれない学校になってしまう

可能性があるのではないかと危惧しております。

　今問われているのは、改革の内容以上に、なぜ

改革が必要なのかという本質ではないでしょう

か。少子化の進行、価値感の多様化、産業構造の

変化の中で、本県の高校教育は、子供たちに何を

育み、どのような未来を描こうとしているのか、

何のためにどうするのかをより明確に示す必要が

あると感じます。

　また、高校魅力化コンソーシアムの構築や専門

高校の機能強化、遠隔教育の充実は、地域格差の

解消や中山間地域の高校存続にも直結する重要な

施策です。ただ導入するだけでなく、地域産業や

地元大学、企業との連携をどこまで実効性あるも

のにできるかが鍵になります。今後の取組に期待

をいたします。

　また、学びの祭典はすばらしい取組であります

が、参加できない地域があるという課題は、ぜひ

解決していただきたく存じます。熊本市開催に限

らず、地域分散型やオンライン配信など、より様�

々な発信方法を検討していただきたいと思いま

す。

　高校改革は、本県の未来づくりそのものです。

理念と検証を両輪とした、より踏み込んだ取組を

強く求めます。越猪教育長、どうぞよろしくお願

いいたします。

　それでは、最後の質問に移ります。

　社会的養育の現状と今後の取組について質問い

たします。

　私は、昨年、熊本県社会的養育推進計画につい

て、今後どのように進めていかれるのか質問をさ

せていただきました。今回も関連した質問をさせ

ていただきます。

　私は、これまで、シンガーとしての活動の中

で、里親の親子を結ぶ応援ソングを作ってほしい

との依頼をいただいたことがきっかけで、里親の

活動を知ることになりました。

　実際に受け入れている皆様の環境は様々であ

り、子育てが一段落した方や、子供が望めない御

家庭で里親を検討されている方々がおられ、皆様

が、里親が特別なことではなく、一人一人の子供

たちに無償の愛情を向けられている姿を見せてい

ただき、熊本で生まれた子供たち一人も寂しい思

いをさせたくないし、愛情いっぱいに育つ環境を

どうすればできるのだろうかと、無力の私でした

が、実際の里親の活動をもっと皆様に知っていた

だき、推進していかなければならないと強く思

い、この取組の曲を書きたいと心から思いまし

た。ですが、里親というテーマは非常に繊細であ

り、関係者の中には、歌にするのはいかがなもの
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かという御意見があることから、現時点ではまだ

実現には至っておりません。

　社会全体で子供を育てるという視点に立てば、

里親制度そのものを正しく、もっとオープンに伝

えていくことも必要なのではないかと私は考えま

す。里親推進の政策は、県議会議員としての私の

主軸となる取組でもあります。

　先日、３歳から里親の下で育った当事者として

活動されている宮津航一さんにお話を聞く機会が

ありました。私は、宮津さんに、里親の家庭で育�

ってよかったことは何ですかと尋ねたところ、宮

津さんは、帰る家があることと答えてくださいま

した。施設で育つ子供たちは18歳で自立すること

になりますし、里親家庭でも、もちろん自立して

社会に出ていきます。自立した子供たちは、社会

に出てもよりどころが必要であり、特に、うまく

いかないことや悩んだりしたときに、変わらずに

待ってくれている場所、何も言わずに帰れる場所

があるということが、どれだけ人生を支えてくれ

ていることなのか、改めて私も宮津さんの話を聞

いて学んだことです。

　また、当事者の視点から、里親の活動で足りな

い点や課題はありますかとの問いには、里親に対

する知識をもっと深めて取り組んでほしいとのこ

とでした。具体的には、子供一人一人には特性が

あり、特に課題があり、社会的養育を必要として

いる子供を里親として迎え入れるには、通常以上

の知識や里親制度への理解も必要であると改めて

実感したところです。

　さらに、宮津さんは、安心する家庭、誰かと一

緒に寝る場所があること、御飯が食べられるこ

と、当たり前のような一つ一つのことに幸せを感

じられており、現在、2023年に設立された子ども

大学くまもとにおいて、子供たちに、自分を愛

し、命を大切にする心を育み、子供たちが夢と希

望、そして可能性や視野を広げていくための活動

を展開されています。

　このように、子供たちに明るい未来をもたらす

ための活動が展開される一方で、子供たちが家庭

内で虐待などの不適切な養育環境に置かれたり、

事件や事故に巻き込まれるニュースも毎日のよう

に流れています。本年１月にこども家庭庁が公表

した、令和６年度の全国の児童相談所における児

童虐待相談対応件数は22万3,600件余りと、前年

度に引き続き、過去２番目に高い水準となってい

ます。県内でも、児童虐待相談対応件数は2,800

件を超え、高い水準が続いています。

　このような状況を踏まえると、子供たちにとっ

て安全、安心な養育環境を確保すること、そし

て、宮津さんのように家庭において愛情を持って

養育されることが大変重要になってくるのではな

いでしょうか。

  先日、年度途中の状況ではありますが、社会的

養育が必要な子供たちが、里親やファミリーホー

ムに委託されている割合、いわゆる里親等委託率

の状況を確認しました。県全体では25.5％程度、

そのうち熊本市では37.1％と高く、熊本市以外の

地域では17.9％と低い水準にとどまっています。

決して数字だけで判断できるものではありません

が、２点、質問をさせていただきます。

　１点目は、昨年策定された熊本県社会的養育推

進計画において、里親等委託率の目標を令和11年

には46.2％と定めておられますが、現在、熊本市

を除く県域で里親等委託率が17.9％にとどまって

いる現状をどのように認識しておられるのでしょ

うか。

　２点目は、社会的養育が必要となる前の段階

で、児童虐待などの未然防止策として現在どのよ

うな具体的な取組を実施されているのか。

　以上２点を健康福祉部長にお尋ねいたします。
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　　 〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕

○健康福祉部長(下山薫さん)　まず、里親等委託

率の現状認識等についてお答えします。

　社会的養育が必要な子供の養育をどのように行

うかは、子供の意向や特性などを踏まえ、子供の

最善の利益を第一に考えた上で、児童相談所が決

定しています。児童相談所では、子供ができるだ

け家庭的な環境で養育されるよう、まずは里親等

による養育を検討します。その際、子供が安心し

て里親家庭での生活を送れるよう、里親とのマッ

チングを丁寧に行っています。

　このように、一人一人の子供の最善の利益の実

現に向けて取り組んでいるところですが、本県の

委託率は、議員御指摘のとおり、現段階では目標

値に届いていない状況にあります。里親への委託

を進めていくためには、子供の特性や求められる

支援に対応できる里親を増やしていくことが重要

であると認識しています。引き続き、児童相談所

ごとに設置している里親支援センター等と連携を

図りながら、新たに里親となる人材の発掘や、里

親の養育力の向上に向けた支援などにしっかりと

取り組んでまいります。

　また、家庭養育優先という児童福祉法の理念を

踏まえると、社会的養育が必要なため、児童養護

施設等で生活する子供たちの家庭復帰を推進して

いくことも大変重要です。そのためには、子供と

家庭の双方の支援を行う児童相談所と施設の対応

力の向上が必要です。現在、児童相談所の体制整

備の検討を進めるとともに、施設職員が、こども

家庭ソーシャルワーカーの資格を取得するための

予算も今定例会に提案しています。

　次に、児童虐待等未然防止については、家庭訪

問による相談対応、ヘルパー派遣、ペアレントト

レーニングなど、市町村のこども家庭センターが

実施主体となる、家庭支援の取組の強化が必要で

す。このため、今年度は、各市町村と意見交換を

行い、事業の実施状況や課題を把握するととも

に、事業の実施勧奨や情報提供、必要な財政支援

等を行ってまいりました。

　また、県においても、児童虐待等の不適切な養

育を防ぐ取組として、産科医療機関において、様�

々な課題を抱える妊産婦を対象に、子供が生まれ

る前から相談対応や助言、居場所の提供など、安

心して出産、子育てができる環境をつくるための

支援を行っています。

　今後も、本県の未来を担う子供たちが健やかに

成長していけるよう、市町村をはじめ関係機関と

連携し、適切な養育環境の確保にしっかりと取り

組んでまいります。

　　 〔杉嶌ミカさん登壇〕

○杉嶌ミカさん　御答弁をいただきました。

　現在取り組んでいただいていることについては

理解をいたしました。しかし、予防の段階ででき

ることは、まだあるのではないかと感じておりま

す。行政や施設の皆様だけの努力では限界があり

ます。

　例えば、熊本市では、オレンジリボンサポータ�

ーの登録者が、昨年11月から本年３月３日現在ま

でに約660名増加したと伺いました。大学や福祉

施設、保護者を対象とする皆様への働きかけを行

い、地域全体で虐待防止の意識を高める取組が進

められています。

　児童施設に入所せざるを得ない子供を未然に防

ぐためには、県としても、市町村と連携しなが

ら、県域全体でこのような取組を広げていただく

こともぜひ考えていただきたいと思います。さら

に、施設で働く皆様についても、専門性が高い分

野となりますので、持続して働ける環境づくり等

の配慮もお願いいたします。木村知事は、現場主

義とのことですので、ぜひこちらの現場の意見も
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大切にしていただきたいと思います。

　皆様御存じでしょうか。今話題となっている千

葉県市川市の動植物園のパンチ君は、育児放棄に

より人工哺育で育てられたニホンザルです。母親

の代わりに与えられた縫いぐるみを抱き締めなが

ら、群れの中で生きていくための訓練の様子がＳ

ＮＳでも話題になり、ホワイトハウスのＳＮＳで

も話題に取り上げられました。当初は群れになじ

めず、距離を置かれたり、追い払われたりするこ

ともありました。しかし、パンチ君は、何度も自

ら群れに近づき、少しずつ関係を築いていきまし

た。そして、今では仲間に毛繕いをされる姿も見

られるようになっています。

　私は、この姿に里親制度の本質を見る思いがい

たしました。やむを得ない事情で親と暮らせない

子供がいることも事実です。しかし、その子供が

再び社会の中で安心して生きていけるかどうか

は、周囲のまなざしと受け入れる覚悟にかかって

いるのではないでしょうか。特別扱いするのでも

なく、過度に守り過ぎるのでもなく、自然に、し

かし確かに受け入れる大きな愛、その積み重ねこ

そが、子供たちの未来を支える力になると私は信

じております。

　熊本県の今後の取組に御期待申し上げ、私の全

ての質問を終わらせていただきます。

　御清聴誠にありがとうございました。(拍手)

○議長(髙野洋介君)　この際、５分間休憩いたし

ます。

　　午前10時57分休憩

　　午前11時７分開議

○副議長(緒方勇二君)　休憩前に引き続き会議を

開きます。

　河津修司君。

　　 〔河津修司君登壇〕(拍手)

○河津修司君　自由民主党・阿蘇郡選出の河津修

司でございます。

　時間がありませんので、前語りなしでいきま

す。

　１点目の質問として、熊本地震10年目の節目に

おける安心で満足度の高い熊本観光の構築につい

てを質問させていただきます。

　まず、熊本地震から10年という大きな節目を迎

えるに当たり、改めて、これまで復旧、復興に尽

力されました蒲島前知事、木村知事、県執行部、

議員の皆様、そして県民の皆様に深く謝意を表し

ます。

　私の地元である阿蘇地域は、国道57号や南阿蘇

鉄道の全線復旧を果たし、インフラというハード

面の復興は成し遂げられました。さらに、熊本地

震からの創造的復興を経て、阿蘇くまもと空港の

刷新や南阿蘇鉄道の全線再開など広域的なアクセ

スが飛躍的に向上したことで、観光地としても復

興を果たし、現在、多くのお客さんが訪れていま

す。

　その阿蘇地域が本県を牽引する持続可能な観光

地域であり続けるために、特に重要だと考えてい

る課題が２つあります。

　１つは、観光地間の移動のしやすさについてで

す。

　地域内の移動手段に目を向けてみますと、交通

拠点からのレンタカー移動や自家用車に頼らざる

を得ない車社会型観光から脱却できていない現状

があります。高齢化による免許保持率の低下や都

市部の若い世代の車離れ、さらには急増するイン

バウンドを踏まえると、観光地を周遊できる公共

交通や二次交通の充実は重要であり、観光客の満

足度を高める上で欠かせない要素です。

　そこで、県がこれまで進めてこられました阿蘇

地域をモデルとした観光ＭａａＳの取組によって
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観光客の移動はどれだけ便利になったのか、その

成果についてお尋ねします。

　もう一つの課題は、観光客の皆さんが安心して

過ごせることだと考えます。

　熊本地震では、主要観光地の阿蘇市、南阿蘇村

などが被災しており、阿蘇観光のメインである阿

蘇山上に通じる道路が被災し、復旧には５か月を

要しました。熊本地震の発災時間が観光客の多い

時間であれば、人的被害と山上への道路の崩壊に

より山上で取り残される観光客が多く、自家用車

での避難も多く、安全な麓までの下山には、自衛

隊、警察等のヘリコプターによる輸送しかできな

い状況になったかもしれません。特に阿蘇地域に

は、海外からのインバウンドの方も多く、災害時

の避難誘導や、避難所での対応で言葉や生活習慣

の違いによるトラブル等、懸念される事項が数多

くあるのではないでしょうか。

　この分野で先行しているのが、台風常襲地帯で�

あり、観光立県である沖縄県です。沖縄県では、

県と沖縄観光コンベンションビューローが連携

し、観光危機管理計画を運用しています。そこで

は、発災時に観光客をどう保護し、どう帰宅させ

るか、そして、風評被害に対し、地域全体でどう

情報を出すかという、個別の事業者任せではな

い、エリア全体での対応がマニュアル化されてい

ます。

　熊本県も、阿蘇での経験、人吉、球磨での豪雨

災害の経験があるはずです。それらの教訓を生か

し、有事の際の観光客保護について、沖縄県の事

例を参考に、まずは県庁内で横断的な議論を始め

るべきではないでしょうか。

　そこで、本県の観光客の危機管理対策の現状と

今後の取組の方向性についてお尋ねします。

　以上２点について、観光文化部長にお伺いしま

す。

　　 〔観光文化部長脇俊也君登壇〕

○観光文化部長(脇俊也君)　まず、阿蘇地域にお

ける移動の利便性向上に向けた取組の成果につい

てお答えをいたします。

　広大な阿蘇地域には、阿蘇五岳をはじめ、雄大

な草原や豊富な温泉、食など、様々な観光資源が

あり、連日多くの観光客でにぎわっています。

　一方で、その広大さゆえに、公共交通機関のみ

での移動が難しく、元来、阿蘇地域が持っている

観光地としての魅力、ポテンシャルを十分に発揮

し切れていないと感じています。

　このため、観光客がより自由に、より快適に阿

蘇地域を周遊できる環境を整えるため、令和３年

度から観光ＭａａＳ実証事業を展開し、移動手段

の改善と移動しやすい観光エリアの形成に一体的

に取り組んでまいりました。

　移動手段の改善としては、阿蘇ぐるっと周遊バ

スをはじめとする複数の定期観光バスの運行に加

え、タクシーのウェブ手配や、シェアサイクルの

整備充実等を実現し、主要な観光地間の周遊性が

大きく向上しました。

　また、観光ニーズを捉えた魅力的な絶景、グル

メ、文化スポットを掘り起こし、それらをつな

げ、公共交通機関に加えて、徒歩や自転車等でも

巡ることができる観光エリアの形成も進めていま

す。

　これらの取組により、阿蘇地域の主要エリアで

は、自家用車やレンタカーに依存せず、快適に観

光が楽しめる環境が整いつつあると考えていま

す。

　県としては、今年夏に実施する熊本デスティネ�

ーションキャンペーンにおいて、新しい９つの観

光エリアを国内外に広く発信するとともに、引き

続き、市町村や交通事業者等と連携し、移動手段

の改善、移動しやすい観光エリアの形成に努めて
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まいります。

　次に、観光客の危機管理対策の現状と今後の取

組の方向性についてお答えいたします。

　議員御指摘のとおり、観光地として危機管理対

策を行うことは、観光客の安全につながるだけで

なく、熊本の観光ブランドの向上にも資する重要

な取組であると認識しております。

　このため、県の地域防災計画には、観光客や外

国人も含めた避難誘導や避難対策等についても明

記しているところです。

　昨年の豪雨災害発生時には、観光サイトにおい

て、速やかに多言語で交通情報等を発信するとと

もに、風評被害対策として、ＳＮＳ等で随時正確

な地域の被害状況の発信に努めたところです。

　このように、災害時には、住民以外の避難誘導

や風評被害対策など、観光地特有の対応が必要と

なることから、日頃から問題意識を持ち、対応の

ブラッシュアップが重要と考えています。

　このため、今年度も実施した危機管理セミナー

等を引き続き開催し、関係機関の意識醸成を図る

とともに、観光団体や事業者の危機管理対策に関

する議論の場を設け、各観光地に適した危機管理

の仕組みづくりを検討してまいります。

　そして、近い将来、熊本が国内外から危機に強

く安心して過ごせる観光地として高く評価される

よう、関係機関と連携しながら着実に取組を進め

てまいります。

　　 〔河津修司君登壇〕

○河津修司君　阿蘇域内の移動については、観光

ＭａａＳ事業により周遊性がよくなりつつありま

す。この夏のデスティネーションキャンペーンに

向けて、さらに移動しやすい阿蘇エリアになるよ

う、さらに御支援をお願いしたいと思っておりま

す。

　２点目の観光客の危機管理については、阿蘇地

域デザインセンターにおいても、この夏、研修し

ていこうという話題が上っていると聞いておりま

す。熊本県は、観光で来られるお客様に安全で安

心してこられる観光地になるよう施設を整え、関

係者の意識高揚に向けてやっていただけたらと思�

っております。これらの取組を進めることが、熊

本県に多くの観光客が増えることにつながるもの

と確信しています。どうぞよろしくお願いしま

す。

　２点目の質問に入らせていただきます。

　食のみやこ熊本県でのあか牛の魅力創造につい

てを質問します。

　熊本が誇る至宝、熊本のあか牛、その魅力は単

なる高級和牛という枠を超え、阿蘇の広大な草原

を守り続けてきた歴史と消費者のニーズに応える

独自の進化にあります。しかし、あか牛の牛肉の

表示が黒牛の規格そのままであり、あか牛の特徴

を示していないのではないかという声も聞こえて

きます。

　私の地元阿蘇地域では畜産業が盛んであり、肉

用牛の飼養農家数は県内でも最多です。中でも、

あか牛は熊本県を代表するブランドであり、幼い

頃からなれ親しんだ牛です。私は、20数年前、あ

か牛の繁殖牛を飼っていたこともあり、特別な思

い入れと愛着があります。やはり、阿蘇の草原に

はあか牛が非常に似合うし、放牧されている牛た

ちは、観光資源としても非常に人気があります。

　しかし、個々の経営に目を向けると、肉用牛を

取り巻く情勢は非常に厳しいものがあります。あ

か牛の飼養農家は、黒牛農家と比べると、高齢で

小規模の経営農家が多い傾向があります。また、

飼料価格の高止まりや資材費の高騰等による生産

コスト上昇が経営を圧迫しており、増頭や新規参

入に踏み切れず、なかなか牛を増やすことができ

ないでいます。
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　これまで、増頭対策や購入飼料の高騰対策につ

いて、様々な生産基盤強化に向けた支援をしても

らっているところでありますが、高齢化や廃業に

より、あか牛の生産基盤はどうにか維持している

状況です。

　一方で、近年の消費者の嗜好は、サシ一辺倒で

はなく、多様なニーズを受けて、あか牛の需要は

さらに上昇し、供給が需要に追いついていない状

況と聞いています。

　しかし、現在流通している枝肉の評価は、霜降

りの多さを基準とする黒毛和牛を評価する格付規

格となっており、人によって好みが違うとは思い

ますが、あか牛を正しく評価できていないのでは

ないかと感じています。

　厳しい経営環境の中、あか牛生産を維持拡大す

るためには、あか牛が適正に評価され、所得向上

につながることが不可欠であると思います。

　そのような状況を踏まえ、食のみやこ熊本県の

重要な柱の一つであるあか牛の魅力をさらに向上

させるためにどのように取り組んでいかれるの

か、知事に県のお考えをお尋ねします。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　河津議員から、あか牛の魅力

創造について御質問いただきましたので、お答え

申し上げます。

　あか牛は、和牛全体の約１％しかいない全国的

に希少な品種で、主に熊本県で飼育されており、

食のみやこ熊本県を象徴する畜産物であり、食文

化を彩る産品だと思っております。

　あか牛は、古くから熊本県内で飼育され、うま

みのある赤身と適度な脂分が肉の特徴です。これ

が地域に根差した特性を有する産品として評価さ

れ、平成30年に地理的表示保護制度、いわゆるＧ

Ｉに登録されました。これを機に、全国的に知名

度が向上し、近年、消費者ニーズの多様化やヘル

シー志向などを受けて、今後さらに需要が伸びる

可能性があると感じております。

　一方で、国内で生産されている牛肉は、脂肪交

雑、いわゆるサシですね、サシの入り具合を評価

軸とした全国共通の取引規格で格付されておりま

す。メディア等によりまして、サシの多いＡ５等

級が最高ランクというイメージが先行しているの

が現状でございます。このため、あか牛において

も、黒毛和牛と同様に高い格付評価を狙って、サ

シの入り具合を重視した生産が行われる傾向が生

じております。

　他方、こうした傾向の中でも、牧草や稲わらな

どの粗飼料を増やしたり、または肥育期間を工夫

するなど、こだわりの飼育方法により、サシより

も赤身のうまさを生かす生産も熊本県内では行わ

れております。

　私は、先ほど申し上げた消費者ニーズの多様化

やヘルシー志向等の時代の変化を生かすために

は、サシの入り具合のみに依存しない、熊本県の

あか牛の特徴やよさを客観的に評価する基準を作

ることで、あか牛のさらなる付加価値向上につな

がると考えました。

　そこで、ＧＩブランドを生かしつつ、それぞれ

のあか牛の特徴をサシの多い少ないに加えて、肥

育期間などの仕上げの状況を加味した、あか牛の

ための新たな表示方法を試験的に導入したいと思

います。

　多分執行部で初めてだと思いますけれども、ス

クリーンを御覧ください。(資料を示す)

　私、すみません。スクリーンを使うのは初めて

でございます。分かりやすく表現するために。

　具体的には、１頭ごとの各種データを基に、横

軸でサシの多い少ないを、そして縦軸で肥育期

間、肥育の仕上げ期間との相関性をお見せして、

消費者の皆さんが御自身の好みに合わせて牛肉を
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選べるようにすることを目指します。

　まず、来年、令和８年度に、一部の店舗で試験

的に導入させていただいて、問題点などを整理、

解決した上で本格導入に移行していきたいという

計画でございます。

　これまで全国共通による格付規格にちょっと一

石を投じる取組でございます。あか牛の魅力や生

産者のこだわりなどが、この表示方法によって積

極的にＰＲできたらとうれしく思っております。

　この取組の先には、あか牛の個性ある肉質や特

徴が適正に評価されて、そして需要拡大、さらに

は生産者の所得の向上につながるものと考えてお

りまして、生産基盤の強化対策と併せて、あか牛

の振興を強化することで、食のみやこ熊本県、こ

れを一層牽引してまいりたいと考えております。

　以上です。

　　 〔河津修司君登壇〕

○河津修司君　今の答弁で、知事の並々ならぬ意

思を感じ取ったところです。

　スライドを使っての答弁は、今までなかったの

ではなかろうかと思いますが、非常に分かりやす

くて、そういった点でも知事の意気込みを感じた

ところです。このラベル表示が試験的なものであ

り、まだまだ改良していくとのことですから、こ

れからもいろんな方々の意見を聴いて改良を加え

ていって、食のみやこ熊本県に貢献してほしいな

と思っております。そのことが、畜産農家の所得

向上にもなると確信していますので、早速始めて

ほしいと願っております。よろしくお願いいたし

ます。

　次の質問に入ります。

　世界文化遺産登録と九州の水を育む阿蘇の守り

手基金についてです。

　阿蘇の世界遺産登録に向けた活動と、昨年に始

動した九州の水を育む阿蘇の守り手基金は、阿蘇

の草原を次世代に継承するという共通の目的で深

く結びついています。阿蘇が世界文化遺産登録を

目指す上で、その核となる価値は、千年続く草原

景観とそれを維持してきた人々の営みです。ま

た、基金は、その草原が持つ九州の水源涵養機能

を存続させていくための取組です。

　世界文化遺産登録に向けては、去る２月８日

に、大阪市で、阿蘇世界文化遺産登録推進関西シ

ンポジウムが開かれ、多くの関西の人々が参加し

ていただきまして盛況でした。その中で、阿蘇の

顕著で普遍的な文化的価値を伝えるものの代表と

して、４項目紹介されました。

　まず、世界が驚く圧倒的なカルデラの造形美で

す。

　阿蘇のすごさは、何といっても世界でも最大級

のスケールのカルデラにあります。

　２点目として、地形を生かし切った独自の暮ら

しの知恵があります。

　厳しい火山の環境に負けるのではなくて、カル

デラ内外で何をするのがベストかを考え抜き、地

形に合わせて暮らしをデザインしてきた歴史があ

ります。

　３点目として、千年以上続く人と自然の共生シ

ステムがあります。

　阿蘇の美しい草原は、実は放っておくと森に戻�

ってしまいます。それを防いできたのが、千年以

上も続く野焼き、放牧、採草というなりわいで

す。

　４点目として、火山とともに生きる祈りと伝統

があります。

　火山信仰や農耕にまつわるお祭り、地域に伝わ

る伝説、そして、それらを象徴する神社や施設が

あります。

　今回のシンポジウムで、多くの参加者に、阿蘇

を世界文化遺産へ登録する価値があるとの理解が
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深まったと確信しました。

　また、シンポジウムの中でパネリストとして参

加されていた文化庁調査官から、今後阿蘇が世界

遺産に登録される条件として、世界的な価値があ

ること、それを保護していく法的措置が講じられ

ていること、地元の人々が関わっていること、こ

の３つを説明いただきました。

　私は、阿蘇には既に世界的な価値があり、世界

遺産暫定一覧表入りしてもおかしくないと考えて

おります。国に働きかけてほしいと考えておりま

すが、阿蘇の世界遺産登録への現在の取組と今後

の見通しについてお伺いします。

　次に、九州の水を育む阿蘇の守り手基金につい

て質問させていただきます。

　この基金は、昨年８月に、阿蘇地域が九州全域

の水を育む大切な源であるとして、公益財団法人

阿蘇グリーンストックと熊本県、阿蘇郡市の市町

村が連携して創設された基金であります。

　特に、阿蘇地域に広がる草原は、年間雨量�

3,000ミリとも言われる雨水をカヤやススキの根

が張った土の中で蓄え、徐々に時間をかけて河川

等に流す水源涵養機能がすぐれております。

  しかし、この草原を維持する上で重要な役割を

担う農家が、後継者不足や有畜農家数の減少等で

野焼きができず、草原面積の減少といった課題を

抱えています。

  今回の基金は、水源涵養に重きを置いた基金で

あり、九州の源流域として、白川はもとより、福

岡県を潤す筑後川や大分県を潤す大野川等の流域

人口約500万人の水資源を確保する基金ではない

かと考えております。

　しかしながら、昨年から始まった九州の水を育

む阿蘇の守り手基金も、まだ周知不足でもあり、

個人や企業からの寄附について苦慮されているの

ではないかと心配しています。

　そこで、昨年８月に創設した基金への現時点で

の当該基金の現状と今後の取組について、先ほど

の世界遺産の件と併せて、企画振興部長にお伺い

します。

　　 〔企画振興部長富永隼行君登壇〕

○企画振興部長(富永隼行君)　まず、世界文化遺

産登録に向けた現在の取組と今後の見通しについ

てお答えします。

　阿蘇は、世界最大級の規模と明瞭な円形陥没地

形を備えた迫力ある火山カルデラの下で伝統的な

農業を営み、草原を守り継いできた地元の方々の

努力により培われた文化的景観であり、未来へ引

き継がれるべき人類の宝であると認識していま

す。

　議員御指摘のとおり、世界文化遺産登録の条件

として、①世界的価値の整理と②資産候補地の法

的保護が必要であり、③地元の理解と関わりが重

要であると考えています。

　１点目の世界的価値の整理に関する取組につい

ては、世界遺産登録に不可欠な類似資産との比較

分析を進めるとともに、昨年９月には、世界遺産

の審査機関に関係する海外有識者から国際的な批

評を得るための国際ワーキンググループを開催し

ました。世界遺産の審査機関における評価ロジッ

クに基づき、阿蘇のコンセプト及び登録基準への

適合性について高い評価をいただきました。

　２点目の資産候補地の法的保護に関する取組に

ついては、調査報告書の作成や対象地区への地元

説明、景観保全に向けた調査などを進めており、

文化財保護法に基づく重要文化的景観の追加選定

に向け、令和８年度に選定の申出を行う予定で

す。

　３点目の地元の理解と関わりについては、今年

度は、阿蘇郡市や熊本県内における研修のほか、

地元７市町村と連携して関西を中心にＰＲ活動を
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展開しました。

　まず、昨年９月には、大阪・関西万博におい

て、九州７県合同催事の一環として阿蘇の展示を

行いました。阿蘇の世界文化遺産としての価値を

体感できるプロジェクションマッピングやＶＲ映

像と、阿蘇の草原で採草したカヤのオブジェを展

示したところ、３日間で約４万5,000人の来場者

に展示ブースを訪れていただきました。

  さらに、議員にも御出席いただいた先月の関西

シンポジウムでは、熊本出身のアナウンサー、武

田真一さんに、応援大使に就任いただくととも

に、阿蘇への思いを語っていただきました。ま

た、知事と阿蘇郡市７市町村長が一堂に会し、世

界文化遺産登録に向けた力強い決意表明を行いま

した。

　このように、阿蘇の顕著で普遍的な価値は世界

文化遺産の条件を十分満たすものと考えており、

その前提となる国の世界遺産暫定リスト入りの準

備ができていることを国に強くアピールしていま

す。

　今後は、世界文化遺産登録に向けた次のステッ

プとして、世界遺産審査機関の総会におけるプレ

ゼンテーション等、世界に向けて、阿蘇の魅力を

発信していくこととしています。

　次に、九州の水を育む阿蘇の守り手基金の現状

と今後の取組についてお答えします。

　寄附の状況としては、県政情報番組やＳＮＳ、

動画共有サービスによる発信に加え、様々なイベ

ントの場での周知などを行い、２月末時点で、40

の個人や企業から、総額で500万円を超える寄附

をいただきました。

　また、県では、寄附による水源涵養への貢献度

を証明する証書を発行するため、評価指標の検討

を進めており、今月中をめどに草原に係る指標を

公表する予定です。

　この証書は、企業等が行った支援が具体的にど

の程度の水源涵養効果につながったのかを県が定

量的に証明するものであり、企業等が寄附を行う

際のインセンティブになるものと考えています。

　今後、この証書の発行に加え、ＳＮＳやホーム

ページで支援企業のＰＲを行うなど情報発信の強

化に取り組むとともに、企業と連携した寄附つき

商品の企画など、より多くの寄附をいただけるよ

う、引き続きしっかりと取り組んでまいります。

　最後になりますが、阿蘇の価値を未来へ引き継

いでいくため、世界遺産登録推進、草原の維持、

再生、そして、九州の水がめである阿蘇の水源涵

養に、引き続き、阿蘇郡市７市町村をはじめ、関

係団体や地域の住民の方々とともに、県庁一丸と

なって全力で取り組んでまいります。

　　 〔河津修司君登壇〕

○河津修司君　世界文化遺産登録に向けては、今

年度も様々な活動をやっていただいて、国内の機

運は盛り上がりを見せておりまして、今後、世界

遺産審査機関の総会があるということで、しっか

りとアピールしてきてほしいなと思っておりま

す。

　私としては、今年中には国の遺産暫定リストの

見直しがあるのではないかと期待しております。

ぜひとも暫定リスト入りを果たしてほしい。そう

すれば、早い段階でユネスコに推薦をしていただ

けるのではないかとひそかに思っているところで

す。

　次に、阿蘇の守り手基金ですが、２月末で、40

の個人や企業から、500万円を超える寄附をいた

だいたとのことでありまして、ありがたいことだ

と感謝申し上げます。今後、寄附した人や企業に

は、どれだけ阿蘇の草原に貢献したかを証明する

ための証書を出して、ＳＮＳやホームページでＰ

Ｒしていくとのことでありますが、少しでも寄附
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者が増えるよう知恵を出してほしいと願っており

ます。

　次の質問に入ります。

　県立高校の魅力化について。

　先ほども杉嶌議員が質問しましたが、私なりの

視点で質問させていただきます。

　阿蘇地域には、阿蘇中央高校、高森高校、小国

高校の３つの公立高校があります。阿蘇中央高校

は、普通科や旧阿蘇農業高校から引き継いだ農と

食の科学科など６科設置され、高森高校には、普

通科とマンガ学科の２科設置されています。特

に、高森高校のマンガ学科は、国内外の漫画とい

うコンテンツを高校教育に取り入れ、高森町や株

式会社コアミックス社と高校が連携し、漫画を活

用した高校の魅力化向上を進めている点に特徴を

持っています。

　また、阿蘇中央高校も阿蘇地域の課題やニーズ

を把握し、行政や地域住民との協議を実施し、課

題解決を課程として、コミュニケーション能力の

向上を目的とし、同時に、芸術やマーケティング

等も学習し、社会的な実践性を学習する学科を設

置しています。

　一方、小国高校の学科に関しては、新たな学科

は導入されておらず、設置学科は普通科のみで

す。しかしながら、県下で唯一、2002年から、南

小国町、小国町等の中学校と市町村立中学校と都

道府県立高等学校など、異なる設置者間でも実施

可能な連携型中高一貫教育である点に特徴を持っ

ています。

　具体的な新しい取組は３点あります。

　１つ目は、ＯＧＵＮＩ－ＧＯプロジェクトと地

域連携による地域探求、ＳＤＧｓへの取組です。

　現在、生徒たちが地域の特産品を選定、カタロ

グ化して販売するギフト制作プロジェクトを展開

しております。これは、単なる販売実習ではな

く、収益を次年度の運営に充てることで、自立し

た活動を目指す持続可能な教育モデルです。

　この活動は、第13回高校生ビジネスプラン・グ

ランプリにて全国ベスト100に選ばれるなど、外

部からも高い評価を受けております。

　また、昨年７月の大阪・関西万博にも出場して

おり、地域づくりの取組を広く発信しました。日

頃より、杖立温泉でのボランティア等を通じ、地

域に根差した学びを深化させております。

　２つ目は、ＩＣＴ・オンライン教育でのＩＣＴ

を活用した教育環境の整備です。

　2021年に学校情報化優良校に認定されました。

授業はもちろん、ＥＣ、電子商取引の実践など、

高度なＩＣＴ活用を進めております。

　また、認定ＮＰＯ法人カタリバとの連携による

オンラインで他校の生徒と探求学習の意見交換を

行うなど、小規模校の枠を超えた交流を積極的に

実施しております。さらに、スタディサプリを全

生徒に導入し、個々の習熟度に合わせた学習支援

も強化しております。

　３つ目は、個別指導による一人一人の夢をかな

える進路指導です。

　少人数教育のメリットを最大限に生かし、基礎

学力の定着から進学指導まで、生徒一人一人に寄

り添ったきめ細かなサポートを行っております。

特筆すべきは、昨年の進路で、国立大学に６名、

公立大学に４名合格していまして、取組の効果が

出ています。

　これらの活動を通じて、小国高校は普通科のみ

ですが、地域と社会に貢献する力を養う特色ある

教育を展開しています。

　近年、少子化の進展により高校等への進学者も

減少しており、熊本県下の高等学校も、熊本市内

の一部高校を除き、郡部の高校は生徒数の減少に

悩んでおります。



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　第６号 （３月６日）

－ 160 －

　もし高校無償化となれば、熊本市内の高校へ進

学希望者が多くなり、郡部の高校には不利となり

ます。このようなことから、小国高校も、小国郷

の自然資源や森林資源、北里柴三郎に代表される

地元出身の人材や功績を取り込み、周辺町との協

議等を積極的に実施して、地元が望むならば、学

科の再編や新設、または新しい取組によって新た

な魅力ある高校として対応することが必要ではな

いでしょうか。

　郡部の県立高校は、地元の自治体や住民にとっ

てはなくてはならない存在です。だから、県立な

のに自治体もお金を出して運営を支援しているの

です。

　今後、どう県立高校の魅力化を進めて、県立高

校を存続させていくのかを教育長にお尋ねしま

す。

　　 〔教育長越猪浩樹君登壇〕

○教育長(越猪浩樹君)　県教育委員会では、昨年

９月、県立高等学校あり方検討会から、どの地域

に生まれ育っても、一人の子供も取り残すことな

く、高校での教育が受けられるよう、県と地域が

一体となって、改革を進めてほしいとの提言をい

ただいております。

　議員御紹介のとおり、小国高校においては、他

校とのオンライン授業や充実した個別指導、さら

には地域と連携した探求活動の展開や町外からの

入学生徒を受け入れるための寮整備など、地域と

連携した特色ある教育活動を展開しています。

　しかしながら、急激な少子化による生徒数の大

幅な減少や、いわゆる高校授業料無償化が本格的

に実施されることを考えると、公立高校が一層厳

しい状況に置かれるのではないかと危惧していま

す。

　国においては、公立高校の支援を拡充するた

め、高校教育改革に関する基本方針、いわゆるグ

ランドデザインを本年２月に策定、公表し、新た

な交付金等による財政支援の仕組みを構築すると

しています。

　これらを踏まえ、県教育委員会では、今後、本

県独自の高校教育改革実施計画を策定していくこ

ととしています。

　その際、どのような生徒に地元高校で学んでほ

しいかという地域の将来ビジョン等を、県教育委

員会、学校、地元自治体、企業、大学等が同じ思

いを共有するとともに、これまで以上に連携を図

りながら、県立高校の存在意義を教育の場のみな

らず、地域の未来を創るエンジンへと引き上げる

ことができるよう魅力ある学校づくりに向けて取

り組んでまいります。

　　 〔河津修司君登壇〕

○河津修司君　御答弁いただきました。

　今後、本県独自の高校教育改革実施計画をつく

るとのことでありますが、このときに、やはり地

元自治体や保護者、あるいは小中学校の保護者も

含めて魅力化協議会の方々もおられます。どうか

そういった方々の意見をしっかり聴いて実施計画

を進めていってほしいなと願っております。

　続きまして、小国公立病院の建て替えについて

質問させていただきます。

　小国公立病院は、南小国町、小国町の医療圏を

担う総合病院として小国郷公立病院組合が運営す

る病院です。1985年に現在の病院は建設され、地

域医療の拠点として、山間地である小国地域に

とって欠くことのできない医療機関であります。

　診療科は、総合診療科、外科、産婦人科、小児

科、耳鼻咽喉科、眼科等14科にわたる診療を、医�

師９名、看護師等120名の医療スタッフで運営

し、小国郷はもとより、隣接する山間地の町村に

とって重要な医療拠点となっています。

　新型コロナウイルス禍以降の感染拡大防止への
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対策の拠点として役割を担うという重要な使命を

持っておりまして、また、インバウンドに人気の

高い黒川、杖立、わいたの各温泉を訪れる外国人

を含む観光客の救急医療の拠点としての整備も急

務となっています。

　さらに、おぐに訪問介護ステーション、おぐに

老人保健センターを設置し、高齢化の進む地域社

会への対応を進め、在宅医療支援診療所としての

おぐにサテライト診療所を運営しており、小国地

域の介護を支える重要な事業を実施しています。

　しかしながら、診療棟、入院棟ともに築後40年

余りを経過して老朽化が進んでいます。人の命を

預かる医療機関として、ＭＲＩ等の高度医療機器

を駆使し、小国郷での医療提供体制を維持する機

能が必要であります。

　このようなことから、公立病院の経営強化へ向

けて、2024年、小国公立病院経営強化プランで、

医療スタッフの確保、経営形態の見直しと施設設

備の最適化により、病院機能の拡充などのため、

病院の改修等を検討されています。

　第８次熊本県保健医療計画でも、阿蘇地域は７

市町村を一つの区域として、二次保健医療圏を構

成しており、圏域内の公立病院は、当院と阿蘇医

療センターが運営されており、持続可能な医療提

供体制の確保のために、両病院の連携も重要であ

ります。

　令和５年９月には、持続可能な医療提供体制の

構築に向けて、両病院を対象医療機関として、国

から技術的な支援を受けることができる重点支援

区域に選定されています。

　現在、さらなる連携強化や機能整備を進めるた

めに、国の支援を受けながら、両病院及び県にお

いて、今後の役割分担や施設整備における課題等

について協議を続けられているところです。

　阿蘇地域の圏域面積は広く、小国地区から阿蘇

市まで約30キロメートルの距離があり、標高900

メートルの大観峰を超える医療圏であることか

ら、医療圏内での医療を共有することは難しいた

め、小国公立病院の改築等による地域医療の拠点

の確保は重要な対策だと考えております。

　特に、阿蘇医療圏の中でも小国郷は、人口減少

と高齢化が特に進行している地域であり、入院医

療、救急医療を事実上一つの公立病院が支えてい

る構造となっています。地域で医療提供体制が維

持できなくなれば、医療だけではなく、定住、産

業、地域の存続そのものに直結する問題となりま

す。

　そうした中で、小国郷の中核病院である小国公

立病院は、施設の老朽化が進み、建て替えといっ

た重大な判断を迫られています。そこで、国、県

の支援が必要と思われますが、病院の再編や機能

分担を進めるにしても、財政力や人材確保に限界

のある自治体だけで進めるのは極めて困難です。

　地域医療圏のような条件不利地域において、病

院建て替えや再編を進めるには、市町村の一般財

源だけでは到底対応できません。既にへき地医療

拠点病院としての運営費や設備整備等への補助を

いただいているところですが、それらを考慮して

も、病院の建て替えに係る地方負担はいまだに大

きいものがあることから、有利な地方債について

御支援をいただけないか、総務部長にお伺いしま

す。

　　 〔総務部長千田真寿君登壇〕

○総務部長(千田真寿君)　小国公立病院は、昭和

28年の開院以来、地域の中核病院として、民間医

療機関では対応が困難な救急医療、僻地医療等を

提供されています。

　最近では、オンライン診療車を使った遠隔地診

療により、高齢者の通院の負担を減らすなど、地

域密着型の医療の提供に積極的に取り組まれてい
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ます。

　しかしながら、現在の建物は、昭和60年に建設

され、40年程度経過しており、老朽化が進んでい

ます。そのため、建て替えを含めた将来の医療提

供体制の検討が進められているところです。

　公立病院の建て替えの財源については、元利償

還金の25％が交付税措置される病院事業債が活用

できます。さらに、議員御指摘の小国公立病院と

阿蘇医療センターの機能の分担や連携強化の協議

がまとまり、令和９年度までに協議に係る施設整

備の実施設計に着手した場合、その部分につい

て、交付税措置が40％に拡充される病院事業債・

特別分の活用が可能となります。

　県では、小国公立病院等に対して、この病院事

業債、特別分を活用して建て替えを行う場合は、

事前に国への協議や関係市町の連携協約等が必要

なことなど、活用のための条件やそのスケジュー

ル等について助言を行っています。

　また、小国公立病院を運営する一部事務組合の

構成団体である南小国町及び小国町は、いずれ

も、いわゆる過疎法に基づく過疎団体であるた

め、当該病院の建て替え財源の２分の１について

は、交付税措置が70％である過疎対策事業債を活

用することも有効です。

　県としては、地方負担の最小化を図るため、小

国公立病院と阿蘇医療センターの協議の状況を踏

まえつつ、国の補助金の最大限の確保とともに、

病院事業債、特別分、過疎対策事業債等、財政上

有利な起債の制度に関して、南小国町、小国町に

も助言を行うなど、引き続き関係部局と連携をし

ながら支援を行ってまいります。

　　 〔河津修司君登壇〕

○河津修司君　小国公立病院は、質問の中でも言

いましたが、小国郷及びその近辺にはなくてはな

らない病院です。昨日も話がありましたが、どこ

の公立病院も大変厳しい経営をしています。ぜひ

少しでも有利な情報を提供していただき、小さな

自治体であっても経営が続けられますよう、今後

とも県からの御支援をいただきますようお願いい

たします。

　続いて、６問目の質問に入らせていただきま

す。

　降積雪時における車両立ち往生対策についてを

質問します。

　昨年にも増して今季の阿蘇地方は寒かったで

す。氷点下12度を下回る温度を久々に記録しまし

た。阿蘇地方は標高が高いため、九州でありなが

ら北海道並みの冷え込みを記録することがありま

す。厳冬期、１～２月期には、最低気温が阿蘇市

乙姫などで氷点下10度を下回る日も珍しくありま

せん。路面温度が０度以下になると路面凍結が始

まりますが、氷点下３度を下回ると、融雪剤の効

果が弱まり始め、ブラックアイスバーンが発生し

やすくなります。また、単なる気温の低さだけで

はなく、日影の多さや急勾配の坂道が原因で、局

所的な凍結箇所や強風による１メートルを超す雪

の吹きだまりが発生します。

　昨年３月11日に、この議場で、阿蘇地方の冬の

季節の厳しさと凍結防止対策をする建設業の方々

の大切さを質問しましたが、その１週間後に、阿

蘇市の県道、北外輪山大津線、通称ミルクロード

や国道265号で、約40台の車両が、積雪や凍結に

より立ち往生したニュースを見ました。この事案

により一時避難所が開設され、救助、搬送された

人は約50人、放置車両の撤去完了まで３日かかっ

たそうです。

　なぜ対応が難航したのかというと、このとき発

令していたのは、警報ではなく注意報だったの

で、そのため、立ち往生した車両が多かったこ

と、立ち往生車両にレンタカーや観光バスも含ま
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れていたこと、さらに外国人観光客が約４割を占

めていたことといった要因が重なって、現場での

対応に時間を要したとのことです。

　私も、20数年前に経験しましたが、雪の中、早

朝にミルクロードを走行中、峠付近で、１メート

ルの雪の吹きだまりに突っ込みまして立ち往生し

てしまいました。携帯電話もかからず、極寒の

中、歩くしかないと覚悟を決めて歩き出そうとし

たそのときに、四輪駆動車が通りかかって助けて

もらいました。また、この１月10日、小雨が降っ

ていましたが、道路がアイスバーン状態と気がつ

かず、スリップして、危うく正面衝突しそうにな

りました。まさに冬道の怖さを身をもって感じて

おります。

　昨年の降雪時の車両立ち往生での対応の経験を

踏まえ、降雪、積雪時における車両立ち往生対策

についてどのような対策を行っているのか、土木

部長にお尋ねします。

　　 〔土木部長菰田武志君登壇〕

○土木部長(菰田武志君)　昨年３月、山沿いで

は、強い寒気の影響による大雪に伴う路面凍結に

備え、冬用タイヤでの通行を促す中で、議員御紹

介にもありましたように、阿蘇地域の県道北外輪

山大津線では、車両のスリップ等に起因した、約

30台にも及ぶ立ち往生が発生しました。

　その後、警察や消防、また、管内路線の除雪業

務を委託している地元企業などの協力の下、役割

を調整しながら、身動きが取れない乗員の保護や

車両の移動を行いましたが、県外のレンタカーを

含む多くの車両がそのまま現地に残されたことか

ら、交通開放に時間を要しました。

　道路管理者としては、今後、このような事態に

備え、速やかな通行規制の解除に向けた関係機関

との役割を明確にし、連携をより強化するため

に、検討を重ねてきました。

　検討会では、乗員の安全確保や一時滞在施設の

手配、また、車両の移動や路面の除雪など、関係

機関の役割や対応手順等を示したマニュアルを作

成いたしました。

　加えて、道路利用者への注意喚起として、道路

の規制情報やライブカメラ、県ホームページの掲

載方法等を充実させるとともに、熊本県レンタカ�

ー協会を通じて、冬季に凍結しやすい地域や路線

情報について、情報提供を強化してまいります。

　さらに、県内の各地域振興局においても同様の

取組の強化を図るとともに、隣県調整が必要な振

興局では、対応を再確認するなど、地域特性に応

じた取組を行い、安全で円滑な通行の確保につな

げてまいります。

　　 〔河津修司君登壇〕

○河津修司君　立ち往生対策についての御説明を

いただきました。ありがとうございました。

　冬道の立ち往生対策で、マニュアルを県で作成

したことを新聞報道で知り、この質問をしたわけ

ですが、その中で、関係機関の役割分担と連携強

化がうたわれていたと思います。交通止めをする

際の、どうしても危ないということで、交通止め

をするわけですが、直後に来たドライバーの方か

らは、大分文句を言われるそうです。そういった

こともあって、警察本部長にお願いなんですが、

できるだけ警察の方も立ち会っていただき、なか

なか少ない人数でやっておりますから大変だろう

と思いますけれども、そういった際の交通止めす

る際には立ち会っていただければ、非常に業者さ

んも、あるいは県の職員も助かるということです

ので、よろしくお願いしたいと思います。

　以上で予定された質問は、時間内に終わること

ができました。皆さん方の御協力に感謝申し上げ�

ます。ありがとうございました。終わります。�

(拍手)
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○副議長(緒方勇二君)　以上で本日の一般質問は

終了いたしました。

　明７日及び８日は、県の休日のため、休会であ

りますので、次の会議は、来る９日午前10時から

開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第７号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午後０時５分散会



第　７　号

（３月９日）
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令和８年３月９日(月曜日)

　　　議事日程　第７号

　　令和８年３月９日(月曜日)午前10時開会

　第�１　一般質問(議案に対する質疑並びに県の

一般事務について)

　第�２　議案等に対する質疑(第46号から第99号

まで)

　第�３　知事提出議案の委員会付託(第46号から

第99号まで)

　第４　休会の件

本日の会議に付した事件

　日�程第１　一般質問(議案に対する質疑並びに

県の一般事務について)

　日�程第２　議案等に対する質疑(第46号から第

99号まで)

　日�程第３　知事提出議案の委員会付託(第46号

から第99号まで)

　知事提出議案の上程(第100号)

　日程第４　休会の件

出席議員氏名(44人)

星　野　愛　斗　君

髙　井　千　歳　さん

住　永　栄一郎　君

　亀　田　英　雄　君

幸　村　香代子　君

杉　嶌　ミ　カ　さん

立　山　大二朗　君

斎　藤　陽　子　さん

本　田　雄　三　君

岩　田　智　子　君

堤　　　泰　之　君

南　部　隼　平　君

前　田　敬　介　君

坂　梨　剛　昭　君

荒　川　知　章　君

城　戸　　　淳　君

池　永　幸　生　君

竹　﨑　和　虎　君

吉　田　孝　平　君

中　村　亮　彦　君

増　永　慎一郎　君

髙　島　和　男　君

松　村　秀　逸　君

岩　本　浩　治　君

西　山　宗　孝　君

河　津　修　司　君

楠　本　千　秋　君

橋　口　海　平　君

緒　方　勇　二　君

髙　木　健　次　君

髙　野　洋　介　君

内　野　幸　喜　君

岩　中　伸　司　君

城　下　広　作　君

西　　　聖　一　君

山　口　　　裕　君

渕　上　陽　一　君

溝　口　幸　治　君

池　田　和　貴　君

吉　永　和　世　君

松　田　三　郎　君

令和８年	 熊本県議会２月定例会会議録	 第７号
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藤　川　隆　夫　君

岩　下　栄　一　君

前　川　　　收　君

欠席議員氏名(３人)

西　村　尚　武　君

前　田　憲　秀　君

坂　田　孝　志　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職氏名

知 事　木　村　　　敬　君　

副 知 事　竹　内　信　義　君　

副 知 事　亀　崎　直　隆　君　

知事公室長　深　川　元　樹　君　

総 務 部 長　千　田　真　寿　君　

企画振興部長　富　永　隼　行　君　

理　　　　事　阪　本　清　貴　君　

理　　　　事　府　高　　　隆　君　

健康福祉部長　下　山　　　薫　さん

環境生活部長　清　田　克　弘　君　

商工労働部長　上　田　哲　也　君　

観光文化部長　脇　　　俊　也　君　

農林水産部長　中　島　　　豪　君　

理 事　間　宮　将　大　君　

土 木 部 長　菰　田　武　志　君　

会計管理者　野　中　眞　治　君　

企 業 局 長　久　原　美樹子　さん

病 院 事 業
管 理 者
職務代理者

　鍬　本　亮　太　君　

教 育 長　越　猪　浩　樹　君　

警察本部長　佐　藤　昭　一　君　

人事委員会
事 務 局 長　城　内　智　昭　君　

監 査 委 員　小　原　雅　之　君　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　波　村　多　門

　　　　　　事務局次長
兼総務課長　鈴　　　和　幸

　　　　　　議 事 課 長　下　﨑　浩　一

　　　　　　議事課長補佐　岡　部　康　夫

　　午前10時開議

○議長(髙野洋介君)　これより本日の会議を開き

ます。

　日程第１　一般質問

○議長(髙野洋介君)　日程に従いまして、日程第

１、６日に引き続き一般質問を行います。

　前田敬介君。

　　 〔前田敬介君登壇〕(拍手)

○前田敬介君　皆さん、こんにちは。荒尾市選

出・前田敬介でございます。おはようございます

ですね。

　今回、質問の機会を与えていただき、先輩議員

の皆様、同僚議員の皆様に感謝いたします。いつ

もここで前にいろいろ話させていただきますが、

なぜかいつも最後巻きで早口の言葉になってしま

いますので、早速質問に入らせていただきます。

　執行部の皆様方におかれましても、分かりやす

く簡潔に、そして前向きな答弁をいただき、そし

て、５項目めに関しましては、分かりやすく簡潔

に、そして前向きな答弁に加え、誰よりも熱い答

弁を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。

　早速、質問に移りたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。

　まず１つ目に、系統用蓄電池の導入促進による

本県エネルギー政策の加速と安心への備えについ

て質問いたします。

　今回の質問は、系統用蓄電池という、今は身近

ではありませんが、今後県内でも増加する可能性

が高い施設について取り上げます。
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　この系統用蓄電池は、私が住む荒尾市で、民家

のすぐ近くに設置される計画が進んでおり、地域

住民の方々から、火災や音など不安の声が上がっ

ているところから質問したいと考えました。

　まず、家庭用の蓄電池は、昼間の太陽光発電の

余剰電気をため、その家庭で夜間や停電時に使用

します。一方で、系統用蓄電池は、電力に余裕が

あるときに送電線を通じて電気を購入し、電力が

必要とされるときに送電線に電力を供給する送電

網全体の蓄電池です。

　国の資源エネルギー庁が示した資料によると、

2022年度から電力系統への系統用蓄電池の接続申

込みが増え始め、申込み件数が２年で15倍以上に

増加しているとのことであり、北海道、東北、中

国、九州を中心に、全国で導入に向けた動きが加

速しているとのことです。

　本県は、全国有数の日照条件に恵まれ、再生可

能エネルギーの導入で国内トップクラスの実績を

築いてまいりました。しかし、現在、発電量が需

要を上回る際に発電を一時停止させる出力制御が

頻発しており、せっかくのクリーンなエネルギー

を捨てざるを得ないという、極めてもったいない

事態が起きております。この課題を克服し、本県

のエネルギーポテンシャルを最大限に引き出す可

能性が、この系統用蓄電池にはあります。

　私は、この系統用蓄電池を導入するメリットは

非常に大きく、本県をはじめ、九州全体の未来に

多大な恩恵をもたらすと考えています。

　第１に、電力需給の最適化です。

　昼間の余剰電力を蓄え、需要が高まる夕方以降

に放電することで、今まで出力制御で捨てられて

いた昼間の再エネを活用できることとなり、再エ

ネの利用率を向上させます。

　第２に、産業競争力の強化です。

　ＴＳＭＣをはじめとする半導体関連企業は、事

業活動で使用する電力を100％再エネで調達する

ことを目指すＲＥ100に取り組まれるため、最大

限にクリーンな再エネ電力を供給できる体制は、

本県が世界から選ばれ続けるための強力な武器と

なります。

　そして、第３に、地域レジリエンスの向上で

す。

　災害による停電時でも、系統用蓄電池から地域

住民に電力を供給することができ、防災力の向上

につながる可能性もあると考えます。

　このようなメリットから、私は、系統用蓄電池

の推進には賛成するものでありますが、同時に、

無秩序な開発によって地域に不安を広げてはなら

ないと考えております。

　系統用蓄電池からは、冷却ファンや変圧器の稼

働音による騒音が発生します。特に、夜間や住宅

地に隣接する場所であれば、地域の住環境に影響

を及ぼす可能性があります。さらに、大容量のリ

チウムイオン電池を使用するため、火災事故に対

する安全管理や将来的な電池の廃棄、リサイクル

への備えは不可欠です。

　適切な対応やルールがなければ、過去に一部の

太陽光発電施設で見られたような地域住民との摩

擦が生じ、さらに、系統用蓄電池だけでなく、再

生可能エネルギーそのものへの不信感を招きかね

ません。

　こうした課題に対し、一部の自治体では、事業

者が守るべき道しるべを示そうとする取組も始

まっています。

　静岡県浜松市は、昨年12月に、適正な蓄電池設

備の設置等に関する要綱及び蓄電池設備に関する

ガイドラインを施行し、事業計画の初期段階から

地域住民への説明会とそれに基づく市町村との事

前協議を求めています。これにより、事業者が地

域社会の理解を得て共生が図られるよう、制度と
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して担保しています。

　系統用蓄電池についても、必要ではあります

が、設置場所の周辺に住む方々が毎日を安心して

過ごせるため、法による一律の基準をベースにし

つつも、それぞれの地域における地形や住環境に

合わせた、より細やかな心配りを事業者に呼びか

けていくべきではないでしょうか。

　今、県では、太陽光発電施設の設置に対し、地

域との共生が必要との姿勢で取り組んでおられ、

阿蘇地域の太陽光抑制エリア図を示し、また、太

陽光パネルについて、ＦＩＴ後放置ゼロに向けて

検討されるなど、地域環境だけでなく、将来の熊

本の環境を守る取組を行っておられます。

　地域と共生した形で系統用蓄電池が整備され、

数十年後、その役割を終えた後も、撤去やリサイ

クルができ、次の世代に負の遺産を残さない仕組

みを今のうちから整えておくべきことは、責任世

代である我々の使命であり、事業の立ち上げから

幕引きまで行政が責任を持って見守る姿勢こそ

が、住民の信頼を勝ち取る唯一の道であると確信

しています。

　導入促進と地域との共生は、どちらが欠けても

立ち行かない車の両輪のようなものです。事業者

や自治体の取組はもとより、県や国も一緒になっ

て、事業者と県民の皆様の双方が安心できる体制

を取ることが、誠実な事業者を熊本に呼び込み、

私たちの安全と最新の技術が手を取り合う、新し

いエネルギー社会をつくり出すことにつながるの

ではないでしょうか。

　そこで質問です。

　県として、系統用蓄電池の導入促進と地域の安

全、安心についてどのように考えているか、県と

してどのような対応を取っていくのか、商工労働

部長にお尋ねします。

　　 〔商工労働部長上田哲也君登壇〕

○商工労働部長(上田哲也君)　2050年県内ＣＯ2

排出実質ゼロを目指すためには、再生可能エネル

ギーを最大限に活用することが不可欠です。しか

し、その多くは、天候、風況等に左右されます。

特に、太陽光発電は、日中に集中するため、発電

量が需要を超える時間帯には、発電しても電力を

供給できない出力制御が、九州では年間100回以

上発生しております。

　この現在無駄となっている電力を活用すること

が、再生可能エネルギーを最大限に活用するため

には不可欠であり、議員御紹介の系統用蓄電池の

導入は、その有効な手段であると考えています。

　一方で、設置場所について、既存の施設に職員

が出向き、一定程度の騒音が発生することを確認

し、周辺の住環境に応じた対応が必要だと感じて

います。

　県では、これまで、太陽光発電について、設置

場所や管理の在り方、さらに廃止後の対応など様�

々な課題に対して、地球環境だけでなく、地域と

共生し、将来の熊本の安全、景観や環境を守るた

めの取組を行っています。

　系統用蓄電池についても、騒音や火災などの不

安の声に対して、太陽光発電と同様に、地域と共

生し、地域の住環境や安心を守る取組が必要で

す。

　県では、既に荒尾市と連絡を取り、課題を共有

していますが、こうした新たな課題こそ、市町村

に寄り添って考え、共に解決策を見出す必要があ

ります。

　さらに、この課題は、全国的に生じる可能性が

ございます。太陽光発電施設については、国が設

置時の地元市町村や住民への説明、撤去資金確保

に関するガイドラインを定めている一方、系統用

蓄電池については、周辺住民への説明などのルー

ルは現在ございません。
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　荒尾市の事例等を基に、国に対し、新たなガイ

ドラインの設定など、必要な対応を求めてまいり

ます。

　　 〔前田敬介君登壇〕

○前田敬介君　商工労働部長より御答弁いただき

ました。

　系統用蓄電池の必要性と地域との共生の重要性

を認識されていることは理解いたしました。しか

し、現場で不安を抱える県民の方々にとって、国

への要望や市町村との連携という言葉だけでは、

まだ遠い先の安心に聞こえてしまうのではないで

しょうか。

　太陽光発電施設で起きた問題を繰り返さないた

めには、後手に回るのではなく、また、45市町村

がおのおので対応するのではなく、県が先頭に立�

って積極的に関与していくべきだと私は考えま

す。

　この問題は、まだ始まったばかりで、分からな

いことが多いことも理解できます。系統用蓄電池

がどのようなものか、現場まで足を運んでくださ�

ったのも答弁でありました。そこは感謝させてい

ただいております。

　しかし、一たび系統用蓄電池が設置されたら、

地域住民の方々は、何十年もそれと付き合ってい

かないといけません。すぐに撤去もできません。

できるだけフットワークを軽く、先手先手で対応

していただきたいと思います。

　また、あわせて、この問題だけでなく、ほかに

も蓄電設備が火災発生した場合、放水による感電

の危険性が伴うなど、ハードルがあったりしま

す。いろいろな情報をたくさん収集して、先ほど

お伝えしましたように、先手先手で対応をよろし

くお願いします。

　次に、通級指導体制の充実について質問いたし

ます。

　本県が推進するインクルーシブ教育において、

その成否を握る鍵は、通常学級での学びを支える

通級指導教室の充実です。しかし、県内各市町

村、地元荒尾市の現場からは、通級担当教員が対

象児童生徒を回り切れていない、支援の手が届か

ない子が放置されているという悲痛な叫びが上が�

っております。

　県教育委員会は、国が定める児童生徒13人に対

し教員１人という定数基準に基づき、県内82校に

85人を設置し、巡回相談体制をしいているとのこ

とですが、この13対１という数字は、あくまでマ

クロな計算上の数値にすぎず、実態は、中学校の

担当者が週29こまもの持ち時間を抱えながら、物

理的に他校への巡回が不可能な状況が生じていま

す。

　配置されているという数字はあっても、実態と

して支援が届かない空白地帯が存在している事

実、支援の手が届かない子供たちが出てしまうこ

とは、県としても本意ではないはずです。

　また、県教委は、特別支援学級が減少すれば、

その余力を通級指導に回せるという、いわばスラ

イド方式の解消策を提示されています。

　確かに、令和６年度から令和７年度にかけて、

県全体で12学級が減少し、その分を加配に回せて

いるという実績は評価させていただきます。しか

し、インクルーシブ教育への移行期こそ、特別支

援学級と通常学級の両方で手厚い支援が必要とな

り、現場の負担は一時的に最大化します。移行が

進めば、将来的に楽になるという未来の話で、今

まさに支援を必要としている子供たちが苦しんで

いる現状を正当化することは、断じて許せませ

ん。

　この移行期という正念場において、市町村任せ

にするのではなく、県教委としてどう責任を持っ

て人員不足を解消するつもりか、明確な答弁を求
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めます。

　そして、先生方の負担を軽減し、子供たちの笑

顔を守るために、私は、ここで１つ、地域の力を

柔軟に借りる仕組みを提案させていただきたいと

思います。

　県では、既に退職された先生方への声かけや非

常勤講師の予算確保に努めておられます。しか

し、現状の週15こまといった一定のまとまった勤

務条件は、意欲のある方にとっても、体力面や生

活環境から少しハードルが高く感じられることが

あるかもしれません。

　一方で、地域には、週に数時間なら、これまで

の経験を生かして力になりたい、特定の巡回日だ

けならお手伝いできるという、温かい志を持った

退職教員や有資格者の方々が数多くいらっしゃる

と思います。

　こうした方々を、例えば、週数こまや特定の授

業１こまからでも任用できるスポット型支援とし

て仕組みができないでしょうか。１人の枠を１人

の先生で埋めるという考えから、少し視野を広

げ、複数の地域人材で１人の枠を分かち合う、い

わばチーム型、シェアリング型の通級支援を、県

が主導してモデル的に進めることを提案いたしま

す。

　この提案に沿って、以下の３点について、前向

きな見解を伺います。

　第１に、退職された先生方に対し、週１こまか

らの短時間でも、あなたの経験が子供を救うとい

うメッセージを込め、より柔軟で多様な働き方を

県として正式に提案していく考えはございません

か。

　第２に、市町村教育委員会に対し、スポット任

用の予算運用をより柔軟に認めるなど、地域の実

情に合わせた新しい任用スタイルを後押しする指

針を示すことはできないでしょうか。

　第３に、教育事務所などを通じて、地域に眠る

人材と学校のニーズを、より細やかに、そして温

かくつなぐための人材バンクの運用を、さらに一

歩進める工夫はできませんでしょうか。

　以上、教育長に質問いたします。

　　 〔教育長越猪浩樹君登壇〕

○教育長(越猪浩樹君)　まず、通級指導体制につ

いてお答えします。

　本県では、特別な支援を要する児童生徒数の増

加に伴い、特別支援学級や通級指導を実施する学

校が急増しています。

　国がインクルーシブ教育を推進する中で、障害

のある子供と障害のない子供をできるだけ同じ場

で共に学ばせることを目指していることから、本

県においても、通常学級で共に教育を受けなが

ら、特性に応じて通級指導教室でサポートする体

制の構築を進めています。

　義務教育における教職員定数については、法律

に基づく全国一律の基準が設けられており、本県

では、基準を満たした学校全てに通級加配を行っ

ています。

　しかしながら、議員御指摘のように、現場の声

として、加配の配置校と巡回指導の対象校とで

は、一人一人に応じた指導に差異が生じるなど、

支援の在り方に課題があることも認識していま

す。

　そこで、各学校での通級指導教室の導入に向け

た基本的な考え方やモデル地域での工夫等、運営

をサポートするための新たな手引書を今月中に策

定することとしています。

　引き続き、市町村教育委員会や教育事務所と連

携し、指導体制及び指導方法の工夫や人的配置の

最適化を図ってまいります。

　次に、外部人材の確保等についてお答えしま

す。
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　児童生徒への指導の充実を図るためには、特別

支援教育充実に係る非常勤講師のさらなる活用が

必要です。

　本県では、当該非常勤講師の勤務条件をできる

限り柔軟に設定できるよう努めており、現時点で

も、議員御提案の週数時間からの任用も可能とな�

っています。

　しかしながら、授業を行う非常勤講師が毎回変

わるとなれば、指導の一貫性という点で課題とな

る場合も考えられることから、運用については、

引き続き市町村教育委員会に指導、助言しなが

ら、連携して対応してまいります。

　また、各教育事務所では、非常勤講師及び臨時

的任用教員としての任用を希望している方々をま

とめた人材リストも既に活用しているところです

が、議員御指摘のとおり、人材募集においては、

より丁寧な情報発信が必要であると考えていま

す。

　今後、非常勤講師の勤務条件や勤務実態等を、

ホームページやＳＮＳ等をはじめ、学校関係機関

を通じて発信し、さらなる人材の掘り起こしに努

めてまいります。

　県教育委員会では、今後とも、子供たち一人一

人に必要な支援が確実に届くよう、人材確保に向

け、しっかりと取り組んでまいります。

　　 〔前田敬介君登壇〕

○前田敬介君　教育長に御答弁いただきました。

　週数時間からの任用も可能という制度が既にあ

るのなら、今すぐその制度を支援を必要としてい

る子供たちに動かしていただければと思います。

準備に時間だけをかけるのではなく、まずは市町

村へ１こまからでも任用していいですよと力強く

発信し、予算を使いやすくする後押しをよろしく

お願いいたします。

　今この瞬間も支援を待っている子供たちのため

に、教育長のスピード感を持った決断をぜひよろ

しくお願いいたします。

　次に、荒尾市等、福岡県と接する有明地域にお

ける地域資源を最大限に活用した振興について質

問させていただきます。

　私たちの住むこの有明地域は、古来より人や

物、文化が交差する要衝として栄えてきました。

　現在、私たちは、熊本、福岡の県境を越えて、

長洲、荒尾、南関、大牟田市や柳川市、みやま市

等とともに、定住自立圏をという枠組みの中で歩

みを進めております。

　しかし、今こそ、改めて、この地域が持つ潜在

能力、すなわちポテンシャルを再認識すべきとき

ではないでしょうか。

　この地域を、単なる県境の町や通り過ぎる場所

として終わらせるのではなく、県内外から目的地

として選ばれる場所へと進化させる、そのための

広域的なビジョンが今まさに問われていると感じ

ております。

　その根拠となる私たちの地域が持つ圧倒的な強

みについて、改めて整理させていただきます。

　第１に、広域交通の結節点としての地域的優位

性です。

　九州新幹線、九州自動車道、そして現在整備が

進む有明海沿岸道路、これらが網の目のようにつ

ながるこの地は、まさに熊本の北の玄関口であり

ます。県内外からの人流、物流を受け入れる入り

口であり、海と陸をシームレスにつなぐゲートウ

エーとしての機能を備えています。この交通イン

フラの集積こそが、地域振興の基盤であり、広域

連携の最大のエンジンとなるものです。

　第２に、世界に誇るべき唯一無二の自然環境で

す。

　私たちの目の前に広がる有明海は、日本最大級

の干満の差を誇り、渡り鳥や希少な干潟生物が息
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づく生物多様の宝庫です。ラムサール条約に登録

された荒尾干潟をはじめ、この豊かな自然が生み

出す夕景や泥に触れる干潟体験は、ほかの地域に

は決してまねできない貴重な体験型資源です。

　この自然を、単に守るだけでなく、福岡県側の

自治体と歩調を合わせ、環境学習やエコツーリズ

ムの場として広域的にプロモーションしていくこ

とが、交流人口の拡大には欠かせません。

　第３に、重層的な歴史、文化、レジャー資源の

存在です。

　ユネスコ世界文化遺産に登録された万田坑をは

じめとする三池炭鉱関連施設は、近代日本を支え

た先人たちの情熱のあかしであり、大牟田市側と

も歴史を分かち合う、まさに広域連携の象徴とも

言える資産です。これに加え、西日本最大級の規

模を誇るグリーンランド、これほどまでに歴史学

習からエンターテインメントまで密接に融合して

いる地域は、全国にも希有であると言えます。

　さらに、これらの土台の上にあるのが、豊かな

水産、農産資源、ノリや貝類、魚介類、そして肥

沃な大地が育む農産物、これらは食という共通言

語を通じて地域外の人々を引き寄せる強力なブラ

ンド力を秘めています。

　このように、有明地域は、自然、産業、人の流

れがつながる、非常に高いポテンシャルを秘めた

地域であります。

　そのような中、熊本県と福岡県の６つの自治体

が、住民福祉の向上及び地域振興を図ることを目

的に、有明圏域定住自立圏を形成し、福祉、教育

など様々な分野で連携した取組を進めています。

　また、医療機関において、診療情報共有システ

ムありあけネットを構築しております。これは、

県境を越えて、荒尾市立有明医療センター、大牟

田市立病院など参加する医療機関同士が、電子カ

ルテ内の検査結果、画像、処方内容などをオンラ

インで共有し、転院時のスムーズな引き継ぎや重

複検査、投薬の防止が可能となり、より安全で質

の高い医療を提供できます。県境を越えて、地域

全体を１つの大きな病院のように機能させるネッ

トワークです。

　行政の枠組みを超え、福岡県側の自治体と定住

自立圏として、心を一つに、互いの資源を補完し

合うことで、一自治体ではなし得ない、面での地

域経営が可能となっております。

　熊本県、福岡県にとらわれず、住む人が誇りを

持ち、訪れる人がその魅力に触れて感動する、そ

んな活力ある有明地域をいかに振興していくの

か、県北の将来を左右する重要な局面において、

当局がどのような展望を持ち、具体的な施策に落

とし込もうとしているのか、企画振興部長に質問

をさせていただきます。

　　 〔企画振興部長富永隼行君登壇〕

○企画振興部長(富永隼行君)　有明地域の振興に

ついてお答えします。

　本県の北の玄関口に位置する荒尾・玉名地域

は、九州最大の経済圏である福岡都市圏に近いこ

とに加え、九州新幹線や九州縦貫自動車道が通

る、交通利便性の高い、地理的優位性を有する地

域です。中でも、荒尾市、南関町、長洲町の有明

地域は、通勤通学をはじめ、日常の暮らしや文

化、地域経済活動など、様々な面で福岡県との結

びつきが深く、県境を越えて共に発展してきた歴

史があります。

　この有明地域には、議員御紹介のとおり、ラム

サール条約湿地に登録されている荒尾干潟や世界

文化遺産の万田坑をはじめ、有明海の恵みである

ノリや貝、荒尾梨等の農水産物、南関そうめん、

長洲町の金魚など、地域特有の強みが数多く存在

しています。また、隣接する福岡県においても、

三池炭鉱宮原坑や柳川市の川下りをはじめとする
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数多くの観光資源があります。

　こうした地域資源を複合的に活用し、ブランド

化や情報発信を進めることで、周遊性の向上な

ど、観光振興への波及効果が期待されます。

　また、現在整備が進められている有明海沿岸道

路の延伸により、九州北部からの交通利便性が一

層高まり、流通ネットワークの拡大や県内外から

の交流人口の増加も見込まれます。

　こうした強みを有する有明地域がさらに発展し

ていくためには、地域全体が一体となって産業、

観光などの活性化に取り組むことが重要です。

　現在、有明地域では、福岡県内の３市ととも

に、県内で唯一県境を越えて有明圏域定住自立圏

を形成しており、福祉や教育、産業振興、交通イ

ンフラの整備、交流の促進など、様々な分野で連

携、協力した取組が進められています。この取組

は、県境地域を活性化する上で、リーディングケ�

ースとなり得るものと考えています。

　こうした地域独自の取組への支援の一環とし

て、圏域の認知度向上や交流促進を目的に、福岡

県や圏域の６市町と連携し、今月28日にありあけ

フェスタをおおむたアリーナで開催します。

　子供から高齢者まで幅広い世代の方々に楽しん

でいただけるよう、ｅスポーツをメインコンテン

ツとして、各市町の予選会で選出された代表選手

による対抗戦などを開催します。また、健康づく

りや交流を促進するため、健康増進ブースや各自

治体の特産品、観光のＰＲブースも設置します。

　このありあけフェスタを契機として、関係市町

や地域間の連携が深まり、一体となって発展する

ことを期待しています。

　今後とも、有明地域の振興に向け、地元市町の

御意見を伺いながら、福岡県とも連携し、有明圏

域が一体となった取組を推進してまいります。

　　 〔前田敬介君登壇〕

○前田敬介君　企画振興部長から答弁をいただき

ました。

　ポテンシャルの高さを理解していただいていま

すことに感謝申し上げます。

　ただ、このポテンシャルを、ありあけフェス

タ、お祭りだけで終わらせてはもったいないと思

います。今後は、有明海沿岸道路の全線開通を見

据え、福岡、熊本の両県が手を取り合いながら、

しかしながら、競い合いながら、単なる通過点で

はない、選ばれる目的地、選ばれる場所をつくり

上げることが不可欠と思っております。

　例えば、歴史遺産や干潟体験、レジャー施設を

１つの物語でつなぐなど、広域観光のブランド化

などより踏み込んだ具体策が必要と思っておりま

す。点在する魅力を線で結び、地域全体を面とし

て活性化させるため、県としてのさらなる強力な

バックアップを強く要望いたします。

　次に、交通事故防止について質問させていただ

きます。

　最近の交通死亡事故情勢について、令和７年中

の統計によれば、県内の交通事故による死亡者は

41人と、統計が残る1948年以降で過去３番目の少

なさとなりました。しかしながら、その内訳を見

ると、歩行者と自転車の死者が21人と全体の過半

数を超えており、依然として道路上の弱者が犠牲

となる痛ましい事故が後を絶ちません。

　実際に、令和７年４月には、荒尾市において、

普通乗用車が歩行者と衝突し、貴い命が失われる

事案も発生しており、歩行者の安全確保は極めて

深刻な課題であると認識しております。

　県議会においては、交通事故を減少させるに

は、歩行者優先意識の定着こそが最も効果的な取

組であると考え、令和３年３月に熊本県の交通安

全水準のさらなる向上に関する宣言を決議いたし

ました。
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　こうした議会の動きと歩調を合わせるように、

県警察が粘り強く指導、啓発活動に取り組んでこ

られた結果、ＪＡＦによる最新の調査では、信号

機のない横断歩道での車両一時停止率が全国で４

位という、極めて高い水準を記録しました。これ

は、本県の交通マナー向上の象徴とも言える明る

い兆しであり、高く評価すべき結果であると考え

ます。

　そこで、こうした現状を踏まえ、以下２点につ

いて、県警察の見解をお尋ねします。

　第１に、これまで、県警察が、歩行者保護に向

けてどのような視点から具体的な取締りや広報啓

発活動を展開し、どのような成果を得られたと考

えておられるのか、その取組の軌跡を伺います。

　第２に、一時停止率全国４位という結果をどの

ように分析し、今後のさらなる事故抑止にどうつ

なげていくのか、県警察としての受け止めと今後

の決意をお聞かせください。

　また、全国的に交通事故が減少傾向にある中

で、自転車関与の事故割合が増加している現状を

鑑み、自転車側の交通ルール遵守が不可欠である

一方、傘差しや２人乗りは減少しても、携帯電話

使用や並進走行といった違反がいまだ散見される

のは、周知不足の側面があるのではないかと感じ

ております。

　特に、中高生の保護者らからは、令和８年４月

１日の青切符適用開始以降に積極的な取締り強化

が行われるのかという不安の声が寄せられている

ことを踏まえ、県警として、これまでどのような

手法で交通違反行為の周知徹底を図り、ルール遵

守の意識を醸成してきたのかという点と、施行後

は、約113種類の違反のうち、具体的にどのよう

な行為が重点的に青切符処理の対象となるのか、

また、これまでの指導、警告中心の運用から、一

転して網羅的かつ抜本的な取締り強化へとかじを

切る方針なのか、あるいは事故直結性の高い悪質

な違反に限定して適用するなどの柔軟な運用を想

定しているのかについて、現時点での県警の見解

と具体的な運用指針をお聞かせください。

　以上、警察本部長に質問いたします。

　　 〔警察本部長佐藤昭一君登壇〕

○警察本部長(佐藤昭一君)　１点目の県警察にお

ける歩行者保護の取組とその成果についてお答え

いたします。

　県警察では、横断歩行者妨害の取締りのほか、

関係機関、団体と連携し、歩行者優先意識の徹底

を図るべく、交通安全教育や啓発活動など、歩行

者保護に資する活動に地道に取り組んでまいりま

した。

　また、横断歩道の整備、補修については、議員

御紹介の宣言決議後の令和４年度から令和７年度

までの４年間で、3,220か所の新規整備または補

修を行っております。

　これらの対策を行った結果、県内における人身

交通事故の令和２年から令和６年までの過去５年

平均は3,154件であるところ、昨年は2,947件と減

少傾向にあり、さらに、ＪＡＦによる調査では、

信号機のない横断歩道での車両一時停止率は、令

和２年の25.7％から、昨年は77.4％と約51ポイン

ト上昇し、全国４位と、県民の交通安全意識の向

上に一定の成果は得られたものと認識しておりま

す。

　次に、これらを事故抑止にどうつなげていくの

か、県警察としての受け止めと今後の決意につい

てお答えいたします。

　各種取組により停止率は上昇したとはいえ、い

まだ約２割の車は止まっていないという現状にあ

り、加えて、昨年の交通死亡事故を見ますと、歩

行中死者の17人のうち12人が道路横断中と約７割

を占め、中でも９人が横断歩道以外の場所を横断



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　第７号 （３月９日）

－ 175 －

中に交通事故に遭われるなど、取組はいまだ道半

ばと認識しております。

　今後も、ドライバーに対する歩行者保護意識の

啓発と併せ、歩行者側にも、付近に横断歩道が設

置されている場合には、多少遠回りになるとして

も横断歩道を渡ること、信号に従うことといった

基本的な交通ルールの遵守の徹底を呼びかけるな

ど、地道な活動を関係機関と連携して進めてまい

ります。

　２点目の自転車に対する交通反則通告制度の周

知及び交通ルール遵守の意識醸成の取組について

お答えいたします。

　県警察といたしましても、制度及び自転車交通

ルールの周知が重要と考え、様々な取組を行って

まいりました。

　令和７年中では、自治体や教育機関等と連携し

た自転車の交通安全教育を、344回、４万2,067人

に対して実施しておりまして、このうち、特に自

転車利用の多い中高校生に対しては、123回、２�

万4,988人に対して実施するとともに、自転車の

交通違反例などを記載したクリアファイルを作成

し、県内全ての高校生に配布しております。

　さらに、高齢者、近年増加している在留外国

人、それぞれに対する交通安全教育の実施、周知

動画の作成等により周知を図っております。

　次に、自転車に対する交通反則通告制度導入後

の取締りについて、県警察の見解と具体的な運用

指針についてお答えいたします。

　制度導入後に、従来の指導、警告中心の運用か

ら、議員の御指摘にありましたような、抜本的な

取締り強化にかじを切るといった運用は行いませ

ん。

　自転車に対する交通指導取締りについては、現

在でも基本的に指導、警告を実施し、交通事故の

原因となるような悪質、危険な違反を検挙の対象

としておりまして、この方針は制度の導入後も変

わりません。

　県民の中には、歩道を通行するだけで違反とし

て検挙されるのかという不安の声もあると聞いて

おりますが、このケースを例として説明いたしま

すと、単に歩道を通行しているといった違反につ

いては、これまでと同様に、通常の指導、警告が

行われ、基本的に取締りの対象となることはあり

ません。

　一方で、例えば、スピードを出して歩道を通行

し、歩行者を驚かせ、立ち止まらせた場合や警察

官の警告に従わず歩道通行を継続した場合は、悪

質、危険な違反として取締りを受ける場合があり

ます。

　自転車に対する交通反則通告制度導入まで残り

１か月を切りましたが、県民が悲惨な交通事故の

被害者とならないよう、引き続き交通ルール遵守

の意識醸成に向けた取組を進めてまいります。

　　 〔前田敬介君登壇〕

○前田敬介君　県警本部長より御答弁をいただき

ました。

　一時停止率全国４位という成果は、警察の皆さ

んの地道な活動と県民の意識変容のたまものであ

り、高く評価いたしたいと思いますとともに感謝

いたします。

　一方で、歩行中死者の大半が横断歩道以外での

事故であるという現状は、次なるフェーズへの課

題を浮き彫りにしています。ドライバーへの啓発

だけでなく、歩行者自身の意識向上や安全な歩行

環境の整備など、さらに取組を加速させ、併せ

て、警察だけの力ではなかなか厳しいと思います

ので、自治体の協力、また、交通安全協会をはじ

め、交通安全活動を行う関係機関とか団体とかと

も協力をして取り組んでいってください。

　また、自転車の青切符導入に関し、従来どおり
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の悪質、危険な違反に重点を置くとの方針が示さ

れ、県民の不安払拭につながるものと感じまし

た。

　施行まで残り僅かですが、検挙そのものが目的

でなく、悲惨な事故を防ぐためのルール厳守であ

るという本質が県民の皆様に確実に浸透するよ

う、さらなる周知徹底をお願いいたします。

　あわせて、要望みたいになってしまいますが、

先ほど名前を挙げさせていただきました交通安全

協会等加入率も減少し、財政的に厳しい状況で運

営されているということですので、県警の委託業

務であると伺っておりますので、可能な限りの支

援を財政当局にお願いいたします。

　次に、５番目の質問に入らせていただきます。

　荒尾・玉名地域の広域道路ネットワークの整備

について質問いたします。

　荒尾・玉名地域が、産業拠点として、また、活

力ある生活圏としてさらなる飛躍を遂げるために

は、交通インフラの充実が不可欠と考えていま

す。とりわけ有明海沿岸道路は、定時性、速達性

を備え、広域的な人流、物流の円滑化を実現す

る、本地域にとって極めて重要な道路であり、言

わば未来への投資として、その着実な推進が期待

されているところです。

　そして、この縦軸としての背骨と地域をつなぐ

道路を、いかに早く、いかに効果的に整備するか

も重要です。

　その１つである国道208号の荒尾市上赤田と国

道501号の長洲町清源寺を結ぶ新たな道路は、地

域内の交通円滑を図るものであり、現在、整備が

進められています。

　この２路線は、荒尾・玉名地域の道路ネットワ�

ークの利便性を大きく高め、地域の発展に大きく

寄与するものと考えられます。

　そこで、今回、この２路線の進捗と早期実現に

向けた取組状況をお伺いします。

　まず、有明海沿岸道路は、国の直轄事業として

整備が進められており、事業中区間には、今年度

当初予算と補正予算を合わせて総額46億円を超え

る予算が重点的に措置されました。県議会と県、

そして地元自治体などが一丸となって強力に進め

てきた要望活動が実を結び、着実な推進が図られ

ているものと受け止めます。

　有明海沿岸道路においては、現在、三池港イン

ターチェンジ連絡路の南新地の橋梁工事は順調に

進んでいるものの、地域住民からは、四ツ山灯台

の下の太陽光パネル設置箇所付近は、工事や用地

買収の進捗を不安視する声もあります。

　また、長洲―玉名間については、計画段階評価

が行われ、昨年３月の第２回委員会で３つのルー

ト帯案が示されましたが、今後どのように進めら

れていくのか、地域の関心も高くなっておりま

す。

　巨額の予算が投じられているからこそ、その進

捗を県民が肌で実感できる形で示していくこと、

そして情報発信していくことが、事業へのさらな

る信頼と期待につながるものと考えます。

　そこでまず、荒尾―長洲間と長洲―玉名間の進

捗状況についてお伺いします。

　次に、国道208号と国道501号を結ぶ新たな道路

についてです。

　荒尾市の昼夜間人口比率は0.88であり、昼間人

口が夜間人口を下回るベッドタウンの傾向にあり

ます。特に、隣接する大牟田市や長洲町、玉名

市、南関町への通勤が多く、市外へ通う人数が市

内へ通う人数より約6,000人以上多い状況です。

　このような中、地域間連携を担うこの道路につ

いては、令和元年６月に、荒尾市、長洲町、県の

３者で協定を締結して、令和３年度から工事を進

め、これまで長洲町の約680メートル区間が開通
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しました。しかし、いまだ４キロメートル以上が

未供用であり、早期整備が望まれています。現在

の取組はどのような状況なのでしょうか。

　円滑な広域移動環境の整備は、定住人口の維持

や新たな産業誘致に直結します。縦の沿岸道路と

地域をつなぐ新たな道路が連結し、ネットワーク

として面で機能して初めて荒尾・玉名地域の真の

ポテンシャルが引き出されると考えます。

　そこで、荒尾・玉名地域の発展に大きく寄与す

る有明海沿岸道路の進捗状況と国道208号と国道

501号を結ぶ新たな道路の取組状況の２点につい

て、土木部長にお尋ねします。

　　 〔土木部長菰田武志君登壇〕

○土木部長(菰田武志君)　荒尾・玉名地域の広域

道路ネットワークの整備についてお答えします。

　議員御指摘のとおり、有明海沿岸道路や国道

208号と国道501号を結ぶ新たな道路は、地域の道

路ネットワークを形成するもので、道路の多重性

が確保され、交通の円滑化や物流の効率化に資す

るものであり、荒尾・玉名地域の振興に大きく寄

与するものと認識しております。

　まず、有明海沿岸道路は、定時性、速達性が高

い循環型高速交通ネットワークとして、県北地域

はもとより、佐賀、福岡、熊本の３県にまたがる

広域的な経済交流圏の創出や県全体の発展のため

に重要な道路です。

　現在、国により、荒尾―長洲間の約９キロメー

トルのうち、約４キロメートルの事業に取り組む

中で、三池港インターチェンジ連絡路では、高架

橋工事とともに、事業に必要な用地についても着

実に取得が進められており、本道路全線にわたり

工事の進捗が期待されます。

　また、長洲―玉名間では、計画段階評価の第２

回委員会で示された３つのルート帯からの最適案

の選定に係る検討を行われており、地域住民への

意見聴取実施に向けた必要な準備が進められてい

ます。

　荒尾市では、競馬場跡地での道の駅等の開業を

本年６月に控え、また、半導体関連企業の立地も

進んでおり、県としては、これらの効果を最大限

発揮させるため、整備推進に向けた国への要望活

動を、県議会や地元期成会の後押しをいただきな

がら、強力に推し進めてまいります。

　次に、２つの国道を結ぶ新たな道路につきまし

ては、九州縦貫自動車道の南関インターから長洲

港を結ぶ拠点間の連携を担う重要な路線の一部で

あり、令和３年に策定した新広域道路交通計画に

一般広域道路として位置づけています。

　現在、荒尾市上赤田から長洲町清源寺に至る約

５キロメートルの早期完成に向けて、荒尾市、長

洲町、県の３者で区間を分担し、用地取得や工事

の進捗を図っています。

　課題となっていた新設となる県区間のＪＲ鹿児

島本線との交差部や荒尾市区間の国道208号との

交差点につきましては、ＪＲ九州や国及び交通管

理者との協議が大きく進展し、着手のめどがつい

たところです。

　県としましては、今後も、３者一丸となって、

関係機関とも緊密に連携し、荒尾・玉名地域の振

興を支える広域道路ネットワークの整備にしっか

りと取り組んでまいります。

　　 〔前田敬介君登壇〕

○前田敬介君　土木部長より御答弁いただきまし

た。

　荒尾・玉名地域の未来をつくる道路づくりの進

捗について、前向きな御答弁をいただき、心強く

感じます。いつも冷静な菰田部長の地元荒尾市へ�

の熱い思いが、「しっかりと」というその言葉

で、すごくうれしく思います。

　特に、私たちの悲願である有明海沿岸道路の橋
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脚や道路用地の確保が着実に進んでいること、そ

して、長洲から玉名へつなぐルート案の決定に向

け、いよいよ住民の皆様の声を聞く段階に入った

ことは、地域の期待もさらに高めるものです。

　また、国道208号と国道501号を結ぶ新たな道路

についても、これまで最大の壁となっていたＪＲ

線との交差部分や大きな交差点の改良に工事着手

のめどが立ったことは、画期的な前進です。

　競馬場跡地の道の駅開業や半導体企業の進出な

ど、地域が大きく変わろうとしている今、この道

路ネットワークを一日も早く完成させ、渋滞緩和

や物流の効率化という目に見える成果を県民が実

感できるように、さらなるスピード感を持った整

備を強く要望いたしますとともに、私たちもしっ

かり取り組んでまいります。

　これで全ての質問が終了いたしました。御清聴

ありがとうございました。(拍手)

○議長(髙野洋介君)　この際、５分間休憩いたし

ます。

　　午前10時57分休憩

　　午前11時７分開議

○議長(髙野洋介君)　休憩前に引き続き会議を開

きます。

　楠本千秋君。

　　 〔楠本千秋君登壇〕(拍手)

○楠本千秋君　こんにちは。天草市・郡選出・自

民党・楠本千秋、議長のお許しをいただきました

ので、一般質問を行いたいと思います。これまで

９名の方がここに立たれて、すばらしい質問をな

さいました。負けじと頑張りたいと思います。

　今、テレビで毎夜熱戦が繰り広げられているＷ

ＢＣ、開幕戦で大谷選手が満塁ホームランを打ち

ました。満塁ホームランとまではいきませんけれ

ども、何とかソロホームランなり、３塁打なりを

打ちたいと思って頑張りますので、どうぞよろし

くお願いします。そして、今議会の最終バッタ�

ー、トリを務めさせていただいた議員各位に感謝

を申し上げたいと思います。

　議員各位、最後までの御清聴と、知事、そして

執行部の皆さんにおかれましては、すばらしい回

答を期待しておりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。

　それでは、一般質問に移らせていただきます。

　木村知事は、本会議の冒頭、県政の所信におい

て、今年はくまもと新時代共創基本方針に掲げた

「県民みんなが安心して笑顔になり、持続的で活

力あふれる熊本の未来を共に創る」という目標の

実現に向けて決意を新たにしたと述べられまし

た。そして、現場にこそ真実があり、解決の糸口

があるとの信念の下、徹底した現場主義で県民の

皆様に寄り添い、全力で取り組んでいくと表明さ

れました。

　その現場主義の一つとして、新年早々の１月30

日、知事は、天草に足を運ばれ、地域未来創造会

議を開催していただきました。

　参加者は、天草の馬場天草市長、堀江上天草市

長、苓北の山﨑町長、それから３名の天草選出の

県議が同席をさせていただきました。

　この会議では、移住、定住、二地域居住につい

て、それから、サイクルツーリズムについてとい

う２つのテーマで、県の取組状況、市町村の取組

状況、今後の方向性等について意見交換が行われ

ました。

　知事は、私の大好きな天草というフレーズでお

話をされました。聞いている私たちは、心地よい

言葉であります。地域未来創造会議においても、

力強く天草の未来についてお話をいただきまし

た。

　そこで、知事にお尋ねします。
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　地域未来創造会議等で、この２年間の取組を踏

まえ、天草への思いについて、知事にお尋ねをい

たします。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　楠本議員から天草振興への私

の思いについてお尋ねいただきましたので、お答

え申し上げます。

　天草は、美しい自然や歴史、文化などの魅力が

凝縮された、かけがえのない熊本の宝であると考

えております。海に囲まれた美しい景観や豊かな

自然が育んだマダイ、クルマエビ、天草大王など

の農林畜水産物、世界文化遺産にも登録されたキ

リシタン関連の歴史、文化などは、熊本の誇りで

あり、未来に引き継ぐべき大切な財産でございま

す。

　この天草の魅力を最大限に生かし、天草を盛り

上げるため、本年夏に実施します国内最大級の観

光キャンペーン「熊本デスティネーションキャン

ペーン」に向けたエクスカーションツアーを、昨

年８月に天草で実施いたしました。また、富裕層

向けのクルーズ船の誘致にも取り組んでおりまし

て、この２年で天草に計12回の寄港が実現いたし

ました。

　このように、天草をはじめ県内各地域におい

て、魅力ある地域づくりを推進するため、私は、

知事就任からこれまで現場主義を徹底し、各市町

村の首長の皆様と、それぞれの地域の未来づくり

に向けて、しっかりと議論する地域未来創造会議

を開催してまいりました。

　天草では、昨年度、二地域居住やサイクルツー

リズムの推進、高校の魅力化、産業の担い手確保

など、多岐にわたる内容について、首長同士が率

直に語り合い、活発な議論が交わされたところで

ございます。

　そして、今年度は、昨年度の議論を踏まえ、地

域に共通する課題として、サイクルツーリズムと

移住、定住、二地域居住の２つにテーマを絞り、

今後の方向性などについて、首長の皆様と具体的

な意見交換を行いました。

　まず、サイクルツーリズムでは、昨年12月に開

催した自転車による長距離走、グランフォンドに

ついて、持続可能な体制構築が必要との共通認識

を首長の皆様と確認いたしました。

　また、三角から天草全域を通って牛深にまで至

る約150キロのルートあまいちが、九州初となる

ナショナルサイクルルートに指定されることを目

指し、走行環境や受入れ環境の整備などを早急に

進めていくことについても確認したところでござ

います。

　これらを踏まえ、来年度は、雲仙天草国立公園

指定70周年に合わせ、規模を拡大し開催するグラ

ンフォンドの持続可能性を追求するため、官民連

携による推進体制の強化を進めてまいります。

　さらには、このあまいちのナショナルサイクル

ルート指定後を見据え、サイクリストはもとよ

り、初心者や家族連れにも楽しんでいただけるよ

う、写真スポットの発掘や民間事業者によるレン

タサイクルの充実促進など、多様な誘客につなげ

るための環境整備、プロモーション活動の強化を

していくことによって、日本を代表するサイクリ

ングの聖地天草として、新たなブランド価値の創

造を目指してまいります。

　次に、移住、定住、二地域居住では、天草を県

内における二地域居住推進の重点地区と位置づ

け、県と各市町村が連携して進めていくことをそ

の会議の場で確認いたしました。

　天草では、これまで保育園留学等により多くの

方々を受け入れてきた実績がございます。また、

今後、新たに受入れを予定する自治体もあること

から、令和６年に改正された広域的地域活性化基
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盤整備法、いわゆる二地域居住促進法に基づく広

域活性化計画を、本県、熊本県で初めて、天草の

３市町の重点地区を指定する形で、今年度中に策

定させていただきます。

　来年度は、県と天草の３市町のほか、学識者や

天草エアライン、全国で保育園留学を手がける民

間事業者などでコンソーシアムを立ち上げ、天草

全域での連携策の検討や実証事業等を実施する予

定です。そこで得られた課題や成果を整理し、今

後の具体的な取組のロードマップを取りまとめさ

せていただきたいと考えております。

　これらの取組を着実に推進していくためには、

天草が有する自然や歴史、文化、食などの地域資

源を十分に活用し、地域が一体となって取り組む

ことが重要でございます。

　引き続き、３市町と緊密に連携し、未来に向

け、持続的で活力ある地域を市、町とともにつく

り上げてまいります。

　　 〔楠本千秋君登壇〕

○楠本千秋君　知事に答弁いただきました。あり

がとうございます。

　天草は、美しい自然や歴史、文化などの魅力が

凝縮された、かけがえのない熊本の宝とお話しい

ただきました。そして、日本最大級の観光キャン

ペーン、３か月間集中で行われるデスティネーシ�

ョンキャンペーンを計画しているとお話しいただ

きました。ありがとうございます。

　未来会議の内容、知事の取組については、関係

部長さんにお聞きしたいと思います。

　テーマの一つであるサイクルツーリズムについ

てお尋ねをいたします。

　天草では、天草地域サイクルツーリズム推進協

議会と連携して自転車コース整備が進められてお

ります。先ほど知事の御答弁にもございました

が、今回、ＶＩＳＩＴあまくさプロジェクト実行

委員会の主催で、「天草一周！あまいちグランフ�

ォンド2025」大会が、昨年の12月13、14に開催さ

れました。

　13日の天草下島一周の140キロコースに24名、

80キロコースに133名、14日の上天草一周の80キ

ロコースに120名参加と、延べ277名のうち、県外

参加者が116名と伺いました。

　本大会は、来年度の雲仙天草国立公園指定70周

年のプレイベントとして開催されました。

　それから、地域未来会議では、天草地域におい

て、国土交通省が創設したナショナルサイクルル�

ートの九州初の指定を目指すとありました。

　ナショナルサイクルルートとは、自転車を活用

して新たな観光価値を創造し、地域の創生を図る

ため、令和元年度に国が制定した制度です。全国

で６か所が指定されておりますが、九州内ではま

だ指定されておりません。

　このルート認定の審査では、ルート設定、走行

環境、受入れ環境、情報発信、取組体制の５項目

が重要だと伺っております。

　そこで、準備状況や指定に向けた意気込みを土

木部長にお尋ねいたします。

　　 〔土木部長菰田武志君登壇〕

○土木部長(菰田武志君)　天草地域におけるナシ�

ョナルサイクルルートの指定についてお答えしま

す。

　天草地域は、雲仙天草国立公園の一部を構成

し、海沿いの道路では、高低差があまりなく、風

光明媚な景色を楽しみながら、誰もが自転車で安

全、快適に走行できる環境が整っています。

　地域が一体となったサイクルイベントが継続的

に開催されていることや九州・山口広域推奨ルー

トの一部を形成していることなどから、県では、

ナショナルサイクルルートの指定を目指すことと

しました。
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　ルートは、宇城市の三角駅と天草市の牛深港を

結ぶ約150キロメートルとし、昨年12月に、知事

と関係する４市町長が、想定される来年度の追加

指定を見据え、連携して取り組むことを発表した

ところです。

　ルートの指定には、走行環境や受入れ環境な

ど、高い水準のサイクリング環境が求められてい

ます。

　具体的には、走行環境については、自転車の進

行方向を路面に示す矢羽根や案内標識の設置、ま

た、受入れ環境については、サイクリストの利用

しやすい機能を備えた宿泊施設や休憩所の充実、

さらに、情報発信のためのルートマップやホーム

ページの作成などの取組の熟度を高める必要があ

ります。

　これまでに、矢羽根などの走行環境に係るハー

ド整備を進めるとともに、受入れ環境について

は、停車に必要なサイクルラックや食事を取れる

スペースなど、多くの施設で対応いただいていま

す。

　また、ナショナルサイクルルートを含む地域全

体のサイクリングルートを網羅したマップの作成

や各種イベントでのリーフレットの配布、道の駅

でのパネル展開催など、地域の機運醸成を図ると

ともに、情報発信の強化にも努めています。

　天草地域は、豊かな海に囲まれ、世界遺産など

の優れた観光資源を有しており、ブランド価値の

向上につながるナショナルサイクルルートの指定

により、国内外からのさらなる誘客が見込まれて

います。

　県としましては、ルートの指定に向けて全力で

取り組み、天草地域のさらなる振興につなげてま

いります。

　　 〔楠本千秋君登壇〕

○楠本千秋君　土木部長に御答弁いただきまし

た。

　菰田部長は、本年で勇退されると伺っておりま

すけれども、県政発展に御尽力いただき、ありが

とうございました。

　今回の補正予算にも、天草地域におけるサイク

リング環境の整備が計上されております。どうか

全庁挙げてナショナルサイクルルートの九州初の

指定を目指して頑張っていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

　次は、もう一つのテーマであります二地域居住

の推進も含めた御所浦地域の振興についてお尋ね

をいたします。

　地域未来創造会議で、天草地域をモデル地域と

して二地域居住促進の実証事業に取り組み、天草

地域の関係人口、交流創出、拡大を目指すとあり

ました。

　その中で、御所浦地域における化石、アート、

食を活用した交流促進については、特に私が興味

を持ったのは、化石、恐竜博物館の活用、長期滞

在のコンテンツ造成であります。

　御所浦の宝は、化石、恐竜の島博物館、新鮮な

海の幸、風光明媚な自然環境であります。特に注

目すべきは、白亜紀の壁で、これは高さ200メー

ター、幅800メーターもある壁のような地形で、

ここでは日本最大級の肉食恐竜の歯や植物食恐竜

の複数の骨などが見つかっております。

　現在、化石採集は、船を利用した化石採集クル�

ージングによる化石発掘体験が御所浦、大浦地区

の東海岸にある採石場跡地で実施されておりま

す。しかし、そこへのアクセスは、周辺の急峻な

地形が続いていることもあり、道路もなく、移動

手段も船に限定されております。

　また、恐竜の島博物館の近くで行われている化

石採集体験では、現状は体験用の石材を採石場跡

地から船で持ち込んでおり、さらなる観光振興の
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ためには、本物の化石現場を活用した体験エリア

への利便性の向上が必要だと思います。

　さきの新聞記事に、御所浦のよいところポスタ�

ー、見出しで熊本市内の小学生10名が御所浦町で

２泊３日の体験学習で学んだ内容をポスターにし

て馬場市長へ渡したとありました。

　御所浦振興のため、また、子供たちの体験学習

の場所として、御所浦地域の持つ自然環境は最高

だと思います。そのためにも、化石現場へのアク

セス向上を図る道路の整備も必要であります。

　企画振興部長に、二地域居住の推進も含めた御

所浦地域の振興をどのように進めていかれるの

か、お尋ねいたします。

　　 〔企画振興部長富永隼行君登壇〕

○企画振興部長(富永隼行君)　御所浦地域の振興

についてお答えします。

　御所浦地域は、島特有の漁村文化と豊かな自然

景観に加え、国内最大級の肉食恐竜の歯の化石が

発見され、白亜紀の地層から成る地質や地形など

が見られる、学術的価値の高い地域でもありま

す。令和６年３月には、恐竜の島博物館もリニュ�

ーアルされ、恐竜の島としての地域づくりが進め

られています。

　県では、こうした豊かな地域資源を交流人口の

拡大につなげるため、地域の魅力づくりに取り組

んでいます。

　その一つである島あじマラソンは、今年で11回

目を迎え、島民の皆様からの温かいおもてなしが

大変好評で、年々人気が高まっています。

　また、景観整備と島の周遊性向上を図るため、

チェーンソーアートの制作を支援し、この２年間

で48体が島内の様々な場所に設置されています。

これらのアートは、来訪者を楽しませるだけでな

く、地元住民の憩いの場として親しまれていま

す。

　さらに、今年度は、島特有の交通手段である海

上タクシーを活用した夕日や星空を楽しむクルー

ジングツアーの造成にも着手したところです。

　二地域居住については、知事から答弁したとお

り、天草地域を重点地域として推進することとし

ており、今定例会に関連予算を提案しています。

　この魅力あふれる御所浦地域において、化石、

アート、食などの地域資源を生かした二地域居住

を推進することとしています。具体的には、大学

等と連携した中長期滞在の実証実験など、来年

度、県、市で設置するコンソーシアムの中で検討

してまいります。

　また、議員御紹介の採石場跡地での化石発掘体

験では、船を活用した化石採集クルージングを実

施し、平成27年度以降、これまでに約3,100人が

参加しています。

　しかしながら、化石発掘体験エリアへのアクセ

スについては、エリアとなっている採石場からの

運搬がもともと船で行われていたため、陸路での

移動手段がありません。急峻な地形という課題は

あるものの、道路が整備されれば、島内の周遊性

向上や滞在時間の延長に寄与することが期待され

るため、二地域居住の取組の中で、天草市と連携

し、採石場跡地への陸路でのアクセスについても

検討していきたいと考えています。

　引き続き、天草市、そして御所浦地域の住民の

皆様の御意見を丁寧に伺いながら、交流人口、関

係人口の創出、拡大等、御所浦地域のさらなる振

興に向け、取り組んでまいります。

　　 〔楠本千秋君登壇〕

○楠本千秋君　企画部長に御答弁いただきまし

た。

　県には、今年で11回目を迎えた島あじマラソン

やチェーンソーアートの制作に御支援をいただい

ております。
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　御所浦は、学術的価値の高い地域です。天草市

でも、恐竜の島としての地域づくりが進められて

おります。

　部長から、二地域居住の取組の中で、採石場跡

地への陸路でのアクセスについても検討したいと

の大変前向きなお話をいただきました。

　化石発掘体験エリアへのアクセスについて、道

路が整備されれば、島内の周遊性向上や滞在期間

の延長につながり、御所浦の観光振興に大きく寄

与するものと期待しております。まさに今後の御

所浦振興の鍵を握る道路になると考えておりま

す。どうぞよろしくお願いします。

　次の天草の農業基盤の整備についてお尋ねをし

ます。

　天草地域では、温暖な気候を生かした早期米や

冬レタスの栽培をはじめ、県内生産量１位を誇る

河内晩柑やポンカンなど、多彩な農業が展開され

ております。しかし、平野部が少なく、中山間地

が大半を占めるという地理的条件から、農業生産

においては課題があります。

　まず、水田の基盤整備率は33.4％と、県平均の

66.6％に比べて大きく遅れております。農業用ダ

ムやため池などの農業水利施設も老朽化が進むな

ど、営農基盤の脆弱さが顕在化されています。

　天草地域の農業の持続性を確保するためには、

生産性の向上や生産コストの低減、スマート農業

の導入、担い手への農地の集積、集約化に資する

基盤整備により、良好な営農条件を確保すること

が重要であると考えます。若い世代が、天草で農

業に取り組みたい、農業で稼ぎたいと思える環境

を整えることこそ、天草地域の未来を開くことと

考えます。

　このような中、国においては、令和７年度から

11年度を農業構造転換集中対策期間と位置づけ、

食料安全保障の強化に向けて、農地の大区画化を

集中的に進める方針が示されております。

　しかし、大区画化は、主に平たん地の整備で、

天草地域をはじめとした中山間地域は取り残され

る心配があります。天草地域の基盤整備が遅れる

ことのないよう、地域の特性やニーズに応じた整

備を強力に推進していくことが必要です。

　そこで、県として天草地域の農業基盤の整備を

今後どのように進めていくのか、具体的な取組に

ついて、農林水産部長にお尋ねをいたします。

　　 〔農林水産部長中島豪君登壇〕

○農林水産部長(中島豪君)　天草地域の農業基盤

の整備についてお答えします。

　天草地域は、議員御指摘のとおり、高齢化によ

る農業従事者の減少が進む中、ほぼ全域が中山間

地域に位置しているため、平たんでまとまった農

地が少なく、県平均と比べると、農地の基盤整備

が遅れております。

　一方、温暖な気候や地形を生かして、天草晩柑

や天草大王など、ブランド力のある農畜産物が数

多く生産され、特色ある農業が展開されていま

す。

　今後も、天草地域において持続可能な農業を維

持していくためには、こうした地域の強みを生か

しつつ、生産コストの低減やスマート農業の導

入、維持管理の省力化などに対応した基盤整備が

不可欠と認識しております。

　そこで、県では、このような課題を踏まえ、天

草地域の８地区において、まとまりのある農地を

中心に、約170ヘクタールで生産性向上に直結す

る水田の圃場整備事業を計画的に実施しており、

令和６年度末の進捗率は、事業費ベースで約84％

となっております。

　中でも、令和９年度の完了を目指す湯貫新田地

区では、企業参入によるブロッコリーなどの高収

益作物の作付が始まっています。
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　また、令和８年度の採択を目指す下浦志柿地区

でも、樹園地の区画整理を契機に、担い手への集

積、集約化を進めることとしております。加え

て、のり面の勾配を緩くすることで草刈り等の維

持管理の省力化を図ることとしており、今後の樹

園地整備のモデルとなることを期待しておりま

す。

　このような中、国においては、今年度から令和

11年度までの５年間を農業構造転換集中対策期間

と位置づけ、生産コストの低減や作業の省力化に

向け、平たん部では、１ヘクタール以上の大区画

化を目指すとともに、中山間地域では、区画拡大

や暗渠排水等のきめ細やかな整備を進めていくこ

ととしております。

　県としましても、この動きに呼応し、必要な予

算の確保をしっかりと国に要望するとともに、集

中対策期間内での事業実施を加速してまいりま

す。

　今後も、地域特性に応じた農業基盤の整備を関

係機関と一体となって推進することで、多彩な農

業を支える農地を次世代へ確実に引き継ぎ、天草

地域における農業の維持発展につなげてまいりま

す。

　　 〔楠本千秋君登壇〕

○楠本千秋君　農林水産部長に御答弁いただきま

した。

　農林水産部長も、今期で勇退されると伺ってお

ります。いろいろお世話になりました。ありがと

うございました。

　部長の報告で、天草の８地区で行われている水

田の圃場整備率が約84％と報告いただきました。

そして、新たに整備された湯貫新田地区では、企

業参入によりブロッコリーなどの高収益作物の作

付が始まったと報告いただきました。

　また、現在取り組まれている下浦志柿地区での

樹園地の区画整理は、今後の樹園地整備のモデル

となる取組を行い、必要な予算の確保をしっかり

国に要望し、集中対策期間内での事業実施を加速

していくと、力強く報告いただきました。どうぞ

よろしくお願いします。

　知事に、お尋ねします。

　八代・天草シーライン構想の早期実現に向け

て。

　シーラインは、八代外港と上天草市松島の8.8

キロを橋で結ぶもので、県南、天草地域の連携を

強め、新たな経済圏や観光ルートの創出、交流人

口の拡大など、地方創生につながるプロジェクト

であります。

　また、自然災害の大規模化、頻発化を踏まえ、

県南―天草の既存の道路が不通になった場合の代

替ルートとして、国土強靱化の一環をなす本構想

の実現は必要不可欠であると思います。実際、昨

年の８月豪雨で、天草五橋で崖崩れが発生し、一

時天草は孤島になっております。

　そのような中、本年の１月18日、令和７年度八

代・天草シーライン構想推進大会が開催され、関

係者約500名が参加されました。

　今回は、地元選出の金子国土交通大臣が出席さ

れ、挨拶の中で、これまでの成果の取りまとめを

行い、新たなステージに進めるよう今調整をして

いるとの前向きな心強いコメントがありました。

　また、御講演いただいた一般社団法人国土政策

研究会の谷口会長からは、構想から調査、計画を

経て、実現に向かっていつまでという目標を定め

ることが大切とお話がありました。目標を定めて

関係者で共有する必要があると思いました。

　そこで質問します。

　知事は、この構想推進大会に出席され、関係者

の熱意を感じられたと思いますが、それを踏まえ

て、八代・天草シーラインに対する思いについて
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お尋ねをいたします。

　　 〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　八代・天草シーライン構想

は、交通や物流の要衝である八代と、観光に大き

なポテンシャルを持ち、サイクルツーリズムや二

地域居住の取組も推進している天草をつなぐこと

で、両地域のみならず、県南地域全体に新たな経

済圏、観光・交流ルートを創出する、大きな可能

性に満ちたものと考えております。

　また、昨年８月の豪雨では、上天草市松島町

で、九州本土と天草をつなぐ唯一の道である国道

266号が一時通行止めとなり、半島地域における

代替路の確保の重要性を改めて認識したところで

ございます。

　県では、この構想の実現に向け、令和３年２月

に知事を会長とした八代・天草シーライン建設促

進協議会を設立し、地元と連携の上、毎年、構想

推進大会や国への要望活動を実施しております。

　本年１月に八代市で開催した構想推進大会に

は、これまでで最多の約500名の方が参加されま

した。協議会会長として私も参加させていただ

き、地元の機運の盛り上がりを強く肌で感じたと

ころでございます。

　また、令和５年度からは、国、県、八代市、上

天草市によるシーライン勉強会を新たに設置し、

地域の課題整理やシーラインに求められる機能、

役割などについて、関係者間で議論をしていると

ころでございます。

　このように、国や地元とともに構想の実現に向

けた取組を一歩ずつ進める中で、議員御紹介のと

おり、今年の構想推進大会には、国土交通大臣と

しては初めて金子大臣に来賓として御出席いただ

きまして、大臣からは、構想の進展に向けた力強

いお言葉をいただいたところでございます。

　今後は、さらなる検討の深度化、深めていくこ

とを見据えて、令和５年度から議論してきた勉強

会について、まずは今年度中にその成果を取りま

とめるべく、国などの関係者との調整を進めてい

るところでございます。

　また、あわせて、今月中には国土交通省本省へ

の要望並びに九州地方整備局への要望も予定して

おります。引き続き、国に対して、シーラインの

必要性や効果などを強く訴えてまいります。

　今後も、交渉の実現に向けて、関係者が一丸と

なり、地元の機運をさらに高めながら、その熱意

を国へ伝え続け、早期実現に向けた取組を着実

に、かつ力強く進めてまいります。

　　 〔楠本千秋君登壇〕

○楠本千秋君　知事に力強い答弁をいただきまし

た。

　八代・天草シーライン構想実現のためには、国

の支援が不可欠であります。そのためには、国直

轄の高規格道路に位置づけてもらうことが一番の

近道だと思います。今月中に国土交通省に要望さ

れると伺いました。ぜひ頑張っていただきたいと

思います。

　また、熊本県で独自の調査を行うことも、実現

を早める効果があると思いますので、ぜひ検討し

ていただきたいと思います。

　八代・天草シーラインの推進は、県南、天草地

域の連携を強め、新たな経済圏や観光ルートの創

出、交流人口の拡大など、すばらしい事業効果が

期待されます。知事の大好きな天草を、どうぞよ

ろしくお願いします。

　次に、ＡＥＤについて、これまで何回か質問を

行っております。

　ＡＥＤの歴史ですが、平成５年に救急救命士に

医師の指示で許可が出ました。そして、10年後の

平成15年には、医師の許可がなくても救命士に許

可が出ました。そして、その１年後、平成16年に
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は、このＡＥＤ、一般市民が可能になり、22年が

たちます。

　令和６年に全国で心肺停止を目撃された人は２�

万7,769名です。一般市民から心肺蘇生を受けた

人は１万6,728名、１か月後に社会復帰された方

は1,745名です。熊本では、目撃された人は363�

名、一般市民から心肺蘇生を受けられた方は261

名、１か月後に社会復帰された方は33名と伺って

おります。

　ところが、ＡＥＤで一般市民から除細動を受け

た人は、全国で１万6,728名中1,449名、8.6％で

す。１か月後に社会復帰された方は643名。熊本

では、261名中23名、8.8％の方にＡＥＤが対応さ

れております。そして、１か月後に社会復帰され

た方が11名とあります。

　ＡＥＤの普及には、増やすことはもちろんのこ

と、一般市民が心肺停止に陥った方への対応をち�

ゅうちょなく行うことが大切であります。

　一方、ここ数年、119番で出動した救命士に蘇

生措置を望まない案件が増えていると聞いていま

す。

　令和元年度の答弁では、国において検討がなさ

れているものの、統一的な基準が示されるまでに

は至っていないとのことでした。現在の状況はど

うなっているのでしょうか。

　また、先月の新聞報道に、心肺蘇生法をゲーム

で学ぼうの見出しで、熊本高専熊本キャンパスの

３年生５人が、心臓や呼吸が止まった人に施す心

肺蘇生法を学ぶリズムゲームを開発したとの記事

があり、昨年のプログラミング全国コンテストの

自由部門で最優秀賞を受けたとあります。

　木村知事もゲームを体験され、深さやリズムを

やりながら教えてくれ、情報通信技術や救命講習

のコンテンツがマッチしていて、社会課題の解決

につながるとコメントされました。

　令和６年に、熊本で応急手当て普及啓発講習会

に参加された方は４万9,561名と伺っています。

この学生の開発した製品の活用は、大変効果があ

ると思います。楽しみながら講習を受けること

は、救命の担い手を育成する上で、活用できるの

ではないでしょうか。

　そこで、ＡＥＤと心肺蘇生の全国や県内の状

況、それから、心肺蘇生を望まない方への対応、

そして、ゲーム等を活用した普及促進について、

総務部長にお尋ねをいたします。

　　 〔総務部長千田真寿君登壇〕

○総務部長(千田真寿君)　まず、ＡＥＤと心肺蘇

生の全国や県内の状況についてお答えします。

　ＡＥＤの設置台数については、一般財団法人日

本救急医療財団が作成する全国ＡＥＤマップによ

ると、令和８年２月現在で、全国では36万6,940�

台、県内では6,174台が登録されており、令和７

年２月から139台の増となっています。

　心肺蘇生の状況については、国の統計による

と、令和６年度の県内の一般市民による心肺蘇生

の実施率は71.9％で、これは全国を11.7ポイント

と大きく上回っています。

　また、心肺蘇生１か月後の社会復帰率は12.6％

で、全国に比べ2.2ポイント、ＡＥＤを使用した

心肺蘇生１か月後の社会復帰率は47.8％で、3.4

ポイント上回っています。

　このように、本県の一般市民による心肺蘇生等

の実施状況は、全国に比べ高い数字となっていま

す。

　次に、心肺蘇生を望まない方への対応について

お答えします。

　119番通報後の救急現場においては、本人が心

肺蘇生を望まない旨の意思表示が行われる場合が

あります。

　人生の最終段階にある患者の意思を尊重できる
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よう、医師や消防機関等で構成する県メディカル

コントロール協議会が、救急現場での心肺蘇生に

関する本人の意思確認について、救急隊の標準的

な活動の手順等を作成されました。県内の全ての

消防本部において、令和７年４月から運用が始ま�

っています。

　最後に、ゲーム等を活用した普及促進について

お答えします。

　議員御紹介の心肺蘇生やＡＥＤによる応急手当

てに関する講習会については、令和６年の参加者

数は４万9,561人で、令和５年から約2,300人増加

しています。

　今後、さらに救命措置の担い手の裾野を拡大す

るためには、熊本高等専門学校の生徒による心肺

蘇生方法を学ぶリズムゲーム開発の取組なども参

考に、楽しみながら救命技術を身につけられる環

境づくりや心肺蘇生を身近に感じるきっかけづく

りも有効と考えています。

　引き続き、消防本部や消防団と連携しながら、

住民の方々がちゅうちょなく心肺蘇生などの救命

措置ができるよう、応急手当ての普及促進に努め

るとともに、適時適切な心肺蘇生が行われる環境

整備に取り組んでまいります。

　　 〔楠本千秋君登壇〕

○楠本千秋君　総務部長に御答弁いただきまし

た。

　熊本での一般市民による心肺蘇生の実施率が、

全国を11.7％大きく上回っているとの報告、これ

は長年にわたる消防本部や学校、教育委員会の努

力の成果だと思います。感謝申し上げます。

　救命で考えると、熊本で363名の方が目撃さ

れ、心肺蘇生を受けられた方が261名、社会復帰

された方が33名、約12％です。

　ＡＥＤの救命は、261名中、ＡＥＤが対応され

た方は23名、実は少ないんですが、でも、社会復

帰された方が11名です。社会復帰率は47％です。

ＡＥＤがいかに救命効果があるかというお話で

す。ＡＥＤはいかに近くにあるか、人の命を救う

大変大切な取組でありますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

　県立ゆうあい中学校の成果についてお尋ねをし

ます。

　令和６年４月に開校した夜間中学、熊本県立ゆ

うあい中学校についてお尋ねをいたします。

　学校案内のリーフレットには、国籍にかかわら

ず、様々な理由により中学校を卒業できなかった

方や不登校などのため十分に学べなかった方が、

中学校などの学習内容を学ぶための学校とありま

す。教育理念は「誰一人取り残さない 一人一人

が輝く未来への学び舎」とあり、本年は３年目を

迎えます。

　開校前に一般質問を行ったとき、全国17都道府

県に44校あり、熊本では、新たな取組として、遠

方の希望者にはリモートでの参加も募集するとお

聞きしました。

　年齢も国籍も違う生徒さんが、一日も早く触れ

合い、一日も早く仲間づくりができる授業の取

組、レクリエーションとして、世界のフォークダ

ンスの活用が有効であるとお話をさせていただき

ました。

　スクリーンを御覧ください。(資料を示す)

　そのことがあり、これまで２回、日本フォーク

ダンス連盟熊本県支部の指導部スタッフの皆さん

を授業に参加させていただき、生徒さんたちと楽

しい時間を体験させていただきました。感謝を申

し上げます。

　そこで、教育長に質問です。

　新年の入学期３年目を迎え、全国の夜間中学校

の設置状況や県立ゆうあい中学校の現在の成果や

取組状況を教育長にお尋ねをいたします。
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　　 〔教育長越猪浩樹君登壇〕

○教育長(越猪浩樹君)　夜間中学は、様々な事情

により義務教育を十分に受けることができなかっ

た方々に対して、改めて学ぶ機会を保障する場で

あり、令和７年10月時点で全国に62校設置されて

います。本県でも、県立ゆうあい中学校が令和６

年４月に開校しました。

　県内在住の15歳以上の方で、小学校や中学校を

卒業していない方や様々な事情で十分に義務教育

を受けられなかった方で、学び直しをしたい方を

入学対象者とし、国籍は問いません。

　現在、10代から80代の外国籍を含む32名の生徒

が在籍し、そのほかに11名がオンラインで学んで

います。

　ゆうあい中学校の生徒は、学ぶことに意義を感

じながら学校生活を送っており、学ぶことは人の

心を豊かにし、私はここで学ぶことの大事さを学

んでいますという声を聞いています。また、授業

で割合の意味がしっかりと理解できるようにな

り、買物に役立ったとの声も聞いています。

　また、生徒同士のつながりを深める取組とし

て、議員やフォークダンス連盟の皆様に講師にな�

っていただき、昨年度からゆうあいレクリエーシ�

ョンを実施しています。音楽に合わせて自然と笑

顔が生まれ、互いに手を取り合う中で、年齢や背

景を超えた温かい交流が生まれるなど、学校生活

に大きな潤いを与えています。

　ゆうあい中学校の教育理念は、「誰一人取り残

さない 一人一人が輝く未来への学び舎」です。

この理念を実現するためには、学ぶ意欲を持つ全

ての方に、その機会を提供するための取組が必要

です。

　そのため、本県では、全国に先駆けてオンライ

ン生の制度を導入し、オンライン生は、授業だけ

でなく、学校行事やオープンスクールへも参加で

きる仕組みを構築しています。

　また、ゆうあい中学校のことを県民に広く知っ

ていただくことが重要です。そこで、ゆうあい中

学校では、７月に入学希望者説明会を、10月から

１月にかけては体験授業会を県内６か所で開催す

るとともに、生徒が主体的にチラシを配布するな

ど、積極的に広報活動を展開しているところで

す。

　県教育委員会としましては、広報誌「ばとん・

ぱす」やラジオ番組での周知、市町村教育委員会

への情報提供など、ゆうあい中学校の周知広報に

引き続き取り組んでいくとともに、生徒一人一人

が学ぶ喜びを実感できる授業やオンライン配信が

さらに充実するよう、しっかり取り組んでまいり

ます。

　　 〔楠本千秋君登壇〕

○楠本千秋君　教育長に御答弁いただきました。

　今、ゆうあい中学校、生徒数が32名、リモート

で参加が11名と報告いただきました。そして、全

国には62校と――増えていますね。報告いただき

ました。やはり大変必要な取組だと感じます。

　私も、レクリエーションに参加させていただき

ました。まず、年齢が違う、国籍が違う、車椅子

の方もおいでです。そして、一緒に楽しいフォー

クダンスを体験させていただきました。

　夜間中学、ゆうあい中学、まだまだ必要とされ

る方がおいでだと思います。遠方の方には、オン

ラインでの参加もどうぞよろしく対応していただ

きたいと思います。

　最後の質問、健康寿命延伸に向けた県の取組に

ついてお尋ねをします。

　健康づくりの推進は、私が議員として取り組む

大変重要なテーマであり、今回で８回目の質問に

なります。

　令和２年における本県の平均寿命は、男性が
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81.91年、全国９位、女性が88.22年で全国５位

と、全国有数の長寿県です。

　一方、令和元年における本県の健康寿命が、男

性が72.24年で全国37位、女性、75.59年で全国24

位となっており、日常生活に制限のある不健康な

期間は、男性で約10年、女性は13年あります。

　昨年12月に公表の国民健康栄養調査結果では、

糖尿病が強く疑われる人は、全国で1,100万に上

ると推計されております。全国的に糖尿病が大き

な健康問題となっております。本県も、血糖値が

高い方が多い状況だと伺っております。

　ほとんど症状もなく、放置されやすい糖尿病

は、症状が出たときには既に重症化していること

が多く、結果として合併症の発病や人工透析につ

ながります。

　熊本県では、慢性透析患者が全国で３位と伺っ

ております。その要因のトップは糖尿病だそうで

す。糖尿病を予防することは、結果としてがんな

どの生活習慣病の減少や医療費の適正化につなが

ります。

　県では、県民の健康づくりに関する施策の基本

となる第５次くまもと21ヘルスプランが作成され

ております。健康寿命の延伸のためには、県民一

人一人が、自分の健康は自分で守るという意識を

持ち、定期的な受診や運動と食事など、健康づく

りの実践も不可欠であります。

　そこでお尋ねします。

　健康寿命延伸を目指して、糖尿病対策を含め、

どのような取組を進めておられるのか、健康福祉

部長にお尋ねをいたします。

　　 〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕

○健康福祉部長(下山薫さん)　人生100年時代を

迎える私たちにとって、できるだけ長く健康で暮

らし続けることは、ますます重要なテーマとなっ

ています。

　県では、令和６年３月に策定した第５次くまも

と21ヘルスプランに基づき、生活習慣病の発症、

重症化の予防と、社会全体で県民の健康を支え、

守る環境づくりに取り組んでいます。

　まず、生活習慣病の中でも、とりわけ糖尿病を

予防することは、心疾患や脳血管疾患など他の生

活習慣病の減少にもつながることから、県として

は、糖尿病対策を最重要施策に掲げ、健康づくり

の中核を担う市町村とともに、様々な取組を進め

ています。

　具体的には、令和６年度から、天草市等のモデ

ル市町村において、糖尿病予備群を対象に、ＩＣ

Ｔを活用して血糖値の動きを24時間見える化する

ことで、食生活の改善や運動の習慣化を後押しす

る事業を実施しています。

　これまで56人に参加いただいており、今年度の

参加者については、運動習慣がなかったという方

が40％から３％に減少するなど、大半の方が運動

の習慣化につながっていることが確認されていま

す。

　このほか、県では、嘉島町が医療機関と連携

し、運動と食事の両面から生活習慣の改善を目指

して取り組む嘉島町国保キレイ血管プロジェクト

を支援しています。

　今後も、これらの先進的な取組を他の市町村と

も共有し、それぞれのニーズに応じた横展開を図

りたいと考えています。

　また、県では、重症化予防の取組として、熊本

大学病院にコーディネーターの医師を配置し、糖

尿病専門医やかかりつけ医療機関において療養指

導に対応できる熊本地域糖尿病療養指導士等の地

域の人材を育成しています。

　さらに、地域で安心して療養生活が継続できる

よう、２次保健医療圏ごとに、医療機関をはじ

め、歯科医師、薬剤師等の多職種による連携体制
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を強化しています。

　次に、社会全体での環境づくりとして、県民一

人一人の健康づくりの意識を高めていくことも重

要であると考えています。

　このため、知事が会長を務める熊本県健康づく

り県民会議において、県民総ぐるみで健康づくり

への機運醸成に取り組んでいます。

　今年度は、県民フォーラムを開催し、健康経営

に取り組む約2,700の企業、団体に協力を呼びか

け、優良事例の発表、周知のほか、イベントブー

スへの出展などを行っています。

　加えて、本県では、全国に比べ、40歳代で糖尿

病に関する数値が基準値を超えている方の割合が

高くなっており、若い時期からよりよい生活習慣

を身につけることが重要と考えています。

　このため、若年層へ効果的に周知できるよう、

新たにインスタグラムの公式アカウント「健康ま

るっと！くまもと」を立ち上げました。直近３か

月で約40万人に閲覧いただいており、引き続き情

報発信の強化に努めてまいります。

　今後とも、県民が生涯を通じて心豊かで健康に

暮らし続けることができるよう、市町村をはじ

め、企業、団体、関係機関等とともに、健康寿命

の延伸に向けた取組を進めてまいります。

　　 〔楠本千秋君登壇〕

○楠本千秋君　健康福祉部長に御答弁いただきま

した。

　糖尿病での取組、この見える化、大変すばらし

いと思います。天草市等のモデル市町村におい

て、糖尿病予備群を対象に、ＩＣＴを活用して血

糖値の動きを24時間見える化することで、食生活

の改善や運動の習慣を後押しするすばらしい事業

だと思います。

　成果も、運動習慣がなかった方が40％から３％

に減少するなど、大半の方が運動の習慣化につな

がったと報告いただきました。これはすばらしい

ことです。

　私たち県議も、知事もおっしゃられる現場主

義、それぞれの広い地域を、現場を回ることが大

切であります。そのためにも健康が大切であると

思います。

　今回、８項目にわたって質問をさせていただき

ました。そのうち５項目が天草に関することで

す。天草が、高齢化が進み、人口減少が激しい中

で、何とか天草のためにという願いを込めて、知

事ほか部長さんにお話をさせていただきました。

トップバッターの髙木先生のアドバイスで、黄色

いネクタイを締めてトリを務めさせていただきま

した。もう間もなく終わります。

　健康で、皆さん、最後まで頑張りましょう。御

清聴ありがとうございました。(拍手)

○議長(髙野洋介君)　以上で通告されました一般

質問は全部終了いたしました。

　これをもって一般質問を終結いたします。

　日�程第２　議案等に対する質疑(第46号から第

99号まで)

○議長(髙野洋介君)　次に、日程第２、目下議題

となっております議案第46号から第99号まで等に

対する質疑を行いますが、ただいままで通告はあ

りません。よって、質疑なしと認めます。

　日�程第３　知事提出議案の委員会付託(第46号

から第99号まで)

○議長(髙野洋介君)　次に、日程第３、目下議題

となっております議案第46号から第99号までにつ

きましては、さきに配付の令和８年２月熊本県議

会定例会議案各委員会別一覧表(令和８年度当初

関係)のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付

託して審査することといたします。
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　　 〔委員会別一覧表は付録に掲載〕

　知事提出議案の上程(第100号)

○議長(髙野洋介君)　次に、お諮りいたします。

　知事提出議案第100号が提出されましたので、

この際、これを日程に追加し、議題といたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。

　　 〔「異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、知事提出議案第100号を日程に追加し、議

題とすることに決定いたしました。

　知事提出議案第100号を議題といたします。

第100号　監査委員の選任について

○議長(髙野洋介君)　お諮りいたします。

　ただいま議題といたしました議案に対する提出

者の説明は省略いたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。

　　 〔「異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、そのように取り計らうことに決定いたしま

した。

　日程第４　休会の件

○議長(髙野洋介君)　次に、日程第４、休会の件

を議題といたします。

　お諮りいたします。

　明10日は、議案調査のため、11日は、各特別委

員会開会のため、12日、13日及び16日は、各常任

委員会開会のため、17日は、議事整理のため、そ

れぞれ休会いたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。

　　 〔「異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、明10日から13日まで、16日及び17日は休会

することに決定いたしました。

　なお、14日及び15日は、県の休日のため、休会

であります。

○議長(髙野洋介君)　以上で本日の日程は全部終

了いたしました。

　次の会議は、来る18日午前10時から開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第８号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午後０時９分散会





第　８　号

（３月18日）
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令和８年３月18日(水曜日)

　　　議事日程　第８号

　　令和８年３月18日(水曜日)午前10時開会

　第１　各特別委員長報告　質疑

　第２　各常任委員長報告　質疑　討論　議決

　第３　閉会中の継続審査の件

　第４　常任委員の改選

　第５　議会運営委員の改選

　第６　特別委員の所属変更及び選任の件

本日の会議に付した事件

　日程第１　各特別委員長報告　質疑

　特別委員会の付託調査事件の変更の件

　日�程第２　各常任委員長報告　質疑　討論　議

決

　日程第３　閉会中の継続審査の件

　知�事提出議案の上程(第100号)　質疑　討論

　　議決

　知事提出議案の上程(第101号)　質疑　討論

　　議決

　知事提出議案の上程(第102号)　質疑　討論

　　議決

　議�員提出議案の上程(第１号)　質疑　討論　議

決

　議員派遣の件

　議長辞職の件

　議長選挙の件

　副議長辞職の件

　副議長選挙の件

　日程第４　常任委員の改選

　日程第５　議会運営委員の改選

　特別委員辞任の件

　常任委員辞任の件

　日程第６　特別委員の所属変更及び選任の件

　有�明海自動車航送船組合議会議員の補欠選挙の

件

　指定都市都道府県調整会議の構成員の選挙の件

出席議員氏名(46人)

星　野　愛　斗　君

髙　井　千　歳　さん

住　永　栄一郎　君

　亀　田　英　雄　君

幸　村　香代子　君

杉　嶌　ミ　カ　さん

立　山　大二朗　君

斎　藤　陽　子　さん

本　田　雄　三　君

岩　田　智　子　君

堤　　　泰　之　君

南　部　隼　平　君

前　田　敬　介　君

坂　梨　剛　昭　君

荒　川　知　章　君

城　戸　　　淳　君

池　永　幸　生　君

竹　﨑　和　虎　君

吉　田　孝　平　君

中　村　亮　彦　君

増　永　慎一郎　君

前　田　憲　秀　君

髙　島　和　男　君

松　村　秀　逸　君
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岩　本　浩　治　君

西　山　宗　孝　君

河　津　修　司　君

楠　本　千　秋　君

橋　口　海　平　君

緒　方　勇　二　君

髙　木　健　次　君

髙　野　洋　介　君

内　野　幸　喜　君

岩　中　伸　司　君

城　下　広　作　君

西　　　聖　一　君

山　口　　　裕　君

渕　上　陽　一　君

坂　田　孝　志　君

溝　口　幸　治　君

池　田　和　貴　君

吉　永　和　世　君

松　田　三　郎　君

藤　川　隆　夫　君

岩　下　栄　一　君

前　川　　　收　君

欠席議員氏名(１人)

西　村　尚　武　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職氏名

知 事　木　村　　　敬　君　

副 知 事　竹　内　信　義　君　

副 知 事　亀　崎　直　隆　君　

知事公室長　深　川　元　樹　君　

総 務 部 長　千　田　真　寿　君　

企画振興部長　富　永　隼　行　君　

理　　　　事　阪　本　清　貴　君　

理　　　　事　府　高　　　隆　君　

健康福祉部長　下　山　　　薫　さん

環境生活部長　清　田　克　弘　君　

商工労働部長　上　田　哲　也　君　

観光文化部長　脇　　　俊　也　君　

農林水産部長　中　島　　　豪　君　

理 事　間　宮　将　大　君　

土 木 部 長　菰　田　武　志　君　

会計管理者　野　中　眞　治　君　

企 業 局 長　久　原　美樹子　さん

病 院 事 業
管 理 者
職務代理者

　鍬　本　亮　太　君　

教 育 長　越　猪　浩　樹　君　

警察本部長　佐　藤　昭　一　君　

人事委員会
事 務 局 長　城　内　智　昭　君　

監 査 委 員　小　原　雅　之　君　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　波　村　多　門

　　　　　　事務局次長
兼総務課長　鈴　　　和　幸

　　　　　　議 事 課 長　下　﨑　浩　一

　　　　　　議事課長補佐　岡　部　康　夫

　　午前10時開議

○議長(髙野洋介君)　これより本日の会議を開き

ます。

　日程第１　各特別委員長報告

○議長(髙野洋介君)　日程に従いまして、日程第

１、各特別委員会に調査を付託中の事件につい

て、各特別委員長から調査結果の報告があってお

りますので、これを一括して議題といたします。

　ただいまから、各特別委員会における調査の経

過並びに結果について、各特別委員長の報告を求

めます。

　まず、高速交通ネットワーク整備推進特別委員

長の報告を求めます。
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　橋口海平君。

　　 〔橋口海平君登壇〕

○橋口海平君　高速交通ネットワーク整備推進特

別委員会に付託されました調査事件につきまし

て、委員会における調査の経過並びに結果を御報

告申し上げます。

　本委員会は、高速交通体系に関する件及び熊本

都市圏交通に関する件について、本年度におきま

しては、これまで委員会を４回開催し、審議を行�

ってまいりました。

　昨年10月には、宮崎県宮崎市及び兵庫県神戸市

において、空港アクセス鉄道や航空路線の振興の

取組を調査するため、宮崎空港及び神戸空港を訪

問し、空港における交通結節状況や空港施設の整

備状況について、情報収集や意見交換を行ってま

いりました。

　また、岡山県岡山市の岡山国道事務所において

は、渋滞対策等のために整備されている環状道路

等の情報収集及び意見交換を行うとともに、現地

調査を行ってまいりました。

　それでは、本委員会に付託されました調査事件

の審議の内容を要約して御報告申し上げます。

　まず、高速交通体系に関する件について、執行

部から、高規格幹線道路の整備、航空路線の利用

促進、阿蘇くまもと空港の運営の民間委託、空港

アクセス改善の状況について説明がありました。

　これに対して、委員から、中九州横断道路の合

志インターチェンジまでのアクセス道路につい

て、令和10年度完成目標を達成できるかとの質疑

があり、執行部から、令和６年９月に都市計画事

業認可を取得後、10月から用地交渉に着手し、令

和10年度の完成に向けて精いっぱい取り組んでい

るとの答弁がありました。

　これに対して、委員から、令和10年度中という

のは本当に高いハードルで、ものすごいスピード

だと思うが、やり遂げていくということで、ぜひ

頑張ってほしいとの意見が出されました。

　次に、委員から、熊本都市圏３連絡道路につい

て、地域と道路の課題に関する意見聴取はどうい�

った方々を対象に実施したのか、どれぐらいのサ

ンプルが集まったら、具体的にどうするのか、概

略計画の決定はいつごろになるかとの質疑があ

り、執行部から、熊本市や周辺市町村の住民から

無作為に抽出し、郵送などにより意見聴取を行っ

ており、また、サンプル数は多ければ多いほどい

いため、役場や企業にも直接赴き、意見を伺う予

定である、いつまでに何をやるのかを申し上げる

段階までは至ってないが、意見聴取の結果を踏ま

えて、できるだけ早くルート帯の案を示し、改め

て意見を伺い、最終的なルートの絞り込みに取り

組んでいきたいとの答弁がありました。

　これに対し、委員から、ぜひ目標を持って進め

ていただきたいとの要望が出されました。

　また、委員から、国際線及び国内線の振興につ

いて、国際線は、ターゲットを持って路線の拡張

をしながら誘客をしていけば、ハブ空港的な役割

が生まれてくるので、まずは東南アジアの経済や

観光都市とアクセスしていくことが大事だと思う

が、戦略を持っているのか、また、国内線もまだ

伸びると思うが、戦略を持っているのかとの質疑

があり、執行部から、日本経済に貢献できるよう

なハブ空港を目指していく、国際情勢や東アジ

ア、東南アジアの経済情勢も見極めながら、中長

距離路線も展開できるように、情報収集やコンタ

クトを取っていき、国内線も、プロモーションな

どをしっかりとやっていきたいとの答弁がありま

した。

　また、委員から、熊本空港の機能について、空

港利用者が400万人を超えそうで、全国のベスト

テン、九州では、福岡、那覇、鹿児島に次ぐ４番
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目になり、これからも伸びていくと思われる中、

空港の整備はスピードも意識してやっていこうと

しているのかとの質疑があり、執行部から、空港

会社で、国際線について同じ時間帯での２便受入

れ体制を2025年度末に３便まで拡大する努力をし

ており、引き続き、空港会社への働きかけやコミ�

ュニケーションを取りながら、利用者の方に不満

を抱かれないように取組を進めてまいりたいとの

答弁がありました。

　次に、委員から、空港アクセス鉄道の610億円

の工事費負担について、これまで、ＪＲ九州が既

存路線で生じる増益分から３分の１を上限に負担

し、残りは県と国からの支援を期待しているとの

ことであったが、仮に３分の１の国庫補助が得ら

れなかったときにはどうするのかとの質疑があ

り、執行部から、ＪＲ九州との協議や事業費の精

査が進む中で、空港アクセス鉄道が事業として非

常に優れたものであることが整ってきたので、国

の財政支援を最大限求めつつ、民間企業の力をお

借りする、市町村としっかり協議していく、そし

て、県も最大限努力して財源を確保し、空港アク

セス鉄道の事業を進めていく覚悟で取り組んでい

るとの答弁がありました。

　次に、空港ライナーについて、委員から、有料

化する空港ライナーの運賃200円の根拠が分から

ない、200円から始まり、変化していくのか、空

港アクセス鉄道の肥後大津―空港間の運賃が幾ら

かが前提だと思うが、どう考えているのかとの質

疑があり、執行部から、利用者アンケートを実施

したところ、有料化しても利用すると回答した方

は約６割で、さらに、妥当な金額として200円と

の回答が最も多かったこと、また、現時点でのア

クセス鉄道の試算運賃の460円や空港から肥後大

津駅までのバス運賃の400円と比較すると低廉だ

が、まずは有料化による利用状況の変化を見なが

ら、運賃の見直しを引き続き検討してまいりたい

との答弁がありました。

　これに対して、委員から、200円というのは妥

当な金額だと思うが、アクセス鉄道開業時に、倍

以上になりましたというのは不合理なので、そこ

はしっかり考えていただきたいとの意見が出され

ました。

　そして、熊本都市圏交通に関する件では、執行

部から、熊本都市圏交通施策の主な取組について

説明がありました。

　これについて、委員から、都市交通マスタープ

ランについて、都市圏の渋滞の解消には、熊本市

の役割は極めて大きいと考えているので、熊本市

議会並びに熊本市がどのように県と協働しながら

渋滞解消やマスタープランの計画を進めていくの

か、委員会で見えるようにできないかとの質疑が

あり、執行部から、熊本市との連携は不可欠であ

り、様々なレベルで連携を強化している、県議会

において、熊本市の取組も含めて、県の渋滞対策

がどのようになっているのか、情報の連携と発信

を工夫していきたいとの答弁がありました。

　これに対して、委員から、県、市の連携は極め

て重要であるが、なかなか見えない部分もあるの

で、この委員会の中で発信していただきたい、こ

れからも連携を深めながら、都市圏の渋滞解消に

努めていただきたいとの意見が出されました。

　また、委員から、交通渋滞の解消について、新

交通管理システム、ＵＴＭＳ整備の中で、交通情

報提供システム、ＡＭＩＳを平成12年から運用し

てきて蓄積したデータがあると思うが、これをＡ

Ｉで解析して、信号の制御に役立てられないかと

の質疑があり、執行部から、データは蓄積されて

おり、活用しているが、ＡＩでの解析検討には至�

っていないので、検討を進めていきたいとの答弁

がありました。
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　これに対して、委員から、経験を踏まえた信号

制御ができる人に代わっていくのがＡＩと思うの

で、積極的にやっていただければありがたい、い

かに変わったとか、よくなったかという情報発信

は大事と思うので、ぜひ頑張っていただきたいと

の意見が出されました。

　以上が本年度審議された主な内容であります

が、本委員会に付託されました調査事件について

は、引き続き調査をする必要がありますので、本

委員会を次期定例会まで存続し、閉会中の継続審

査事件とすることに全会一致をもって決定いたし

ました。

　議員各位におかれましては、本委員会決定のと

おりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ

まして、高速交通ネットワーク整備推進特別委員

長の報告を終わります。

○議長(髙野洋介君)　次に、海の再生及び環境対

策特別委員長の報告を求めます。

　楠本千秋君。

　　 〔楠本千秋君登壇〕

○楠本千秋君　海の再生及び環境対策特別委員会

に付託されました調査事件につきまして、委員会

における調査の経過並びに結果を御報告申し上げ

ます。

　本委員会は、有明海・八代海の環境の保全、改

善及び水産資源の回復等による漁業の振興に関す

る件、2050年県内ＣＯ2排出実質ゼロに向けた取

組に関する件並びに再生可能エネルギー導入促進

に関する件について、本年度におきまして委員会

を４回開催し、審議を行ってまいりました。

　昨年10月には、岩手県宮古市及び宮城県石巻市

において、三陸沿岸における高水温化による海洋

環境の変化や陸上養殖の研究施設におけるギンザ

ケ等の養殖技術開発の状況について、また、岩手

県釜石市においては、脱炭素社会実現のための企

業と地元住民が一体となった取組について、さら

に、宮城県仙台市においては、太陽光パネルのリ

サイクル処理の状況について調査を行ってまいり

ました。

　それでは、本委員会に付託されました調査事件

の審議内容を要約して御報告申し上げます。

　まず、有明海・八代海の環境の保全、改善及び

水質資源の回復等による漁業の振興に関する件で

は、執行部から、対応状況や取組についての説明

がありました。

　これに対して、委員から、赤潮対策として行っ

た珪藻類の海洋放出試験の効果はいかがかとの質

疑があり、執行部から、珪藻類放出後には、有害

赤潮プランクトンと競合する珪藻類等が多く確認

され、調査期間中は警報基準以上の有害赤潮プラ

ンクトンは増殖しなかった、現在、確認された珪

藻類が試験で放出したものから増加したかを解析

中であり、来年度も引き続き試験を行いたいとの

答弁がありました。

　関連して、委員から、赤潮被害の軽減に向けた

駆除材や底質改良剤の散布など、漁業者自らが行

う取組は非常によい活動であり、しっかり支援し

ていく必要があるとの意見がありました。

　次に、委員から、有明海と八代海の海水温はど

の程度上昇しているのかとの質疑があり、執行部

から、県水産研究センターの調査結果では、過去

50年間で、有明海では0.6度、八代海では0.8度上

昇しているとの答弁がありました。

　次に、委員から、福岡県や佐賀県のノリの生産

不良を考えると、陸上でのノリ養殖も考える時期

ではないかとの質疑があり、執行部から、水温な

ど海況が変化してきていることも踏まえ、検討し

ていきたいとの答弁がありました。

　次に、委員から、八代海湾奥部の土砂堆積シミ�

ュレーションについて、地元市町の反応や今後の
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対応についての質疑があり、執行部から、地元市

町にも説明し、内水被害に対して浅海化が大きな

影響を与えないという結果は御理解いただいた

が、今後の方向性については、来年度検討してい

くとの答弁がありました。

　次に、委員から、海の再生に必要な陸域からの

砂の供給について、河川上流部の砂の採取場所や

必要な量は分かっているのかとの質疑があり、執

行部から、緑川ダムにたままっている砂礫を緑川

河口に設置して経過を見ており、量はモニタリン

グの中で検討している、また、土砂動態シミュレ�

ーションモデルを構築し、よりよい方法を検討し

ていくとの答弁がありました。

　次に、2050年県内ＣＯ2排出実質ゼロに向けた

取組に関する件では、執行部から、対応状況や取

組についての説明がありました。

　これに対して、委員から、初等、中等教育時に

おける啓発で、異常気象等は地球温暖化が原因で

あることを理解させるため、どのような題材を活

用して進めていくのかとの質疑があり、執行部か

ら、小中学校段階での啓発では、世界規模の気候

変動をいかに身近に感じてもらえるかが肝要であ

り、熊本の小中学生にとって身近な話題を提供し

ながら、環境問題に関心を持ってもらえるよう取

り組んでいくとの答弁がありました。

　次に、委員から、県の施設の空調施設等につい

て、基本的に全て電気式へ変えていくのか、化石

燃料も併用するのかとの質疑があり、執行部か

ら、停電時における電気供給機能の維持など、リ

スク管理の問題もあるため、電気式と化石燃料の

バランスを取りながら進める必要があると答弁が

ありました。

　次に、再生可能エネルギー導入促進に関する件

では、執行部から、対応状況や取組についての説

明がありました。

　これに対して、委員から、県庁舎への再生エネ

ルギー由来の電力の取り入れについて、どのよう

な検討状況であるかとの質疑があり、執行部か

ら、県庁舎での使用電力については、再生可能エ

ネルギーの割合を高めていく必要があると認識し

ており、必要な量の確保や調達コストの上昇など

の課題もあるが、コスト面では、できる限りまと

めて一括契約を行うことにより縮減を図ってい

る、なお、県の総合庁舎や県環境センターでは、

再生可能エネルギーを導入しているとの答弁があ

りました。

　次に、委員から、メガソーラー問題で、環境破

壊等の弊害があることから、全国各地でいろんな

意見が出ているが、本県でもそのような意見は寄

せられているのかとの質疑があり、執行部から、

本県でも、阿蘇外輪山周辺の太陽光発電施設につ

いて、県民からいろいろな意見が寄せられている

が、今後、景観等に配慮した取組を進めることで

御理解いただいているとの答弁がありました。

　以上が本年度審議された主な内容でございます

が、本委員会に付託されました調査事件について

は、引き続き調査をする必要がありますので、本

委員会を次期定例会まで存続し、閉会中の継続審

査事件とすることに全会一致をもって決定いたし

ました。

　議員各位におかれましては、本委員会決定のと

おりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ

まして、海の再生及び環境対策特別委員長の報告

を終わります。

○議長(髙野洋介君)　最後に、地域活力創生特別

委員長の報告を求めます。

　内野幸喜君。

　　 〔内野幸喜君登壇〕

○内野幸喜君　地域活力創生特別委員会に付託さ

れました調査事件につきまして、委員会における
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調査の経過並びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会は、新たな地方創生に関する件及びＴ

ＳＭＣ進出に係る県内波及効果に関する件につい

て、本年度におきましては、これまで委員会を４

回開催し、審議を行ってまいりました。

　昨年11月には、福岡県北九州市において、半導

体の人材育成、確保、販路の開拓や企業間交流の

促進のほか、ＩＴ企業の誘致及び集積に向けた取

組、また、京都府伊根町においては、重要伝統的

建造物群の保存について、さらに、兵庫県豊岡市

においては、インバウンド戦略や若い世代の移住

が進んでいる先進的な移住、定住の取組等につい

て調査を行ってまいりました。

　それでは、本委員会に付託されました調査事件

の審議の内容を要約して御報告申し上げます。

　まず、新たな地方創生に関する件であります。

　各定例会を通して「くまもと新時代共創総合戦

略」における施策の４つの柱に関する主要な取組

について審議を進めました。

　柱１の「こどもたちが笑顔で育つ熊本」関係で

は、子供、若者関連や教育関連の取組について、

柱２の「世界に開かれた活力あふれる熊本」関係

では、食のみやこ熊本県や観光、文化芸術関連の

取組、公民連携によるスポーツ施設整備の検討状

況、ＤＸ推進などについて、柱３の「いつまでも

続く豊かな熊本」関係では、人口の社会増減状況

や移住、定住推進の取組、市町村の行政体制の確

保支援などについて、柱４の「県民の命、健康、

安全、安心を守る」関係では、令和２年７月豪雨

からの創造的復興や災害に強い熊本づくり、健康

で長寿な社会の実現のための取組について、執行

部から説明がありました。

　これに対して、委員から、教育に関して、高校

無償化の中、高校教育課と私学振興課は、具体的

な協議を行っているのかとの質疑があり、執行部

から、例年、募集定員については協議会を開催し

て協議をしているが、今後は、さらに一歩踏み込

んで、今後の協議会の在り方や熊本の子供たちを

育てていくための連携方法について議論をしてい

きたいとの申入れをしているとの答弁がありまし

た。

　次に、委員から、公民連携によるスポーツ施設

整備検討に関して、県としての方向性の表明後、

県民や競技団体などの反応はどうか、また、今後

の検討の進め方について、新たな組織をつくるな

どの対応を考えているのかと質疑があり、執行部

から、県内の反応としては、概ね好意的に受け止

められている印象であり、デベロッパーや設備関

係企業からは、話を聞かせてほしいという要望も

受けている、今後の進め方としては、直ちに整備

手法や施設規模、機能の精査を進めていくことと

しており、民間事業者へのサウンディング調査な

ども踏まえ、まずは庁内で検討や議論をしていく

ことを考えているとの答弁がありました。

　次に、委員から、市町村の行政体制の確保支援

に関して、共同採用方式を進めるに当たって、モ

デル地域による先行実施にとどまらず、よい取組

であれば、県内全域で一斉に進める意向はないの

かとの質疑があり、執行部から、有効な取組であ

れば横展開していきたいと思っているが、共同採

用方式は、受験者に人気の団体が独り勝ちしてし

まう可能性といった課題もあるため、制度設計の

検討を丁寧に進めてまいりたいとの答弁がありま

した。

　次に、委員から、令和２年７月豪雨からの創造

的復興に関して、県では様々な事業に取り組んで

いるが、まちづくりは、少しずつ積み上げなが

ら、長期的に取り組むことが必要であり、県から

の支援が引き続き欠かせないと考えるが、今後、

県全体としてどのように復興に取り組んでいくの
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かとの質疑があり、執行部から、ソフト事業を含

むまちづくりには、一定の時間が必要と認識して

いる、現在、復興局を中心に様々な事業を展開し

ており、地域や市町村と力を合わせ、取組を加速

していきたいとの答弁がありました。

　次に、ＴＳＭＣ進出に係る県内波及効果に関す

る件であります。

　各定例会を通して、執行部から、ＴＳＭＣ進出

に伴う対応状況、企業誘致等の状況、半導体関連

を含む人材育成、確保、台湾からの誘客、交流の

推進について説明があり、審議を行いました。

　これに対し、委員から、企業の立地状況に関し�

て、令和３年度から５年度は企業進出が増加し、

令和６年度は件数が少し減少したとのことだが、

今後の企業進出の傾向を尋ねたいとの質疑があ

り、執行部から、企業立地件数が減少した理由

は、半導体市場が足踏み状態であったことや建設

物価高騰の影響による投資の後ろ倒しだと聞いて

いる、加えて、リモートワークの普及により、オ

フィス系企業の地方進出の動きが鈍化したことな

ども要因となっている、今後の企業進出について

は、半導体関連産業の集積が引き続き見込まれる

ことから、高水準の状況が維持するものと考えて

いるとの答弁がありました。

　次に、委員から、県南振興に関して、庁内横断

的な組織等の有無、また、企業立地の数だけでは

なく、県南波及効果の内部指標等があれば教えて

ほしいとの質疑があり、執行部から、県南地域の

企業誘致に当たっては、これまでも振興局や市町

村と連携しながら取組を進めており、本庁の関係

部局をどう巻き込んでいくかはこれから考えてい

きたい、また、具体的な指標については、県南に

特化した具体的な数値はないが、県南立地協定の

件数、投資額、雇用予定者数を高める指標を考え

ていきたいとの答弁がありました。

　次に、委員から、有業率が低い年代の女性が就

労するきっかけとなる場を創出することにより、

県内企業の人手不足の解消につなげる具体策を教

えてほしいとの質疑があり、執行部から、県内４

か所で、女性、特に育休中の方や子育てで一度離

職された方を対象とした、気軽な雰囲気の中で就

業の相談ができる場を10月から11月にかけて設置

した、就業を希望する女性を求めている企業にも

参加していただき、ＰＲも含めてマッチングを行�

ったとの答弁がありました。

　次に、委員から、小中学校への半導体認知度向

上事業について、出前講座の回数を教えてほしい

との質疑があり、令和７年度は、阿蘇、八代、天

草のそれぞれの地域から小学校と中学校を１校ず

つ選定し実施する、その他、半導体認知度向上動

画の二次元コードが記載されたアドカードを配布

し、動画で視聴していただいており、昨年の開始

以来、再生回数は２万回を超えている、このよう

な小中学生への取組を今後もしっかりと進めてい

きたいとの答弁がありました。

　次に、委員から、台湾からの誘客を含むインバ

ウンドに関して、誘客の取組は強化されていると

思うが、パンデミックや想定外のことが起きた際

の対策やリスク分散について、どのようなことを

行っているのかとの質疑があり、東アジアを重点

市場と位置づけながらも、様々な情報発信、プロ

モーション活動により、１つの国、地域に過度に

依存することのないよう対策を進めているとの答

弁がありました。

　以上が本年度審議された主な内容でございます

が、本委員会に付託されました調査事件について

は、引き続き調査をする必要がありますので、本

委員会を次期定例会まで存続し、閉会中の継続審

査事件とすることに全会一致をもって決定いたし

ました。
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　議員各位におかれましては、本委員会決定のと

おりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ

まして、地域活力創生特別委員長の報告を終わり

ます。

○議長(髙野洋介君)　以上で各特別委員長の報告

は終わりました。

　これより質疑に入ります。

　質疑はありませんか。

　　 〔｢なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　質疑なしと認めます。

　特別委員会の付託調査事件の変更の件

○議長(髙野洋介君)　次に、お諮りいたします。

　この際、特別委員会の付託調査事件の変更の件

を日程に追加し、議題といたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、特別委員会の付託調査事件の変更の件を日

程に追加し、議題とすることに決定いたしまし

た。

　特別委員会の付託調査事件の変更の件を議題と

いたします。

　お諮りいたします。

　海の再生及び環境対策特別委員会の付託調査事

件のうち、2050年県内ＣＯ2排出実質ゼロに向け

た取組に関する件を、2050年県内温室効果ガス排

出量実質ゼロに向けた取組に関する件に変更いた

したいと思います。これに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、そのように取り計らうことに決定いたしま

した。

　日程第２　各常任委員長報告

○議長(髙野洋介君)　次に、日程第２、去る９日

の会議において審査を付託いたしました議案第46

号から第99号までについて、各常任委員長から審

査結果の報告があっておりますので、これを一括

して議題といたします。

　ただいまから、各常任委員会における審査の経

過並びに結果について、各常任委員長の報告を求

めます。

　まず、厚生常任委員長の報告を求めます。

　岩本浩治君。

　　 〔岩本浩治君登壇〕

○岩本浩治君　厚生常任委員会に付託されました

案件につきまして、委員会における審査の経過並

びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係４

議案及び条例等関係７議案であります。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された健康福祉部の令和８年度当初予

算は、熊本地震、令和２年７月豪雨及び令和７年

８月豪雨災害からの復旧、復興やくまもと新時代

共創基本方針に基づくこどもまんなか熊本の実現

に向けた施策等の推進に要する経費等で、予算総

額は、一般会計、特別会計合わせて3,449億7,700

万円余であります。

　あわせまして、債務負担行為の設定でありま

す。

　病院局の令和８年度当初予算は、こころの医療

センターの管理運営や設備の更新に要する経費等

で、予算総額は、収益的収支、資本的収支合わせ

て21億900万円余であります。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

熊本県総合福祉センター条例の一部を改正する条

例の制定について外６議案であります。

　次に、議案の審査の過程において論議されまし



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　第８号 （３月18日）

－ 202 －

た主なものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、人口減少に伴い、僻地では、

医療、介護の資源が減少してきている中で、具体

的にどのような形で僻地の医療、介護の体制を維

持していくのかとの質疑があり、執行部から、医

療については、熊本大学の地域枠等を活用した医

師派遣に加え、巡回診療車を用いたオンライン診

療が導入されている事例があり、デジタル技術を

活用したオンライン診療で補完した取組を進める

ことが必要だと考えている、また、在宅介護につ

いては、中山間地域における訪問介護事業所のサ

テライト設置に向けた支援を進めていくとの答弁

がありました。

　さらに、委員から、僻地の医療、介護について

は、デジタル化の推進はもとより、地域住民の安

心につながる対面での支援も不可欠であることか

ら、地域包括ケアシステムの構築に向け、関係機

関が連携して取り組んでほしいとの要望がありま

した。

　次に、委員から、民生委員、児童委員について

は、全国的に担い手が見つからない状況にあると

思うが、本県における充足率等はどのような状況

かとの質疑があり、執行部から、定数約2,800人

に対し、充足率は95％から96％程度で、全国的に

も高いほうであるものの、担い手の確保が課題と

認識しており、活動費の引上げなども国に要望し

ているとの答弁がありました。

　次に、委員から、ライフデザイン推進事業と

は、具体的にどのような事業なのか、また、対象

についてはどのように考えているのかとの質疑が

あり、執行部から、若者世代に自分の人生を主体

的に考えてもらうため、ゲーミフィケーションの

考え方を取り入れ、他者と対話しながら、ライフ

プランについて深く考える機会を提供したいと考

えている、対象としては、教育委員会とも相談の

上、まずは高校生や大学生等を想定しているとの

答弁がありました。

　関連して、委員から、若者に自ら積極的にライ

フデザインを考える機会を学校現場などで提供す

ることはとても重要である、教育委員会と連携し

て、しっかり事業を推進してほしいとの要望があ

りました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。

　最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、厚生常任委員長の報告を終わります。

○議長(髙野洋介君)　次に、経済環境常任委員長

の報告を求めます。

　髙島和男君。

　　 〔髙島和男君登壇〕

○髙島和男君　経済環境常任委員会に付託されま

した案件につきまして、委員会における審査の経

過並びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係９

議案及び条例等関係４議案であります。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された環境生活部の令和８年度当初予

算は、地下水の保全や公式確認70年を迎える水俣

病への対応をはじめとするくまもと新時代共創総

合戦略に沿った取組に要する経費等で、予算総額

は、一般会計、特別会計合わせて161億5,600万円

余であります。

　商工労働部の令和８年度当初予算は、地域の関

係機関等が連携した人材確保、育成や半導体によ
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る地域産業の創出のための産学官連携の支援をは

じめとするくまもと新時代共創総合戦略に沿った

取組に要する経費等で、予算総額は、一般会計、

特別会計合わせて706億5,900万円余であります。

　観光文化部の令和８年度当初予算は、今年夏に

開催する熊本デスティネーションキャンペーンや

官民共創による新アリーナ、新野球場の整備推進

をはじめとするくまもと新時代共創総合戦略に沿�

った取組に要する経費等で、予算総額は、61億

2,200万円であります。

　企業局の令和８年度当初予算は、電気事業、工

業用水道事業及び有料駐車場事業の運営や有明工

業用水道の未利用水を半導体関連企業へ供給する

新規工業用水道事業に要する経費等で、３事業会

計の支出予算総額は、収益的収支、資本的収支合

わせて70億6,300万円余であります。

　労働委員会の令和８年度当初予算は、委員報

酬、労使紛争の審査、あっせん等に要する経費等

で、予算総額は、１億2,500万円余であります。

　あわせまして、各部局等関係の債務負担行為の

設定であります。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

熊本県工業用水道管理条例の一部を改正する条例

の制定について外３議案であります。

　次に、議案の審査の過程において論議されまし

た主なものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、中小企業等復旧・復興支援事

業に係るグループ補助金について、今月末に益城

町の県道熊本高森線の４車線化事業が完了する

が、その影響で補助金の交付ができなかったのか

との質疑があり、執行部から、土地区画整理事業

がまだ続いている関係もあり、全ての交付ができ

なかった、来年度は２件の交付申請を想定してお

り、引き続き、事業者に寄り添ってしっかり対応

してまいりたいとの答弁がありました。

　次に、委員から、“絆”特区の家事支援外国人

受入事業について、どれぐらいニーズがあるのか

調査をしているのかとの質疑があり、執行部か

ら、特定のニーズ調査は行っていないが、ほかの

調査や関係企業への聞き取り等により、ニーズが

あると考えている、また、このサービスを利用す

ることで、子育て世代の仕事と育児の両立を期待

する声もあるとの答弁がありました。

　さらに、委員から、経済的な理由から、家事代

行サービスは利用しにくいといった声もあるの

で、引き続きニーズを把握し、適宜見直しを行っ

てほしいとの要望がありました。

　次に、委員から、熊本スポーツ応援基金につい

て、基金の目的や使途について、具体的に教えて

ほしい、また、基金の原資については、ふるさと

納税等の寄附金とのことだが、県内企業から寄附

を呼び込む方策については何か考えているのかと

の質疑があり、執行部から、使途については、新

アリーナや新野球場の整備といったハード面のほ

か、国際スポーツイベントやプロスポーツの振興

など、ソフト面においても中長期的に寄附を活用

したいと考えている、また、県内企業に対して�

も、額の多寡にかかわらず、広く寄附を呼びか

け、応援していただく気持ちを形にしていけるよ

う、あらゆる場面でしっかりと協力を求めていき

たいとの答弁がありました。

　次に、委員から、新野球場の整備に係る移転候

補地の提案募集については、市町村に限定するの

か、また、新野球場は県営か、それとも移転先の

市町村営になるのかとの質疑があり、執行部か

ら、対象は市町村に限定するが、市町村が民間企

業と連携して提案することを妨げるものではな

い、また、県営であることは間違いないが、提案

の内容により、市町村の関わり方を判断していき

たいとの答弁がありました。
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　関連して、委員から、現在の藤崎台県営野球場

の今後の取扱いについては、最終的な姿をイメー

ジしながら、熊本市と協議を進めてほしいとの要

望がありました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成または多数賛成をもって原案のとおり可決す

ることに決定いたしました。

　最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、経済環境常任委員長の報告を終わりま

す。

○議長(髙野洋介君)　次に、農林水産常任委員長

の報告を求めます。

　河津修司君。

　　 〔河津修司君登壇〕

○河津修司君　農林水産常任委員会に付託されま

した案件につきまして、委員会における審査の経

過並びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係３

議案及び条例等関係１議案であります。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出されました農林水産部の令和８年度当

初予算は、令和７年８月及び令和２年７月の豪雨

災害や熊本地震からの創造的復興に加え、くまも

と新時代共創基本方針に沿った稼げる農林畜水産

業の実現に向け、食のみやこ熊本県の創造に必要

な事業の推進に要する経費等で、予算総額は、一

般会計、特別会計合わせて828億1,200万円余であ

ります。

　あわせまして、債務負担行為の設定でありま

す。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

熊本県豊かな森林の保全に関する条例の制定につ

いてであります。

　次に、議案の審査の過程において論議されまし

た主なものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、地球温暖化対策については、

新たな技術や品種の開発が重要と認識している

が、県の試験研究等への取組について、どのよう

な状況かとの質疑があり、執行部から、熊本型み

どりの食料システム戦略推進事業で、農業研究セ

ンターによる試験研究や各地域での現地実証、普

及に取り組んでいる、また、部内横断の取組とし

て、農業団体とプロジェクトチームをつくり、高

温対策技術を取りまとめ、県のホームページで公

表しているとの答弁がありました。

　さらに、委員から、農業研究センターを中心と

した地球温暖化対策への取組の成果をもっと県民

や農家にしっかりとＰＲしてほしいとの要望があ

りました。

　次に、委員から、あか牛生産における新たな表

示の仕組みは、どのような表示方法で、誰が管理

し、流通のどの段階から分かるのかとの質疑があ

り、執行部から、あか牛の新たな表示の仕組み

は、飼育期間と肉質をマトリックス化した図で表

示し、管理者は公益法人を想定している、また、

出荷団体から提供されるあか牛のデータを取りま

とめて公表するイメージで、個体識別番号をホー

ムページで検索すれば、流通のどの段階でもあか

牛の肉質を確認できる仕組みであるとの答弁があ

りました。

　さらに、委員から、今回の新表示の取組によ

り、あか牛生産者のこだわりや消費者の嗜好をし�

っかりと捉えることで、生産者の所得向上につな

がるよう、ぜひ頑張ってほしいとの要望がありま

した。
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　次に、委員から、熊本県豊かな森林の保全に関

する条例に関連して、森林所有者の名義変更が行

われていないケースへの対応はどのようにしてい

るのかとの質疑があり、執行部から、森林所有者

が変更された場合、平成24年度から市町村への届

出が必要となった、また、森林経営管理制度によ

り、所有者の経営管理の意向を調査の上、市町村

が経営管理を行っていく仕組みを進めているとの

答弁がありました。

　次に、委員から、有機農業の生産拡大など、現

在の取組状況についてはいかがかとの質疑があ

り、執行部から、令和４年時点の有機農業面積は

1,240ヘクタールで、このうち最もレベルの高い

有機ＪＡＳ圃場面積は721ヘクタールで全国３位

であり、しっかりと有機農業に取り組んでいる、

有機農業者は各地域に点在しているため、情報収

集が難しく、新規参入へのハードルが高いなどの

課題がある、栽培技術の相談窓口を設置し、一元

的に対応するなど、今後とも国と連携しながら取

り組んでまいりたいとの答弁がありました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。

　最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、農林水産常任委員長の報告を終わりま

す。

○議長(髙野洋介君)　次に、建設常任委員長の報

告を求めます。

　西山宗孝君。

　　 〔西山宗孝君登壇〕

○西山宗孝君　建設常任委員会に付託されました

案件につきまして、委員会における審査の経過並

びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係５

議案及び条例等関係１議案であります。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された土木部の令和８年度当初予算

は、熊本地震及び令和２年７月豪雨からの創造的

復興に加え、令和７年８月豪雨からの復旧、復興

のほか、幹線道路ネットワークの整備等による災

害に強い県土づくりや熊本の将来の発展を見据え

た社会基盤整備、建設産業における人材の確保、

育成に要する経費等で、予算総額は、一般会計、

特別会計等合わせて1,235億7,700万円余でありま

す。

　あわせまして、債務負担行為の設定でありま

す。

　次に、議案の審査の過程において論議されまし

た主なものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、建設産業では、人材確保に大

変苦労されているようだが、県ではどのような取

組を行っているのかとの質疑があり、執行部か

ら、建設産業の人材確保には、建設業界に就職を

したい、働き続けたいと思ってもらえるような職

場環境の整備が必要不可欠と考えており、県で

は、週休２日施行工事やＩＣＴを活用した工事な

ど、働き方改革につながる取組を行っている、今

後とも、建設業界の意見を丁寧に聴きながら、さ

らに推進してまいりたいとの答弁がありました。

　さらに、委員から、災害時における初動対応な

ど、建設産業の人材はとても重要である、引き続

き、人材の確保、育成にしっかりと取り組んでほ

しいとの要望がありました。

　関連して、委員から、土木技術職員の確保に当

たっても、民間企業等経験者の採用枠をもっと広
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げるなど、知恵を出し合い、あらゆる手だてを模

索しながら、しっかり頑張ってほしいとの要望が

ありました。

　次に、委員から、令和８年度の土木部の予算額

は、令和７年度からの繰越し予算を合わせると大

きな金額となるが、計画的な予算の執行及び事業

の推進を図るため、建設コンサルタントなどの民

間活力を積極的に活用してはどうかとの質疑があ

り、執行部から、民間活力の活用については、関

係団体の協力も得ながら、発注者支援として監督

業務などを委託している、引き続き、民間のノウ

ハウを活用できるところは活用しながら、事業の

推進に邁進してまいりたいとの答弁がありまし

た。

　次に、委員から、住宅の耐震化については、令

和６年度から補助制度を拡充した促進事業の効果

もあり、耐震診断及び改修ともに件数が着実に伸

びているとのことだが、さらなる推進のために

は、県の取組をもっとアピールする必要があるの

ではないかとの質疑があり、執行部から、現在熊

本県建築物耐震改修促進計画の見直しを行ってい

るところであり、県の施策が県民や市町村にしっ

かり伝わり、十分に活用していただけるように取

り組んでいきたいとの答弁がありました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。

　最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、建設常任委員長の報告を終わります。

○議長(髙野洋介君)　次に、教育警察常任委員長

の報告を求めます。

　竹﨑和虎君。

　　 〔竹﨑和虎君登壇〕

○竹﨑和虎君　教育警察常任委員会に付託されま

した案件につきまして、委員会における審査の経

過並びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係３

議案及び条例等関係７議案であります。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された教育委員会の令和８年度当初予

算は、くまもと新時代共創基本方針及びくまもと

新時代教育大綱の基本理念や基本的方向性等を踏

まえた取組に要する経費等で、予算総額は、一般

会計、特別会計合わせて1,460億6,000万円余であ

ります。

　あわせまして、債務負担行為の設定でありま

す。

　警察本部の令和８年度当初予算は、くまもと新

時代共創基本方針を踏まえ、喫緊の治安課題への

対応に必要な事業への重点的取組に要する経費等

で、予算総額は、463億1,100万円余であります。

　あわせまして、債務負担行為の設定でありま

す。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

熊本県教育委員会の権限に属する事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て外６議案であります。

　次に、議案の審査の過程において論議されまし

た主なものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、ＤＸやＡＩ、ＳＮＳ等の影響

でいじめが複雑化しているのではないかと心配し

ている、今後の対策についてどう考えているのか

との質疑があり、執行部から、ＳＮＳを介したい

じめが増加傾向にあるため、文部科学省が作成し

た動画の視聴研修と保護者に対する啓発を行うよ
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う、全ての学校へ通知文を発出した、ＳＮＳを介

したいじめは今後も広がる可能性があるため、啓

発活動及び情報モラル教育を継続していきたいと

の答弁がありました。

　さらに、委員から、学校のトップである校長か

ら、いじめは卑劣な行為であると言い続けること

が大事ではないかとの質疑があり、執行部から、

いじめの未然防止のため、６月を心の絆を深める

月間とし、県立学校全ての校長が、全校生徒に対

して、いじめ防止に向けた講話を行うようにして

いる、また、ＳＮＳ等を通して、見えない形でい

じめが進行する状況があるため、タブレット端末

を活用して、心の健康チェックを行うこととして

いるとの答弁がありました。

　次に、委員から、グローバルコンピテンシー育

成事業については、今回の台湾視察が契機とな

り、台湾へ教職員を派遣することにつながったと

思うが、今後の展開として、児童生徒を派遣対象

にする予定はないのかとの質疑があり、執行部か

ら、まずは教職員を継続的に派遣し、国際対応能

力を高めることで、児童生徒の異文化理解や交流

の促進を図っていきたいとの答弁がありました。

　次に、委員から、薬物使用の低年齢化が報道さ

れているが、県内においてはどのような状況かと

の質疑があり、執行部から、少年の薬物乱用に関

しては、令和７年には、覚せい剤取締法違反で６

名、前年比プラス４名、麻薬取締法違反で17名、

前年比プラス16名を検挙したとの答弁がありまし

た。

　関連して、委員から、いわゆる危険ドラッグや

脱法ドラッグは取締りの対象になっているのかと

の質疑があり、執行部から、危険ドラッグや脱法

ドラッグなどの取締りは難しいが、内偵捜査の

上、必要があれば取り締まっていきたい、あわせ

て、教育当局とも協力しながら、青少年教育を進

めてまいりたいとの答弁がありました。

　次に、委員から、電話で「お金」詐欺の被害件

数と被害額、被害の特徴など、現状はどのように

なっているかとの質疑があり、執行部から、昨年

１年間で219件発生、前年比プラス106件、被害額

は約11億円、前年比プラス約６億5,000万円、特

徴としては、被害者は、高齢者だけではなく、20

代から30代の若い世代も約27％を占め、手口とし

ては、オレオレ詐欺が約58％と最も多く、警察官

を語るケースが増えているとの答弁がありまし

た。

　さらに、委員から、県警察の特殊詐欺対策の新

マスコットキャラクター、ワルモンは、子供たち

に大変人気である、ワルモンのグッズを活用する

などして、電話で「お金」詐欺の被害防止のため

の普及啓発にしっかり取り組んでほしいとの要望

がありました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。

　最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

きましては、議席に配付のとおり決定いたしまし

た。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同を賜りますようお願い申し

上げまして、教育警察常任委員長の報告を終わり

ます。

○議長(髙野洋介君)　最後に、総務常任委員長の

報告を求めます。

　中村亮彦君。

　　 〔中村亮彦君登壇〕

○中村亮彦君　総務常任委員会に付託されました

案件につきまして、委員会における審査の経過並

びに結果を御報告申し上げます。
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　本委員会に付託されました案件は、予算関係４

議案及び条例等関係13議案であります。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された令和８年度一般会計当初予算

は、優先して取り組むべき災害からの復旧、復興

とくまもと新時代共創基本方針に基づく人材の育

成、確保、次世代の育成及び共生社会の実現の取

組等を中心に編成されたものであります。

　この結果、一般会計当初予算は、前年度と比

べ、905億3,900万円余、率にして10.7％増の過去

最大となる9,353億3,500万円余であります。

　あわせまして、債務負担行為の設定でありま

す。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

熊本県内部組織設置条例の一部を改正する条例の

制定について外12議案であります。

　次に、議案の審査の過程において論議されまし

た主なものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、東日本大震災から15年、熊本

地震から10年の節目の年だが、今後の取組方針に

ついてどのように考えているのかとの質疑があ

り、執行部から、熊本地震による犠牲者を追悼す

るため、これまで県単独で開催してきた追悼式に

ついて、今年は県と全市町村の共催で開催するほ

か、全国会議の開催等を通じ、これまでの復旧、

復興の取組を全国に発信する、また、県民一人一

人の防災意識の向上や自主防災組織を通じた共助

の取組にも力を入れていく、さらに、九州広域防

災拠点構想など、本県の防災力だけでなく、九州

ひいては全国の防災力の向上に寄与するため、九

州各県と連携した訓練や消防庁ヘリの配備等にも

取り組んでまいりたいとの答弁がありました。

　さらに、委員から、熊本地震を知らない県職員

は何割ぐらいいるのかとの質疑があり、執行部か

ら、熊本地震後に入庁した職員が３分の１程度と

なっている、災害対応のノウハウが確実に引き継

がれるよう、職員の研修等にもこれまで以上に取

り組んでまいりたいとの答弁がありました。

　次に、委員から、地域公共交通確保維持改善事

業における本県の補助航路に対する支援は、１航

路当たり500万円を上限として、半島航路につい

ては、国庫補助を除く残りの３分の１を県、３分

の２を地元自治体が負担しているが、長崎県や鹿

児島県では、国庫補助を除く残り全てを県が負担

している、とりわけ、富岡―茂木航路については

上限の500万円に達していることから、負担スキ�

ームを見直す必要があるのではないか、あわせ

て、県際間の航路については、航路対策協議会の

事務局を地元市町村に置くのではなく、県が担う

べきではないかとの質疑があり、執行部から、長

崎、鹿児島両県は、多くの離島航路を抱えている

こともあり、そのような対応を取っていると認識

しているが、今後の対応については、地元自治体

とも協議の上、しっかり検討してまいりたいとの

答弁がありました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。

　最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定をいたしまし

た。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、総務常任委員長の報告を終わります。

○議長(髙野洋介君)　以上で各常任委員長の報告

は終わりました。

　これより質疑に入ります。

　質疑はありませんか。
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　　 〔｢なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　質疑なしと認めます。

　次に、討論に入ります。

　討論の通告があっておりますので、発言を許し

ます。

　なお、発言時間は１人10分以内でありますの

で、さよう御承知願います。

　幸村香代子君。

　　 〔幸村香代子君登壇〕

○幸村香代子君　皆様、おはようございます。立

憲民主連合会派の幸村香代子でございます。

　議案第46号、令和８年度熊本県一般会計予算に

ついて、会派を代表して反対の立場で討論を行い

ます。

　私たち会派は、令和８年度一般会計予算の全て

に反対するものではございません。今回予算に含

まれている国直轄事業負担金のうち、川辺川ダム

建設に向けての16億3,800万余の支出に反対する

ものです。

　2020年７月、球磨川流域に甚大な被害をもたら

した豪雨災害から５年半が経過いたしました。

2009年に一度中止されたはずの川辺川ダム計画

が、2020年の豪雨災害後、僅か４か月後、当時の

蒲島県知事は、国に対して、同じ場所に流水型ダ

ムの建設を要請し、国は、2035年度の本体完成を

目指し、手続を強行しております。

　これまで、県議会においても質問を重ねてまい

りました。法的な手続の問題、建設予定地の地盤

の問題、民意の反映の問題、清流の定義、犠牲者

がなぜ出たのかという問題、ダム建設が環境や経

済に与える問題、公聴会の問題、費用対効果の問

題などです。全て県民、住民の皆さんの声です。

しかし、いずれも納得のいく回答は得られません

でした。県は、ダム建設を前提としていますか

ら、受け入れ難い指摘であったのだと思います。

　今議会、会派の岩田県議が代表質問で、費用便

益費、つまり、費用対効果について取り上げまし

た。国は、流水型ダムの費用便益費を、旧川辺川

ダム計画で実施済みの事業費を除いた残存のみで

2.4と算出していますが、旧計画を含む全体事業

費で計算すると0.4となります。

　国は、2.4という数字が事業見直しの目安１を

上回るとして、ダム事業の継続の裏づけとしてい

ます。総事業費は4,900億円、残存事業費は2,560

億円に上ります。長期にわたる公共事業の性質か

ら、全体事業費で算出するのが本質であると思い

ます。この問題は、国会でも議論となっておりま

す。

　このダム建設費用には、熊本県の負担も含まれ

ます。直轄事業負担金から地方交付税などを引く

と、実質的負担は647億円になると試算されてい

ます。

　県財政の厳しさは、議員各位も御存じのとおり

です。経常的経費に加え、スポーツ施設の整備、

空港アクセス鉄道、サイエンスパーク計画など大

型事業が計画され、一方では、高止まりが続く物

価高騰、労働力人口の減少、社会保障費の増加な

どはとどまるところが見えず、最近の中東情勢を

見ても、資源のほとんどを輸入に頼る危うさが県

民の暮らしを直撃しています。

　知事は、各部局に支出の見直しを指示され、令

和８年度、約10億円の効果があったと報告があり

ました。厳しくなる財政の見通しの中で、県民の

暮らしに本当に必要なものは何なのか、検討を深

化させる必要がありますし、その中にこの647億

円も含まれると思っています。

　知事は、治水はダムだけではなく、総合的なダ

ムを含む緑の流域治水だと言われます。しかし、

気象危機と言われる現在、ダムによる治水効果も

限定的であり、多方面へのリスクのほうが大きい
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のではないでしょうか。

　治水については、堤防のかさ上げ、宅地のかさ

上げ、遊水地の確保、河川の掘削、山の整備、避

難経路の確保や訓練などの対策を優先させるべき

だと思いますし、そのような声が多方面から出さ

れています。

　2020年からこれまで、公共事業に求められる環

境保全の優先性、政策決定から実施決定に至る各

段階での情報公開の徹底、民主性、透明性、合理

性、公正性の確保の全てが、この川辺川ダム計画

において欠落をしていると言わざるを得ません。

　国土交通省は、2027年度本体着工を計画してい

ます。このままダム建設に向けて進むことは問題

があると考え、私たち立憲民主連合は、川辺川ダ

ム事業負担金が含まれた令和８年度一般会計予算

案に反対であると申し上げ、討論といたします。

○議長(髙野洋介君)　髙井千歳さん。

　　 〔髙井千歳さん登壇〕

○髙井千歳さん　参政党の髙井千歳です。

　議案第46号、令和８年度熊本県一般会計当初予

算案、そして、議案第94号、第七次熊本県環境基

本計画について、反対の立場から討論を行いま

す。

　最初に申し上げますが、私も、令和８年度熊本

県一般会計予算案、そして、第七次熊本県環境基

本計画全てに反対するものではありません。一般

会計当初予算については、外国人家事支援事業を

含む外国人材との共生推進本部における取組に懸

念を抱いており、それに関わる予算について反対

の立場です。

　本県は、現在、人口減少、少子高齢化、そして

社会構造の大きな転換期にあります。こうした中

においては、限られた財源をどこに投入するの

か、県民の理解と納得を得ながら、将来を見据え

た政策判断がこれまで以上に求められています。

　しかしながら、今回の当初予算案には、将来に

わたる影響の検証が十分とは言い難い施策が含ま

れていると考えます。

　まず、外国人家事支援事業について申し上げま

す。

　本事業は、子育て世帯への支援を目的とされて

いますが、県内の子育て世帯に対する十分なニー

ズ調査は行われておりません。家事支援サービス

がどれほど県民ニーズに基づいているのか、検証

が不十分なまま制度を導入することには疑問が残

ります。また、利用できる世帯が限定される可能

性もあり、支援の公平性という観点からも、慎重

な検討が必要です。

　次に、外国人材との共生推進本部における取組

について申し上げます。

　人手不足への対応として、外国人材の受入れが

必要な分野もあることは十分承知をしておりま

す。しかしながら、今後の社会を見据えたとき、

単に労働力として外国人材の受入れを進めるだけ

では不十分だと考えます。

　やはり、今後の産業構造の変化を見据えたシミ�

ュレーション、外国人労働者を今のペースで受け

入れ続けた場合の社会的コスト、行政の責任の在

り方、これらを十分に考慮する必要があると考え

ます。

　まず最初に、産業構造の変化についてです。

　現在、ＡＩやロボット化など、技術革新が急速

に進み、産業構造は大きく変化しつつあります。

また、人口減少により、将来的には、労働力だけ

ではなく、消費需要そのものも縮小していく可能

性があります。こうした産業構造の変化や社会構

造の変化も踏まえた中長期的なシミュレーション

を本県としてまず行うべきだと考えます。

　さらに、外国人材の受入れが拡大した場合、日

本人との雇用のバッティングが生じる可能性につ
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いても十分に考慮すべきです。

　次に、外国人労働者を今のペースで受け入れ続

けた場合の社会的コストと行政の責任についてで

す。

　過去の事例に目を向けると、2008年のリーマ

ン・ショック時には、自動車産業などで働いてい

た日系ブラジル人労働者が、景気悪化により、雇

い止めや解雇となり、住居や生活基盤を失う事態

が生じました。その結果、生活支援など、最終的

な社会的コストは行政が負担することとなりまし

た。

　外国人労働力の受入れは、景気がいいときだけ

でなく、景気後退時のリスクまで含めて受入れを

計画する必要があると考えます。

　県は、外国人材の受入れについては、主体は企

業であり、県は、混乱が生じないよう調整を行う

立場であると説明をされています。しかしなが

ら、現実はそう単純ではなく、一度受け入れた外

国の方々は、御家族も含め、行政が最後まで責任

を負うこととなります。

　地域社会の中で生活が始まれば、雇用が失われ

たときに対応を求められるのは、教育、医療、福

祉などを担う行政です。つまり、入口は企業であ�

っても、出口の責任は行政が担うこととなりま

す。

　諸外国を見渡せば、教育や社会保障などに係る

社会的コスト、文化的摩擦、治安の悪化などを受

けて、大きく政策転換を行ったり、受入れ国側が

費用を支払って自主帰国を促す国も出てきていま

す。

　もし、将来的なシミュレーションを行わないま

ま受入れが続いてしまい、社会コストの増大が起

これば、その政策のツケを払うのは、子や孫の世

代です。将来に禍根を残さないためにも、しっか

りと熊本県としてシミュレーションを行い、計画

を立てて、受け入れていくべきだと考えます。

　高市政権は、2028年度末までの外国人の受入れ

上限を123万人と閣議決定しましたが、これは、

あくまでも特定技能と育成就労のみの上限です。

つまり、技人国ビザ、経営管理ビザ、永住ビザ、

留学ビザ、帯同家族などは123万人には含まれて

おらず、現政権は、外国人労働者の受入れに上限

をかけたわけではありません。

　我が国は、古来より多くの渡来人や文化を受け

入れ、日本人や日本文化と統合や融合を繰り返

し、世界でも固有の文化を築いてまいりました。

しかし、急激な外国人材の受入れは歴史上初めて

のことであり、現在、我が国の在留外国人の年次

増加率は、Ｇ７で突出して１位、世界最速級のペ�

ースで進んでいます。

　我が党は、国による外国人労働者受入れの総量

規制を行うべきと主張しておりますが、本県にお

いても、将来を見据えた、計画性を持った受入れ

が必要だと考えます。

　次に、第七次環境基本計画の策定に対し、現時

点では賛同することができず、反対の立場から討

論を行います。

　本計画に関しては、これまで、再生可能エネル

ギー政策について、多角的かつ科学的な検証を行

うこと、また、目標設定の妥当性について、慎重

に見直すことを要望してまいりました。

　しかしながら、その点が十分に反映されたとは

言い難い状況にあります。

　まず、脱炭素政策の前提について、地球温暖化

の要因は、ＣＯ2のみに限られるものではなく、

自然変動の影響を指摘する科学的見解も存在し、

昨今では、アメリカをはじめとする諸外国で、脱

炭素政策そのものを見直す動きも見られます。

　また、日本のＣＯ2排出量は世界全体の約３％

にすぎず、本県が努力を重ねたとしても、気温上
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昇の抑制効果は極めて限定的であるとの試算もあ

ります。したがって、多額の財政負担を伴う政策

を進める以上、その効果や目的について、より明

確な説明が必要ではないでしょうか。

　次に、再生可能エネルギーの導入拡大に伴う課

題についてです。

　特に、森林開発を伴う太陽光発電や風力発電

は、土砂災害のリスク、自然破壊、生態系への影

響など、地域に深刻な影響を及ぼす可能性が否め

ません。また、将来的には、大量のパネル廃棄も

避けて通れません。

　また、本計画で掲げられている2030年度再エネ

比率50％という目標については、その実現可能性

に大きな疑問があります。国全体でも大きな目標

を掲げておりますが、本県においても同様の水準

を掲げることが、果たして持続可能な選択と言え

るのか、慎重な検討が求められます。

　エネルギー政策は、本来、安定性、安全性、経

済性、環境適合性のバランスを取るべきものです

が、ベースロード電源となり得ない再生可能エネ

ルギーを妄信し、特定の電源に依存することは、

将来に禍根を残しかねません。先人たちが守り続

けてきた熊本の豊かな森林と自然環境を次世代へ

確実に引き継ぐことこそが、私たちの責務であり

ます。

　以上の理由から、本計画については、再エネ政

策の検証と目標設定の見直しが不十分であると言

わざるを得ず、現段階での策定には反対すること

を表明し、私の討論を終わらせていただきます。

○議長(髙野洋介君)　以上で通告による討論は終

了いたしました。

　これをもって討論を終結いたします。

　これよりまず、議案第47号から第93号まで及び

第95号から第99号までを一括して採決いたしま

す。

　ただいまの各常任委員長の報告は、各議案とも

原案可決であります。各常任委員長の報告のとお

り原案を可決することに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、議案第47号外51件は、原案のとおり可決い

たしました。

　次に、議案第94号を起立または挙手により採決

いたします。

　ただいまの経済環境常任委員長の報告は、原案

可決であります。経済環境常任委員長の報告のと

おり原案を可決することに賛成の諸君の起立また

は挙手を求めます。

　　 〔賛成者起立または挙手〕

○議長(髙野洋介君)　起立または挙手多数と認め

ます。よって、議案第94号は、原案のとおり可決

いたしました。

　次に、議案第46号を起立または挙手により採決

いたします。

　ただいまの各常任委員長の報告は、原案可決で

あります。各常任委員長の報告のとおり原案を可

決することに賛成の諸君の起立または挙手を求め

ます。

　　 〔賛成者起立または挙手〕

○議長(髙野洋介君)　起立または挙手多数と認め

ます。よって、議案第46号は、原案のとおり可決

いたしました。

　　 〔委員会審査報告書は付録に掲載〕

　日程第３　閉会中の継続審査の件

○議長(髙野洋介君)　次に、日程第３、閉会中の

継続審査の件を議題といたします。

　まず、各特別委員会の閉会中の継続審査事件に

ついてお諮りいたします。

　議席に配付の特別委員会付託調査事件変更一覧
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表の変更後の欄に記載の付託調査事件を閉会中の

継続審査事件といたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、そのように取り計らうことに決定いたしま

した。

　次に、議会運営委員長及び各常任委員長から事

務調査について、議席に配付の閉会中の継続審査

申出一覧表のとおり申出があっております。

　お諮りいたします。

　議会運営委員長及び各常任委員長から申出のと

おり、閉会中の継続審査とすることに御異議あり

ませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、議会運営委員長及び各常任委員長から申出

のとおり決定いたしました。

　　 〔�特別委員会付託調査事件変更一覧表及び継

続審査申出一覧表は付録に掲載〕

　知事提出議案の上程(第100号)

○議長(髙野洋介君)　次に、お諮りいたします。

　去る９日の会議において提出されました知事提

出議案第100号を日程に追加し、議題といたした

いと思います。これに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、知事提出議案第100号を日程に追加し、議

題とすることに決定いたしました。

　知事提出議案第100号を議題といたします。

　第100号　監査委員の選任について　

○議長(髙野洋介君)　お諮りいたします。

　ただいま議題といたしました議案については、

委員会付託は省略して会議で議決いたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、委員会付託は省略して会議で議決すること

に決定いたしました。

　これより質疑に入りますが、ただいままで通告

はありません。よって、質疑なしと認めます。

　次に、討論に入りますが、ただいままで通告は

ありません。よって、討論なしと認めます。

　これより、議案第100号を採決いたします。

　原案のとおり同意することに御異議ありません

か。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、議案第100号は、原案のとおり同意するこ

とに決定いたしました。

　知事提出議案の上程(第101号)

○議長(髙野洋介君)　次に、お諮りいたします。

　知事提出議案第101号が提出されましたので、

この際、これを日程に追加し、議題といたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、知事提出議案第101号を日程に追加し、議

題とすることに決定いたしました。

　知事提出議案第101号を議題といたします。

　第101号　監査委員の選任について

○議長(髙野洋介君)　この際、議案第101号は、

議員の一身上に関する事件であり、地方自治法第

117条の規定に基づき、除斥が必要でありますの
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で、しばらく前田憲秀君の退場を求めます。

　　 〔前田憲秀君退場〕

○議長(髙野洋介君)　お諮りいたします。

　ただいま議題といたしました議案に対する提出

者の説明並びに委員会付託は省略して会議で議決

いたしたいと思います。これに御異議ありません

か。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、議案に対する提出者の説明並びに委員会付

託は省略して会議で議決することに決定いたしま

した。

　これより質疑に入りますが、ただいままで通告

はありません。よって、質疑なしと認めます。

　次に、討論に入りますが、ただいままで通告は

ありません。よって、討論なしと認めます。

　これより、議案第101号を採決いたします。

　原案のとおり同意することに御異議ありません

か。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、議案第101号は、原案のとおり同意するこ

とに決定いたしました。

　前田憲秀君の入場を求めます。

　　 〔前田憲秀君入場〕

　知事提出議案の上程(第102号)

○議長(髙野洋介君)　次に、お諮りいたします。

　知事提出議案第102号が提出されましたので、

この際、これを日程に追加し、議題といたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、知事提出議案第102号を日程に追加し、議

題とすることに決定いたしました。

　知事提出議案第102号を議題といたします。

　第102号　監査委員の選任について

○議長(髙野洋介君)　この際、議案第102号は、

議員の一身上に関する事件であり、地方自治法第

117条の規定に基づき、除斥が必要でありますの

で、しばらく楠本千秋君の退場を求めます。

　　 〔楠本千秋君退場〕

○議長(髙野洋介君)　お諮りいたします。

　ただいま議題といたしました議案に対する提出

者の説明並びに委員会付託は省略して会議で議決

いたしたいと思います。これに御異議ありません

か。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、議案に対する提出者の説明並びに委員会付

託は省略して会議で議決することに決定いたしま

した。

　これより質疑に入りますが、ただいままで通告

はありません。よって、質疑なしと認めます。

　次に、討論に入りますが、ただいままで通告は

ありません。よって、討論なしと認めます。

　これより、議案第102号を採決いたします。

　原案のとおり同意することに御異議ありません

か。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、議案第102号は、原案のとおり同意するこ

とに決定いたしました。

　楠本千秋君の入場を求めます。

　　 〔楠本千秋君入場〕

　議員提出議案の上程(第１号)

○議長(髙野洋介君)　次に、お諮りいたします。
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　議員提出議案第１号が提出されましたので、こ

の際、これを日程に追加し、議題といたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、議員提出議案第１号を日程に追加し、議題

とすることに決定いたしました。

　議員提出議案第１号を議題といたします。

　議員提出議案第１号

　　　　�北朝鮮による日本人拉致問題に対する理

解を深めるための広報啓発を推進する決

議

　�　上記の議案を、別紙のとおり熊本県議会会議

規則第14条第１項の規定により提出します。

　　　令和８年３月18日提出　

　　　提出者　熊本県議会議員　藤　川　隆　夫

　　　　　　　　　　　　　　　西　　　聖　一

　　　　　　　　　　　　　　　城　下　広　作

熊本県議会議長　　髙　野　洋　介　様

　　　�北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解

を深めるための広報啓発を推進する決議

　北朝鮮による日本人拉致問題は、我が国の主権

及び国民の生命と安全に関わる最重要課題であ

り、その解決のためには、一層の世論喚起が不可

欠である。特に、若い世代に、拉致問題は過去の

出来事ではなく現在進行形の人権侵害かつ犯罪行

為であることへの理解促進を図ることが重要であ

る。

　拉致問題担当大臣と文部科学大臣は、令和８年

２月に「北朝鮮当局による日本人拉致問題に関す

る若年者向けの取組促進等について（依頼）」を

発出し、学校等においてこれまで以上に拉致問題

に関する映像作品等を活用するよう依頼してい

る。

　学校等でのアニメ 「めぐみ」、映画 「めぐみ－

引き裂かれた家族の３０年」、「拉致被害者御家族

ビデオメッセージ～必ず取り戻す！愛する家族へ

～」、拉致問題解説動画 「あの日、僕は拉致問題

を知った」、電子漫画 「母が拉致された時　僕は

まだ一歳だった」、子ども向けパンフレット 「た

いせつな人をとり戻すために」 等の活用や 「北朝

鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール」 への参

加等を通じて、拉致問題に対する理解を促進して

いくべきである。

　北朝鮮に拉致された日本人を救う熊本県議会議

員の会においては、これまで救う会熊本や県とと

もに街頭署名活動や全拉致被害者の即時一括帰国

を求める国民大集会への参加など拉致被害者救出

のための運動に取り組んできたところであるが、

日本人拉致問題は継続的な啓発を図り、広く国民

が認識して共有すべき問題である。

　また、熊本県教育委員会においては、平成22年

にアニメ 「めぐみ」 を活用した学習指導資料を作

成し、各学校で取り組んできたところであるが、

引き続き、新たに作成された拉致問題解説動画等

の映像作品等もさらに活用して、拉致問題に対す

る理解を深めるべきである。

　よって、熊本県議会は、教育現場等における広

報資料の積極的な活用により、若い世代を含む県

民一人一人の北朝鮮による日本人拉致問題に対す

る理解を深めるための広報啓発を力強く推進し、

さらなる取組の充実を図る決意をここに表明す

る。

　以上、決議する。

　　令和　年　月　日　　　　　　　　　　　　

熊　本　県　議　会

○議長(髙野洋介君)　お諮りいたします。
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　ただいま議題といたしました議員提出議案第１

号については、議案に対する提出者の説明並びに

委員会付託は省略して、会議で議決いたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、そのように取り計らうことに決定いたしま

した。

　これより質疑に入りますが、ただいままで通告

はありません。よって、質疑なしと認めます。

　次に、討論に入りますが、ただいままで通告は

ありません。よって、討論なしと認めます。

　これより、議員提出議案第１号を採決いたしま

す。

　原案のとおり可決することに御異議ありません

か。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、議員提出議案第１号は、原案のとおり可決

いたしました。

　議員派遣の件

○議長(髙野洋介君)　次に、お諮りいたします。

　議員派遣の件を日程に追加し、議題といたした

いと思います。これに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、議員派遣の件を日程に追加し、議題とする

ことに決定いたしました。

　議員派遣の件を議題といたします。

　　　議員派遣の件

　　　　　　　　　　　　　令和８年３月18日

　　次のとおり議員を派遣する。

　１　海外行政視察調査(フランス、スペイン) 

　 (1)　派遣目的 � 世界的に美食の街として知ら

れる都市を有するフランス共

和国及びスペイン王国を訪問

し、昨年７月に策定されたビ

ジョンに基づく 「食のみやこ

熊本県」 創造に向けた施策の

検討に資するため、食を中心

とした地域づくりの事例の視

察調査やスペイン王国の都市

でのＭＯＵ締結の可能性を含

めた調査を行う。

　 (2)　派遣場所　フランス共和国、

　　　　　　　　　スペイン王国

　 (3)　派遣期間　令和８年５月５日(火)から 

　　　　　　　　５月11日(月)まで

　 (4)　派遣議員　橋口海平、藤川隆夫、

　　　　　　　　　池田和貴、溝口幸治、

　　　　　　　　　南部隼平

○議長(髙野洋介君)　お諮りいたします。

　議席に配付のとおり議員を派遣いたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、議席に配付のとおり議員を派遣することに

決定いたしました。

　次に、お諮りいたします。

　ただいま決定いたしました議員派遣の内容に今

後変更を要するときは、その取扱いを議長に御一

任願いたいと思います。これに御異議ありません

か。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(髙野洋介君)　御異議なしと認めます。よ�

って、そのように取り計らうことに決定いたしま
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した。

○議長(髙野洋介君)　昼食のため、午後１時まで

休憩いたします。

　　午前11時33分休憩

　　午後０時59分開議

○副議長(緒方勇二君)　休憩前に引き続き会議を

開きます。

　議長辞職の件

○副議長(緒方勇二君)　次に、お諮りいたしま

す。

　議長髙野洋介君から議長の辞職願が提出されま

したので、この際、議長辞職の件を日程に追加

し、議題といたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○副議長(緒方勇二君)　御異議なしと認めます。

よって、議長辞職の件を日程に追加し、議題とす

ることに決定いたしました。

　議長辞職の件を議題といたします。

　この際、地方自治法第117条の規定に基づき、

除斥が必要でありますので、しばらく髙野洋介君

の退場を求めます。

　　 〔髙野洋介君退場〕

○副議長(緒方勇二君)　ただいまから、議長の辞

職願を事務局長に朗読させます。

○事務局長(波村多門君)

　　辞　　職　　願

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私儀

　�今般一身上の都合により議長の職を辞任いたし

たいのでお聞き届けの上お許しくださるようお

願いいたします

　　　令和８年３月18日

　　　　　　　熊本県議会議長　髙　野　洋　介

　熊本県議会副議長　殿

○副議長(緒方勇二君)　お諮りいたします。

　髙野洋介君の議長の辞職を許可することに賛成

の諸君の起立または挙手を求めます。

　　 〔賛成者起立または挙手〕

○副議長(緒方勇二君)　起立または挙手多数と認

めます。よって、髙野洋介君の議長の辞職を許可

することに決定いたしました。

　髙野洋介君の入場を求めます。

　　 〔髙野洋介君入場〕

○副議長(緒方勇二君)　この際、前議長髙野洋介

君から退任の御挨拶があります。

　髙野洋介君。

　　 〔髙野洋介君登壇〕

○髙野洋介君　私の辞職願を御承認賜り、誠にあ

りがとうございました。

　退任に当たりまして、一言御挨拶を申し上げま

す。

　昨年の３月19日、第94代議長に就任してちょう

ど１年、本日まで職務を全うすることができまし

たのは、ひとえに、緒方副議長、先輩議員、同僚

議員の皆様、議会事務局の皆様、そして、木村知

事並びに執行部の皆様方の御協力のおかげであ

り、心から感謝を申し上げます。誠にありがとう

ございました。

　今年は、熊本地震から10年、水俣病公式確認か

ら70年という県政にとって重要な節目が重なる年

であり、これらの教訓や歴史をしっかりと次の世

代に伝えていく必要があります。

　また、令和２年７月豪雨からの創造的復興と緑

の流域治水の取組、そして、令和７年８月豪雨災

害からの復旧、復興を着実に進めていくこと、さ

らには、物価高騰対策や半導体関連産業のさらな
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る集積への対応をはじめ、交通渋滞の解消や地下

水保全の推進、空港アクセス鉄道の整備や地方創

生の取組など、県政にとって重要課題は山積して

おります。

　これらを解決、達成するためには、議会と知事

並びに執行部がしっかりとその役割と責任を果た

していくことが必要であり、政策を提言し、行政

を監視する議会機能の充実強化に一層努め、県民

の負託と信頼に応えていかなければならないと

思っております。

　この１年を振り返りますと、県有スポーツ施設

や空港アクセス鉄道の整備など、今後の熊本の発

展に重要な役割を果たす複数の大規模プロジェク

トについて、知事並びに執行部と議論を重ねたこ

とをはじめ、コロナ禍以降では初めて秋の園遊会

にお招きを賜るなど、この上ない議長冥利に尽き

る思いでありました。

　今後は、一議員として、さらなる県勢発展のた

め、全力で職務を遂行してまいりますので、従前

に変わらぬ御指導と御鞭撻を賜りますようお願い

申し上げ、退任に当たっての御挨拶とさせていた

だきます。

　誠にありがとうございました。(拍手)

　議長選挙の件

○副議長(緒方勇二君)　次に、お諮りいたしま

す。

　ただいまの議長の辞職に伴い、議長の職が欠員

となりましたので、この際、議長選挙の件を日程

に追加し、直ちにこれを行いたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○副議長(緒方勇二君)　御異議なしと認めます。

よって、議長選挙の件を日程に追加し、直ちにこ

れを行うことに決定いたしました。

　これより議長の選挙を行います。

　ただいまから議場の閉鎖を命じます。

　　 〔議場閉鎖〕

○副議長(緒方勇二君)　ただいまの出席議員数は

46人であります。

　会議規則第31条第２項の規定により、立会人に

髙島和男君、岩田智子君を指名いたします。

　ただいまから投票用紙を配付させます。

　　 〔投票用紙配付〕

○副議長(緒方勇二君)　投票用紙の配付漏れはあ

りませんか。

　　 〔｢なし」 と呼ぶ者あり〕

○副議長(緒方勇二君)　配付漏れなしと認めま

す。

　投票箱を改めさせます。

　　 〔投票箱点検〕

○副議長(緒方勇二君)　異常なしと認めます。

　念のため申し上げます。投票は単記無記名であ

ります。

　投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に

応じて順次投票を願います。

　ただいまから点呼を命じます。

　　 〔氏名点呼〕

　　 〔各員投票〕

○副議長(緒方勇二君)　投票漏れはありません

か。

　　 〔｢なし」 と呼ぶ者あり〕

○副議長(緒方勇二君)　投票漏れなしと認めま

す。

　以上で投票を終了いたします。

　ただいまから開票を行います。

　立会人の立会いを願います。

　　 〔開票〕

○副議長(緒方勇二君)　これより選挙の結果を事

務局長に報告させます。
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○事務局長(波村多門君)

　選挙結果報告

　　投票総数　　　　　46票

　　　有効投票　　　　46票

　　　無効投票　　　　０票

　　有効投票中

　　　内　野　幸　喜　君　　42票

　　　西　　　聖　一　君　　４票

以上のとおりであります。

　この選挙の法定得票数は11.50票であります。

○副議長(緒方勇二君)　ただいまの報告のとおり

内野幸喜君が議長に当選されました。

　議場の閉鎖を解きます。

　　 〔議場開鎖〕

○副議長(緒方勇二君)　ただいま議長に当選され

ました内野幸喜君が議場におられますので、本席

から会議規則第32条第２項の規定による告知をい

たします。内野幸喜君、御承諾願います。

　　 ―――――――――――――――――

　議長選挙投票者の氏名

　星　野　愛　斗　君　　髙　井　千　歳　さん

　住　永　栄一郎　君　　亀　田　英　雄　君

　幸　村　香代子　君　　杉　嶌　ミ　カ　さん

　立　山　大二朗　君　　斎　藤　陽　子　さん

　本　田　雄　三　君　　岩　田　智　子　君

　堤　　　泰　之　君　　南　部　隼　平　君

　前　田　敬　介　君　　坂　梨　剛　昭　君

　荒　川　知　章　君　　城　戸　　　淳　君

　池　永　幸　生　君　　竹　﨑　和　虎　君

　吉　田　孝　平　君　　中　村　亮　彦　君

　増　永　慎一郎　君　　前　田　憲　秀　君

　髙　島　和　男　君　　松　村　秀　逸　君

　岩　本　浩　治　君　　西　山　宗　孝　君

　河　津　修　司　君　　楠　本　千　秋　君

　橋　口　海　平　君　　髙　木　健　次　君

　髙　野　洋　介　君　　内　野　幸　喜　君

　岩　中　伸　司　君　　城　下　広　作　君

　西　　　聖　一　君　　山　口　　　裕　君

　渕　上　陽　一　君　　坂　田　孝　志　君

　溝　口　幸　治　君　　池　田　和　貴　君

　吉　永　和　世　君　　松　田　三　郎　君

　藤　川　隆　夫　君　　岩　下　栄　一　君

　前　川　　　收　君　　緒　方　勇　二　君

○副議長(緒方勇二君)　ただいまから議長の御挨

拶があります。

　内野幸喜君。

　　 〔内野幸喜君登壇〕

○内野幸喜君　議長就任に当たり、一言御挨拶申

し上げます。

　ただいま、議員各位多数の御推挙により、第95

代議長に選任いただきました。議長という重責を

担いますことは、誠に身に余る光栄であり、その

責任の重さに身の引き締まる思いでございます。

　もとより微力ではございますが、県民の皆様の

負託に応えることができますよう、誠実に議会運

営に当たる所存でございます。議員各位並びに木

村知事をはじめ執行部各位におかれましては、一

層の御協力と御鞭撻を賜りますようお願いいたし

ます。

　最後に、円滑な議会運営に努めてこられました

髙野前議長の御功績と御労苦に深甚なる敬意と謝

意を表して、簡単ではございますが、就任の挨拶

といたします。

　皆様、どうぞよろしくお願いいたします。(拍

手)

　　 〔副議長退席、議長着席〕

　副議長辞職の件

○議長(内野幸喜君)　次に、お諮りいたします。
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　副議長緒方勇二君から副議長の辞職願が提出さ

れましたので、この際、副議長辞職の件を日程に

追加し、議題といたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(内野幸喜君)　御異議なしと認めます。よ�

って、副議長辞職の件を日程に追加し、議題とす

ることに決定いたしました。

　副議長辞職の件を議題といたします。

　この際、地方自治法第117条の規定に基づき、

除斥が必要でありますので、しばらく緒方勇二君

の退場を求めます。

　　 〔緒方勇二君退場〕

○議長(内野幸喜君)　ただいまから、副議長の辞

職願を事務局長に朗読させます。

○事務局長(波村多門君)

　　辞　　職　　願

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私儀

　今般一身上の都合により副議長の職を辞任いた

したいのでお聞き届けの上お許しくださるようお

願いいたします

　　　令和８年３月18日

　　　　　　熊本県議会副議長　緒　方　勇　二

　熊本県議会議長　殿

○議長(内野幸喜君)　お諮りいたします。

　緒方勇二君の副議長の辞職を許可することに賛

成の諸君の起立または挙手を求めます。

　　 〔賛成者起立または挙手〕

○議長(内野幸喜君)　起立または挙手多数と認め

ます。よって、緒方勇二君の副議長の辞職を許可

することに決定いたしました。

　緒方勇二君の入場を求めます。

　　 〔緒方勇二君入場〕

○議長(内野幸喜君)　この際、前副議長緒方勇二

君から退任の御挨拶があります。

　緒方勇二君。

　　 〔緒方勇二君登壇〕

○緒方勇二君　副議長退任に当たり、一言御挨拶

を申し上げます。

　このたび、副議長の職を辞任することにつきま

して御承認をいただき、ありがとうございます。

　昨年３月に第103代副議長に就任して以来、髙

野前議長の補佐役として議会運営に携わる機会を

得ましたことは、私にとりまして大変貴重な経験

となりました。これも、議員各位の御支援並びに

執行部の皆様の御協力のおかげであり、深く感謝

を申し上げます。

　今後も、木村県政が基本方針として掲げる 「県

民みんなが安心して笑顔になり、持続的で活力あ

ふれる熊本の未来を共に創る」 という目標の実現

に向け、執行部とともに精いっぱい努力してまい

ります。

　皆様方には変わらぬ御指導を賜りますようお願

い申し上げまして、退任の御挨拶といたします。

　誠にありがとうございました。(拍手)

　副議長選挙の件

○議長(内野幸喜君)　次に、お諮りいたします。

　ただいまの副議長の辞職に伴い、副議長の職が

欠員となりましたので、この際、副議長選挙の件

を日程に追加し、直ちにこれを行いたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(内野幸喜君)　御異議なしと認めます。よ�

って、副議長選挙の件を日程に追加し、直ちにこ

れを行うことに決定いたしました。

　これより副議長の選挙を行います。

　ただいまから議場の閉鎖を命じます。

　　 〔議場閉鎖〕
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○議長(内野幸喜君)　ただいまの出席議員数は46

人であります。

　会議規則第31条第２項の規定により、立会人に

髙島和男君、岩田智子君を指名いたします。

　ただいまから投票用紙を配付させます。

　　 〔投票用紙配付〕

○議長(内野幸喜君)　投票用紙の配付漏れはあり

ませんか。

　　 〔｢なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(内野幸喜君)　配付漏れなしと認めます。

　投票箱を改めさせます。

　　 〔投票箱点検〕

○議長(内野幸喜君)　異常なしと認めます。

　念のため申し上げます。投票は単記無記名であ

ります。

　投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に

応じて順次投票を願います。

　ただいまから点呼を命じます。

　　 〔氏名点呼〕

　　 〔各員投票〕

○議長(内野幸喜君)　投票漏れはありませんか。

　　 〔｢なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(内野幸喜君)　投票漏れなしと認めます。

　以上で投票を終了いたします。

　ただいまから開票を行います。

　立会人の立会いを願います。

　　 〔開票〕

○議長(内野幸喜君)　これより選挙の結果を事務

局長に報告させます。

○事務局長(波村多門君)

　選挙結果報告

　　投票総数　　　　　46票

　　　有効投票　　　　46票

　　　無効投票　　　　０票

　　有効投票中

　　　橋　口　海　平　君　　39票

　　　岩　田　智　子　君　　４票

　　　城　下　広　作　君　　３票

以上のとおりであります。

　この選挙の法定得票数は11.50票であります。

○議長(内野幸喜君)　ただいまの報告のとおり橋

口海平君が副議長に当選されました。

　議場の閉鎖を解きます。

　　 〔議場開鎖〕

○議長(内野幸喜君)　ただいま副議長に当選され

ました橋口海平君が議場におられますので、本席

から会議規則第32条第２項の規定による告知をい

たします。橋口海平君、御承諾願います。

　副議長選挙投票者の氏名

　星　野　愛　斗　君　　髙　井　千　歳　さん

　住　永　栄一郎　君　　亀　田　英　雄　君

　幸　村　香代子　君　　杉　嶌　ミ　カ　さん

　立　山　大二朗　君　　斎　藤　陽　子　さん

　本　田　雄　三　君　　岩　田　智　子　君

　堤　　　泰　之　君　　南　部　隼　平　君

　前　田　敬　介　君　　坂　梨　剛　昭　君

　荒　川　知　章　君　　城　戸　　　淳　君

　池　永　幸　生　君　　竹　﨑　和　虎　君

　吉　田　孝　平　君　　中　村　亮　彦　君

　増　永　慎一郎　君　　前　田　憲　秀　君

　髙　島　和　男　君　　松　村　秀　逸　君

　岩　本　浩　治　君　　西　山　宗　孝　君

　河　津　修　司　君　　楠　本　千　秋　君

　橋　口　海　平　君　　緒　方　勇　二　君

　髙　木　健　次　君　　髙　野　洋　介　君

　岩　中　伸　司　君　　城　下　広　作　君

　西　　　聖　一　君　　山　口　　　裕　君

　渕　上　陽　一　君　　坂　田　孝　志　君

　溝　口　幸　治　君　　池　田　和　貴　君
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　吉　永　和　世　君　　松　田　三　郎　君

　藤　川　隆　夫　君　　岩　下　栄　一　君

　前　川　　　收　君　　内　野　幸　喜　君

○議長(内野幸喜君)　ただいまから副議長の御挨

拶があります。

　橋口海平君。

　　 〔橋口海平君登壇〕

○橋口海平君　副議長就任に当たり、一言御挨拶

申し上げます。

　ただいまの副議長選挙におきまして、議員各位

多数の御推挙により、第104代副議長に御選任い

ただきました。身に余る光栄であり、心から御礼

申し上げます。

　もとより微力ではありますが、内野議長の補佐

役として、しっかりとスクラムを組み、県民の皆

様の負託に応えることができるよう、誠心誠意そ

の責務を全うする所存であります。

　議員各位並びに木村知事をはじめ執行部各位に

おかれましては、一層の御指導と御協力を賜りま

すようお願い申し上げます。

　最後に、円滑な議会運営に努めてこられました

髙野前議長、緒方前副議長の御功績に対し、心か

らの敬意と感謝を表しまして、簡単ではございま

すが、就任の御挨拶といたします。

　何とぞよろしくお願いいたします。(拍手)

　日程第４　常任委員の改選

○議長(内野幸喜君)　次に、日程第４、常任委員

の改選を行います。

　常任委員の選任については、委員会条例第５条

第１項の規定により、議席に配付の選任一覧表の

とおり指名いたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(内野幸喜君)　御異議なしと認めます。よ�

って、常任委員は、議席に配付の選任一覧表のと

おり選任することに決定いたしました。

　　 〔選任一覧表は付録に掲載〕

　日程第５　議会運営委員の改選

○議長(内野幸喜君)　次に、日程第５、議会運営

委員の改選を行います。

　議会運営委員の選任については、委員会条例第

５条第１項の規定により、議席に配付の選任一覧

表のとおり指名いたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(内野幸喜君)　御異議なしと認めます。よ�

って、議会運営委員は、議席に配付の選任一覧表

のとおり選任することに決定いたしました。

　　 〔選任一覧表は付録に掲載〕

　　 〔議長退席、副議長着席〕

　特別委員辞任の件

○副議長(橋口海平君)　次に、お諮りいたしま

す。

　内野幸喜君から地域活力創生特別委員を辞任し

たい旨の申出があっておりますので、この際、委

員会条例第10条の２の規定により、特別委員辞任

の件を日程に追加し、議題といたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○副議長(橋口海平君)　御異議なしと認めます。

よって、特別委員辞任の件を日程に追加し、議題

とすることに決定いたしました。

　特別委員辞任の件を議題といたします。

　お諮りいたします。

　内野幸喜君の地域活力創生特別委員の辞任を許

可することに御異議ありませんか。
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　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○副議長(橋口海平君)　御異議なしと認めます。

よって、内野幸喜君の地域活力創生特別委員の辞

任を許可することに決定いたしました。

　常任委員辞任の件

○副議長(橋口海平君)　次に、お諮りいたしま

す。

　内野幸喜君から、委員会条例第９条の規定によ

り、総務常任委員を辞任したい旨の申出があって

おりますので、この際、常任委員辞任の件を日程

に追加し、議題といたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○副議長(橋口海平君)　御異議なしと認めます。

よって、常任委員辞任の件を日程に追加し、議題

とすることに決定いたしました。

　常任委員辞任の件を議題といたします。

　お諮りいたします。

　内野幸喜君の総務常任委員の辞任を許可するこ

とに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○副議長(橋口海平君)　御異議なしと認めます。

よって、内野幸喜君の総務常任委員の辞任を許可

することに決定いたしました。

　　 〔副議長退席、議長着席〕

　日程第６　特別委員の所属変更及び選任の件

○議長(内野幸喜君)　次に、日程第６、特別委員

の所属変更及び選任の件を議題といたします。

　お諮りいたします。

　各特別委員の所属変更及び選任については、委

員会条例第５条第１項及び第３項の規定により、

議席に配付の特別委員所属変更及び選任一覧表の

とおり、それぞれ所属変更及び選任をいたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(内野幸喜君)　御異議なしと認めます。よ�

って、各特別委員は、議席に配付の特別委員所属

変更及び選任一覧表のとおり決定いたしました。

　　 〔�特別委員所属変更及び選任一覧表は付録に

掲載〕

　�有明海自動車航送船組合議会議員の補欠選挙の

件

○議長(内野幸喜君)　次に、お諮りいたします。

　有明海自動車航送船組合議会議員に欠員が１人

生じましたので、この際、有明海自動車航送船組

合議会議員の補欠選挙の件を日程に追加し、議題

といたしたいと思います。これに御異議ありませ

んか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(内野幸喜君)　御異議なしと認めます。よ�

って、有明海自動車航送船組合議会議員の補欠選

挙の件を日程に追加し、議題とすることに決定い

たしました。

　有明海自動車航送船組合議会議員の補欠選挙の

件を議題といたします。

　これより、同組合議会議員の補欠選挙を行いま

す。

　お諮りいたします。

　選挙の方法につきましては、地方自治法第118

条第２項の規定により、議長の指名推選によりた

いと思います。これに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(内野幸喜君)　御異議なしと認めます。よ�

って、選挙の方法は、議長の指名推選によること

に決定いたしました。

　ただいまから指名いたします。

　同組合議会議員に吉永和世君を指名し、当選人
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とすることに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(内野幸喜君)　御異議なしと認めます。よ�

って、ただいま指名いたしました吉永和世君が当

選人と決定いたしました。

　ただいま当選されました吉永和世君が議場にお

られますので、本席から会議規則第32条第２項の

規定による告知をいたします。吉永和世君、御承

諾願います。

　指定都市都道府県調整会議の構成員の選挙の件

○議長(内野幸喜君)　次に、お諮りいたします。

　議会選出の指定都市都道府県調整会議の構成員

の辞職に伴い、地方自治法第252条の21の２第３

項第６号の規定に基づき、同会議の構成員１人の

選出について、知事から依頼があっておりますの

で、この際、指定都市都道府県調整会議の構成員

の選挙の件を日程に追加し、議題といたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(内野幸喜君)　御異議なしと認めます。よ�

って、指定都市都道府県調整会議の構成員の選挙

の件を日程に追加し、議題とすることに決定いた

しました。

　指定都市都道府県調整会議の構成員の選挙の件

を議題といたします。

　これより、同会議の構成員の選挙を行います。

　選挙の方法につきましては、地方自治法第118

条第２項の規定により、議長の指名推選によりた

いと思います。これに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(内野幸喜君)　御異議なしと認めます。よ�

って、選挙の方法は、議長の指名推選によること

に決定いたしました。

　ただいまから指名いたします。

　同会議の構成員に内野幸喜を指名し、当選人と

することに御異議ありませんか。

　　 〔｢異議なし」 と呼ぶ者あり〕

○議長(内野幸喜君)　御異議なしと認めます。よ�

って、ただいま指名いたしました内野幸喜が当選

人と決定いたしました。

○議長(内野幸喜君)　この際、常任委員、特別委

員及び議会運営委員の改選等に伴い、各委員会の

委員長及び副委員長互選のため、しばらく休憩い

たします。

　　午後１時46分休憩

　　午後２時13分開議

○議長(内野幸喜君)　休憩前に引き続き会議を開

きます。

　ただいまの常任委員会、特別委員会及び議会運

営委員会の委員長及び副委員長の互選の結果は、

議席に配付の各委員会構成一覧表のとおりであり

ます。

　　 〔各委員会構成一覧表は付録に掲載〕

○議長(内野幸喜君)　以上で本日の日程及び会期

日程の全部を終了いたしました。

　これをもって令和８年２月熊本県議会定例会を

閉会いたします。

　　午後２時13分閉会

○議長(内野幸喜君)　本議会の閉会に当たり、議

長として一言御挨拶を申し上げます。

　本日をもちまして、２月定例会も滞りなく無事

に全日程を終了することができました。これもひ

とえに、髙野前議長、緒方前副議長の円滑な議会

運営はもとより、議員各位並びに木村知事をはじ

めとする執行部の皆様の御理解と御協力のたまも
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のであり、橋口副議長ともども心から感謝申し上

げます。

　本定例会では、令和８年度当初予算をはじめ、

本県独自の地域活性化対策として、物価高騰の影

響を受けるトラック運送事業者等への支援や食の

みやこ熊本県の創造に向けた県内外への情報発

信、販路拡大等の取組など、国の経済対策に対応

した令和７年度補正予算、各種条例案件など、多

数の議案が議決されました。

　まずは、知事が県政の優先事項として掲げる災

害からの復旧、復興とくまもと新時代共創基本方

針に基づく取組を着実に力強く進めていかなけれ

ばなりません。

　また、今年は、熊本地震から10年という節目を

迎えます。この10年の復旧、復興の歩みをしっか

りと振り返り、防災、減災への備えなどの教訓を

次世代に継承し、防災先進県くまもとの確立を進

めていくことが重要であります。

　そして、水俣病公式確認から70年という節目も

迎えます。この節目を契機とし、地域のさらなる

再生、融和を図るとともに、情報発信の強化によ

り、水俣病に対する理解を促進し、その歴史と教

訓を次世代へと伝えていかなければならないと考

えます。

　加えて、半導体関連産業の集積に伴う波及効果

を県全体へと広げることはもとより、交通渋滞の

解消や地下水保全の推進をはじめ、空港アクセス

鉄道などの重要課題についても、引き続き取り組

んでいく必要があります。

　執行部におかれましては、本会議や各委員会で

の議論を踏まえて、しっかりと関係施策を推し進

め、期待される成果を上げられるよう切望するも

のであります。

　今回の当初予算は、人件費や物価高騰、公債費

の増などが見込まれ、厳しい収支見通しである

中、その上でも優先して取り組むべきものとし

て、災害からの復旧、復興、くまもと新時代共創

基本方針に基づく取組等を中心とした予算となり

ました。

　木村知事就任３年目となる来年度は、知事がこ

れまで種をまき、育ててきた様々な政策が花開

き、たくさんの実をつける重要な１年になりま

す。県議会としましても、熊本がさらなる発展を

遂げることができるよう、執行部とともに、様々

な課題に精いっぱい取り組んでまいります。

　議員各位におかれましては、さらなる県勢発展

のため、より一層の御尽力と御協力を心からお願

い申し上げます。

　そして、今年度をもって退職される職員の皆様

におかれましては、長年にわたる県勢発展への御

尽力に対し、この場をお借りしまして深く敬意を

表します。今後は、それぞれの立場で、本県発展

のためにお力添えを賜りますようお願いいたしま

す。

　最後になりましたが、議員各位並びに執行部の

皆様の御健勝と御活躍を祈念申し上げまして、閉

会の挨拶といたします。

　　午後２時18分





付　　　録
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環
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熊本県議会議会運営委員会

委 員 選 任 一 覧 表

（令和８.３.18）

定　　数 12　人

委
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
員

前　川　　　收

藤　川　隆　夫

城　下　広　作
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吉　永　和　世

池　田　和　貴

溝　口　幸　治

坂　田　孝　志

西　　　聖　一

髙　野　洋　介

緒　方　勇　二

河　津　修　司

備　　考
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令和８年２月定例会議案議決件名一覧表

議　案　番　号 件　　　　　　　　　　名 議 決 月 日

知事提出議案 第　１　号　令和７年度熊本県一般会計補正予算(第12号) ２ 月 26 日
原 案 可 決

〃 第　２　号　令和７年度熊本県中小企業振興資金特別会計補正予

算(第１号) 〃

〃 第　３　号　令和７年度熊本県収入証紙特別会計補正予算(第１

号) 〃

〃 第　４　号　令和７年度熊本県立高等学校実習資金特別会計補正

予算(第１号) 〃

〃 第　５　号　令和７年度熊本県港湾整備事業特別会計補正予算

(第４号) 〃

〃 第　６　号　令和７年度熊本県臨海工業用地造成事業特別会計補

正予算(第３号) 〃

〃 第　７　号　令和７年度熊本県用地先行取得事業特別会計補正予

算(第２号) 〃

〃 第　８　号　令和７年度熊本県育英資金等貸与特別会計補正予算

(第２号) 〃

〃 第　９　号　令和７年度熊本県林業改善資金特別会計補正予算

(第１号) 〃

〃 第　10　号　令和７年度熊本県沿岸漁業改善資金特別会計補正予

算(第１号) 〃

〃 第　11　号　令和７年度熊本県市町村振興資金貸付事業特別会計

補正予算(第１号) 〃

〃 第　12　号　令和７年度熊本県高度技術研究開発基盤整備事業等

特別会計補正予算(第４号) 〃

〃 第　13　号　令和７年度熊本県公債管理特別会計補正予算(第１

号) 〃

〃 第　14　号　令和７年度熊本県国民健康保険事業特別会計補正予

算(第３号) 〃

〃 第　15　号　令和７年度熊本県下水道事業会計補正予算(第５号) 〃

〃 第　16　号　令和７年度熊本県電気事業会計補正予算(第４号) 〃

〃 第　17　号　令和７年度熊本県工業用水道事業会計補正予算(第
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５号)
２ 月 26 日
原 案 可 決

知事提出議案 第　18　号　令和７年度熊本県有料駐車場事業会計補正予算(第

２号) 〃

〃 第　19　号　令和７年度熊本県病院事業会計補正予算(第４号) 〃

〃 第　20　号　専決処分の報告及び承認について
２ 月 26 日
原 案 承 認

〃 第　21　号　熊本県高等学校等教育改革促進基金条例の制定に 

ついて
２ 月 26 日
原 案 可 決

〃 第　22　号　令和７年度農林水産関係の建設事業の経費に対す 

る市町村負担金（地方財政法関係）について

〃

〃 第　23　号　工事請負契約の締結について 〃

〃 第　24　号　工事請負契約の変更について 〃

〃 第　25　号　工事請負契約の変更について 〃

〃 第　26　号　工事請負契約の変更について 〃

〃 第　27　号　工事請負契約の変更について 〃

〃 第　28　号　工事請負契約の変更について 〃

〃 第　29　号　工事請負契約の締結について 〃

〃 第　30　号　工事請負契約の変更について 〃

〃 第　31　号　工事請負契約の変更について 〃

〃 第　32　号　工事請負契約の締結について 〃

〃 第　33　号　工事請負契約の締結について 〃

〃 第　34　号　工事請負契約の変更について 〃

〃 第　35　号　指定管理者の指定について 〃

〃 第　36　号　専決処分の報告及び承認について ２ 月 26 日
原 案 承 認

〃 第　37　号　専決処分の報告及び承認について 〃

〃 第　38　号　専決処分の報告及び承認について 〃

〃 第　39　号　専決処分の報告及び承認について 〃

〃 第　40　号　専決処分の報告及び承認について 〃

〃 第　41　号　専決処分の報告及び承認について 〃

〃 第　42　号　専決処分の報告及び承認について 〃

〃 第　43　号　専決処分の報告及び承認について 〃

〃 第　44　号　専決処分の報告及び承認について 〃

〃 第　45　号　専決処分の報告及び承認について 〃

〃 第　46　号　令和８年度熊本県一般会計予算 ３ 月 18 日
原 案 可 決
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知事提出議案 第　47　号　令和８年度熊本県中小企業振興資金特別会計予算
３ 月 18 日
原 案 可 決

〃 第　48　号　令和８年度熊本県母子父子寡婦福祉資金特別会計予

算 〃

〃 第　49　号　令和８年度熊本県収入証紙特別会計予算 〃

〃 第　50　号　令和８年度熊本県立高等学校実習資金特別会計予算 〃

〃 第　51　号　令和８年度熊本県港湾整備事業特別会計予算 〃

〃 第　52　号　令和８年度熊本県臨海工業用地造成事業特別会計予

算

〃

〃 第　53　号　令和８年度熊本県用地先行取得事業特別会計予算 〃

〃 第　54　号　令和８年度熊本県育英資金等貸与特別会計予算 〃

〃 第　55　号　令和８年度熊本県林業改善資金特別会計予算 〃

〃 第　56　号　令和８年度熊本県沿岸漁業改善資金特別会計予算 〃

〃 第　57　号　令和８年度熊本県市町村振興資金貸付事業特別会計

予算 〃

〃 第　58　号　令和７年度熊本県高度技術研究開発基盤整備事業等

特別会計予算 〃

〃 第　59　号　令和８年度熊本県のチッソ株式会社に対する貸付け

に係る県債償還等特別会計予算 〃

〃 第　60　号　令和８年度熊本県公債管理特別会計予算 〃

〃 第　61　号　令和８年度熊本県国民健康保険事業特別会計予算 〃

〃 第　62　号　令和８年度熊本県下水道事業会計予算 〃

〃 第　63　号　令和８年度熊本県電気事業会計予算 〃

〃 第　64　号　令和８年度熊本県工業用水道事業会計予算 〃

〃 第　65　号　令和８年度熊本県有料駐車場事業会計予算 〃

第　66　号　令和８年度熊本県病院事業会計予算 〃

〃 第　67　号　熊本県内部組織設置条例の一部を改正する条例の制

定について 〃

〃 第　68　号　熊本県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部

を改正する条例の制定について 〃

〃 第　69　号　熊本県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 〃

〃 第　70　号　熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部

を改正する条例の制定について 〃
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知事提出議案 第　71　号　熊本県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改

正する条例の制定について
３ 月 18 日
原 案 可 決

〃 第　72　号　熊本県監査委員に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 〃

〃 第　73　号　熊本県行政手続条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 〃

〃 第　74　号　熊本県手数料条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 〃

〃 第　75　号　熊本県公益認定等審議会条例の一部を改正する条例

の制定について 〃

〃 第　76　号　熊本県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条

例の制定について 〃

〃
第　77　号　熊本県税条例の一部を改正する条例の制定について 〃

〃 第　78　号　熊本県総合福祉センター条例の一部を改正する条例

の制定について 〃

〃 第　79　号　熊本県食品衛生基準条例の一部を改正する条例の制

定について 〃

〃 第　80　号　熊本県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営

の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

ついて 〃

〃 第　81　号　熊本県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する

条例の制定について 〃

〃 第　82　号　熊本県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例

の制定について 〃

〃 第　83　号　熊本県国民健康保険法施行条例の一部を改正する条

例の制定について 〃

〃 第　84　号　熊本県工業用水道管理条例の一部を改正する条例の

制定について 〃

〃 第　85　号　熊本県公害紛争処理条例の一部を改正する条例の制

定について 〃

〃 第　86　号　熊本県スポーツ応援基金条例の制定について 〃

〃 第　87　号　熊本県豊かな森林の保全に関する条例の制定につい

て　 〃
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知事提出議案 第　88　号　熊本県教育委員会の権限に属する事務処理の特例に

関する条例の一部を改正する条例の制定について
３ 月 18 日
原 案 可 決

〃 第　89　号　熊本県立高等学校の授業料等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 〃

〃 第　90　号　熊本県立青少年の家条例の一部を改正する条例の制

定について 〃

〃 第　91　号　熊本県警察職員定数条例の一部を改正する条例の制

定について 〃

〃 第　92　号　熊本県警察の職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 〃

〃 第　93　号　熊本県運転免許センター運転免許試験コース使用料

徴収条例の一部を改正する条例の制定について 〃

〃 第　94　号　第七次熊本県環境基本計画の策定について 〃

〃 第　95　号　包括外部監査契約の締結について 〃

〃 第　96　号　特定事業契約の締結について 〃

〃 第　97　号　権利の放棄について 〃

〃 第　98　号　権利の放棄について 〃

〃 第　99　号　権利の放棄について 〃

〃 第  100  号　監査委員の選任について ３ 月 18 日
原 案 同 意

〃 第  101  号　監査委員の選任について 〃

〃 第  102  号　監査委員の選任について 〃

議員提出議案 第　１　号　北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深める

ための広報啓発を推進する決議

３ 月 18 日
原 案 可 決



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　付録

－付 11 －

令
和
８
年
２
月
熊
本
県
議
会
定
例
会
議
案
各
委
員
会
別
一
覧
表

(令
和
７
年
度
２
月
補
正
関
係
)



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　付録

－付 12 －

 
総
務
委
員
会
関
係
　
（

知
事
公
室
・
総
務
部
・
企
画
振
興
部
・
出
納
局
・
議
会
事
務
局

選
挙
管
理
委
員
会
・
人
事
委
員
会
事
務
局
・
監
査
委
員
事
務
局
）

○
議
案
第
　
１
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
一
般
会
計
補
正
予
算
 （
第
1
2
号
）
 
	

（
　
 
１
 
　
）

　
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

　
　
　
　
　
　
歳
入
全
部
	

（
　
 
２
 
　
）（
事
項
別

明
細
書
	

2
）

　
　
　
　
　
　
歳
　
　
出

　
　
１
　
議
　
会
　
費

　
　
　
１
　
議
　
会
　
費
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	
8
4
)

　
　
２
　
総
務
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
総
務
管
理
費
の
う
ち
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	
8
6
)

　
　
　
２
　
企
画
費
の
う
ち
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	
9
3
)

　
　
　
３
　
徴
　
税
　
費
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	
9
6
)

　
　
　
４
　
市
町
村
振
興
費
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	
9
8
)

　
　
　
５
　
選
　
挙
　
費
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	1
0
0
)

　
　
　
６
　
防
　
災
　
費
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	1
0
1
)

　
　
　
７
　
統
計
調
査
費
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	1
0
4
)

　
　
　
８
　
人
事
委
員
会
費
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	1
0
6
)

　
　
　
９
　
監
査
委
員
費
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	1
0
7
)

　
　
７
　
商
工
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
商
業
費
の
う
ち
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	1
7
8
)

　
　
　
２
　
工
鉱
業
費
の
う
ち
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	1
8
2
)

　
　
1
0
　
教
育
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
教
育
総
務
費
の
う
ち
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	2
1
2
)

　
　
　
６
　
大
　
学
　
費
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	2
2
8
)

　
　
1
1
　
災
害
復
旧
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
総
務
災
害
復
旧
費
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	2
3
6
)

　
　
1
2
　
公
債
費
の
う
ち
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	2
4
5
)

　
　
1
3
　
諸
支
出
金
の
う
ち
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	2
4
6
)

　
第
２
表
　
繰
越
明
許
費
補
正
の
う
ち
	

(
　
 
1
2
　
 
)

　
第
３
表
　
債
務
負
担
行
為
補
正
の
う
ち
	

(
　
 
1
6
　
 
)
(
 
　
〃
	2
6
0
)

　
第
４
表
　
地
方
債
補
正
	

(
　
 
2
4
　
 
)

○
議
案
第
　
３
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
収
入
証
紙
特
別
会
計
補
正
予
算
 （
第
１

　
号
）
 
	

(
　
 
3
2
　
 
)
(
 
　
〃
	2
7
6
)

○
議
案
第
　
1
1
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
市
町
村
振
興
資
金
貸
付
事
業
特
別
会
計

　
補
正
予
算
 （
第
１
号
）
 
	

(
　
 
6
4
　
 
)
(
 
　
〃
	3
2
2
)

○
議
案
第
　
1
3
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
公
債
管
理
特
別
会
計
補
正
予
算
 （
第
１

　
号
）
 
	

(
　
 
7
2
　
 
)
(
 
　
〃
	3
3
2
)

○
議
案
第
　
2
0
　
号

　
専
決
処
分
の
報
告
及
び
承
認
に
つ
い
て
	

(
　
 
8
8
　
 
)



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　付録

－付 13 －

 
厚
生
委
員
会
関
係
　
（
健
康
福
祉
部
・
病
院
局
）

○
議
案
第
　
１
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
一
般
会
計
補
正
予
算
 （
第
1
2
号
）
 
	

（
　
 
１
 
　
）

　
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

　
　
　
　
　
　
歳
　
　
出

　
　
３
　
民
生
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
社
会
福
祉
費
の
う
ち
	

（
　
 
６
 
　
）（
事
項
別

明
細
書
	1
0
8
）

　
　
　
２
　
児
童
福
祉
費
の
う
ち
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
1
6
)

　
　
　
３
　
生
活
保
護
費
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
2
1
)

　
　
　
４
　
災
害
救
助
費
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
2
3
)

　
　
４
　
衛
生
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
公
衆
衛
生
費
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
2
4
)

　
　
　
２
　
環
境
衛
生
費
の
う
ち
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
2
8
)

　
　
　
３
　
保
 健

 所
 費

	
(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
3
4
)

　
　
　
４
　
医
　
薬
　
費
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
3
6
)

　
　
1
0
　
教
育
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
教
育
総
務
費
の
う
ち
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	2
1
2
)

　
　
1
1
　
災
害
復
旧
費
の
う
ち

　
　
　
２
　
民
生
災
害
復
旧
費
	

（
   


９
   


)
(
 
　
〃
	2
3
7
）

　
　
1
2
　
公
債
費
の
う
ち
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	2
4
5
)

　
　
1
3
　
諸
支
出
金
の
う
ち
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	2
4
6
)

　
第
２
表
　
繰
越
明
許
費
補
正
の
う
ち
	

(
　
 
1
2
　
 
)

　
第
３
表
　
債
務
負
担
行
為
補
正
の
う
ち
	

(
　
 
1
6
　
 
)
(
 
　
〃
	2
6
0
)

○
議
案
第
　
1
4
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予

　
算
 （
第
３
号
）
 
	

(
　
 
7
6
　
 
)
(
 
　
〃
	3
3
7
)

○
議
案
第
　
1
9
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
 （
第
４
号
）
 
	
(
　
 
8
7
　
 
)
(
 
　
〃
	3
8
6
)

○
報
告
第
　
１
　
号

　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
	

(
条
 
2
6
　
 
)

○
報
告
第
　
２
　
号

　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
	

(
条
 
2
7
　
 
)

○
報
告
第
　
３
　
号

　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
	

(
条
 
2
8
　
 
)



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　付録

－付 14 －

 
経
済
環
境
委
員
会
関
係
　
（

環
境

生
活

部
・

商
工

労
働

部
・

観
光

文
化

部
・

企
業

局
労
働
委
員
会
事
務
局

）

○
議
案
第
　
１
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
一
般
会
計
補
正
予
算
 （
第
1
2
号
）
 
	

（
　
 
１
 
　
）

　
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

　
　
　
　
　
　
歳
　
　
出

　
　
２
　
総
務
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
総
務
管
理
費
の
う
ち
	

（
　
 
６
 
　
）（
事
項
別

明
細
書
	
8
6
）

　
　
　
２
　
企
画
費
の
う
ち
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	 
9
3
)

　
　
３
　
民
生
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
社
会
福
祉
費
の
う
ち
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	1
0
8
)

　
　
　
２
　
児
童
福
祉
費
の
う
ち
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
1
6
)

　
　
４
　
衛
生
費
の
う
ち

　
　
　
２
　
環
境
衛
生
費
の
う
ち
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
2
8
)

　
　
５
　
労
　
働
　
費

　
　
　
１
　
労
　
政
　
費
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
3
9
)

　
　
　
２
　
職
業
訓
練
費
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
4
1
)

　
　
　
３
　
労
働
委
員
会
費
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
4
5
)

　
　
６
　
農
林
水
産
業
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
農
業
費
の
う
ち
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
4
6
)

　
　
　
４
　
林
業
費
の
う
ち
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	1
6
3
)

　
　
７
　
商
工
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
商
業
費
の
う
ち
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	1
7
8
)

　
　
　
２
　
工
鉱
業
費
の
う
ち
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	1
8
2
)

　
　
　
３
　
観
　
光
　
費
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	1
8
8
)

　
　
1
1
　
災
害
復
旧
費
の
う
ち

　
　
　
４
　
商
工
災
害
復
旧
費
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	2
4
0
)

　
　
1
3
　
諸
支
出
金
の
う
ち
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	2
4
6
)

　
第
２
表
　
繰
越
明
許
費
補
正
の
う
ち
	

(
　
 
1
2
　
 
)

　
第
３
表
　
債
務
負
担
行
為
補
正
の
う
ち
	

(
　
 
1
6
　
 
)
(
 
　
〃
	2
6
0
)

○
議
案
第
　
２
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
中
小
企
業
振
興
資
金
特
別
会
計
補
正
予

　
算
 （
第
１
号
）
 
	

(
　
 
2
8
　
 
)
(
 
　
〃
	2
6
9
)

○
議
案
第
　
1
2
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
高
度
技
術
研
究
開
発
基
盤
整
備
事
業
等

　
特
別
会
計
補
正
予
算
 （
第
４
号
）
 
	

(
　
 
6
7
　
 
)
(
 
　
〃
	3
2
5
)

○
議
案
第
　
1
6
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
電
気
事
業
会
計
補
正
予
算
 （
第
４
号
）
 
	
(
　
 
8
2
　
 
)
(
 
　
〃
	3
5
9
)

○
議
案
第
　
1
7
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
 （
第

　
５
号
）
 
	

(
　
 
8
4
　
 
)
(
 
　
〃
	3
6
9
)

○
議
案
第
　
1
8
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
有
料
駐
車
場
事
業
会
計
補
正
予
算
 （
第

　
２
号
）
 
	

(
　
 
8
6
　
 
)
(
 
　
〃
	3
8
0
)

○
議
案
第
　
3
5
　
号

　
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
(
条
 
1
5
　
 
)
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農
林
水
産
委
員
会
関
係

  
（
農
林
水
産
部
）

○
議
案
第
　
１
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
一
般
会
計
補
正
予
算
 （
第
1
2
号
）
 
	

(
　
 
１
　
 
)

　
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

　
　
　
　
　
　
歳
　
　
出

　
　
６
　
農
林
水
産
業
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
農
業
費
の
う
ち
	

（
　
 
７
 
　
）（
事
項
別

明
細
書
	1
4
6
）

　
　
　
２
　
畜
 産

 業
 費

	
(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
5
5
)

　
　
　
３
　
農
　
地
　
費
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	1
5
9
)

　
　
　
４
　
林
業
費
の
う
ち
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	1
6
3
)

　
　
　
５
　
水
 産

 業
 費

	
(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	1
7
1
)

　
　
1
1
　
災
害
復
旧
費
の
う
ち

　
　
　
３
　
農
林
水
産
業
災
害
復
旧
費
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	2
3
8
)

　
　
1
3
　
諸
支
出
金
の
う
ち
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	2
4
6
)

　
第
２
表
　
繰
越
明
許
費
補
正
の
う
ち
	

(
　
 
1
2
　
 
)

　
第
３
表
　
債
務
負
担
行
為
補
正
の
う
ち
	

(
　
 
1
6
　
 
)
(
 
　
〃
	2
6
0
)

○
議
案
第
　
９
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
林
業
改
善
資
金
特
別
会
計
補
正
予
算

　
 （
第
１
号
）
 
	

(
　
 
5
7
　
 
)
(
 
　
〃
	3
1
0
)

○
議
案
第
　
1
0
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
特
別
会
計
補
正
予

　
算
 （
第
１
号
）
 
	

(
　
 
6
1
　
 
)
(
 
　
〃
	3
1
7
)

○
議
案
第
　
2
2
　
号

　
令
和
７
年
度
農
林
水
産
関
係
の
建
設
事
業
の
経
費
に
対
す
る

　
市
町
村
負
担
金
 （
地
方
財
政
法
関
係
）
 
に
つ
い
て
	

(
条
 
２
   


)

○
議
案
第
　
2
3
　
号

　
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
	

(
条
 
３
 
　
)

○
議
案
第
　
2
4
　
号

　
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
	

(
条
 
４
 
　
)

○
議
案
第
　
2
5
　
号

　
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
	

(
条
 
５
 
　
)

○
議
案
第
　
2
6
　
号

　
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
	

(
条
 
６
 
　
)

○
報
告
第
　
４
　
号

　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
	

(
条
 
2
9
 
　
)

○
報
告
第
　
５
　
号

　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
	

(
条
 
3
0
 
　
)

○
報
告
第
　
1
0
　
号

　
一
般
社
団
法
人
熊
本
県
果
実
生
産
出
荷
安
定
基
金
協
会
の
経

　
営
状
況
を
説
明
す
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
	

(
条
 
3
5
 
　
)
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建
設
委
員
会
関
係

  
（
土
木
部
）

○
議
案
第
　
１
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
一
般
会
計
補
正
予
算
 （
第
1
2
号
）
 
	

（
　
 
1
 
　
）

　
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

　
　
　
　
　
　
歳
　
　
出

　
　
８
　
土
　
木
　
費

　
　
　
１
　
土
木
管
理
費
	

（
　
 
８
 
　
）（
事
項
別

明
細
書
	1
9
0
）

　
　
　
２
　
道
路
橋
り
ょ
う
費
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	1
9
3
)

　
　
　
３
　
河
川
海
岸
費
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	1
9
6
)

　
　
　
４
　
港
　
湾
　
費
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	2
0
0
)

　
　
　
５
　
都
市
計
画
費
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	2
0
2
)

　
　
　
６
　
住
　
宅
　
費
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	2
0
5
)

　
　
1
1
　
災
害
復
旧
費
の
う
ち

　
　
　
５
　
土
木
災
害
復
旧
費
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	2
4
1
)

　
　
1
3
　
諸
支
出
金
の
う
ち
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	2
4
6
)

　
第
２
表
　
繰
越
明
許
費
補
正
の
う
ち
	

(
　
 
1
2
　
 
)

　
第
３
表
　
債
務
負
担
行
為
補
正
の
う
ち
	

(
　
 
1
6
　
 
)
(
 
　
〃
	2
6
0
)

○
議
案
第
　
５
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
港
湾
整
備
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

　
 （
第
４
号
）
 
	

(
　
 
3
9
　
 
)
(
 
　
〃
	2
8
7
)

○
議
案
第
　
６
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
臨
海
工
業
用
地
造
成
事
業
特
別
会
計
補

　
正
予
算
 （
第
３
号
）
	

(
　
 
4
4
　
 
)
(
 
　
〃
	2
9
7
)

○
議
案
第
　
７
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
用
地
先
行
取
得
事
業
特
別
会
計
補
正
予

　
算
 （
第
２
号
）
 
	

(
　
 
4
9
　
 
)
(
 
　
〃
	3
0
0
)

○
議
案
第
　
1
5
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
 （
第
５
号
）

　
	

(
　
 
8
0
　
 
)
(
 
　
〃
	3
4
9
)

○
議
案
第
　
2
7
　
号

　
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
	

(
条
 
７
 
　
)

○
議
案
第
　
2
8
　
号

　
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
	

(
条
 
８
 
　
)

○
議
案
第
　
2
9
　
号

　
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
	

(
条
 
９
 
　
)

○
議
案
第
　
3
0
　
号

　
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
	

(
条
 
1
0
 
　
)

○
議
案
第
　
3
1
　
号

　
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
	

(
条
 
1
1
 
　
)

○
議
案
第
　
3
2
　
号

　
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
	

(
条
 
1
2
 
　
)

○
議
案
第
　
3
3
　
号

　
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
	

(
条
 
1
3
 
　
)

○
議
案
第
　
3
4
　
号

　
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
	

(
条
 
1
4
 
　
)

○
議
案
第
　
3
6
　
号

　
専
決
処
分
の
報
告
及
び
承
認
に
つ
い
て
	

(
条
 
1
6
 
　
)

○
議
案
第
　
3
7
　
号

　
専
決
処
分
の
報
告
及
び
承
認
に
つ
い
て
	

(
条
 
1
7
 
　
)
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○
議
案
第
　
3
8
　
号

　
専
決
処
分
の
報
告
及
び
承
認
に
つ
い
て
	

(
条
 
1
8
 
　
)

○
議
案
第
　
3
9
　
号

　
専
決
処
分
の
報
告
及
び
承
認
に
つ
い
て
	

(
条
 
1
9
 
　
)

○
議
案
第
　
4
0
　
号

専
決
処
分
の
報
告
及
び
承
認
に
つ
い
て
	

(
条
 
2
0
   


)

○
議
案
第
　
4
1
　
号

専
決
処
分
の
報
告
及
び
承
認
に
つ
い
て
	

(
条
 
2
1
   


)

○
議
案
第
　
4
2
　
号

専
決
処
分
の
報
告
及
び
承
認
に
つ
い
て
	

(
条
 
2
2
   


)

○
議
案
第
　
4
3
　
号

専
決
処
分
の
報
告
及
び
承
認
に
つ
い
て
	

(
条
 
2
3
   


)

○
議
案
第
　
4
4
　
号

専
決
処
分
の
報
告
及
び
承
認
に
つ
い
て
	

(
条
 
2
4
   


)

○
議
案
第
　
4
5
　
号

専
決
処
分
の
報
告
及
び
承
認
に
つ
い
て
	

(
条
 
2
5
   


)

○
報
告
第
　
６
　
号

　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
	

(
条
 
3
1
 
　
)

○
報
告
第
　
７
　
号

　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
	

(
条
 
3
2
 
　
)

○
報
告
第
　
８
　
号

　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
	

(
条
 
3
3
 
　
)
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教
育
警
察
委
員
会
関
係

  
（
教
育
委
員
会
・
警
察
本
部
）

○
議
案
第
　
１
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
一
般
会
計
補
正
予
算
 （
第
1
2
号
）
 
	

(
　
 
１
　
 
)

　
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

　
　
　
　
　
　
歳
　
　
出

　
　
９
　
警
　
察
　
費

　
　
　
１
　
警
察
管
理
費
	

（
　
 
９
 
　
）（
事
項
別

明
細
書
	2
0
7
）

　
　
　
２
　
警
察
活
動
費
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	2
1
1
)

　
　
1
0
　
教
育
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
教
育
総
務
費
の
う
ち
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	2
1
2
)

　
　
　
２
　
小
 学

 校
 費

	
(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	2
1
8
)

　
　
　
３
　
中
 学

 校
 費

	
(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	2
2
0
)

　
　
　
４
　
高
等
学
校
費
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	2
2
2
)

　
　
　
５
　
特
別
支
援
学
校
費
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	2
2
6
)

　
　
　
７
　
社
会
教
育
費
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	2
2
9
)

　
　
　
８
　
保
健
体
育
費
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	2
3
3
)

　
　
1
1
　
災
害
復
旧
費
の
う
ち

　
　
　
６
　
警
察
災
害
復
旧
費
	

(
   


1
0
   


)
(
　
 
〃
	2
4
3
）

　
　
　
７
　
教
育
災
害
復
旧
費
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	2
4
4
)

　
第
２
表
　
繰
越
明
許
費
補
正
の
う
ち
	

(
　
 
1
2
　
 
)

　
第
３
表
　
債
務
負
担
行
為
補
正
の
う
ち
	

(
　
 
1
6
　
 
)
(
 
　
〃
	2
6
0
)

○
議
案
第
　
４
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
立
高
等
学
校
実
習
資
金
特
別
会
計
補
正

　
予
算
 （
第
１
号
）
 
	

(
　
 
3
5
　
 
)
(
 
　
〃
	2
8
0
)

○
議
案
第
　
８
　
号

　
令
和
７
年
度
熊
本
県
育
英
資
金
等
貸
与
特
別
会
計
補
正
予
算

　
 （
第
２
号
）
 
	

(
　
 
5
3
　
 
)
(
 
　
〃
	3
0
6
)

○
議
案
第
　
2
1
　
号

　
熊
本
県
高
等
学
校
等
教
育
改
革
促
進
基
金
条
例
の
制
定
に
つ

　
い
て
	

(
条
 
１
 
　
)

○
報
告
第
　
９
　
号

　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
	

(
条
 
3
4
 
　
)
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令
和
８
年
２
月
熊
本
県
議
会
定
例
会
議
案
各
委
員
会
別
一
覧
表

(令
和
８
年
度
当
初
関
係
)
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総
務
委
員
会
関
係
　
（

知
事
公
室
・
総
務
部
・
企
画
振
興
部
・
出
納
局
・
議
会
事
務
局

選
挙
管
理
委
員
会
・
人
事
委
員
会
事
務
局
・
監
査
委
員
事
務
局
）

○
議
案
第
　
4
6
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
一
般
会
計
予
算
	

（
　
 
１
 
　
）

　
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算

　
　
　
　
　
　
歳
入
全
部
	

（
　
 
２
 
　
）（
事
項
別

明
細
書
	

2
）

　
　
　
　
　
　
歳
　
　
出

　
　
１
　
議
　
会
　
費

　
　
　
１
　
議
　
会
　
費
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	1
0
9
)

　
　
２
　
総
務
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
総
務
管
理
費
の
う
ち
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	1
1
2
)

　
　
　
２
　
企
画
費
の
う
ち
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	1
2
4
)

　
　
　
３
　
徴
　
税
　
費
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	1
2
7
)

　
　
　
４
　
市
町
村
振
興
費
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	1
3
0
)

　
　
　
５
　
選
　
挙
　
費
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	1
3
2
)

　
　
　
６
　
防
　
災
　
費
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	1
3
5
)

　
　
　
７
　
統
計
調
査
費
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	1
3
9
)

　
　
　
８
　
人
事
委
員
会
費
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	1
4
2
)

　
　
　
９
　
監
査
委
員
費
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	1
4
5
)

　
　
７
　
商
工
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
商
業
費
の
う
ち
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	2
5
3
)

　
　
　
２
　
工
鉱
業
費
の
う
ち
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	2
5
9
)

　
　
1
0
　
教
育
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
教
育
総
務
費
の
う
ち
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	3
0
4
)

　
　
　
６
　
大
　
学
　
費
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	3
2
7
)

　
　
1
1
　
災
害
復
旧
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
総
務
災
害
復
旧
費
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	3
3
8
)

　
　
1
2
　
公
債
費
の
う
ち
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	3
4
7
)

　
　
1
3
　
諸
支
出
金
の
う
ち
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	3
4
9
)

　
　
1
4
　
予
　
備
　
費
	

(
　
 
1
1
　
 
)
(
 
　
〃
	3
6
1
)

　
第
２
表
　
債
務
負
担
行
為
の
う
ち
	

(
　
 
1
2
   


)
(
 
　
〃
	3
7
3
)

　
第
３
表
　
地
　
方
　
債
	

(
　
 
2
2
　
 
)

○
議
案
第
　
4
9
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
収
入
証
紙
特
別
会
計
予
算
	

(
　
 
3
7
　
 
)
(
 
　
〃
	4
2
8
)

○
議
案
第
　
5
7
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
市
町
村
振
興
資
金
貸
付
事
業
特
別
会
計

　
予
算
	

(
　
 
6
5
　
 
)
(
 
　
〃
	4
9
0
)

○
議
案
第
　
6
0
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
公
債
管
理
特
別
会
計
予
算
	

(
　
 
7
7
　
 
)
(
 
　
〃
	5
1
9
)

○
議
案
第
　
6
7
　
号

　
熊
本
県
内
部
組
織
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

　
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
3
6
   


)

○
議
案
第
　
6
8
　
号

　
熊
本
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部

　
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
3
7
 
　
)

○
議
案
第
　
6
9
　
号

　
熊
本
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

　
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
4
1
 
　
)

○
議
案
第
　
7
0
　
号

　
熊
本
県
知
事
等
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部

　
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
4
6
 
　
)
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○
議
案
第
　
7
1
　
号

　
熊
本
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

　
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
5
5
   


)

○
議
案
第
　
7
2
　
号

　
熊
本
県
監
査
委
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
の
制
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
5
7
   


)

○
議
案
第
　
7
3
　
号

　
熊
本
県
行
政
手
続
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

　
つ
い
て
	

(
条
 
5
8
   


)

○
議
案
第
　
7
4
　
号

　
熊
本
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

　
い
て
	

(
条
 
6
0
   


)

○
議
案
第
　
7
5
　
号

　
熊
本
県
公
益
認
定
等
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
の
制
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
6
2
   


)

○
議
案
第
　
7
6
　
号

　
熊
本
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

　
例
の
制
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
6
3
   


)

○
議
案
第
　
7
7
　
号

　
熊
本
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
	
(
条
 
6
4
   


)

○
議
案
第
　
9
5
　
号

　
包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
	

(
条
 
9
0
 
　
)

○
議
案
第
　
9
6
　
号

　
特
定
事
業
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
	

(
条
 
9
1
   


)
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厚
生
委
員
会
関
係
　
（
健
康
福
祉
部
・
病
院
局
）

○
議
案
第
　
4
6
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
一
般
会
計
予
算
	

（
　
 
１
 
　
）

　
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算

　
　
　
　
　
　
歳
　
　
出

　
　
３
　
民
生
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
社
会
福
祉
費
の
う
ち
	

（
　
 
６
 
　
）（
事
項
別

明
細
書
	1
4
7
）

　
　
　
２
　
児
童
福
祉
費
の
う
ち
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
5
8
)

　
　
　
３
　
生
活
保
護
費
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
6
5
)

　
　
　
４
　
災
害
救
助
費
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
6
7
)

　
　
４
　
衛
生
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
公
衆
衛
生
費
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
6
9
)

　
　
　
２
　
環
境
衛
生
費
の
う
ち
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
7
5
)

　
　
　
３
　
保
健
所
費
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
8
4
)

　
　
　
４
　
医
　
薬
　
費
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
8
6
)

　
　
1
0
　
教
育
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
教
育
総
務
費
の
う
ち
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	3
0
4
)

　
　
1
2
　
公
債
費
の
う
ち
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	3
4
7
)

　
　
1
3
　
諸
支
出
金
の
う
ち
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	3
4
9
)

　
第
２
表
　
債
務
負
担
行
為
の
う
ち
	

(
　
 
1
2
   


)
(
 
　
〃
	3
7
3
)

○
議
案
第
　
4
8
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
予

　
算
	

(
　
 
3
3
　
 
)
(
 
　
〃
	4
2
0
)

○
議
案
第
　
6
1
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
予
算
	

(
　
 
8
1
　
 
)
(
 
　
〃
	5
2
7
)

○
議
案
第
　
6
6
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
病
院
事
業
会
計
予
算
	

(
　
 
9
3
　
 
)
(
 
　
〃
	6
1
4
)

○
議
案
第
　
7
8
　
号

　
熊
本
県
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
の
制
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
6
5
   


)

○
議
案
第
　
7
9
　
号

　
熊
本
県
食
品
衛
生
基
準
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

　
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
6
7
   


)

○
議
案
第
　
8
0
　
号

　
熊
本
県
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営

　
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

　
つ
い
て
	

(
条
 
6
9
   


）

○
議
案
第
　
8
1
　
号

　
熊
本
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

　
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
7
0
   


)

○
議
案
第
　
8
2
　
号

　
熊
本
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
の
制
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
7
1
   


)

○
議
案
第
　
8
3
　
号

　
熊
本
県
国
民
健
康
保
険
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

　
例
の
制
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
7
2
   


)

○
議
案
第
　
9
7
　
号

　
権
利
の
放
棄
に
つ
い
て
	

(
条
 
9
2
　
 
)
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経
済
環
境
委
員
会
関
係
　
（

環
境

生
活

部
・

商
工

労
働

部
・

観
光

文
化

部
・

企
業

局
労
働
委
員
会
事
務
局

）

○
議
案
第
　
4
6
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
一
般
会
計
予
算
…
	

（
　
 
１
 
　
）

　
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算

　
　
　
　
　
　
歳
　
　
出

　
　
２
　
総
務
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
総
務
管
理
費
の
う
ち
	

（
　
 
６
 
　
）（
事
項
別

明
細
書
	1
1
2
）

　
　
　
２
　
企
画
費
の
う
ち
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	1
2
4
)

　
　
３
　
民
生
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
社
会
福
祉
費
の
う
ち
	

(
　
 
６
　
 
)
(
 
　
〃
	1
4
7
)

　
　
　
２
　
児
童
福
祉
費
の
う
ち
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
5
8
)

　
　
４
　
衛
生
費
の
う
ち

　
　
　
２
　
環
境
衛
生
費
の
う
ち
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
7
5
)

　
　
５
　
労
　
働
　
費

　
　
　
１
　
労
　
政
　
費
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
9
1
)

　
　
　
２
　
職
業
訓
練
費
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
9
3
)

　
　
　
３
　
失
業
対
策
費
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
9
8
)

　
　
　
４
　
労
働
委
員
会
費
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	1
9
9
)

　
　
６
　
農
林
水
産
業
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
農
業
費
の
う
ち
	

(
　
 
７
　
 
)
(
 
　
〃
	2
0
1
)

　
　
　
４
　
林
業
費
の
う
ち
	

(
　
 
８
 
　
)
(
 
　
〃
	2
2
8
)

　
　
７
　
商
工
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
商
業
費
の
う
ち
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	2
5
3
)

　
　
　
２
　
工
鉱
業
費
の
う
ち
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	2
5
9
)

　
　
　
３
　
観
　
光
　
費
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	2
6
7
)

　
　
1
1
　
災
害
復
旧
費
の
う
ち

　
　
　
３
　
商
工
災
害
復
旧
費
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	3
4
2
)

　
　
1
3
　
諸
支
出
金
の
う
ち
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	3
4
9
)

　
第
２
表
　
債
務
負
担
行
為
の
う
ち
	

(
　
 
1
2
　
 
)
(
 
　
〃
	3
7
3
)

○
議
案
第
　
4
7
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
中
小
企
業
振
興
資
金
特
別
会
計
予
算
	

(
　
 
3
0
　
 
)
(
 
　
〃
	4
1
2
)

○
議
案
第
　
5
1
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
港
湾
整
備
事
業
特
別
会
計
予
算
の
う
ち
	
(
　
 
4
4
　
 
)
(
 
　
〃
	4
4
3
)

○
議
案
第
　
5
2
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
臨
海
工
業
用
地
造
成
事
業
特
別
会
計
予

　
算
の
う
ち
	

(
　
 
4
8
　
 
)
(
 
　
〃
	4
5
6
)

○
議
案
第
　
5
8
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
高
度
技
術
研
究
開
発
基
盤
整
備
事
業
等

　
特
別
会
計
予
算
	

(
　
 
6
8
　
 
)
(
 
　
〃
	4
9
5
)

○
議
案
第
　
5
9
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
の
チ
ッ
ソ
株
式
会
社
に
対
す
る
貸
付
け

　
に
係
る
県
債
償
還
等
特
別
会
計
予
算
	

(
　
 
7
3
　
 
)
(
 
　
〃
	5
0
6
)

○
議
案
第
　
6
3
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
電
気
事
業
会
計
予
算
	

(
　
 
8
7
　
 
)
(
 
　
〃
	5
5
9
)

○
議
案
第
　
6
4
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計
予
算
	

(
　
 
8
9
　
 
)
(
 
　
〃
	5
7
8
)

○
議
案
第
　
6
5
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
有
料
駐
車
場
事
業
会
計
予
算
	

(
　
 
9
2
　
 
)
(
 
　
〃
	5
9
9
)

○
議
案
第
　
8
4
　
号

熊
本
県
工
業
用
水
道
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
7
4
   


)
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○
議
案
第
　
8
5
　
号

　
熊
本
県
公
害
紛
争
処
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

　
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
7
5
    



)

○
議
案
第
　
8
6
　
号

　
熊
本
県
ス
ポ
ー
ツ
応
援
基
金
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
7
6
    



)

○
議
案
第
　
9
4
　
号

　
第
七
次
熊
本
県
環
境
基
本
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
8
9
    



)



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　付録

－付 25 －

 
農
林
水
産
委
員
会
関
係

  
（
農
林
水
産
部
）

○
議
案
第
　
4
6
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
一
般
会
計
予
算
	

(
　
 
１
　
 
)

　
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算

　
　
　
　
　
　
歳
　
　
出

　
　
６
　
農
林
水
産
業
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
農
業
費
の
う
ち
	

（
　
 
７
 
　
）（
事
項
別

明
細
書
	2
0
1
）

　
　
　
２
　
畜
 産

 業
 費

	
(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	2
1
5
)

　
　
　
３
　
農
地
費
の
う
ち
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	2
2
2
)

　
　
　
４
　
林
業
費
の
う
ち
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	2
2
8
)

　
　
　
５
　
水
産
業
費
の
う
ち
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	2
4
1
)

　
　
1
1
　
災
害
復
旧
費
の
う
ち

　
　
　
２
　
農
林
水
産
業
災
害
復
旧
費
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	3
3
9
)

　
　
1
2
　
公
債
費
の
う
ち
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	3
4
7
)

　
　
1
3
　
諸
支
出
金
の
う
ち
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	3
4
9
)

　
第
２
表
　
債
務
負
担
行
為
の
う
ち
	

(
　
 
1
2
　
 
)
(
 
　
〃
	3
7
3
)

○
議
案
第
　
5
5
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
林
業
改
善
資
金
特
別
会
計
予
算
	

(
　
 
5
9
　
 
)
(
 
　
〃
	4
7
9
)

○
議
案
第
　
5
6
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
特
別
会
計
予
算
	

(
　
 
6
2
　
 
)
(
 
　
〃
	4
8
6
)

○
議
案
第
　
8
7
　
号

　
熊
本
県
豊
か
な
森
林
の
保
全
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

　
て
	

(
条
 
7
8
 
　
)



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　付録

－付 26 －

 
建
設
委
員
会
関
係

  
（
土
木
部
）

○
議
案
第
　
4
6
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
一
般
会
計
予
算
	

（
　
 
1
 
　
）

　
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算

　
　
　
　
　
　
歳
　
　
出

　
　
４
　
衛
生
費
の
う
ち

　
　
　
２
　
環
境
衛
生
費
の
う
ち
	

（
　
 
７
 
　
）（
事
項
別

明
細
書
	1
7
5
）

　
　
６
　
農
林
水
産
業
費
の
う
ち

　
　
　
３
　
農
地
費
の
う
ち
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	2
2
2
)

　
　
　
５
　
水
産
業
費
の
う
ち
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	2
4
1
)

　
　
８
　
土
　
木
　
費

　
　
　
１
　
土
木
管
理
費
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	2
6
9
)

　
　
　
２
　
道
路
橋
り
ょ
う
費
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	2
7
4
)

　
　
　
３
　
河
川
海
岸
費
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	2
7
9
)

　
　
　
４
　
港
　
湾
　
費
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	2
8
5
)

　
　
　
５
　
都
市
計
画
費
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	2
8
9
)

　
　
　
６
　
住
　
宅
　
費
	

(
　
 
８
　
 
)
(
 
　
〃
	2
9
4
)

　
　
1
1
　
災
害
復
旧
費
の
う
ち

　
　
　
４
　
土
木
災
害
復
旧
費
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	3
4
3
)

　
　
1
2
　
公
債
費
の
う
ち
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	3
4
7
)

　
　
1
3
　
諸
支
出
金
の
う
ち
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	3
4
9
)

　
第
２
表
　
債
務
負
担
行
為
の
う
ち
	

(
　
 
1
2
   


)
(
 
　
〃
	3
7
3
)

○
議
案
第
　
5
1
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
港
湾
整
備
事
業
特
別
会
計
予
算
の
う
ち
	
(
　
 
4
4
   


)
(
 
　
〃
	4
4
3
)

○
議
案
第
　
5
2
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
臨
海
工
業
用
地
造
成
事
業
特
別
会
計
予

　
算
の
う
ち
	

(
　
 
4
8
　
 
)
(
 
　
〃
	4
5
6
)

○
議
案
第
　
5
3
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
用
地
先
行
取
得
事
業
特
別
会
計
予
算
	

(
　
 
5
2
　
 
)
(
 
　
〃
	4
6
4
)

○
議
案
第
　
6
2
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
下
水
道
事
業
会
計
予
算
	

(
　
 
8
4
　
 
)
(
 
　
〃
	5
3
9
)

○
議
案
第
　
9
8
　
号

　
権
利
の
放
棄
に
つ
い
て
	

(
条
 
9
3
 
　
)



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　付録

－付 27 －

 
教
育
警
察
委
員
会
関
係

  
（
教
育
委
員
会
・
警
察
本
部
）

○
議
案
第
　
4
6
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
一
般
会
計
予
算
	

(
　
 
１
　
 
)

　
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算

　
　
　
　
　
　
歳
　
　
出

　
　
９
　
警
　
察
　
費

　
　
　
１
　
警
察
管
理
費
	

（
　
 
９
 
　
）（
事
項
別

明
細
書
	2
9
7
）

　
　
　
２
　
警
察
活
動
費
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	3
0
2
)

　
　
1
0
　
教
育
費
の
う
ち

　
　
　
１
　
教
育
総
務
費
の
う
ち
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	3
0
4
)

　
　
　
２
　
小

学
校

費
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	3
1
2
)

　
　
　
３
　
中

学
校

費
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	3
1
4
)

　
　
　
４
　
高
等
学
校
費
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	3
1
7
)

　
　
　
５
　
特
別
支
援
学
校
費
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	3
2
4
)

　
　
　
７
　
社
会
教
育
費
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	3
2
8
)

　
　
　
８
　
保
健
体
育
費
	

(
　
 
９
　
 
)
(
 
　
〃
	3
3
4
)

　
　
1
1
　
災
害
復
旧
費
の
う
ち

　
　
　
５
　
警
察
災
害
復
旧
費
	

(
　
 
1
0
   


)
(
 
　
〃
	3
4
5
)

　
　
　
６
　
教
育
災
害
復
旧
費
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	3
4
6
)

　
　
1
3
　
諸
支
出
金
の
う
ち
	

(
　
 
1
0
　
 
)
(
 
　
〃
	3
4
9
)

　
第
２
表
　
債
務
負
担
行
為
の
う
ち
	

(
　
 
1
2
　
 
)
(
 
　
〃
	3
7
3
)

○
議
案
第
　
5
0
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
立
高
等
学
校
実
習
資
金
特
別
会
計
予
算
	
(
　
 
4
0
　
 
)
(
 
　
〃
	4
3
2
)

○
議
案
第
　
5
4
　
号

　
令
和
８
年
度
熊
本
県
育
英
資
金
等
貸
与
特
別
会
計
予
算
	

(
　
 
5
6
　
 
)
(
 
　
〃
	4
7
1
)

○
議
案
第
　
8
8
　
号

　
熊
本
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に

　
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
8
2
   


)

○
議
案
第
　
8
9
  

号

　
熊
本
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

　
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
8
3
 
　
)

○
議
案
第
　
9
0
　
号

　
熊
本
県
立
青
少
年
の
家
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

　
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
8
4
   


)

○
議
案
第
　
9
1
　
号

　
熊
本
県
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

　
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
8
6
 
　
)

○
議
案
第
　
9
2
　
号

　
熊
本
県
警
察
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一

　
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
8
7
 
　
)

○
議
案
第
　
9
3
　
号

　
熊
本
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
運
転
免
許
試
験
コ
ー
ス
使
用
料

　
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
	

(
条
 
8
8
   


)

○
議
案
第
　
9
9
　
号

　
権
利
の
放
棄
に
つ
い
て
	

(
条
 
9
4
 
　
)



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　付録

－付 28 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年２月20日

　　議長　髙野洋介　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務常任委員長　中村亮彦

委員会審査報告書

　 本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則 

第84条の規定により報告します。

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第　　１号 令和７年度熊本県一般会計補正予算 （第12号） 原案可決

第　　３号 令和７年度熊本県収入証紙特別会計補正予算 （第１号） 原案可決

第　１１号
令和７年度熊本県市町村振興資金貸付事業特別会計補正予
算 （第１号）

原案可決

第　１３号 令和７年度熊本県公債管理特別会計補正予算 （第１号） 原案可決

第　２０号 専決処分の報告及び承認について 原案承認



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　付録

－付 29 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年２月20日　

　　議長　髙野洋介　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生常任委員長　岩本浩治

委員会審査報告書

　本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則

第84条の規定により報告します。

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第　　１号 令和７年度熊本県一般会計補正予算 （第12号） 原案可決

第　１４号
令和７年度熊本県国民健康保険事業特別会計補正予算 （第
３号）

原案可決

第　１９号 令和７年度熊本県病院事業会計補正予算 （第４号） 原案可決



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　付録

－付 30 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年２月20日　　

　　議長　髙野洋介　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育警察常任委員長　竹﨑和虎　　

委員会審査報告書

　本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則

第84条の規定により報告します。

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第　　１号 令和７年度熊本県一般会計補正予算 （第12号） 原案可決

第　　４号
令和７年度熊本県立高等学校実習資金特別会計補正予算
 （第１号）

原案可決

第　　８号
令和７年度熊本県育英資金等貸与特別会計補正予算 （第２
号）

原案可決

第　２１号 熊本県高等学校等教育改革促進基金条例の制定について 原案可決



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　付録

－付 31 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年２月24日　

　　議長　髙野洋介　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済環境常任委員長　髙島和男

委員会審査報告書

　本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則

第84条の規定により報告します。

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第　　１号 令和７年度熊本県一般会計補正予算 （第12号） 原案可決

第　　２号
令和７年度熊本県中小企業振興資金特別会計補正予算 （第
１号）

原案可決

第　１２号
令和７年度熊本県高度技術研究開発基盤整備事業等特別会
計補正予算 （第４号）

原案可決

第　１６号 令和７年度熊本県電気事業会計補正予算 （第４号） 原案可決

第　１７号 令和７年度熊本県工業用水道事業会計補正予算 （第５号） 原案可決

第　１８号 令和７年度熊本県有料駐車場事業会計補正予算 （第２号） 原案可決

第　３５号 指定管理者の指定について 原案可決



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　付録

－付 32 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年２月24日　

　　議長　髙野洋介　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林水産常任委員長　河津修司

委員会審査報告書

　 本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則

第84条の規定により報告します。

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第　　１号 令和７年度熊本県一般会計補正予算 （第12号） 原案可決

第　　９号
令和７年度熊本県林業改善資金特別会計補正予算 （第１
号）

原案可決

第　１０号
令和７年度熊本県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算 （第
１号）

原案可決

第　２２号
令和７年度農林水産関係の建設事業の経費に対する市町村
負担金 （地方財政法関係） について

原案可決

第　２３号 工事請負契約の締結について 原案可決

第　２４号 工事請負契約の変更について 原案可決

第　２５号 工事請負契約の変更について 原案可決

第　２６号 工事請負契約の変更について 原案可決



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　付録

－付 33 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年２月24日　

　　議長　髙野洋介　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設常任委員長　西山宗孝

委員会審査報告書

　本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則

第84条の規定により報告します。

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第　　１号 令和７年度熊本県一般会計補正予算 （第12号） 原案可決

第　　５号
令和７年度熊本県港湾整備事業特別会計補正予算 （第４
号）

原案可決

第　　６号
令和７年度熊本県臨海工業用地造成事業特別会計補正予算
 （第３号）

原案可決

第　　７号
令和７年度熊本県用地先行取得事業特別会計補正予算 （第
２号）

原案可決

第　１５号 令和７年度熊本県下水道事業会計補正予算 （第５号） 原案可決

第　２７号 工事請負契約の変更について 原案可決

第　２８号 工事請負契約の変更について 原案可決

第　２９号 工事請負契約の締結について 原案可決

第　３０号 工事請負契約の変更について 原案可決

第　３１号 工事請負契約の変更について 原案可決
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議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第　３２号 工事請負契約の締結について 原案可決

第　３３号 工事請負契約の締結について 原案可決

第　３４号 工事請負契約の変更について 原案可決

第　３６号 専決処分の報告及び承認について 原案承認

第　３７号 専決処分の報告及び承認について 原案承認

第　３８号 専決処分の報告及び承認について 原案承認

第　３９号 専決処分の報告及び承認について 原案承認

第　４０号 専決処分の報告及び承認について 原案承認

第　４１号 専決処分の報告及び承認について 原案承認

第　４２号 専決処分の報告及び承認について 原案承認

第　４３号 専決処分の報告及び承認について 原案承認

第　４４号 専決処分の報告及び承認について 原案承認

第　４５号 専決処分の報告及び承認について 原案承認
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－付 35 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月12日

　　議長　髙野洋介　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務常任委員長　中村亮彦　　

委員会審査報告書

　本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則

第84条の規定により報告します。

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第　４６号 令和８年度熊本県一般会計予算 原案可決

第　４９号 令和８年度熊本県収入証紙特別会計予算 原案可決

第　５７号 令和８年度熊本県市町村振興資金貸付事業特別会計予算 原案可決

第　６０号 令和８年度熊本県公債管理特別会計予算 原案可決

第　６７号
熊本県内部組織設置条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

原案可決

第　６８号
熊本県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正
する条例の制定について

原案可決

第　６９号
熊本県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の
制定について

原案可決

第　７０号
熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正
する条例の制定について

原案可決

第　７１号
熊本県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する
条例の制定について

原案可決

第　７２号
熊本県監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定
について

原案可決



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　付録

－付 36 －

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第　７３号 熊本県行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

第　７４号 熊本県手数料条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

第　７５号
熊本県公益認定等審議会条例の一部を改正する条例の制定
について

原案可決

第　７６号
熊本県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例の制
定について

原案可決

第　７７号 熊本県税条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

第　９５号 包括外部監査契約の締結について 原案可決

第　９６号 特定事業契約の締結について 原案可決
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－付 37 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月12日　

　　議長　髙野洋介　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生常任委員長　岩本浩治

委員会審査報告書

　本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則

第84条の規定により報告します。

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第　４６号 令和８年度熊本県一般会計予算 原案可決

第　４８号 令和８年度熊本県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 原案可決

第　６１号 令和８年度熊本県国民健康保険事業特別会計予算 原案可決

第　６６号 令和８年度熊本県病院事業会計予算 原案可決

第　７８号
熊本県総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定
について

原案可決

第　７９号
熊本県食品衛生基準条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

原案可決

第　８０号
熊本県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準
に関する条例の一部を改正する条例の制定について

原案可決

第　８１号
熊本県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例の
制定について

原案可決

第　８２号
熊本県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定
について

原案可決

第　８３号
熊本県国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例の制
定について

原案可決
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－付 38 －

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第　９７号 権利の放棄について 原案可決



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　付録

－付 39 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月12日　

　　議長　髙野洋介　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育警察常任委員長　竹﨑和虎　　

委員会審査報告書

　本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則

第84条の規定により報告します。

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第　４６号 令和８年度熊本県一般会計予算 原案可決

第　５０号 令和８年度熊本県立高等学校実習資金特別会計予算 原案可決

第　５４号 令和８年度熊本県育英資金等貸与特別会計予算 原案可決

第　８８号
熊本県教育委員会の権限に属する事務処理の特例に関する
条例の一部を改正する条例の制定について

原案可決

第　８９号
熊本県立高等学校の授業料等に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について

原案可決

第　９０号
熊本県立青少年の家条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

原案可決

第　９１号
熊本県警察職員定数条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

原案可決

第　９２号
熊本県警察の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改
正する条例の制定について

原案可決

第　９３号
熊本県運転免許センター運転免許試験コース使用料徴収条
例の一部を改正する条例の制定について

原案可決

第　９９号 権利の放棄について 原案可決
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－付 40 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月13日　

　　議長　髙野洋介　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済環境常任委員長　髙島和男

委員会審査報告書

　本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則

第84条の規定により報告します。

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第　４６号 令和８年度熊本県一般会計予算 原案可決

第　４７号 令和８年度熊本県中小企業振興資金特別会計予算 原案可決

第　５１号 令和８年度熊本県港湾整備事業特別会計予算のうち 原案可決

第　５２号
令和８年度熊本県臨海工業用地造成事業特別会計予算のう
ち

原案可決

第　５８号
令和８年度熊本県高度技術研究開発基盤整備事業等特別会
計予算

原案可決

第　５９号
令和８年度熊本県のチッソ株式会社に対する貸付けに係る
県債償還等特別会計予算

原案可決

第　６３号 令和８年度熊本県電気事業会計予算 原案可決

第　６４号 令和８年度熊本県工業用水道事業会計予算 原案可決

第　６５号 令和８年度熊本県有料駐車場事業会計予算 原案可決

第　８４号
熊本県工業用水道管理条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

原案可決
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－付 41 －

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第　８５号
熊本県公害紛争処理条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

原案可決

第　８６号 熊本県スポーツ応援基金条例の制定について 原案可決

第　９４号 第七次熊本県環境基本計画の策定について 原案可決



令和８年２月定例会　熊本県議会会議録　付録

－付 42 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月13日　　

　　議長　髙野洋介　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林水産常任委員長　河津修司　　

委員会審査報告書

　本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則

第84条の規定により報告します。

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第　４６号 令和８年度熊本県一般会計予算 原案可決

第　５５号 令和８年度熊本県林業改善資金特別会計予算 原案可決

第　５６号 令和８年度熊本県沿岸漁業改善資金特別会計予算 原案可決

第　８７号 熊本県豊かな森林の保全に関する条例の制定について 原案可決
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－付 43 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月13日　　

　　議長　髙野洋介　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設常任委員長　竹﨑和虎　　

委員会審査報告書

　本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則

第84条の規定により報告します。

議 案 番 号 議　　　　　案　　　　　名 議決結果

第　４６号 令和８年度熊本県一般会計予算 原案可決

第　５１号 令和８年度熊本県港湾整備事業特別会計予算のうち 原案可決

第　５２号
令和８年度熊本県臨海工業用地造成事業特別会計予算のう
ち

原案可決

第　５３号 令和８年度熊本県用地先行取得事業特別会計予算 原案可決

第　６２号 令和８年度熊本県下水道事業会計予算 原案可決

第　９８号 権利の放棄について 原案可決
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　令和８年２月定例会提出

閉会中の継続審査申出一覧表

総務常任委員会

　１　行財政に関する件

　２　私学振興に関する件

　３　防災、消防に関する件

　４　国際交流に関する件

　５　企画推進及び土地利用対策・地域

　　政策に関する件

　６　球磨川流域復興に関する件

厚生常任委員会

　１　県民の健康及び衛生に関する件

　２　県民の社会福祉に関する件

　３　病院事業に関する件

経済環境常任委員会

　１　環境保全及び公害対策に関する件

　２　県民の生活に関する件

　３　商工業の振興に関する件

　４　労働行政の推進に関する件

　５　観光、文化、物産及び貿易の振興

　　に関する件

　６　公営企業の経営に関する件

農林水産常任委員会

　１　農林水産業の振興に関する件

　２　農山漁村の振興に関する件

建設常任委員会

　１　道路、都市計画、景観及び下水環

　　境に関する件

　２　河川、港湾及び砂防に関する件

　３　建築、営繕及び住宅に関する件

教育警察常任委員会

　１　学校教育及び社会教育の振興に関

　　する件

　２　芸術・文化の振興に関する件

　３　体育・スポーツの振興に関する件

　４　治安基盤の整備に関する件

高速交通ネットワーク整備推進特別委員

会

　１　高速交通体系に関する件

　２　熊本都市圏交通に関する件

海の再生及び環境対策特別委員会

　１　有明海・八代海の環境の保全、改

善及び水産資源の回復等による漁業

の振興に関する件

　２　2050年県内温室効果ガス排出量実

質ゼロに向けた取組に関する件

　３　再生可能エネルギー導入促進に関

する件

地域活力創生特別委員会

　１　新たな地方創生に関する件

　２　ＴＳＭＣ進出に係る県内波及効果

に関する件

議会運営委員会

　１　議会の会議規則、委員会に関する

条例等に関する件

　２　次期定例会の会期日程に関する件

　３　その他議会運営に関する件




